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第１章 業務の目的 

 

我が国における地球温暖化の影響を防止・軽減する適応計画（平成 27 年夏を目途）の策定

に向け、環境省では中央環境審議会地球環境部会の小委員会において、これまでの温暖化の影

響・リスク表の科学的知見の整理を中心に議論が進められている。 

地球温暖化対策は、緩和と適応が車の両輪であり、その両方を進めることが必要であるが、

近畿地方の地方公共団体の地球温暖化対策は、そのほとんどが緩和策で計画、実行されており、

今後、温暖化への適応策の検討・実施を促していくことが必要である。 

このため、近畿地方環境事務所では、国レベルの取組と並行して、府県・指定都市等の地球

温暖化対策担当官を対象に適応に関する勉強会を通じて、適応という考え方の普及、最新の適

応策に関する情報を共有し、活用することにより地方公共団体の適応策の取組の支援を図るも

のとする。 
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第２章 業務の内容 

１ 業務の内容 

 (1) カリキュラムの作成等 

   勉強会は 3回開催するものとし、より効果的になるよう近畿地方環境事務所環境対

策課の担当官（以下「担当官」という。）と協議の上、別添の「地球温暖化への適応

策勉強会実施案」を参考に、カリキュラム案の作成及び講師（各回２名程度、大学教

授級）の選定・招聘等を行う。 

   

(2) 会場の確保 

1)会場として、大阪市内において貸会議室を確保するとともに、必要なパソコン・プロ

ジェクター・マイク等の必要な附帯設備を確保する。 

  ①講演を行う会議室 

   スクール形式で受講者 50名程度が収容可能な会議室 

②講演者控室 

     講師（2名）控室 

2)上記会場の予約及び各種調整、支払い等を行う。 

 

(3) 勉強会運営シナリオ・配布資料・アンケートの作成及び事前準備等 

1)上記(1)を踏まえ、勉強会運営シナリオ案を作成し、担当官と各回ごとに事前打合せを

行う。 

2)講演資料を、講師等と内容の調整の上、資料データの取付及び必要部数を印刷する。 

3)勉強会の各回ごとに担当官と相談のうえ、アンケートを作成し、必要部数印刷する。 

4)講師との連絡・調整、勉強会を開催するにあたって必要な事前準備や各種調整を行う。 

 

(4) 勉強会の参加者の受付等 

 近畿地方環境事務所と協力して受講希望者（近畿地域の地方公共団体の担当者 50

人程度を想定）を募集し、各回ごとにまとめて、受付名簿を作成する。 

 

(5) 勉強会の開催・運営 

1)上記(3)により決定した勉強会運営シナリオに基づき、勉強会を開催する。 

2)勉強会の運営にあたっては、会場の設営、受付、司会進行及び講師対応等の運営にか

かる一切を行うとともに、参加者に対してアンケートを実施する。 

   

(6) 講師等への諸謝金等の支払 
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本業務の実施にあたり、講師等に対して旅費及び謝金の支払いを行うものとする。 

なお、旅費は国家公務員等の旅費に関する法律に従って支給する。また、謝金は講師

の社会的地位を考慮して支給するものとし、それぞれ講師１人１日あたり、大学教授級

では 14,300円以上を、大学准教授級では 11,000円以上を、大学助教・助手級では 8,300

円以上を支給するものとする。 

なお、講師が謝金等の受給を辞退した場合には、支給を要しない。 

 

(7) 実施報告書の作成 

 勉強会での講演内容、資料、参加者及び勉強会で実施したアンケートを回収して集計

を行い、開催時期ごとに記録整理した実施報告書を作成する。 

 

(8)勉強会の実施時期 

  平成 26年 9月から平成 27年 1月の間に開催する。 

 

(9)業務実施期間 

  平成 26年 9月 30日（火）から平成 27年３月 26日（木）までとする。 

 

(10)成果物 

  ・報告書 ２部（Ａ４版 150頁程度） 

・報告書の電子データを収納した電子媒体（DVD-R） １式 

    報告書等（業務上発生するパンフレット・冊子等の印刷物を含む。） 
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２ 参加者募集の方法 

  以下の方法により、参加者の募集を行った。 

 

 (1) 環境省近畿地方環境事務所 

  近畿地方の府県環境担当部局へ電話および電子メールにて事業内容の広報および募 

集を行った。 

さらに、近畿地方環境事務所のホームページおよび紙媒体（ちらし）にて事業内容の広

報、募集を行った。 

 

(2)（株）地域計画建築研究所（アルパック） 

  近畿地方環境事務所と協力し、近畿地方の府県、市町村の環境担当部局に電話、紙媒 

体（ちらし）等により事業内容の広報を通じ、募集を行った。さらに、途中の応募状況 

について近畿地方環境事務所へ報告した。 

   応募の受付は（株）地域計画建築研究所（アルパック）が各回行い、受付名簿を作成

し、近畿地方環境事務所へ提出した。 
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 図１ 近畿地方環境事務所ＷＥＢサイトによる広報、募集 
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図２ 紙媒体（ちらし）による広報、募集 
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第３章 開催結果 

１ 開催結果概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回 第２回 第3回
日時 平成26年11月19日（水） 平成26年12月　5日（金） 平成27年1月　16日（金）
場所 ドーンセンター５階大会議室２（大阪府大阪市中央区大手前1－3－49）

テーマ 分野横断（総論）について
地方公共団体の適応に関す
る取組について

地方公共団体の取組の支
援について

１．近畿地方の気候変動につ
いて

１．地方自治体における適応
策の状況と地域適応ガイドラ
イン

１．温暖化の影響簡易測定
ツールの活用について

講師：大阪管区気象台
地球環境・海洋課
地球温暖化情報官
山本　善弘氏

講師：法政大学
地域研究センター特任教授
白井　信雄氏

講師：独立行政法人国立環
境研究所社会環境システム
センター
環境都市システム研究室
室長　肱岡　靖明氏

２．気候変動適応策の考え方
２．地方公共団体での取組
事例紹介１

２．環境省による取組支援
策の状況

講師：法政大学社会学部
教授　田中　充氏

講師：埼玉県環境科学国際
センター温暖化対策担当
担当部長　嶋田　知英氏

講師：環境省地球環境局総
務課研究調査室
地球温暖化影響予測係
橋口　祥治氏

３．質疑応答
３．地方公共団体での取組
事例紹介２

３．質疑応答

講師：三重県環境生活部
地球温暖化対策課
服部　由直氏

４．意見交換

40名 39名 34名
府県　５団体 府県　5団体 府県　4団体
市町17団体 市町23団体 市町18団体
気象台他9団体 気象台他7団体 気象台他７団体

内容

参加人数
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２ 第１回 

 (1) 次第 

地球温暖化への適応策勉強会 

第一回「分野横断（総論）について」 

次第 

                      平成２６年１１月１９日（水）                    

１５：００～１７：３０ 

ドーンセンター ５階 大会議室２ 

  

主催：環境省近畿地方環境事務所 

事務局：㈱地域計画建築研究所（アルパック） 

 

 

１． 開会 

 

２．ご挨拶 環境省近畿地方環境事務所 環境対策課長 原田 幸也 

 

３． 講演 

①講演１「近畿地方の気候変動について」 

講師：大阪管区気象台 地球環境・海洋課 地球温暖化情報官  

山本 善弘氏 

 

  ②講演２ 「気候変動の適応策の考え方」 

講師：法政大学社会学部 教授 田中 充氏 

 

４．質疑応答 

５．閉会 

 

本日配布資料 

 次第 

 講演１資料 

 講演２資料 

 アンケート用紙 

 参加者名簿 
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 座席表 

 

 (2) 講演内容 

 

■開 会 

 

司会： ただ今より地球温暖化への適応策勉

強会 第 1回「分野横断(総論)について」を開

催いたします。 

私は、本日、司会進行役を務めます、事務

局の株式会社地域計画建築研究所(アルパッ

ク)の中川です。よろしくお願いいたします。 

それでは、本セミナー開催に当たりまして、

環境省近畿地方環境事務所 環境対策課 課長 

原田幸也よりご挨拶させていただきます。 

 

■開会挨拶 

 

環境省近畿地方環境事務所 環境対策課 

課長 原田 幸也 氏 

皆様、こんにちは。日頃より、地球温暖化

対策、特に緩和策について、皆様にはご尽力

いただいておりまして、感謝を申し上げます。 

開催に際し、どのような経緯でこの適応策

勉強会を企画したのかということをお話しし

て、ご挨拶に代えたいと思います。 

IPCC の統合報告書が環境省のホームペー

ジに掲載されており、要約版(SPM)の概要を

見ますと、地球温暖化の影響は温室効果ガス

の人為的な排出が止まっても、何世紀にもわ

たって継続するだろうとされ、地球温暖化へ

の緩和策と適応策は、気候変動のリスクを低

減して管理するための補完的な戦略であると

しています。そして、適応策については、即

時的な適応行動が将来の選択肢として高まる

可能性があると謳われており、緩和策につい

ても、適応策についても、地域社会の様々な

目標にリンクされることで強化されると、

IPCC の中では謳われています。 

環境省としても、これまでも「気候変動へ

の賢い適応」や「適応の方向性」等のレポー

トを出しており、現在、S-8 という温暖化影

響評価・適応政策に関する総合的研究も環境

省本省の方で進められています。本日、お越

しいただいる田中先生もその一員です。 

平成 25 年 7 月には中央環境審議会の地球

環境部会で気候変動影響評価等小委員会を設

け、適応について検討し始めたところです。

来年夏頃を目途に、政府として適応計画を策

定する予定になっています。 

また、現在、地方公共団体の実行計画にお

いて、適応策は義務的な記載事項ではありま

せんが、昨年出された策定の手引きの中では、

適応策の記載を推奨しています。要は、地域

によっても内陸部や海洋部では地球温暖化の

影響は非常に異なりますので、地域の適応策

の必要性は以前から提言されていました。し

かし、私が知る限り、全国的にはまだまだ一

部の取り組みに留まっていると思います。 

近畿地方においても、我々がこの勉強会を

策定するに当たって、府庁や県庁を訪ねた際

にお聞きした話や、その後の動向を見た中で

は、一部の県や市で、地球温暖化対策実行計

画への計画の盛り込みや、体制の整備等、情

報収集・整理が始まったところです。 

近畿地方事務所においても、このような地

域の機運の盛り上がりや、中央の計画策定を

地域実行計画へ盛り込むことを想定して、こ
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のような適応策の勉強会を企画したところで

す。 

本日は第1回目ということで分野横断の総

論的なことを学び、12 月の第 2回目は地方計

画の実相を勉強していただくために、専門で

ある法政大学の白井教授にご講演をお願いし、

自治体で先進的に取り組んでおられる埼玉県

や三重県の取り組を紹介していただきます。 

第3回目は1月に国立環境研究所の肱岡氏

をお招きして、適応を計画に盛り込むための

基本となる気候変動の予測や、その評価等に

ついて勉強していただく予定です。 

以上の 3回を通じて、今後、皆さんが応策

を地域実行計画に盛り込んでいただけるよう、

あるいは、考えていただけるように、勉強し

ていただければと思っています。 

以上、簡単ではございますが、これをもっ

て挨拶とさせていただきます。少し長丁場に

なりますが、よろしくお願いいたします。 

 

司会： ありがとうございました。 

講演の前に資料の確認をお願いしたいと思

います。(配布資料確認 →不足等なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■講演１ 

「近畿地方の気候変動について」 

大阪管区気象台 地球環境・海洋課 

地球温暖化情報官 山本 善弘 氏 

  

司会： それでは、講演 1としまして、大

阪管区気象台 地球環境・海洋課 地球温暖

化情報官の山本善弘様より「近畿地方の気

候変動について」というテーマでご講演を

いただきます。山本様、よろしくお願いい

たします。 

 

講 演 ―――――――――――――― 

●はじめに 

皆さん、こんにちは。大阪管区気象台の

地球環境・海洋課で地球温暖化情報官をし

ています山本です。どうぞよろしくお願い

します。 

3 回のシリーズで適応策について学ぶと

いうことで、本日はその導入部分として、

最初に総論的に近畿地方の気候変動につい

て紹介させていただくとともに、気象庁が

持っている様々な情報を提供したいと思い

ます。 

また、「地域」がキーワードになると思っ

ており、気象庁の予測情報を地域ごとに提

供できないかと考えていますので、そうい

うところについての今後の展開等について

も、お話しできればと思います。 

始める前に、今、IPCC の話がありまし

たが、気象庁が異常気象レポートを発行し
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ていることはご存知だと思います。正式名

称は「近年における世界の異常気象とその

実態と見通し」で、5 年おきくらいに発行

していますが、今は少し間が空いていて、

前回出たのが 2005 年です。それから 9 年

ほど経っていますが、その間に世界で起き

た、地球温暖化も含めた異常気象をまとめ

た異常気象レポートを間もなく刊行する予

定です。 

聞くところによると、来月か年明け早々

に出るようですが、今後の適応策等の資料

の一つになるのではないかと思っています

ので、刊行され次第、お知らせしたいと思

います。 

 

●IPCC 第 5次評価報告書より 

IPCC という第 5 次評価報告書が出て、

先日、統合報告書も出たばかりですが、そ

れによると、気候システムの温暖化は疑う

余地がないとされています。温暖化は疑い

なく進んでいると報告されているわけです。 

温室効果ガスの継続的な排出も、更なる

温暖化と気候システムの変化をもたらすだ

ろうと報告されています。 

世界の年平均気温と日本の年平均気温の

グラフを見ますと、ともに上昇しています。 

 

●近畿地方に見る地球温暖化と都市化の

影響 

地球温暖化を考えるにあたって、近畿地

方について考える場合、気温については都

市化の影響も押さえておかなければならな

いと思いますので、基本的な話も加えさせ

ていただきます。特に、大阪などの都市部

での気温の上昇は都市化の影響が見られま

す。 

 地球温暖化とヒートアイランド現象 

まず、地球温暖化と都市におけるヒート

アイランドの違いについて話したいと思い

ます。 

地球温暖化は地球全体の現象で、大気そ

のものが温かくなることが原因ですが、こ

れは温室効果ガスの増加が影響しています。

気温についても最高気温も平均気温も全体

的に上昇傾向となっています。また、海水

温の上昇とともに水蒸気の増加も、特徴の

一つです。 

一方、ヒートアイランドは都市部に限ら

れた局地的な現象で、地域の緑化の減少や、

建築物による蓄熱等、地表面の変化が原因

となっています。気温の変化は、熱帯夜と

言われるように最低気温の上昇が大きいの

が特徴です。水蒸気については、逆に緑地

の少ない都市部では減少しているといます。 

このように、全体の話としては地球温暖

化がありますが、都市部などをポイントで

見ると、合わせてヒートアイランド現象が

起きていますので、そのような現状をもう

一度理解していただきたいと思います。 

 長期的な気温変化傾向の比較 

ヒートアイランド現象について、具体的

に見ていくために、気象庁のヒートアイラ

ンド監視報告のようなデータを5年移動平

均でグラフ化しました。 

全国 15 の観測地点に東京と大阪と京都

を加えたもので、全国のデータは極力都市

化の影響を受けていないと思われる観測地

点で、気象庁が長期的に観測をしていると

ころから 15地点を選んでいます。その 15

地点に、近畿では彦根だけが入っています

し、四国では香川県の多度津が入っていま

す。 
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それで、1901 年～1930 年頃を基本とし

て、そこからの気温の変化をグラフに取っ

ていますが、横軸に年、縦軸に気温偏差を

とって比較しますと、年を経るごとに気温

が上昇していることが分かります。ところ

が、1950～1960 年を境に、都市化の影響

を受けていないところがそれほど上昇して

いないのに対して、3 つの都市は急激に上

昇しています。その後の上昇も、都市化の

影響を受けていない 15 地点は基本的に地

球温暖化の影響を受けて徐々に上昇してい

ますが、都市部はそれに加えて都市化の影

響が気温の上昇に加わっているのではない

かと思われます。 

このような変化をしていることを、知っ

ておいていただきたいと思います。 

 日本における気候変動の影響 

そのような気候の変動により、このよう

な気温の変化や、短時間の大雨が増える傾

向がある等、様々な影響がすでに出ていま

す。それによって、米の品質低下や、今ま

でミカンが採れていたところで採れにくく

なるだろうという予想も出ています。 

そのような様々な影響が出てきているこ

とを、押さえておいていただきたいと思い

ます。 

 

●気象台が保有している情報 

このような中で、皆さんがこれから適応

策をつくる上では、気象庁が保有している

情報を有効に活用していただきたいと思.

います。 

そのような観点から、本日は気象庁の持

っている情報として、これまでの変化や将

来の予測等、いろいろなデータのサンプル

をご紹介したいと思います。 

 これまでの変化 

まず、これまでの変化ですが、気象庁で

は、長年、気温や雨などを観測しており、

そのデータを基に、どのくらい気温が上が

っているのかということをまとめています。 

大阪の年平均気温に関する、データは

1883 年から取っていますが、100年あたり

で 2℃近く上昇しています。 

熱帯夜については、彦根のデータを見ま

すと、10 年あたりで 2.3 日多くなっていま

す。京都の猛暑日も、10 年あたりで 1.2 日

増えています。 

このように各気象台で、それぞれの府県

の気温の上昇や熱帯夜、猛暑日、夏日、そ

れから最低気温が摂氏 0℃未満の真冬日等、

いろいろな情報を持っているので、是非、

活用していただきたいと思っています。 

雨の関係も同じように情報を持っていま

す。近畿地方と大阪の約 100 年にわたる年

平均降水量の変化をグラフにしましたが、

近畿地方は、彦根、京都、大阪、神戸、和

歌山の5つの観測地点からデータを取って

います。奈良は観測期間が少し短いので除

きました。併せて、大阪の降水量の変化も

グラフ化していますが、これを見ますと、

増えたり、減ったりという変動を繰り返し

ながら、100 年間を通して平均雨量には大

きな変化は見られません。これは日本全国

においても同じで、平均の降水量は、多い

年と少ない年があって、明らかな傾向が見

出せないというのが実態なのです。 

これは、雨というのは、台風が来た時な

どはかなり降りますし、気温に比べて年ご

との気候の変化に大きく影響されるので、

平均的な降水量が増えているとか、減って

いるという傾向が見られないということで
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す。 

ただ、近年、全国的に短時間の大雨が増

えている傾向があり、1 時間の降水量が 30

ミリ～50 ミリになる回数が増えていると

報告しています。アメダスによる観測期間

は 1970 年代後半くらいから始まっている

ので、まだ 40 年程度の観測データしかあ

りませんが、それを基に 1地点あたりで 30

ミリ以上の年間回数を見てみると、近畿地

方でも短時間の強雨が増えている傾向が見

られます。 

年間の平均の降水量にはあまり大きな変

化の傾向は見られませんが、短時間に大雨

が降る回数は全国的に増えているという傾

向がありますし、近畿においても、40 年間

のデータを見る限りは、増えている傾向が

あると言えるのではないかと思います。も

ちろん、長期的な変化の傾向を見るには、

もう少しデータの蓄積が必要ですが、この

40 年間で見ると、このような状況になって

いるということです。 

 

●気象台が保有している情報 

将来の予測（地球温暖化予測情報 

第 8巻） 

ここまでは観測の結果、どうなったのか

という話をしましたが、次に、将来はどう

なるのかという話をしたいと思います。 

 使用したシナリオ 

環境省の方からも予測的な情報が出てい

ますが、気象庁も地球温暖化予測情報とい

うものを長期にわたって提供しており、昨

年出た第8巻が最新の予測情報になります。 

本日は、どのような予測かということに

ついては詳細な説明をしませんが、予測に

使ったものとしてはこれが一つの資料にな

ります。将来の予測ですから、コンピュー

タでシミュレーションして計算で出すとい

うことで、現在、IPCC の予測シナリオは

RCPシナリオを使っていますが、今回出し

ている「地球温暖化予測情報第 8 巻」は

SRES A1B シナリオを使用しています。 

シナリオの違いをグラフで説明します。

横軸で2000年～2100年までの年ごとの経

過を表し、縦軸 8 で温暖化の影響が大きい

と思われている放射強制力を表すグラフに、

RCP 2.6、4.5、6.0、8.5 のシナリオと、SRES 

B1、B2 シナリオ、それに「地球温暖化予

測情報第 8 巻」で使用した SRES A1B を

置いています。 

よく見られるのがRCP 8.5 ですが、これ

は何も対策をしないままで放射強制力がど

のくらい増えるかというシナリオです。こ

れによると、気温が 2.6℃～4.8℃ぐらい上

がると言われています。反対に一番抑えら

れるシナリオが RCP 2.6 で気温の上昇は

0.3℃～1.7℃となります。 

その中で、この予測情報で使用している

SRES A1Bは気温の変化が1.7℃～4.4℃で、

RCP 8.5と 2.6 の間くらいの予測になりま

す。言い方は適切ではないかも知れません

が、積極的な対策を講じるわけではなく、

だからと言って放置するわけでもないとい

う、中間的な予測のシナリオになります。

このシナリオを使って「地球温暖化予測情

報第 8 巻」を作っています。 

 予測エリア（全国版）と対象期間 

予測情報は、全国を 7 つのエリアに分け

て出しています。近畿地方はほとんどが西

日本太平洋側ですが、京都府北部や兵庫県

北部辺りで日本海側に分かれます。 

将来の予測対象は、1980 年～1999 年の
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20 年間を現在気候として、そこからどのく

らい変化するか、2076 年～2095 年の 20

年間を将来気候として、その差を予測する

のが基本となります。 

もう一つが近未来気候という、2016年～

2035 年の予測もありますが、基本的には将

来気候という 20 世紀末の分を予測するこ

とになります。 

 将来予測 全国 

本日は、将来予測を 2 種類紹介したいと

思います。 

一つは「地球温暖化予測情報第 8 巻」の

ホームページ等に載っている年間猛暑日日

数です。全国的な分布図が日本地図の形で

掲載されています。資料的に斜めにしてい

ますが、本等では縦に載っていると思いま

す。 

これを地域ごとに年間の猛暑日日数を示

すグラフにすると、どの地域も猛暑日の年

間日数が増える傾向があります。 

もう一つは、降水量の将来予測で、1 時

間降水 30 ミリ以上の年間回数について、

全国の分布図を示すとともに、各エリアの

年間発生回数をグラフ化して、現在気候と

将来気候を比較しています。 

 将来予測 近畿地方 

ただし、全国版は西日本日本海側、太平

洋側というかなり広いエリアでまとめられ

ているので、近畿とか、各府県で資料を作

る時には、少し使いにくいところがあると

思います。そこで、それを近畿版に直して

みました。 

まず、年間の猛暑日について、先ほどの

全国図を近畿版にしています。猛暑日等の

日数や回数を階級と呼びますが、これはす

べてアメダス地点ごとにポイントで出すこ

とができます。また、府県ごとにまとめて、

比較したグラフを作ることも可能です。さ

らに、年ごと、春夏秋冬の季節ごとに表す

こともできるので、このような府県版も知

っておいていただきたいと思います。 

もう一つは、1時間降水 30ミリ以上の年

間回数で、同じように近畿地方版の分布図

を作っています。これを見ると、ほとんど

のポイントで回数が増えるという予測が出

されていますが、よく見ると減っていると

ころもあります。ただし、予測情報なので、

ポイントごとに見て判断するのは難しいと

ころがあり、ある程度の大きな広がりを持

って、このようなデータを使っていただき

たいと思います。それでも、近畿版のよう

なものを作ると、全国的なものよりも使い

やすいのではないかと思います。 

同じように、グラフも府県ごとに作るこ

とができますし、近畿をまとめた形でも作

ることができるということを紹介させてい

ただきました。 

 

●気象台が保有している情報 まとめ 

観測データの保有期間と観測地点 

今の気象台が保有している情報について、

確認しますと、一つは、それぞれの気象台

の観測所のデータです。地図上に位置をプ

ロットしていますが、その中で潮岬と淡路

島の洲本は職員がいない特別地域気象観測

所ですが、アメダスと言われる通常の観測

所よりも、データとしては多いところがあ

ります。 

それぞれの気象台や特別地域気象観測所

の基本的な情報については、いつから観測

を開始したデータがあるのか、庁舎移転の

有無等も分かります。平均気温などは庁舎
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移転を考慮して補正を掛けて作っています。

このように100年を超えるようなものもあ

りますので、長期的な情報があることも覚

えておいていただければと思います。 

もう一つは、40年くらいのデータしかあ

りませんが、近畿地方にアメダスがどのく

らいあるのかを表示しています。100 ヶ所

程度ありますが、雨だけ観測しているとこ

ろもありますし、気温を測っているところ

もあります。一番多いのが雨の観測で、雨

だけで 100ヶ所近くあります。観測の期間

は短いですが、このようなデータもありま

すので、参考になればと思います。 

 将来予測の主な要素一覧 

最後に、予測情報の一覧を抜粋して紹介

します。 

要素としては、平均気温、日最高(最低)

気温の平均、熱帯夜、真夏日、猛暑日、真

冬日等があります。 

降水量も 1時間に 30ミリ、50 ミリ、80

ミリ、100 ミリ以上降った回数や、日降水

量 30 ミリ、50 ミリ、100 ミリ以上の日数

の予測もあります。 

また、雪についても、最深積雪や積雪深

差の合計等の情報があります。1 ミリ以上

の日数等もあります。 

これらは年ごと、多くは季節ごとの予測

資料がありますので、一つの基礎的な資料

として役立てていただければと考えていま

す。よろしくお願いします。 

 

司会： 山本様、ありがとうございました。

質疑に関しては、後ほどまとめて質疑応答

の時間を設けていますので、ご了承願いま

 す。 

 

■講演２ 

「気候変動の適応策の考え方」 

法政大学社会学部 教授 田中 充 氏 

 

司会： 続いて、講演 2として、法政大学

社会学部教授 田中充様より「気候変動の適

応策の考え方」と題してご講演いただきま

す。 

それでは、田中様、よろしくお願いいた

します。 

 

講 演 ―――――――――――――― 

●はじめに 

皆さん、こんにちは。ご紹介いただいた

田中です。現在、法政大学で温暖化の研究

をしていますが、実は私が大学へ移ったの

は 10 数年前で、その前は自治体職員とし

て、自治体の環境政策や環境計画づくりに

携わっていました。本日ご参加の皆さんの

中には自治体関係の方もおられると思いま

すので、親和性を持っています。 

実は本日も午前中に埼玉県の温暖化計画

の検討部会があり、パブリックコメントに

掛ける議案がありました。埼玉県は温暖化

の研究についてはかなり進んでいる県の一

つであり、計画の中で大きな章を割いて「温

暖化の影響と適応策」という章立てをして

います。恐らく私が検討会のメンバーに入
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ったのはそのような経緯もあったと思われ

ます。埼玉県として温暖化の影響をどのよ

うに分析するのか、それに対して庁内でど

のような対策を講じれば良いのかというこ

とを、計画の中に具体的施策として盛り込

んでいく方向だと思います。 

環境省が温暖化適応戦略あるいは適応計

画と言っているものが、恐らく来年の夏に

閣議決定する予定で進められており、現在、

国土交通省、農林水産省、文部科学省等の

各省庁の参加を得て、中央環境審議会の場

で、政府が合意できる温暖化の影響の科学

的な知見はどうあるべきかについて、現在、

各検討部会に分かれて検討を行っています。 

例えば、農業分野や水産分野、水害、水

資源などの分野に、温暖化の影響がどのよ

うに出てくるのかという共通の理解がまと

まれば、その理解の下で適応策を講じてい

くことになります。 

これは、国土交通省も、農林水産省も、

以前から独自に調査をスタートしており、

それぞれの持っているデータが不揃いなと

ころがあったので、政府としては、IPCC

等が出す国際的な排出シナリオの下に、ど

のようになるのかという共通の認識を持と

うと考えて、始まった試みです。その共通

認識の下で、どのような適応策を作るのか

という話になるのではないかと思います。 

そこで、本日はそのような考え方を少し

紹介させていただこうと思っています。内

容としては、適応策とは何かという話から、

具体的な日本における適応策の検討状況、

あるいはその論点、そして、気候変動適応

とレジリエンスについて、お話ししたいと

思います。 

 

●S-8 温暖化影響評価・適応政策に関す

る総合的研究 

まず、自分自身の紹介も兼ねて、私が関

わっている環境研究総合推進費S-8につい

て紹介させていただきたいと思います。こ

れは 2014 年度を最終年度として、2010 年

からの 5ヶ年で行われた研究です。 

まず、全国影響班と呼ばれるのが上の部

分で、社会経済シナリオを作ります。これ

は、例えば、2050 年、2080 年、2100年で

は社会動態がどのように動くのかというシ

ナリオです。人口や経済成長、エネルギー

消費がそれぞれどうなるかによってこれは

全く違ってくるので、まずそれを作ろうと

いうことです。 

一般的にはいろいろな作り方があります

が、端的に言うと、極端に多くなる例と極

端に少なくなる例を出して、上限幅を出し

ます。つまり、何もしないとこうなるとい

う最悪のシナリオと、これ以上努力できな

いというところまで努力した最善の場合を

出すと、およそ社会はその間に入ると考え

られます。恐らく、真ん中辺りの確率が一

番高くなると思われますが、私たちの生活

の仕方や計画の立て方、あるいは、政策の

打ち方合によっては、それが悪い方へ向か

ったり、逆に良い方へ向かったりするわけ

です。そういう意味で、シナリオを作りま

す。 

その上で、社会経済シナリオの後ろには

気象シナリオがあります。社会経済にA シ

ナリオ、B シナリオ、C シナリオがあった

として、「A シナリオの場合は排出量がどの

くらいになるか」「B シナリオではどうか」

という形で、その場合に気候がどうなるの

かということをシミュレーションするわけ
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です。 

それを日本国で行ってみようというのが、

S-8 という研究のメインの課題です。前述

のように、国の温暖化の適応策を作る、適

応計画を作ると場合の下敷きになっている

のがこのデータです。もちろん、これ以外

にも劣化や創生等、いろいろな研究プログ

ラムのデータが持ち寄られますが、まずは

大きな役割を果たしていることになります。 

この中に気候シナリオダウンスケーリン

グや、経済評価、総合評価などがあります。

ダウンスケーリングは、よく気候の問題で

使われますが、より詳細にすることで、例

えば 20km メッシュを 10km メッシュへ、

あるいは、5km メッシュ、1km メッシュ

へと詳細化していくことを言います。 

また、これは、水資源や生態系、農業、

沿岸・防災、健康の 5 つの分野に分けて予

測をします。共通の気候シナリオで、共通

の気候変化が起きた時に、水資源はどうな

るのか、災害はどうなるのか、農業はどう

なるのかというように、それぞれ個別のチ

ームに分かれて検討します。気候の部分は

共通チームで取り組みますが、そのデータ

を基にした将来予測は個別チームで、それ

ぞれ研究プロジェクトを作って取り組んで

います。 

これは、同じ気温上昇や雨の降り方でも

影響の出方が違うからです。例えば、農業

の中でも、リンゴに対する影響とミカンに

対する影響、お米に対する影響、麦に対す

る影響は違います。そのため、これは面倒

な作業になりますが、その影響関数を書い

て、気候が変われば収量がどうなるかとい

うような予測をしていく作業になります。 

我々の法政大学では、自治体への適応策

のフィードバックや、自治体レベルでの影

響評価と総合適応策に関する研究を行って

おり、私はこのチームで、地域のレベルで

具体的に適応策をどのように展開すれば良

いのかという話をしています。 

全国的な影響は全国的な影響として、科

学的な知見の下に国際レベルから国レベル

までありますが、実際に地域で適応策を実

施するのは地域の課題です。それは、例え

ば、同じ温暖化の影響が生じたとしても、

大阪と奈良では影響の出方が違うからです。

大阪のように市街化が進んだ地域で海に面

しているところは、風雨の影響があります

が、そのような沿岸部を抱えているところ

と、奈良のように内陸県では気候に違いが

生じるのです。 

したがって、結局、適応策は、地域ごと

に創意工夫をしなければならない、実態に

即して策を講じていかざるを得ないのです。

そのような問題意識の下で地域班は動いて

います。 

このリサーチのリーダーをされているの

が、茨城大学学長の三村信男先生です。こ

れは 2010 年にスタートしましたが、その

先生が 2009 年の段階で地域班も主導され

て、このようなチームができたわけです。 

もう一つは国際班で、アジア太平洋地域

において、インドとメコンを対象に適応策

を考えています。 

このような大きく3つのチームに分かれ

てスタートしています。 

 

●適応策とは 

ここから、適応策について話をさせてい

ただきます。 

 気候変動への緩和策 
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気候変動対策には緩和策と適応策の2つ

があるのはご存知のとおりです。 

日本は先進国なので、温暖化対策は緩和

策が主となり、省エネや再生可能エネルギ

ーの普及等、「CO2 をいかに減らすか」と

いう省CO2対策が中心になります。これは

皆さんの自治体や行政も同じだと思います。 

これはこれで間違いではないし、必要な

ことですが、温室効果ガスの排出量を低減

するということは大気中の温室効果ガスで

ある CO2 の濃度を抑制するということで

す。実は濃度の上昇が抑制されて横這いに

なった時に、初めて温暖化のスピードは鈍

ります。 

今、世界の CO2濃度は 400ppm を超え

ていると言われていますが、現時点でこれ

を 400ppmの平衡状態にしても、実際は年

に 2ppm くらいずつ増えています。CO2は

海や森林に吸収されますが、排出量と吸収

量を世界レベルで差し引きすると、明らか

に排出量の方が多くて 4：6 くらいの割合

だと思います。4 割程度しか吸収されず、6

割は残っているわけです。 

このような状況では、大気中濃度は上が

り続けます。先に行けば行くほど排出量は

増えるので、増加スピードがやがて 1年間

に 2.5ppm になり、3ppm になってしまい

ます。つまり、10年で 30ppm というスピ

ードで急カーブで上がっていくことが予測

されているのです。 

そこで、「今、しなければならない」とよ

く言われるのが、直ちに世界の排出量を半

減、あるいは 6 割減にすることです。6 割

減にして排出量と吸収量をバランスさせ、

相殺させるレベルまで直ちに落とすという

ことです。そうすると排出量は抑えられる

ので、大気環境中に残るCO2、温室効果ガ

ス量は、一応ゼロになります。つまり、排

出量に対して吸収量が見合うようになると

いうことです。したがって、濃度上昇はそ

こで横這いになるだろうというのが一先ず

目指すべき水準です。 

しかし、その目指すべき水準が 500ppm

であれ、現時点の 400ppmであれ、横這い

にしても温暖化は進みます。それは、今の

状況でも温暖化の効果があるからです。 

気候変動枠組条約が目指しているのは、

世界の気候の安定化です。世界の気候が安

定化するためには、よく産業革命当時のレ

ベル、つまり 1860 年くらいの濃度にしな

ければならないと言われます。その水準は

温室効果ガス濃度が 260ppm～280ppm で

す。そこまで戻さないと温暖化は止まらな

いのです。非常に大まかな理論ではそうな

ります。 

ただ、緩和策は非常に大事ですが、実際

に世界の気温上昇が止まり、逆に少しずつ

低下して、以前の状態に戻るまでには相当

に長い道のりがあります。100 年、150 年

というリードタイムが必要です。しかし、

それは是非とも実行しなければなりません。

そうしない限り、気温は加速度的に上昇し

ていきます。 

地域社会に目を転じると、温室効果ガス

の排出と大気中の濃度の増加が、気候外力

と呼ばれる気温や降水などを変化させ、そ

の変化が自然環境、あるいは、地域の経済

社会や生活に多大な影響を及ぼします。 

気候は、私たちすべての生存の基盤、基

礎条件です。水、食物、空気、そして暮ら

しがあり、すべて気候に依っています。暖

かい気候になれば暖かいなりの、寒くなれ
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ば寒いなりの暮らし方になるように、経済

社会は様々な影響を受けています。 

良い例として、冷夏になると経済成長率

が少し落ちると言われます。本来、暑くな

るべき夏が暑くならない、逆に冬が暖冬に

なるというような状況は、結果として経済

成長が落ちる要因になると言う経済学者が

います。非常に多面的に影響を受けるとい

うことです。 

 気候変動への適応策 

もう一つの対策が適応策です。この意図

は、緩和策を実施したとしても回避できな

い影響があるという背景があります。今後

100 年は回避できないと思います。我々は

それこそ 2050 年に世界の排出量を半減す

るという目標を立てて緩和策を一生懸命実

施していくわけですが、そうしたとしても、

なかなか温暖化の影響は無くならないし、

さらに上昇しつつあって、この中で地域社

会は影響を受けざるを得ないのです。そう

すると、その間、我々は手をこまねいてい

ていいのかという話になります。そこで適

応策の出番になるわけです。 

これは地域の中の社会や経済の要因とし

て、一つは感受性の部分、つまり温暖化の

影響を受けやすい脆弱な部分をいかに少な

くするかということ、そしてもう一つは、

政策的な能力をいかに高めていくのかとい

う適応能力で、モニタリングや情報収集、

知識教養等が必要になります。 

つまり、社会が持っている脆弱な地域、

例えば、土砂崩れを受けやすい地域等をい

かに察知して、あるいは抽出して、その地

域に住まないようにするとか、退避をする

ということです。そうすると、これは気候

変動による豪雨、水災害に対する備えにな

ります。そのようなある種の感受性の改善

と、ある種の政策能力、適応能力の向上、

この2つに取り組んでいこうというのが適

応策になります。 

したがって、緩和策と適応策は両方が必

要です。「緩和策をやれば、適応策は必要が

ない」という極論を言う人がいますが、そ

うではないと思います。緩和策を実施して

も効果が出るまでに非常に時間がかかりま

すし、さらに言えば、緩和策の効果は他人

頼りになります。 

日本が世界の排出量に占める割合は2.％

余り、つまり、世界の排出量を 100 とした

場合、日本は 2～3 くらいしか出していま

せん。それに対して、中国は 20 数％、ア

メリカも 20数％、両方で 40～45％くらい

を占めています。したがって、本来はそれ

らの国で対策をしてもらわなければならな

いのですが、「向こうがしないから、こっち

もしない」というわけにはいかないので、

日本は率先して取り組まなければなりませ

ん。そうしたモデルや知識を中国や途上国

に活用してもらいながら、世界全体として

取り組まなければならない問題なのです。 

つまり、一方は地域でそれぞれ取り組む

ことができるし、もう一方は他人頼りでは

なく、自分頼りである程度きちんと実行し

なければなりません。この 2 つが必要だと

いうのが、私の問題認識になります。 

 緩和策と適応策の関係 

したがって、これから温暖化社会が来る

と、温暖化社会は高気温社会ですから、気

温が高くなって様々な異変や影響が出てき

ます。豪雨が降りやすくなる、台風が巨大

化する、逆に乾燥化してカラカラになる、

あるいは、生物の成長に異変が起きる等、
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こういう高気温社会が確実に来ているので

す。そうなると、そのような高気温社会に

対して、私たちは温暖化に適応する社会を

つくっていかなければなりません。そうし

なければ間に合わないというのが、私たち

の研究成果になります。 

気候変動の影響に対しては、緩和策で抑

える分と適応策で抑える分があります。緩

和策は省エネルギーや再生可能エネルギー

の普及、CO2の吸収、あるいは、CCS のよ

うな CO2 の回収です。CO2 の回収もあと

10 年くらいすれば、石炭火力や火力発電所

に使える技術になるのではないかと期待し

ますが、このような話が一方では必要であ

り、また、他方では適応策が必要となりま

す。 

もう一つの極論として「適応策をやれば、

緩和策はしなくてもいいのではないか」と

いう人がいますが、それは間違いです。緩

和策を実行しなければ、気温はますます上

昇していきます。今、CO2濃度は 400ppm

ですが、放っておけば 450ppm、500ppm、

600ppm、700ppm、900ppm ともの凄い勢

いで上がっていくのです。それは食い止め

なければなりません。それが本質的な対策

で、その本質的な対策に切り込まない限り、

適応にも限界があります。 

したがって、言い方は悪いのですが、適

応というのはある意味の時間つなぎ、対処

療法的なものと言えるかもしれません。た

だ、対処療法という言い方が適さないと思

うのは、気温や気候の変化が 100 年、200

年にわたる変化だとすれば、それを前提に

社会を変えていく、社会のあり方が変わっ

ていくという話だからです。 

例えば、日本の社会がこれから高齢化社

会に向かう、あるいは、少子化社会に向か

うのであれば、社会のインフラのつくり方

や社会システムのつくり方を変えざるを得

ないのです。どこへ焦点を向けるのか、あ

るいは、税収の構造なども変わっていくわ

けです。 

ある意味で、そのような基礎条件の変化、

つまりは気温が上がるとか、気候外力が変

わるということは、それに合わせて社会イ

ンフラを変えることが必要だということに

なります。非常に端的に言えば、災害に対

する堤防のつくり方や土地利用のあり方、

公共交通機関のあり方等、そういうものを

変えていく必要があるということで、それ

を適応策が突きつけているのです。 

もちろん、短期的な適応策として、よく

農業で言われるのは、品種改良や、作期の

移動、つまり、今まで 5月に植えていたも

のを 4 月に植え始めるというように、作付

け時期を変える、あるいは、水やりの仕方

を変える等、ある種の栽培技術や育成技術

を改良することで対応するという方法です。

しかし、それだけではなく、社会のインフ

ラやシステム等を変えていくところまで必

要になっているという話です。このような

ことが適応策の大前提になります。 

もう一つ、九州大学の小松先生が描いた

図で、適応策の意味合いを考えたいと思い

ます。今までの日本社会は、感受性の改善

と適応能力の向上を目指して、気候の外力

に近づけて対応してきました。これは、戦

後、日本が伊勢湾台風をはじめとして、い

ろいろな風水害に遭い、その中で、それに

対応できる強い社会をつくってきたという

ことです。 

ところが、皆さんも感じていると思いま
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すが、2005 年とか、2008 年頃から、明ら

かにある種の気候の外力が対応する力を上

回るようになり、異次元の気候外力の時代

に入ってきたように思われます。これまで

になかったような豪雨に見舞われる等、

段々と外力が強くなって、それに対する抵

抗力との差が大きくなっているのです。 

そこで、この気候外力をできるだけ高く

しないよう、横ばいにする対策が緩和策で

す。これは非常に時間がかかりますが、少

しピークを迎えつつ、やがて下げていくと

いう対策だと思います。 

これに対して、適応策は社会が持ってい

る抵抗力を高めていきます。それによって、

気候の外力に対して社会の抵抗力を近づけ

て、何とか対処できるような社会にしてい

くということです。 

また、IPCC の図では、社会が受ける影

響を「危害」と「曝露」と「脆弱性」の総

和として示しています。「危害」は直接的に

言えば気候外力が持つ力であり、その大き

さに対して、どれだけ社会が晒されるかが

「曝露」です。したがって、「曝露」の状況

には地域差が出ます。もちろん、気候外力

も場合によっては地域差が出ます。ただ、

同じ台風、同じ豪雨があったとしても、「曝

露」の度合いが少ないところと多いところ

があります。そして、もう一つの大事な要

因が「脆弱性」です。地域社会がどのよう

な弱点を持っているのか、弱い箇所を持っ

ているのかということです。その 3つの総

和としてリスクが出てくるということです。 

それに対して、社会経済プロセスとして

「社会経済の発展経路」「適応・緩和」「ガ

バナンス」があります。「社会経済の発展経

路」は社会のシナリオです。社会がどのよ

うに変わっていくのかという社会の発展の

道筋を示しています。「適応・緩和」は対策

の分野であり、温暖化対策をいかに講じる

のかということです。「ガバナンス」は、コ

ミュニケーションを含めたある種の統治能

力であり、地域の住民といかに合意をつく

り、それを政策化できるかという政策化能

力になります。これらが影響するというこ

とです。 

 適応策と緩和策の関係を誤解無く 

さらにこの考え方を整理すると、まず、

1 つは「緩和策の最大限の実施は最優先課

題」ということです。言うまでもなく、省

エネルギー対策、再生可能エネルギーの普

及・拡大は、今の日本社会が持っている最

優先の課題です。したがって、温暖化対策

計画をつくる時に、それが前半にくるのは

必要なことです。 

2 つ目は「適応策は、緩和策の敗北の後

始末ではなく、緩和策の勝利の補完」とい

うことです。言い方は少し誤解を招くかも

知れませんが、緩和策だけでは、結局、温

暖化の影響が生じてきます。つまり、緩和

策が実際に効力を発するまでには相当程度

の時間がかかりますし、その間に社会の温

暖化の影響は段々と進んでいきます。そう

した温暖化の影響に対して、今できること

からすぐに取り組まなければなりませんが、

そのためには、ある意味で、緩和策の補完

として適応策を行う必要があるということ

です。 

3 つ目は「適応策と緩和策はトレードオ

フではなく、適応策と緩和策は異なるもの」

ということです。トレードオフの関係とは

A か B かの二者択一の関係のことですが、

これはそのようなどちらか一つを行えば良
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いという話ではありません。つまり、「我々

は緩和策として省エネ対策を充分に行うか

ら大丈夫」ということではなく、両方を行

う必要があるということです。 

4 つ目がよく言われる「先進国＝緩和策、

途上国＝適応策ではなく、先進国も適応策

が必要」ということです。ある NGO の集

会でフロアから「先進国は緩和策をしなけ

ればならない。適応策は途上国の課題だろ

う」という話が出ました。これは、日本や

アメリカ等の先進国は CO2 をたくさん出

しており、途上国はCO2を出すよりも、こ

れから生活水準の向上も含めて発展してい

かなければならないので、温暖化対策とし

て直面しているのは、ツバルのように海面

が上昇するとどうなるのか、あるいは、暴

風雨による水害が起きたらどうするのかと

いう、ある種の適応策だという意見です。 

つまり、先進国は緩和策、省エネ対策で、

途上国は適応策をすれば良いという模式が

あるわけですが、そうではないというのが

私のメッセージです。先進国も適応策が必

要であり、途上国も緩和策が必要なのです。

むしろ、CO2 排出の伸び率は途上国の方が

高いので、途上国こそエネルギー効率の良

い、省エネ型の機器や設備を使った方が良

いのです。これからはアジアやアフリカ、

南米の途上国が発展するので、そういうと

ころを支援して、最新鋭の省エネ効果の良

い機器を使ってもらうと(温暖化の)伸び率

が下がるということです。もちろん、先進

国も適応策が必要です。 

 

●適応策の基本的な考え方 

以上が適応策と緩和策の話ですが、次に、

適応策とはどういうものかということを、

少し話したいと思います。まず、3 つのタ

イプと 3 つのレベルについて、それから、

従来の気候災害対策、気候変動対策、つま

り潜在的適応策の強化と追加的適応策につ

いて説明します。 

 適応策の3つのタイプと3つのレベル 

まず、3 つのタイプと 3 つのレベルにつ

いて話したいと思います。 

S-8 のグループの中で、適応策について

の考え方や基本的な哲学が必要だという話

をし、何回かディスカッションして、一つ

のマトリクスを作りました。 

縦軸は「タイプ 1」「タイプ 2」「タイプ 3」

として、適応策をどのレベルまで構築し、

実施していくのかという、適応策の目指す

べき水準によって分けられています。 

「タイプ 1」は「命を守る」ということ

で、少なくとも人の命だけは守るという最

低限のレベルです。「タイプ 2」は「生活の

質や産業を守る」ということで、健康や農

業等が入りますが、Quality of Life を守る

ということです。「タイプ 3」は「倫理や伝

統、文化を大事にする」ということで、形

而上学的な精神面に及ぶものを大事にする

ことになります。 

これについて、「タイプ 1」はマトリクス

の中に土砂災害の例を挙げていますが、結

局、災害が起きた時は命を守ることが大事

なのです。今年の 8月に広島で土砂災害が

起きましたが、あの時は一晩で 800 ミリほ

どの雨が降りました。元々、土砂の流れや

すい地盤の弱いところに大量の雨が集中的

に降ったことによって、予想を上回る、ま

さに想定外の都市災害が発生し、多くの方

が亡くなるという大変な被害が出ました。

それに対して、命だけは守ることができた
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かどうかということです。 

諸々の状況があって、例えば、深夜に避

難勧告を出す、あるいは避難命令を出すこ

とは難しかったという状況もありましたし、

常識的な感覚で、深夜に大雨の中を出て行

くことは非常に不安ですし、家にいた方が

何となく安心感があるということもあって、

家に留まってしまったと思います。そのよ

うな被害を見るにつけて、人の命を守るこ

とが目指すべき第 1の水準、第 1ステップ

だと考えます。 

第 2ステップは、命が守られた次のステ

ージとして、Quality of Life で生活の質を

守るということです。産業や、悪化しない

ような健康等が挙げられます。 

そして、さらにそういうものを守って、

より高度な水準を見ると、文化や伝統等、

非常に高い精神性の話になります。 

したがって、せめて私たちは「タイプ 1」

の命を守る、そして、できれば「タイプ 2」

の質を守るところまでは目指したいと思っ

ています。これが縦軸の話です。 

横軸は適応策のレベルで、ある種の適応

策を実施していくこと、ある種のあり方と

いうことになります。つまり、縦軸を目指

すべき目標水準とすると、横軸はあり方で

す。 

「レベル 1」は「防御」で、適応能力あ

るいは脆弱性を改善して、少しの気候変動、

気候災害は防御するという考え方です。一

番分かりやすい話は、堤防を高くするとい

うことで、多少の土砂災害であれば堤防を

高くするとか、防砂林、防風林のように木

を植えて緩衝地点を設けて対処するという

ことです。つまり、「防御」は、抑え込むこ

とのできる範囲は抑え込もうという考え方

です。 

しかし、そのレベルを、今の気候災害は

超えつつあります。昔は「このレベルなら、

時間○○ミリに対応できる」と考えて堤防

を設計しましたが、今は気候外力がそれを

超えているので、防御というレベルではあ

りません。 

そうすると、適応策の実際に講ずべき対

策の局面としては、「影響を最小化」する対

策が必要になります。まずは、少々の気候

外力に対しても、一定程度は安心できるよ

う、抑え込めるレベルを考えます。 

しかし、やがてそれは超えられるので、

それを超えられた場合は、その影響を最小

化する対策を用意しておくことが必要です。

つまりハード対策ですが、それだけではな

く、例えば、堤防対策で守れなくなった災

害に対して、避難訓練をしておく、避難路

を持っておく、あるいは、非常に高い外力

が入った時はいち早く避難実施を行う等、

ソフトの面で影響をできるだけ緩和して、

それによって人の命を助けることも必要に

なります。これが影響最小化です。多重に

影響を抑え込み、さらには影響を最小化し

ます。 

もう一つは「転換・再構築」を想定しま

した。今回のいろいろな出来事や東日本大

震災により、このようなものが必要だとい

う話になりました。再構築とか再転換とい

うのは、一定以上の外力が来るとそこを放

棄して、再構築するということです。思い

切った土地利用の組み換えによって、今ま

で住居地域にしていたところを住居ではな

い地域にして、人が住まないようにすると

いうような話です。そのような転換策まで

視野に入れて、対策を考えていくのです。 
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この「レベル 3」の転換策は地域社会の

構造を変える話なので、かなり大変です。

あるいは、現に住んでいる人がいるので、

その人のある種のあり方を変えることにな

ります。これは相当抵抗があると思います

が、国土全般を考えると、高齢化が始まっ

て、限界集落のようなものが出てくると維

持さえできなくなります。そこで、維持で

きない集落をどこまで頑張って持たせるか

ということを考えるのではなく、むしろそ

のようなところは撤退して、再編し、もう

一度安全で「防御」や「影響最小化」がで

きるところに住まうような組み換えをして

いくことも必要ではないかというのがこの

メッセージです。 

したがって、どのレベルの対策をするか

ということを考えなければなりません。レ

ベル 1 の「防御」とレベル 2 の「影響最小

化」を組み合わせるのか、あるいは、地域

によっては「防御」も「影響最小化」も非

常にコストがかかるので、思い切った転換

策を行うのか、そのような対策を組み合わ

せていく必要があるというのが横軸の話で

す。 

このように、適応策も深さがあります。

「防御」は、どちらかというと表面的に抑

えていく話ですが、「影響最小化」は、影響

が出てもそれを最小化していくということ

で、劇症化させないように少し時間をかけ

させます。それから、「転換」は思い切って

組み換え、再編していくということになり

ます。 

この横軸と縦軸について、どの水準まで

目指すのかということと、対策のある種の

性格、性質を組み合わせる必要があるので

はないかというのが、私たちが考えた「3

つのタイプと 3つのレベル」の考え方にな

ります。 

 実施すべき適応策の方向性 

そこで、この適応策のレベル、つまり「防

御」「最小化」「転換・再構築」と、先ほど

お話しした追加的あるいは潜在的な適応策

を重ね合わせて整理したいと思います。 

実は、適応策は、洪水分野あるいは水害

分野、水源対策、農業対策、健康分野等、

このようなところではすでに行われていま

す。つまり、昨今の気温の上昇によって熱

中症が増える、あるいは、夏の気温の上昇

によってお米が取れなくなる、牛や鶏が死

んでしまうというような影響が起きていて、

それに対してすでに行われている対策はい

くつかあります。 

そこで、既存の対策を洗い出し、そのよ

うな既存対策でカバーできる領域を考える

必要があります。これは、影響の評価と適

応策の方針、あるいは、モニタリング体制

の整備とその進行管理、適応技術の開発と

実証、適応策の普及、住民との協働や事業

者との協働等、すでに行っていることを強

化していくことで対処できるということで

あり、多分、「防御」のレベルと「影響最小

化」のレベルは、それなりに効いてくるの

ではないか思います。 

しかし、それは、どちらかというと短期

的、あるいは現在的影響であれば現在すで

に生じている影響や、これから 3 年～5 年

のうちに生じるであろう近未来の影響なら、

このようなことで対処できるだろうという

ことです。 

ところが、これから 20 年、30 年、50年

と、少し中・長期に考えてみると、今より

もっと影響が激しくなって、気候外力も大
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きくなりますし、気温上昇も激しくなって

きます。当然ながら、従来の対策の領域で

は「影響最小化」や「防御」などはできな

くなります。 

そうすると、次のある種の根本対策や新

規対策を考えざるを得ません。そこで、感

受性の根本改善や、中・長期的影響の順応

型管理等の領域が必要になります。こちら

が新規対策になります。 

ですから、既存対策の強化、見直しをし

つつ、新たな対策を講じていくという話に

なります。その新たな対策とは、特に中・

長期的に見れば、その地域の 20 年後、30

年後の影響の出方、あるいは気候影響の出

方、それによる健康分野や農業分野、水害

等、様々な分野ごとの影響を予測しながら、

ある種の科学的知見の下に代替案を考えて

いくということです。 

その時にキーワードがいくつかあります。

「感受性の根本改善」は、根本改善が必要

だということです。ある種の社会のあり方

の根本に切り込んでいくということであり、

根本とは、再編、再構築のレベル差につな

がります。 

具体的に 3 つ挙げていますが、1 つは、

土地利用・地域構造の再構築です。例えば、

高齢者が多い人口構造を見せた土地利用の

あり方等を、結果として見直していかざる

を得ないのです。今まではそれが温暖化対

策とどのように関係するのかという話があ

りましたが、気候変動の影響を考えると、

このような土地利用のあり方も大きな射程

になってくるわけです。 

2 つ目は、弱者に配慮するコミュニティ

の再創造です。自助、共助、公助という仕

分があり、自助は自分が助けること、共助

はコミュニティで助け合うこと、公助は行

政が手を差し伸べて助けることですが、こ

の中の共助になります。高齢者や子どもた

ちは体力がないので、なかなか自分自身で

は助けられません。したがって、コミュニ

ティで助けざるを得ません。そのコミュニ

ティの力、よく言われる社会の絆のような

ものをもう一度考えるということです。今

後予測される高気温社会とは、気候変動が

激しくなって気候リスクが増える社会です

が、気候リスクに対処するには、このよう

な弱者のためのコミュニティの再編、土地

利用の再編が必要になるというのがここで

のメッセージです。 

3 つ目は、多様性や柔軟性のある経済シ

ステムへの転換です。これは農業政策でよ

く言われますが、単一の作物を作ると、気

候変動に直撃された時に全滅してしまうの

で、多品種を作って、一部が不作でも、別

のものは収穫できるように、ある種のバラ

ンスを取るということです。したがって、

気候リスクを受けて多少の被害があっても、

全体としては残せるものは残せることにな

ります。気候リスク、気候被害を全面的な

ものにしないという知恵であり、このよう

なものも必要だと思います。 

これが根本改善で、今までのあり方をも

う少し踏み込んで変えていかざるを得ませ

ん。従来型の今できる対策からさらに踏み

込んだ対策まで射程に置く必要があるとい

うことです。これがレベル 1～3 の話にな

ります。 

同時に「中・長期的影響の順応型管理」

というキーワードもあります。順応型管理

とは、昨今、言われている P(plan) D(do) 

C(check) A(action)も一種の順応型管理で
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あり、計画を立てて実行し、実行した結果

を評価して、それに基づいてもう一度検討

するわけです。 

この順応型管理は、長期的な時間軸の中

で、ある種の外力が変わると、外力の変化

に適切に対応し得る対策を講じていくとい

うことです。元々、順応型管理は生物生態

系の管理から出てきたキーワードで、段々

と変わっていく事態への対応を意味します。

気候外力は時間軸によって変化しますが、

そういう変化する状態に対して、5 年、10

年と同じ対策を講じていくのではなく、端

的に言えば 1～2 年のスパンで見直しをし

ていくということです。 

その場合、代替案の選択と実行も必要に

なります。例えば「このような状況になっ

たら、この対策をする」というように、A

シナリオの状況、B シナリオの状況という

ように、予め状況と水準を準備しておいて、

その状況に応じて「この水準になれば、対

策A を発動する」と決めておくということ

です。 

これが必要な理由は、対策を講じてもす

ぐに改善効果が出てくるわけではないため

です。例えば、土木工事のように堤防をど

の水準で高くするのか、あるいは、どの水

準で土地利用の見直しをしていくのかとい

うことは、やはり 10 年、15 年と時間がか

かります。そうすると、早い段階から、い

ずれかのタイミングで始めないと、気候の

変動が大きくなった時に、工事が遅れて間

に合わないという事態になってしまいます。

結果として、そういうことはあるかも知れ

ませんが、予め、気候外力を予測して、そ

れに応じて対策に着手し、気候外力が顕在

化してきた段階で対策の効果が発揮される

ようにするわけです。 

そういう対策の効果の発現と、気候外力

の推移のタイミングが合うように、時間軸

をコントロールしていくのが順応型管理で

す。 

それから、PDCA が短期的に回って、事

態が少しずつ推移していく中で、あるタイ

ミングで対策を発動する決断が必要になる

ということです。これが適応策の考え方に

なります。 

 適応策の施策メニュー（1） 

次に、適応策の施策について、水災害、

水資源、自然生態系、農業、健康分野の熱

中症という 5 つの分野に対して、「影響評

価と適応策方針の作成」「モニタリング体制

の整備と進行管理」「適応技術の開発と実証」

「適応策の普及」「協働の推進、推進組織の

整備」をそれぞれマトリクスで整理してみ

ました。 

その中で、「既存対策の強化」について、

水災害分野を一例として説明しますと、「適

応策方針の作成」は降雨強度の高まり等に

対応した適応計画あるいは災害計画を作る

ことになります。恐らく、これは降雨が時

間何十ミリかという想定に対応した災害防

止計画になりますが、その場合も、時間 50

ミリ対応と 80 ミリ対応とに区分けしなが

ら計画を立てることになると思います。 

「モニタリング体制の整備と進行管理」

は、降雨モニタリングや、その降雨モニタ

リングが一定水準を超えた時の警報体制の

強化になります。 

「適応技術の開発と実証」では、ダムが

良いのか、堤防が良いのか、あるいは流域

治水のようなものが良いのか、いずれにし

ても高強度に対応した新しい水管理の技術
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が必要になります。 

「適応策の普及」については、行政、事

業者、河川管理者などそれぞれの主体が適

応策、災害対策に取り組みます。敢えて言

えば、地域社会で住民が行う避難対策等も

あります。 

そして、5 番のところは防災コミュニテ

ィと言いましたが、先程言った自助、共助、

公助の中の共助を強めていくということで

す。コミュニティの中で、災害の場合の避

難のあり方について、日頃から話し合うと

いったことが必要になってくるということ

です。 

これは一例として考えますが、それぞれ

の分野でこのようなことが考えられて、こ

の既存対策が今までどのようなことをやっ

てきたのかということを洗い出す……と同

時に、「このようなことがまだ対応可能だ」

というメニューが、このようなことが手か

がりで、チェックできるのではないかとい

うことです。 

 適応策の施策メニュー（2） 

2 つ目のメニューは「感受性の根本改善」

です。これは「土地利用・地域構造の再構

築、再編」や「多様性や柔軟性のある経済

システムへの転換」そして「弱者に配慮す

るコミュニティの再創造」について考えま

す。 

例えば、水災害の場合、「土地利用・地域

構造の再構築、再編」としては、居住地の

転換、移転、あるいは、森林の保水機能も

重要なので、森、緑の保全、活用を考えま

すが、いずれも、今住んでいる地域の居住

ゾーンの再編が必要になります。 

それから、「多様性や柔軟性のある経済シ

ステムへの転換」については、工場等の分

散配置が考えられます。これは臨海部にあ

まり集中させない方が良いのではないかと

思って提案しましたが、他の影響が出るの

であまり良い例とは言えないかもしれませ

ん。 

そして、「弱者に配慮するコミュニティの

再創造」については、対象が高齢者になり

ます。高齢者は避難困難者になので、そう

いう人たちをどのようにコミュニティで支

援できるのかということを考える必要があ

ります。 

このように、他にも水資源、自然生態系、

農業、あるいは、健康分野では熱中症や感

染症について検討します。特に、感染症は、

最近ではエボラ出血熱やデング熱が注目さ

れました。こちらではデング熱については

あまり大きな報道にならなかったようです

が、東京では結構大きくなりました。最初

は代々木公園で発見され、それが他の公園

へ飛び火しました。結局、大したことでは

ないのですが、今まで発見されていなかっ

た感染症が身近なものになったことと、そ

れを媒介する媒介蚊が、気温が高くなって

生き残っていたことで注目されました。夏

に何らかの形で持ち込まれたのかもしれま

せんが、今まで発見されたことのない都内

の公園で発見されたわけです。医者による

と、デング熱は岩手県の盛岡辺りまで生息

が可能とされており、北限はかなり上がっ

ているという話があります。 

 適応策の施策メニュー（3） 

3 つ目のメニューは「中・長期的影響へ

の順応型管理」で、「影響予測に基づく対策

代替案の設定」「監視による代替案の選択・

実行、見直し」「記録と説明、関係者の参加・

学習」について検討します。 
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これを分かりやすく説明すると、気候変

動の影響予測には科学的知見が必要であり、

5 年後、10 年後、20年後にどうなるのか、

あるいは、50年後にどうなるのかというシ

ミュレーションをして見直しを行います。

毎年見直す必要はありませんが、5 年に 1

回とか 10 年に 1 回、科学的な知見が蓄積

していく中で気象データが蓄積され、ある

いは、分析技術、シミュレーション技術が

開発されて、より精緻化していきます。そ

うすると、5 年前のデータに比べて、5 年

後はより正確な予測情報、あるいは、推測

が可能になります。そして、それに基づい

た代替案を作ることができます。 

したがって、5 年前に作った代替案 A、

代替案B、代替案C は、例えば、水災害の

場合、降雨強度に応じて対策案A、対策案

B、対策案C を用意しておいて、対策案A

は 5 年後に必要になり、対策案B は 10 年

後に必要になると、その時点では整理して

いたということです。 

ところが、現時点でもう一度、予測シミ

ュレーションをし直すと、気候データ、気

象データ、予測技術の発達により、結果が

より精緻に出るので、以前の計画ほど必要

性がなくなった地域もあるし、もっと影響

が早く出る地域も出てきます。 

そうすると、ある川の流域では対策案を

前倒して実行しなければならないようにな

り、対策案A の発動時期を早めて、当初予

定していた 2020 年を 2015 年するとか、

2030年を2020年に前倒しするというよう

な話になるわけです。そこで、その時点で

の予測データを基に、対策のメニューの内

容を見直し、その対策の発動時期を見直し

ます。つまり、予測データがグルグル回っ

ているタイムラグの中でデータが更新され

るので、そのデータの更新された状況にお

いて、対策案、対策の内容、発動時期、実

施の仕方等を見直していくわけです。これ

が順応型管理です。 

前述のPDCA は、出てきた結果に基づい

て見直していこうという話で、結果に基づ

く見直しですから、弱かったところ、至ら

なかったところ、できなかったところ、あ

るいは、できたところが明瞭に出てきます

が、順応型管理は予測データを基に見直す

ので、その点では科学の力が必要になりま

す。そういう意味での連携が必要です。 

そういうことを予め準備しておくことに

よって、「5年後を考えると、今の時点で実

施する必要がある」というような意思決定

に至るのです。対策の先取りになりますが、

対策には実施してすぐに効果が出る短期的

な対策もありますが、前述の土木工事のよ

うに中・長期的に効果が出てくるものもあ

ります。土地利用の見直しなどはそうです。

そのように、少しタイムラグがあるので、

その辺りのことを考えるのが、順応型管理

の考え方になるということです。 

「記録と説明、関係者の参加・学習」に

ついては、そのように対策を講じて、その

結果をきちんと記録し、引き継いで、それ

を次の世代やステージで、前の結果を基に

もう一度見直します。そのような繰り返し

になります。 

以上が短期的な「既存適応策の強化」「感

受性の根本改善」そして「中・長期的な順

応型管理」の考え方です。 

 感受性の根本改善のイメージ 

次は一つの例として、農業分野を例に、

感受性の根本改善でどのようなことが可能
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なのかということを考えてみます。 

実は、農業分野は適応策の中で一番進ん

だ分野です。農業は気候を相手にした作業

であり、ある意味で一番の気候産業なので、

気候が暑くなれば暑いなりに、寒くなれば

寒いなりに、日々、工夫をしています。そ

ういう点で適応技術が取り組まれており、

そのおかげで、現段階で、人類は食糧生産

をできているわけです。 

それに対して、農業被害は気温上昇から

始まりますが、気温上昇による直接的な被

害と、もう一つ、水資源が変わることによ

って生じる被害があります。農業用水の不

足が起きる、あるいは、雨の降り方が変わ

るということです。このような農業被害が

あります。したがって、直接的な気温上昇

に対しては、気温管理を軸に対策を行うこ

とになりますし、水不足については社会と

しての工夫が必要になります。特に、懸念

されているのは日本海側で、雪の降り方が

明らかに変わりますし、雪解けも早くなり

ます。 

降雪の仕方で言うと、非常に多雪になる

地区と、あまり降らなくなる地区が出てく

ると思いますが、一時的には多く降ると思

います。しかし、春が早い、あるいは、気

温上場が早いので、かなり早い段階から雪

解けが始まります。そうすると、今までの

日本海側、例えば富山平野、越後、新潟で

は雪解けの水を農業用水に使って 5 月、6

月に農業灌漑をしてきたわけですが、雪解

け水が 3 月か 4 月に終わってしまうので、

それを溜めておかなければならなくなり、

農業用水の管理をしなければなりません。

これが水循環の影響です。 

このような状況に対して、短期的な対策

となる適応能力と、やや長期的な感受性の

部分があります。感受性の方が本質的な話

で、農家の高齢化や、後継者不足、農村社

会そのもののコミュニティにおける互助組

織の崩壊や希薄化、売れるものに偏った単

一作物の大量生産化等のトレンド、社会的

に取り巻いている状況があります。 

これらはいずれも気候変動、気候リスク

からすると脆弱な要因なので、こういうこ

とを変えていくということは、農村社会を

つくり直していくことになります。これは

究極の改善になると思いますが、これを行

うことが感受性、脆弱性を克服していくこ

とになります。 

もう一つの適応能力の方は、気象情報シ

ステムの整備や、短期的な適応技術の開発

ですが、これは品種改良、作期、高温耐性

品種開発等の技術になります。そして、そ

の技術を普及していきます。作期は農業者

個人が自分のノウハウとして持っているも

のですが、それを共有していく等、気温が

高まることへの意識を共に持つことが必要

です。こういうことが、適応能力を改善し

ていくことになるのです。 

このように、適応能力は短期的現在的な

課題、感受性は長期的な課題ですが、そう

いうことを行うことが根本改善につながる

ということです。 

 順応型管理のイメージ 

一方、農業を例にした順応型管理のイメ

ージを説明しますと、将来の影響のケース

を想定して、対策の代替案A、代替案B を

用意しておきます。そして、モニタリング、

つまり観測予測を継続し、早期に用意して

おいた対策を実施していきます。 

影響の進展の度合いによる対策の効果を
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グラフ化しますと、影響進展が緩やかであ

れば、肥料の工夫や調整、作期の移動等、

栽培技術を工夫することで対応が可能にな

ります。 

しかし、影響の進展が急激であれば、作

期の移動だけに留まらず、思い切った品種

の転換や、場合によっては栽培地を移転す

ることになります。 

急速な転換の例として、我々が長野県の

協力を得て行っている対策があります。長

野県はリンゴで有名ですが、松本、上田、

長野、飯田、伊那など標高 500m～600m

の盆地より少し高い高原地帯でリンゴを栽

培しています。ところが、これが 60 年く

らい経つと全部不適地になります。つまり

リンゴの栽培に適さない気温になるのです。

そこで、ミュレーションしてみると、リン

ゴの栽培が可能なのは標高 2000m くらい

の高地になりますが、現実にはそのような

ところで栽培するのは不可能です 

そこで、今の時点でそのデータから対策

を考える場合、まさに一種の順応型管理を

しなければなりません。つまり、ある段階

まではリンゴの栽培で頑張りますが、ある

ところからはリンゴを諦めて別のものを栽

培することを考えるわけです。では、何を

栽培するかということで、今、長野県の農

政課が考えているのがブドウです。 

しかし、リンゴから一気にブドウに転換

することはできないので、いずれかのタイ

ミングで少しずつ増やしていかざるを得ま

せん。そのために、ブドウの栽培技術を農

家が習得したり、研修をしたり、技術は一

朝一夕には身につきませんが、そういうも

のに取り組んで、少しずつ栽培面積を増や

していくのです。 

そのように、少しずつ時間をかけていく

わけですが、どのタイミングでスタートす

るのか、どの地域から始めるのか、こうい

うことを考えなければなりません。これが

影響の進展が顕著な場合で、高温耐性品種

の開発では追いつかなくなるので、思い切

って栽培品目を変える、耕作地を変えるこ

とも考えなければなります。これらが順応

型管理の一つのイメージです。 

 

●適応策の多面的評価と良い適応策 

ところが、適応策を行う場合、副作用が

出ることも考えなければなりません。あら

ゆる対策は副作用を持っています。したが

って、できるだけ良い適応策を考えること

が求められます。 

 良い適応策とは 

良い適応策とは何かというと、一言で言

えば、多面的な評価のある対策、あるいは、

コストベネフィットの良い対策です。 

多面的評価とは、2 つの側面で利益があ

るコベネフィットということになります。

一例を挙げると、温暖化対策としてよく行

われているのが、駅前などでミストを吹き

かける対策です。これは適応策として取り

上げられますが、何となく空気がひんやり

します。あれをどのように評価すれば良い

かというと、コベネフィットの考え方から

見ると、あまり良い対策ではないと思われ

ます。一瞬、空気は冷えますが、そのため

にエネルギーを使うので、それに倍する

CO2を出してしまいます。 

一番良いコベネフィットの対策は、緑地

を増やすことです。緑地を増やすと CO2

を吸収するし、日陰をつくり、気候の緩和

機能もあります。都市全体の気温が上がら
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なければ、エネルギーも使わなくなるし、

森林が呼吸することで CO2 も吸収されま

す。このように、都市の緑化は都市のエネ

ルギーの消費を削減するは良い対策だと言

えます。 

このように、どのような対策が 2 面、3

面で効果があるかということを考える事が

必要ですので、適応策とか緩和策として 1

つの対策だけを揃えて、単一的な評価だけ

で適応策を評価してはならないということ

です。 

 適応策の評価の視点 

そこで、我々が考えた適応策の評価の視

点として、6項目を挙げています。 

1 つ目は「安全・安心」です。これは、

他の自然災害への配慮、有効性がなされて

いるということです。 

2 つ目は「環境配慮」です。環境面で緩

和したり、生物多様性に配慮したり、循環

型社会を形成して CO2 を増やさない等が

考えられます。 

3 つ目は「経済効率・経済効果」で、コ

ストベネフィットが求められます。コスト

の面から見て費用効果が高いということで

す。 

4 つ目は「福祉・弱者支援」で、公平性

や弱者保護、男女共同参画等の面がありま

す。 

5 つ目は「参加・主体形成・関係形成」

です。主体形成は、最近言われるようにな

った言葉ですが、当事者としての意識を持

つということです。参加したり、自分が参

加の主体としてそこに関わり、その意識の

下で行動していくということです。 

6 つ目は「将来世代あるいは他地域への

配慮」で、将来機会あるいは将来世代への

配慮、他地域との共存等を考えます。 

ただし、この評価軸は、場合によっては

相互にバッティングするものもあるので、

なかなかこの軸で評価するのは多面的で難

しいのですが、少なくとも、あるべき適応

策の評価の視点としては、ここから始めて

はどうかという提案です。適応策のあるべ

き論ということになります。 

 良い適応策の方向性 

そこで、良い適応策の方向性について、

5 つの視点から考えたいと思います。 

まず、評価軸の「経済効率・経済効果」

のところに地域活性化や経済発展が挙げら

れているように、気候変動リスクが増える

ことは、ある種の経済的効果もあります。 

例として紹介したように、「リンゴは衰退

するが、ブドウの栽培が可能」という予測

の下で今動いていますが、ブドウができれ

ばそこにワインができる、ワインができる

とレストランができる等、様々な違う効果

も出てくるのです。 

したがって、新しい気候変動が起きる、

あるいは、気候外力が増えることで社会は

影響を受けますが、その影響によって社会

が変わるわけであり、その時に新しい産業

やビジネスが生まれる等、そのようなチャ

ンスもあるということです。 

つまり、マイナス面もありますが、プラ

スの面もあり、そのプラスの面を活かすこ

とで、適応策を地域ビジネスとして行い、

地域経済に発展に結びつけるという話にな

ります。これは方向性の②として挙げてい

ます。 

その前に①として、自然の水の循環や大

気の循環が挙げられます。結局、自然に起

きている水循環や大気循環を大事にしてい
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くことが必要だということです。 

それから、緑地効果です。緑地を都市に

取り入れることによって、ヒートアイラン

ドを抑制するのです。これが緩和対策と適

応対策の両面につながり、コベネフィット

になるということです。 

まず自然の循環機能を再生し、緑地を増

やして、その上で②の地域のビジネス、あ

る種の産業に結びつけていくわけです。 

③は、住民やコミュニティの参加を求め

るということです。実行する主体は行政で

すが、住民、地域、それから事業者もあり

ます。それから、そこに住まう人の意識が

大事になりますので、住民やコミュニティ

に参加を勧めて、人づくりをするというこ

とです。 

④は、公助・自助・互助あるいは共助で、

それに防御・影響最小化・転換等を組み合

わせて、公が行うこと、自分で行うこと、

コミュニティで行うことを考え、それから

気候影響を抑え込む、また、影響をできる

だけ最小化する、そして思い切った転換を

するというように、多様な方策を組み合わ

せることが必要ではないかということです。 

そして、⑤は、将来の影響予測を共有し、

長期的な地域づくりの戦略、ビジョンに適

応策を組み込むということです。これは地

域のあり方が明らかに変わり、基盤が変わ

っていくということで、少子化社会、高齢

化社会が来るのと同じように、高気温社会

が来ることを前提に、地域のビジョン、地

域の将来像を描いていく必要があるという

ことです。 

良い適応策の方向性は、このようなこと

が考えられるのではないかと考えています。 

 

●日本における適応策の実装状況 

日本における適応策の実装状況について、

お話ししたいと思います。 

 主要国の適応への取組と日本の取組 

適応策については欧米、特にヨーロッパ

が進んでいます。例えば、イギリスは 2008

年に気候変動法を作り、国家適応計画の策

定を決めて、2013 年には適応計画を作って

います。 

アメリカは 2000 年に国家気候評価を行

って、タスクフォースを設置し、2013 年に

は省庁別適応計画をつくっています。 

そのように、ヨーロッパでは非常に早い

段階から進めています。実際にドイツやノ

ルウェー等、EUでは、2010 年前後にこの

ような計画を作り始めており、それがアメ

リカやイギリスに伝わっているわけです。 

それに対して、日本社会は 3 年～5 年遅

れているというのが、私たちの認識です。

各省庁における気候変動適応への取組経緯

を見ますと、環境省、農林水産省、国土交

通省が中心で、その他、文部科学省が予測

の方で関係し、経済産業省なども若干関係

していると思います。 

それらの検討を基に、統一的な知見とし

て、ようやく国家計画を作ることになり、

2015 年に適応計画を策定する予定で、検討

が開始されています。 

 先行自治体における適応策への取組 

一方、地方自治体でも、先行して取り組

もうという自治体が出てきています。 

例えば、東京都、埼玉県、長野県は非常

に進んでいて、特に東京は世界の大都市の

ネットワーク会議である C40 で、2008 年

に、当時の石原知事が温暖化の問題につい

て東京が率先して取り組むと号令を掛け、
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東京都における気候変動影響の予測プロジ

ェクトを始めました。この将来影響予測は

2009 年～2012 年まで、精密にお金をかけ

て行われています。 

ところが、それを基に個別具体化すると

ころで、東京都の部局の壁が厚く、縦割り

で統一的な方針がなかなかできないまま、

具体化については個別部局ごとに行うとい

う話になりました。そのため、出だしは壮

大な影響評価を行いましたが、結果として、

対策編はやや尻すぼみになっているという

のが東京都の状況です。 

それに対して埼玉県は、県の中ではいち

早く取り組んでおり、2008年の段階で「ス

トップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050」

に適応策の章を設けました。2014 年度末

(2015 年 3 月)の策定では、中間見直しとし

て、温暖化の適応策の章をさらに充実させ、

具体的な対策課題を書き込むことになって

います。これについては、11 月末か 12 月

にパブリックコメントが公表されると思い

ますので、見ていただければと思いますが、

埼玉県内の具体的な温暖化の影響評価と対

策編を書いています。 

長野県も「長野県環境エネルギー戦略」

の中に適応策を位置付けて、農業分野が中

心ですが、気候変動モニタリング(観測)体

制と適応を考えるプラットフォームを立ち

上げようとしています。この温暖化影響プ

ラットフォームは面白い考え方で、県だけ

ではなく、国土交通省や農業関係の部署等、

関係省庁、それから信州大学という産学を

中心に、温暖化の影響を考え、あるいは、

適応策を考えていく検討会議を、プラット

フォームとして立ち上げていくという取組

をしています。 

その他、国内では三重県、滋賀県、長崎

県、沖縄県などで、少しずつ個別の計画の

策定、あるいは条例の中に適応策を位置付

けるという取組が行われています。これが

各自治体の状況だと思います。 

 

●地域における適応策の実装をめぐる論

点の抽出 

今年度 11月 26日に法政大学で、地域の

実装化において何が課題なのかということ

をテーマに気候変動適応シンポジウムを行

います。これは、温暖化の適応策に対して

地域のレベルで何が論点になっているのか

ということを、皆さんに対する今までのア

ンケートの結果や質問から抽出して、論点

を整理した研究結果の発表です。 

 抽出された課題の大・中分類 

適応策に関しては500ほどの意見が出さ

れたので、それぞれどのようなところに主

にコメントがあり、どのようなことを考え

れば良いかという課題を抽出して、大分類、

中分類に整理しました。大分類としては、

「気候変動の影響予測・評価」の問題点、

「施策の具体化・評価」に対する問題点、

「コミュニケーションや主体形成」に関す

る問題点、「施策実施や条件整備」に対する

問題点があります。 

その中から見えてきたのは、まず、「分野

間の連携」や「分野間調整」です。適応策

は他分野にまたがるので、関係機関や関係

部局間の調整が必要となり、そこに共通認

識を持たせることが重要になると思われま

す。その中で、その地域の優先順位を見出

していくというプロセスが必要ではないか

ということです。 

2 つ目は「科学と政策の連携」や「国と
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地方の分担」です。「科学と政策の連携」に

ついては、現状を見ますと、科学者が持っ

ている情報と、地域あるいは国、行政が本

来行うべき役割が乖離しています。今まで

行政側は科学データをあまり使わなくても、

地域をウォッチングして現状を追いかける

ことで対策ができたわけですが、気候変動

の場合は将来的な予測が必要なので、科学

の知見が必要になります。そこで、その連

携をどのように考えるのか、あるいは、「国

と地方の役割分担」をどのように考えるの

かという課題が出てきます。そして、行政

と市民、民間との取り組み、連携も課題に

なります。 

「適応の目標設定」はやや難しいところ

があります。緩和の場合は「CO2何％削減」

というような目標が立てやすいのですが、

適応はそのような目標が立て難いのです。

従来の立て方は、例えば、水害対策なら「死

者を出さない」「命を守る」というような定

性的な目標の下で個別に部分的な局面ごと

の対策課題、対策目標を立てていましたが、

温暖化の緩和策、削減対策等は統一的な目

標ができ難いということが見えてきました。 

以下、いくつかの論点があり、「気候変動

適応とレジリエンス」についても資料を用

意しましたが、本日は割愛します。 

 

●まとめ 

最後に、まとめますと、気候変動の影響

は、これからの地域社会が直面する、逃れ

られないものです。そこで適応策が課題に

なります。適応策とは、社会経済的な要因

を改善すること、感受性や適応能力の改善

ということです。 

また、既存的な適応策と追加的な適応策

があり、今取り組んでいることも充分に必

要ですが、さらに追加していくことが必要

です。 

そして、適応策には、良い適応策と悪い

適応策があるのではないかと考えられるの

で、多面的に評価し、選択的に実施してい

く必要があります。多面的な評価の視点は、

先ほど紹介したとおりです。 

適応策の実装化に向けては、いくつかの

課題があります。行政分野間や、国と地方

の間、行政と民間あるいは住民との間の役

割分担については、まだ整理できておらず、

従来対策に比べて消化し切れていないので、

方向性を整理する必要があります。 

社会資本間の連携や、気候変動適応とレ

ジリエンス関連性は、少し発展的な課題な

ので、ここでは省略しています。 

以上が、私からの適応策についての基本

的な紹介です。 

ご清聴、ありがとうございました。 

 

司会： 山本先生、ありがとうございまし

た。 

 

■質疑応答 

司会： それでは引き続いて質疑の時間に

移りたいと思います。質疑に関しては、講

演1も含めてご質問いただければと思いま

す。 

 

 自治体における将来影響予測につい

て 

Ｑ ： 気象台の山本さんのお話も、法政

大学の田中先生のお話も大変参考になりま

した。ありがとうございました。 

お二人ともに関わるかも知れませんが、
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自治体としては、適応策を立てる際の基本

となる「どのくらい変動するのか」という

分析を教えていただきたいと思います。 

東京都が2億円ほどかけて行われたと言

われましたが、個々の自治体がその分野に

取り組むことはとても難しいと思います。

しかし、自治体が適応策を考えるには、ど

のくらい影響が出るのか、気温がどのよう

に変わっていくのか、気候が変わるのかと

いうことを施策の前提にしなければなりま

せん。それについて、S-8 の研究が進んで、

国の方で省庁の温暖化の適応策の計画が出

た時点で、自治体の方にも結果を示してい

ただけるのでしょうか。 

例えば、すでに気象台が持たれているデ

ータを、近畿の府県や都市にマッチングで

きるような形で情報提供していただけるの

か、地方でも田中先生などのご協力を得て、

何らかの取り組みを別途に行わなければな

らないのか、適応策を考える前提となる今

後の影響について、都道府県や都市は、ど

のように受け入れて、考えていかなければ

ならないのかということです。現状では、

長野など、実際にS-8 研究に一緒に取り組

まれたところのデータしかないと理解して

いるので、その辺りについて教えていただ

きたいと思います。 

 

山本： 気象台関係では「地球温暖化予測

情報第 8巻」は、府県ごとに分析したもの

もありますし、もっと詳細なデータとして

は、スーパーコンピュータでシミュレーシ

ョンをして、5km メッシュで計算したグリ

ッドごとのデータがあります。ただ、かな

り膨大な量になるので、今は、大学の関係

機関や近畿地方整備局等にデータを提供し

て使っていただいています。一部自治体も

あるかもしれません。 

予算的な問題もあると思いますが、そう

いうデータを提供することは可能ですし、

できる範囲でデータを作る等も、今後は相

談させていただくことになるのではないか

と思っています。 

 

田中： 地域の具体的なデータがあると良

いというお話だと思いますが、それについ

ては、埼玉県の取組を紹介したいと思いま

す。 

埼玉県には環境科学国際センターがあり

ますが、恐らく各府県とも、そのような環

境部門のセンターや研究所をお持ちだと思

いますので、そういうところがかなり情報

を集めているはずです。実際に、気象台か

ら情報を取り寄せている例があります。 

埼玉県の場合は、S-8 の中にある簡易推

計ツールを使って、排出量の水準が一番少

ない RCP 2.6 と水準が多い RCP 8.5 の 2

つのシナリオを基に、埼玉県の気温上昇が

どうなるのか、それによる降雨量など、農

業に関するいくつかのデータについて、県

内の影響の状況をダウンスケールしていま

す。そして、そのデータを新しい温暖化計

画の中に持ち込んでいます。 

したがって、S-8 の成果の活用と同時に、

国立環境研究所が持っている簡易推計ツー

ルのデータも活用できることになっていま

す。 

これを全国の自治体の求めに応じて活用

できる仕組みにしたいというのが国環研と

の話になっていますが、まだ、国環研が充

分にそのニーズに対応し切れていないとこ

ろがあります。それでも、今までのところ、
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三重県、長崎県、熊本県等が同じような手

法で活用しています。 

このように、気象台のデータを活用する

か、国環研の簡易推計ツールを使うか、そ

の 2つのアプローチが可能です。 

 

Ｑ ： ありがとうございます。ただ、そ

の簡易推計ツールは、一般の職員が普通に

使えるようなレベルのものではないので、

実際に使う場合、分析は専門的なところに

お願いすることになるのでしょうか。 

 

田中： 一番分かりやすいのは、例えば、

「大阪府の 2050 年、2080 年、2100 年の

データが欲しい」と特定すれば、多分、そ

こまで作業をして、画面が「2100 年の大阪

府の気温データはこのようになっています。

マップにするとこのようになります」とな

るようなデータの出し方は可能になります。 

ただ、自分でそのデータを使って「2070

年はどうか」とか、気温だけではなく、「お

米はどうなるのか」と他のデータを出そう

としたり、「雨の降り方はどうなるのか」等、

基本データを元に他の関数を動かそうとし

たりすると難しくなります。 

当初の目標は、職員レベルでも操作可能

なレベルまで簡素化しようということでし

たが、なかなかそこまで行かずに、結構扱

い難いものになっており、それが課題にな

っています。 

したがって、研究所でそういう技術を持

った人が扱えば、それほど苦労はされない

と思いますが、普通の行政職員が片手間に

やろうとすると苦労すると思います。 

 

 他部局との連携と予測に対する予算

の考え方について 

Ｑ ： 本日は本当に貴重なご講演をあり

がとうございました。田中先生に 2点教え

ていただきたいことがあります。 

1 点は、後半の方で東京都の紹介があり

ましたが、他部局との関係がなかなか難し

いというような話がありました。 

適応策については、この 3月に温暖化の

計画を作った中で、方針の一つに掲げてい

ますが、まだ情報収集のための庁内の連絡

体制を作ったレベルに留まっています。そ

ういう中で、国土交通省絡みの災害や防災

になると、過去の実績やトレンドに基づい

て予算が付くので、予測に基づいてどうな

るのか分からないような幅のあるものに対

して予算が付くのは、非常に難しいという

感触を受けました。 

ただ、一方、国の方では、国土交通省も

いろいろと適応策の調査、研究をされてい

る中で、その辺りは変わりつつあるような

方向性があるのでしょうか。東京都の中で

も変わりつつあるような流れがあるのかど

うか、分かれば教えていただきたいと思い

ます。 

 「感受性」の意味について 

もう 1 点は初歩的な問題で、「脆弱性」

と「感受性」という言葉がありますが、「感

受性」が、一般に「感受性の強い 10 代の

若者」というような使い方をする言葉だと

いう認識の下で、土地利用や過疎化という

意味で使われると、それ自体も脆弱性を表

すように感じられます。そうすると、「脆弱

性」と「感受性」が非常に近い言葉に聞こ

えますので、「感受性」に別の言い方があれ

ば、教えていただきたいと思います。 
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田中： 確かに「感受性」よりも「脆弱性」

と書いた方が良いかも知れません。厳密に

は「感受性と適応能力を含めて脆弱性とい

う」というような定義が置かれていますが、

もう少し分かりやすくするためには、用語

を統一した方が良いと思います。 

ご質問に答えると、「感受性」とは受けや

すさの具合であり、影響の感じる度合いと

いうことになるので、弱いか、弱くないか

ということは置いておいて、影響にどれだ

け敏感に反応し得るのかということになり

ます。「感受性」が弱い人は、例えば、気温

が 1℃上がってもあまり影響を受けないけ

れども、「感受性」の鋭い人は 1℃上がると

大きく影響を受けるわけです。したがって、

「脆弱性」はその中で弱い地域を示します。

10 ミリの雨でも影響を大きく受ける地域

と、10 ミリくらいの雨では全然影響を受け

ない地域では、前者の方が「脆弱性」が高

いことになります。 

したがって、「感受性」と「脆弱性」は厳

密には違いますが、用語としてはほぼ同義

に使っているので、統一した方が良いので

はないかと、ご指摘を受けて思いました。

ありがとうございます。 

趣旨としては、「感受性」とは、同じ変化

に対して影響を受けやすいか、受けやすく

ないかということであり、「脆弱性」はその

影響が実際に弱点や悪い影響、被害の影響

につながるかどうかという観点で理解して

いただきたいと思います。 

また、最初のご質問では、他部局との調

整の難しさをどのように乗り越えれば良い

のかということと、特に過去と将来を考え

た時に、過去の実績は定量化しやすいけれ

ども、将来に対しては予算要求が難しいと

いう話がありました。 

まず、他部局との関係については、他の

部局を巻き込んで、気候変動、気候リスク

が大きくなるという共通認識を持つことが

必要です。しかし、その上で、気候リスク

の出方は部局によって違います。例えば水

の分野、河川の分野、場合によっては産業

分野で林業や農業は影響が大きく出ますが、

あまり出ない分野もあります。 

ただ、少なくとも「気候が変わる」とい

う共通認識を持って、その上で、気候が変

わることに対してどのような対策をすれば

良いのかという、気候対策の方向性に対す

る気候変動適応方針というようなものを考

えていくことが必要ではないかと思います。

全庁的な意識の中でそこまでするのはハー

ドルが高いかも知れませんが、ひとまず緩

やかな共通認識への合意があってほしいと

思います。 

しかし、対策のところでは、共通に対策

を行うのはまだ難しくて、各部局が今まで

取り組んできたことを強化することと、将

来に影響が大きくなった場合に新しく対策

を考えること、この既存対策と新規対策の

組み合わせを考えていただくことになると

思います。それは災害部局や河川部局、林

業や農業分野、あるいは健康分野等に当た

ると思いますが、特に影響を受けやすい部

局、分野に対しては、既存対策の強化と将

来影響が肥大して課題化した時の新規対策

を考えていただくことになると思います。 

また、予測に対して予算が付きにくいと

いうのはそのとおりで、予算部局の査定は

過去の実績があれば「確かに影響が出る」

と判断しますが、これは難しいので、科学

の出番となります。 
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結局、将来に対して、いかに今のうちか

ら備えるかということが、今回、新しく国

が作ろうとしている適応計画の役割でもあ

るので、国の適応計画ができて、ある種の

ひな型ができれば、それを基に地域でも他

部局に対する浸透や、予算部局に対する働

きかけをしていけば良いのではないかと思

います。 

確かに、将来の結果を基に予算要求をし

ても、「将来どうなるかわからないのに予算

は付けられない」というのが従来の意識だ

と思いますが、国の計画ができた時は、そ

れが少しテコになるのではないかと期待し

ています。 

 緩和策のための予測について 

Ｑ ： 緩和策を講じる際も、何が起こる

のかを予測していないとできないと思いま

すが、IPCC の報告は地球全体の影響を予

測するもので、当然ながら、日本、特に大

阪で何が起こるのかというのは言及されま

せん。国の報告も、温州ミカンの作付けへ

の影響の予測等は見たことがありますが、

地域で何が起こるのかという予測は見たこ

とがありません。 

これについて、今度、国でも緩和策を講

じるということですが、その前提となる予

測は、全国的、あるいは、各都道府県レベ

ルでされているのでしょうか。 

 

田中： 「地球温暖化予測情報第 8巻」で

は、地域レベルでもされているのではない

でしょうか。 

 

山本： 雨や気象に関するものについては、

地域レベルでも予測はあります。例えば、

熱帯夜の日数や降水量の変化等は、地域レ

ベルでも出すことは可能です。ただ、予測

幅があるので、その辺りをどのように評価

するかという問題はあると考えています。 

 

田中： 質問の趣旨は、例えば米作や熱中

症の被害等が、地域レベルで予測されるか

どうかという話だと思います。S-8 研究の

中では都道府県ごとに、一応そういうもの

を出した例はありますが、まだ研究のレベ

ルなので、行政として正式に認知はされて

いません。 

S-8 研究が今年度終わる段階で、一覧リ

ストの提示が可能だと思いますが、すでに

気温レベルで言えば、沖縄から北海道まで、

2100 年にどのように気温が上昇するかと

いう予測はあります。これはかなり地域差

があり、そのように、同じシナリオでも地

域差が出るということがあります。そうい

う気温上昇、降水に地域差がある中で、米

作はどうなるのか、熱中症の被害はどうな

るのかという差も出てきますので、参考に

なると思います。 

さらに、県から下のレベルはどこまで出

るのかというと、そこは簡易推計ツールを

使って、例えば、大阪の中のどの地域がど

うなるのか等、個別の分布状況を見ること

になります。したがって、一応、可能とい

うことです。 

 

 緩和策と適応策の関係について 

Ｑ ： 質問が 2点あります。1 点は、「緩

和策」と「適応策」は両輪の政策というこ

とで、例えば、具体的に埼玉県などが取り

組まれている中で、予算的な問題はありま

すが、「緩和策」はこの程度、「適応策」は

この程度という双方間のやり取りがあるの
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かどうか、お伺いしたいと思います。 

 良い適応策の選択について 

それから、良い適応策を選択することに

対して、フィードバックが必ずしも良くな

い例があると思います。 

例えば、脆弱性が大きい海岸付近で大き

な堤防をつくると、その地域が活性化して、

そこにまた工場や人口が増え、それによっ

て曝露量が大きくなってしまいます。そう

なった場合、全体を通してリスクが上がる

のか、下がるのかという問題もあると思い

ますが、その評価も今後行っていくことを

考えられているのかどうか、お聞きしたい

と思います。 

田中： 緩和策と適応策に関する埼玉県の

事例は、具体的にはパブリックコメントで

公表されるので見ていただきたいと思いま

すが、緩和策は省エネ対策を中心にして、

再生可能エネルギーの普及や、吸収対策が

リストになっています。 

適応策は、埼玉県内の温暖化の影響がど

こに出てくるかということを影響評価した

上で、農業分野、水災害、水資源、生態系、

健康・熱中症の 5 分野に特化しています。 

そういう意味では、緩和策は省エネ対策

と再生可能エネルギーの普及と CO2 吸収

対策で、吸収対策は森林の保全と重なりま

すが、省エネ対策と再生可能エネルギー対

策は、農業対策等とは直接的には結び付き

ません。当然、大きな意味では、農業を強

くしていくことは、地域のCO2吸収につな

がるので、どこかでリンクはしますが、ひ

とまず対策を打つ局面としては、それぞれ

の分野に特化したものになっています。 

ただ、埼玉県の特徴は庁内の推進体制で

あり、温暖化の緩和策と適応策の検討の場

を同じ体制の中で行っています。したがっ

て、同時並行的に進めているので、入口の

対策と出口の対策の両方を見るという意識

があり、庁内的にはそこでリンクしていま

す。そのような位置付けになっていると理

解しています。それが 1つ目のご質問に対

する説明です。 

2 つ目は少し難しい質問で、対策の意味

合いに再構築や転換等、思い切ったあり方

が必要になった場合、ご指摘の例は、沿岸

部における地域開発と、気温上昇による海

面上昇から起こり得るリスク、あるいは災

害リスクの脅威等をどのように考えるのか

ということだと理解しました。 

基本的には、気候リスクを基に地域の評

価を行って、脆弱性の高いところは高度な

土地利用をしないというのが大前提だと思

います。転換とは、むしろ既存の土地利用

の中で弱いところは、ある程度土地利用の

縮小化を始めて、集約化していくというこ

とです。そうすることは、広い意味で、緩

和策、つまりエネルギーの効率的利用つな

がります。 

気候リスクの側から都市を評価するとい

う視点は今までなかったので、それを今回、

取り入れようという話だと思います。断片

的に言えば、災害や災害リスクについては

言及してきましたが、自然災害も地震や津

波、あるいは風水害でした。そこに気候が

加わることで、今まで評価してきた、特に

水災害、風水害が増幅しますし、さらに熱

中症などの新しいリスクも入ってきます。

これをどのように考えるのかということだ

と思います。 

 

 適応策に対する国・府県・市の位置づ
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け 

Ｑ ： 滋賀県でも来年以降、影響分析を

はじめて、適応策を検討していこうという

段階です。それに関して、シンポジウムの

話があり、来年度の夏には国の方でも適応

計画が作られるということですし、市町で

も適応策を検討しているところがあるとい

う話です。 

そこで、国と県と市のそれぞれの位置付

け、役割をどのように考えれば良いのか、

簡単に教えていただきたいと思います。 

 

田中： これは難しい問題で、国と地方の

分担をどうするかは課題となっています。 

実は、緩和策も同様で、国が行うこと、

地域が行うことは、何をすれば良いのかと

いう話があります。 

一般論的に言えば、地方は住民や事業者

にも近く、あるいは、産業振興でも農業や

林業等にも近いので、現場の影響をどのよ

うな形で対策に結び付けるのかという話に

なります。一方、国全体として見れば、科

学技術や広い意味での適応技術、産業界の

動向等、ある種の大きなセクターごと動か

していく役割に二分化できます。 

ただ、科学技術でいえば、予測を地域ご

とにするのは大変なので、むしろ、それは

国の役割としてきちんと取り組んでもらっ

て、それをダウンスケールして地域のデー

タとして提供していただく方が望ましいわ

けです。これは国の役割、あるいは、国の

研究機関の役割として大事ではないかと思

います。 

地域の方は、地域の実態を把握し、地域

の脆弱性を評価して、気候リスクに対して

弱い地域を抽出した中で、地域ごとに影響

の出方を見極めながらプログラムを考えて

いきます。ただ、一気に考えるのは難しい

ので、最初は対策方針に合意し、専門部署

ごとに、それぞれの対策課題と対策メニュ

ーを考えていただくという話になると思い

ます。 

したがって、大きな流れで言えば、大き

な色分けは国が行うべきことであり、予測

の話や技術の導入等の開発の話、あるいは、

国が地方に対して行う支援のような話もあ

ると思います。地方はむしろ現場の実態を

活かして、地域に根差した、あるいは、そ

この特性に合うものの開発に努めるという

ことではないかと思います。 

一般論しか言えませんが、そういうこと

だと思います。 

 

司会： 山本様、田中様、ありがとうござ

いました。 

それでは、以上で第 1回「分野横断(総論)

について」を終了いたします。長時間にわ

たり、ありがとうございました。 
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（3）勉強会の様子 

 

 

【開会挨拶風景】              【会場風景】 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

【山本 善弘氏講演】            【田中 充氏講演】 

                    

                    

 

 

 

 

 

 

 

【質疑応答】 
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(4) 受講者アンケート結果 

1)回答の状況 

    配布数：31   回答数 24（回答率：77．4%） 

 

<留意点> 

  ・集計では、小数点第１位を四捨五入しており、数値の合計が 100％にならない場合がある。 

  ・図表中の Nとは、回答者総数（または該当設問での該当者数）を表す。また、無回答を含

む。 

  ・図表中の SAとは、選択肢から１つのみ選択する方式（Single Answer）を表し、また MA

とは、選択肢から複数選択できる方式（Multiple Answer）を表す。 

 

2)アンケート結果 

①気候変動による影響について 

【影響の有無】 

「猛暑日、熱帯夜の増加」が 34％、「集中豪雨の頻発」が 32％と多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜その他の回答＞ 

  ・夕立が減少している。 

  ・生態系の変化。 

34

5

32

0

21

2

2

4

0

0 10 20 30 40

猛暑日、熱帯夜の増加

真冬日、冬日の減少

集中豪雨の頻発

渇水の増加

発達した台風の増加

海水面の上昇

海水温の上昇

その他

無回答

（％）

問１－（１）自治体では、どのような点に気候変動の影響が現れていると感じますか。

選択肢から、あてはまる全ての番号に〇をつけてください。 

(MA, N=56) 

46



 

 

【影響が現れている分野】 

「熱中症などの暑熱」が 21％と最も多く、次いで「河川災害」が 17％、「農業」が 11％ 

と多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜その他の回答＞ 

  ・災害対策。 

  ・土砂災害。 

 

 

 

 

 

問１－（２）自治体では、どのような分野に気候変動の影響が現れていると感じま  

 すか。選択肢から、あてはまる全ての番号を記載してください。 

11

3

5

2

3

3

17

0

8

10

0

2

21

3

5

2

3

3

0 5 10 15 20 25

農業

畜産業

林業

水産業

渇水などの水資源

水質変化

河川災害

高潮などの沿岸域での災害

森林の生態系

淡水生態系

沿岸生態系

海洋生態系

熱中症など暑熱

デング熱など感染症

ウィンタースポーツや観光面への影響

祭祀や伝統行事等の歴史文化面への影響

その他

無回答

（％）

(MA, N=63) 
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【影響の内容】 

水害に関する影響が現れていると回答した方が最も多かった。 

 

 

 

 

 

  回答者数 16人、回答件数 21件 

（※1人の回答につき、複数カテゴリの内容が含まれる場合は分割して集計している。） 

カテゴリ 内容 

水災害（12件） ３年連続水害発生。（京都府） 

集中豪雨で土砂崩れが起きやすくなっている。（大津市） 

集中雨により災害が増加。（宝塚市） 

豪雨による河川氾濫等がある。（伊丹市） 

嵐山における河川氾濫。（京都市） 

豪雨災害の増加。（兵庫県） 

ゲリラ豪雨の発生回数が増加している。（大阪府） 

道路冠水。（大阪市） 

短時間豪雨。（大東市） 

ゲリラ豪雨の増加による道路冠水等。  

豪雨による水害により、住民への被害が及ぶ。（奈良県） 

時間雨量の増大等集中豪雨の多発と災害の発生。（篠山市） 

農林水産業（３件） 大阪湾で漁業ができなくなってきている、魚がとれない、川の

水量がすくない。（岸和田市） 

米などの高温障害、乳牛の乳量減少。（兵庫県） 

松くい虫等による松茸採取量の減少、水稲生育の早期化。 

（篠山市） 

健康（３件） 熱帯夜が増加している。（吹田市） 

熱中症で搬送される人が多い。（大阪市） 

熱中症による健康被害。（奈良県） 

自然生態系（２件） 琵琶湖で外来種が繁殖する。（大津市） 

セアカゴケグモなど、熱帯性の動植物の侵入。（草津市） 

生活（１件） 猛暑日の増加により、夏の節電が頭打ちになる。（草津市） 

 

 

 

問１－（３）具体的にどのような影響が現れているでしょうか。その内容について 

ご記入ください。 
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【対策が必要と考える分野】 

「熱中症などの暑熱」が 22％と最も多く、次いで「河川災害」が 20％、「農業」が 15％と多か

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜その他の回答＞ 

  ・災害対策。 

  ・土砂災害。 

 

 

 

 

 

問１－（４）自治体において、今後、対策が必要と考えられる分野はどれですか。 

選択肢から、特に重要と考える３つの分野をご記入ください。 

15

0

0

3

2

5

20

0

3

8

2

2

22

11

2

3

3

2

0 5 10 15 20 25

農業

畜産業

林業

水産業

渇水などの水資源

水質変化

河川災害

高潮などの沿岸域での災害

森林の生態系

淡水生態系

沿岸生態系

海洋生態系

熱中症など暑熱

デング熱など感染症

ウィンタースポーツや観光面への影響

祭祀や伝統行事等の歴史文化面への影響

その他

無回答

（％）

(MA, N=65) 
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②適応策について  

【適応策の検討段階】 

 「環境部局内で国内外の適応策の取組状況、手法等について事例調査をしている」と 

「特に何もしていない」がいずれも 38％と最も多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境部局内で国内外の適応策の取組状況、手法等について

事例調査をしている 

京都府、大津市、京都市、堺市、兵庫県、

草津市、吹田市、奈良県 

環境部局内で自治体の気候変動の現状調査、影響予測、既

に実施されている適応策の洗い出し等をしている 
大阪市 

部局横断で自治体の気候変動の現状調査、影響予測、既に

実施されている適応策の洗い出し等をしている 
篠山市 

特に何もしていない 
岸和田市、宝塚市、伊丹市、高槻市、豊中

市、姫路市、大東市、四条畷市 

その他 吹田市、大阪府 

 

  ＜その他の回答＞ 

  ・既存の温暖化対策計画に含まれるが、明確化されていない。（姫路市） 

  ・実行計画を策定中であり、適応策を盛り込む予定。（大阪府） 

問２－（１）自治体において、適応策の検討等について、どのような段階にありま 

すか。あてはまるもの１つに〇をつけてください。 

環境部局内で国内外の適応策

の取組状況、手法等について事

例調査をしている
38%

環境部局内で自治体の気候変動

の現状調査、影響予測、既に実

施されている適応策の洗い出し

等をしている

4%

部局横断で自治体の気候変動の現状

調査、影響予測、既に実施されている

適応策の洗い出し等をしている
4%

特に何もしていない

38%

その他

8%

無回答

8%

(SA, N=24) 
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【適応策の検討にあたっての課題】 

「適応策検討にあたっての作業量（予算）が見通しにくい」が 31％と最も多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜その他の回答＞ 

  ・他の計画の見直しで認識してもらう。 

  ・今後、適応策検討予定。 

  ・地方自治体（市）の施策と成果が説明しにくい。国、都道府県、市町村の役割分担 

の明確化と具体的とりくみ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２－（２）適応策の検討にあたって、どのようなことが課題ですか。あてはまるも 

の全てに〇をつけてください。 

27

31

29

6

6

0 10 20 30 40 50

環境部局内、他部局と適応策検討の重

要性についてコンセサスが取りにくい

適応策検討にあたっての作業量（予

算）が見通しにくい

適応策を検討するための手順、方法論

がわからない

その他

無回答

（％）

(MA, N=51) 
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③今回の勉強会について  

「近畿地方の気候変動について」に関しては、「参考になった」が 88％となっていた（「とて

も参考になった」が 38％、「参考になった」が 50％）。 

「気候変動の適応策の考え方」に関しては、「参考になった」が 88％となっていた（「とても

参考になった」が 67％、「参考になった」が 21％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とても参考に

なった

67%

参考になった

21%

あまり参考にな

らなかった

4%

参考にならな

かった

0%

無回答

8%

問３ 今回の勉強会について、適応策を検討する際に参考となりましたか。あてはまるも

の１つに〇をつけてください。（近畿地方の気候変動について） 

とても参考になっ

た

38%

参考になった

50%

あまり参考に

ならなかった

4%

参考にな

らなかった

0%

無回答

8%

(SA, N=24) 

(SA, N=24) 

近畿地方の気候変動について 

気候変動の適応策の考え方 
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④講演の感想、意見等 

内容 

適応策というあまり知識のない分野であったので、勉強になった。（伊丹市） 

緩和策と適応策の位置付けや重要性が良く分かった。（奈良県） 

「適応策」について初めて耳にしました。内容が多岐に渡り、地域差もあり、科学的

根拠も必要で、とっかかりがかなり難しいと感じました。「地域総論としてのあり方」

的な大きな課題です。農業が活発でないと影響を考えにくいとも感じました。（大東市） 

予測、目標設定、政策検討など都道府県レベルのものだと感じました。今後、引続き

基礎自治体としてどう検討していくべきか考えたい。（吹田市） 

まず市内で何が起こるか？を明確化しなければならないと感じました。（吹田市） 

来年度に温暖化対策計画（事務事業編）を予定しているが、そのための参考にしたい。

（大津市） 

ハイレベルな講演内容でしたので、もうすこしじっくりと説明をききたかったです。

（草津市） 

科学的知見の活用を容易にできるように国レベルの研究の提供をお願いしたいです。

（京都府） 

回答者数８人 
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(5) 受講者座席表 
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３ 第２回 

(1) 次第 

地球温暖化への適応策勉強会 

第二回「地方公共団体の適応に関する取組について」 

次第 

                      平成２６年１２月５日（金）                    

１３：００～１７：００ 

ドーンセンター ５階 大会議室２ 

 

主催：環境省近畿地方環境事務所 

事務局：㈱地域計画建築研究所（アルパック） 

 

１．開会 

２．ご挨拶 環境省近畿地方環境事務所 環境対策課長 原田 幸也 

３．講演 

 ①講演１「地方自治体における適応策の状況と地域適応ガイドライン」  

講師：法政大学地域研究センター特任教授 白井 信雄氏 

 ②講演２「地方公共団体での取組事例紹介」 

講師：埼玉県環境科学国際センター温暖化対策担当 

担当部長 嶋田 知英氏 

 ③講演３「地方公共団体での取組事例紹介」 

講師：三重県環境生活部地球温暖化対策課 服部 由直氏 

 

＜休憩＞ 

 

４．意見交換 

５．閉会 

 

本日配布資料 

 次第 

 講演１資料 

 講演２資料 

 講演３資料 

 アンケート用紙 

 参加者名簿 

 座席表 
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 (2) 講演内容 

■講演１ 

「地方自治体における適応策の状況と地域適応ガイドライン」 

法政大学 地域研究センター 

特任教授 白井 信雄 氏 

 

司会： それでは、講演 1に入りたいと思い

ます。「地方自治体における適応策の状況と地

域適応ガイドライン」と題して、法政大学地

域研究センター特任教授の白井信雄様にお願

いいたします。 

 

講 演 ――――――――――――――― 

法政大学の白井です。私は前回、お話をさ

せていただいた田中充先生の下で、同じ研究

プロジェクトに携わっています。特に事務局

的な仕事をして、地域を回りながら、地域の

適応策の状況や課題を調べてガイドラインを

まとめ、地域適応フォーラムとして、皆さん

にそういうものをお知らせする等、共有する

ことを仕事にしています。時々、論文にもま

とめて研究を進めているという立場です。 

 

●本日の話題 

私の話は、一部、田中先生の話と復習的に

重なるところがあると思いますが、本日の話

題としては、まず、緩和策と適応策について

少しだけ復習させていただき、今日の課題で

ある、地方自治体において適応策がどのよう

な状況なのかということと、地域で適応策を

考える時に重要と思われる地域の研究機関の

動向、適応ガイドラインの話です。 

そのガイドラインの中で特に、最近、推し

進められているのが、その一歩として、地元

学を気候変動の話で取り組んでみる手がある

のではないかということです。 

それから、地方自治体の進捗管理指標とい

うツールを作るということですが、そういう

ものを使ってみると、「先進地はどこまで取り

組んでいるのか」という傾向が見えるので、

そういう点を紹介したいと思います。 

●緩和策と適応策とは？ 

緩和策と適応策については、いろいろな図

で説明されていますし、IPCC のAR5でも説

明をされていますが、私は自分で描いた簡単

な図で説明したいと思います。 

まず、地域でいろいろな活動があって、温

室効果ガスが排出され、地球全体の気候変動

が起きます。今までの気候変動の話は地球全

体の話で、日本で出した温室効果ガスが途上

国に影響を与えるとか、あるいは、将来的に

影響を与えるという捉え方で、いわば将来の

ため、他者のためという形で気候変動が語ら

れがちでした。 

しかし、昨今の気候変動の影響を見ると、

そういう地球全体の気候変動が地域の変化と

してすでに顕在化しています。そして、地域

の変化は自分たちが被害を受ける構造になっ

ています。将来に対する加害者、途上国に対

する加害者ではなく、自分たちが被害者にな

りつつあるというところまで地球温暖化が進

行している、そういう構図ではないかと思い

ます。 

そこで、緩和策を最大限に行いつつ、すで
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に影響が残っているという状況下では、緩和

策で避けられない気候変動の影響を軽減する

ための適応策が必要となります。 

 緩和策と適応策の関係 

次に、法政大学で適応と緩和の関係につい

て整理した図で、必要性だけではなく、それ

ぞれ制御対象とする施策、コントロールしよ

うとする要因が違うことを説明します。 

気候変動の影響とは、気候の外力が変化し

ていろいろな分野に影響が出ることですが、

影響を与える外力は人為的な要因の温室効果

ガスの寄与分が明らかであるという認識にお

いて、ここにおいて対策を取ろうというのが

緩和策です。 

ただ、例えば熱中症の患者が高齢者で増え

ている場合は、温度の上昇や猛暑日の増加だ

けではなく、高齢者の単独世帯が増えている

こと、高齢者を見守る近隣関係が弱くなって

いること等、社会経済的な要因も影響してい

ます。あるいは、高齢者が水を飲む、エアコ

ンをつける等の知識を持って備えをしていれ

ば影響は出ないわけです。結局、影響が出る

ということは、外力だけではなく、他の要因

が働いていると考えられます。これが脆弱性

です。他にレジリエンス等、いろいろな言葉

で表現されますが、この部分が社会経済的な

要因としてあって、影響の受けやすさとして

の感受性と、それに対する適応の備えによっ

て影響が出ると整理しています。 

IPCCのAR5ではこのような説明はあまり

強調されず、プロペラ図に置き換わっていま

すが、AR4 ではこのような説明をしています。

したがって、AR5は表現が変わっていますが、

この説明の方が分かりやすいと思います。 

つまり、適応策はこの社会経済的要因を改

善すること、緩和策は外力を改善することで、

それぞれ影響を防ぐという目的において、対

象とする要因が違うという整理をしています。 

言い換えると、気候変動の影響は、備えを

していない社会経済の弱いところに発生する

ので、その弱さを改善することが適応策であ

るという考え方です。単に影響が出るので防

ごうという結果対策で捉えてしまうと、上滑

りした適応策になってしまいます。そうでは

なくて、社会経済の弱いところを改善すると

いう、一種の要因対策として捉えることが重

要だということです。これが法政大学が提案

している適応策の哲学であり、具体化の方針

になっている出発点です。 

 適応策の 3つのタイプと 3つのレベル 

次に、要因対策をレベル 1、2、3で整理し

ています。 

影響をゼロリスクにしようというのがレベ

ル 1の「防御」で、例えば、水災害であれば

堤防を高くして、とにかく溢れないようにし

ようということです。 

しかし、薄い堤防をただ高くすれば良いわ

けではないので、次に、早く逃げることで影

響を最小化します。財産は守れないかも知れ

ませんが、財産は保険で回復できるようにし

ておいて、とにかく命を守ろうということで

す。この「影響最小化」がレベル 2です。 

さらに、いつも逃げているわけにはいかな

いので、住む場所自体を見直そうというのが

レベル 3の「転換」です。 

このように、3 つのレベルで整理をしてい

ます。現状は、すでに適応策があるわけです

が、それはレベル 1や 2が中心なので、レベ

ル3も少し視野に入れなければならないとい

うことです。 

さらに、先ほどの適応能力と感受性という

視点から言うと、レベル 1、2 は適応能力を
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向上させて、備えをしていくということです。

それに対して、そもそも影響を受けやすい住

む場所を変えようというのがレベル3であり、

感受性の改善により踏み込んでいきます。今

まではそういうところまでは手につけていな

いので、レベル 3として感受性の改善を視野

に入れていくことが、より必要ではないかと

提案しています。 

あとは何を守るのかということも大事です。

適応策で命を守るのか、財産を守るのか、あ

るいは、地域の文化は優先順位が低いのかと

いう点では、人間の暮らしや生き方における

文化や地域のアイデンティティとしての文化

がなくなってしまうと寂しい生活になってし

まうので、文化等も守るべきものとしてある

と考えられます。このように、何を守るのか

を決めて、それぞれに対してレベル 1、2、3

を考えていくという整理をしています。 

少し抽象的で分かり難いかもしれませんが、

あとで理解できることもあると思います。 

 追加的適応策の考え方 

また、追加的適応策という考え方も提示し

ています。 

適応策については、すでに熱中症や農業被

害に向けた対策があり、現状では気候被害対

策となっていますが、充分に適応策だと思い

ますので、それをきちんと整理しようという

ところから出発しています。 

「感受性の根本改善」はレベル 3 に踏み込

んでおり、土地利用や、経済システムの転換、

弱者に対する配慮、近隣関係の再構築等、あ

まり手をつけていないところに追加的に取り

組んでいこうということです。 

また、気候変動の適応策では、中・長期の

予測をして、それに対する備えをしていこう

という「中・長期的影響の順応型管理」も、

今はできていないと思われます。 

「既存適応策の強化」については、潜在的

な適応策とも言われますが、それはそれ良い

ので、「感受性の根本改善」と「中・長期的影

響の順応型管理」の観点も追加しようという

ことを適応策の方向性として出しています。 

ここまでは、前回聴いていただいた方には

同じ話をさせていただいたと思います。それ

を復習した上で、このような視点をベースに、

少し別の話に向かいたいと思います。 

 

●地方自治体における適応策の検討動向

と課題 

まず、地方自治体における適応策の検討動

向と課題について、研究プロジェクトを 5年

間行う中で、全国の自治体を定期的に調べた

り、こちらに相談のあったところを、付けた

したりしながら表にまとめています。ただ、

我々が知らないものもあると思いますので、

知っている範囲ということでお許しいただき

たいと思います。 

1 つ目は東京都ですが、世界の 40の大都市

が集まるC40で適応策を検討して、提案をま

とめています。そういう時期に環境基本計画

に盛り込んだり、あるいは、都独自に大きな

予算をつけて国立環境研究所に委託をして、

都の影響予測をされたりしています。 

ただ、まだ影響予測情報が外に出てこない

ということで、最近は施策を打ち出すのに躊

躇っている状況があります。いずれにしても、

東京都はこのような取組を行っています。 

2 つ目は埼玉県で、内陸圏で高温化しやす

い地域、農業の被害が深刻化する地域におい

て、いち早く温暖化の計画の中に適応策を盛

り込んだのが埼玉県です。今は改訂中という

ことで、嶋田さんたちがサポートしながら、
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県としても続けて行っているということです。

情報が不足していますが、後ほど、お話を聴

いていただければと思います。 

3 つ目は長野県です。長野県は温暖化の計

画を作る時に、再生可能エネルギーや省エネ

等のエネルギー政策と温暖化の計画を統合化

させるという特徴のある計画を作りましたが、

その中に適応策も位置付けようということに

なり、これを研究プロジェクトの中でモデル

的に応援しようということで行って、2013

年に計画ができた中に位置付けられています。 

そして、長野の環境保全研究所がデータを

共有化していく仕組みとしてモニタリングの

体制をつくり、あるいは、地域での適応策の

共有や広げる場をつくろうという取組を立ち

上げているところです。 

東京で仕事をしていると、このようなこと

が身の回りで起きており、多分、日本の中で

もこのようなところが先進地ではないかと見

ています。 

ただ、これは東京中心の見方であり、いろ

いろなデータを整理して、最も体系的に行っ

たのは、日本の中では三重県だと思います。 

他では、滋賀県が条例で位置付けて、温暖

化の計画の中でも、特に農業分野の既存の適

応策を整理しています。鹿児島は条例に位置

づけましたが、計画には入れていません。京

都府は京都市と話し合いながら、まず京都府

で適応策を位置付け、最近、京都市も始めて

います。長崎県も温暖化の計画に位置付けて

調査を始め、兵庫県も動いています。我々が

知らないところでも、いくつかの県で動き出

しているという状況だと思います。 

このように、ようやく、関心が広がってき

たようですが、ただ、先行地域も適応策を打

ち出しているというよりも、評価をしている、

情報を整理して体制を強化している、あるい

は、既存の適応策を位置付けているという、

土俵づくりの段階だと思います。そういう中

で基本方針を作ったりしていますが、それを

他の県でも行おうという動きになりつつある

のが、昨今だと思います。 

 適応策の採用要因 

そのような先進地が、なぜ適応策に取り組

んでいるのかということを見てみますと、先

進地も非常に苦労していることが分かります。

ここ数年は苦労話の方が多いくらいの状況で

はなかったかと思いますが、これからは少し

違うと思います。 

そこで、先行する地域の苦労話を聞きなが

ら、適応策の採用要因をまとめました。イノ

ベーションの普及モデル的な整理の仕方をし

ていますが、やはり、国の動きや他の地域の

動き等、どこかの情報を参照しています。水

平参照は他の地域で、垂直参照は国や世界の

動きです。そういうものを参照しているとい

うことです。 

それから、地域の状況や、適応策そのもの

の性質に応じているところがあると思います。

促進要因と阻害要因に分けて見てみますと、

促進要因としては、国がいろいろな気候変動

適応の方向性などのレポートを出してきます。

また、プラットフォームを 5 年間運用してい

る中で、参加していただいている等、そうい

ったところがプラスになっていると思います。 

あるいは、地域で被害が起きているとか、

地域の審議会で「社会的に取り組まなければ

ならない」「国が適応策を作っているので、

我々の地域でも作らなければならないのでは

ないか」と言われて動いています。それから、

地域の研究機関が早くから研究を始められて

いる、国の研究に参加している等、そういう
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ところで動き出しているのが、先進地の動き

方だと思います。 

ただ、国の状況でいうと、国の適応計画が

まだないのに、あるいは、地域で適応策を作

成するための制度的な位置付けもないのに、

地域で勝手に取り組むことができないという

状況があります。あるいは、知事が適応策を

知らないために、下から適応策を上げても位

置付けてもらえない、他の部署も動いてくれ

ないという面もあると思います。また、今、

温暖化の関連部局はエネルギーに関する課題

も抱えて、人が足りない、予算も下り難い等、

行政資源制約があって動き難いところがある

とか、先行地域もまだまだこれからという状

況である等、そのようなことが阻害要因にな

っていると思います。 

さらに、適応策そのものが知られていない

とか、研究をしていると言うけれど、政策と

してまだ使えない、国の政策も具体化されず

に未成熟という状況もあります。 

また、政策として適応策は新しいと思いま

すが、新しいことというのは、なかなか始め

られないところがあります。 

それだけではなくて、適応策そのものの本

質的な部分で、将来の影響予測を基に、対策

を取ることが重要な点なのですが、将来予測

は不確実なものであり、地域の情報として本

当に使えるものはまだないし、地域独自にも

できないということが阻害要因になっている

と思います。 

皆様のところも、適応策に取り組まれる際

は、このような課題がたくさんあったと思い

ますし、これからのところも同じような課題

が出てくると思いますが、今後の動きとして

は、国がいろいろなサポートをするという流

れが今年辺りから出てきていますし、来年度

予算も出されていますので、これまで先行地

域が苦労してきた状況は、少し解消されるの

ではないかという気配があります。 

 省庁における気候変動適応への取組 

経緯 

環境省においては、これまでも「気候変動

への賢い適応」等、方向性をまとめています

し、適応計画の検討開始をすでに始めており、

2015 年夏に適応策を国として作ります。そし

て、国の計画の中で、地域の適応策を検討す

る場合、あるいは、影響を評価する場合には

支援することを、環境省が来年度から考えて

いると聞いています。 

11 月 26 日に法政大学で地域適応フォーラ

ムのシンポジウムを開催した際、関係者が発

表された情報を表の中に追記しています。 

農林水産省は、2000年以降、高温化の被害

が出ているので、レポートを出し、研究開発

を行っています。これまでもコンソーシアム

をつくって、地域で共通課題をまとめ、研究

を推進してきましたが、それをさらに進めて、

農林水産省としての適応計画をつくり、地域

で技術開発をするだけではなく、地域で協議

会をつくって、新しい適応型作物の産地づく

りを目指しています。そして、その計画づく

りを支援する予算化の話が、前回、説明され

ました。 

国土交通省は今まで洪水と港湾のそれぞれ

の審議会で適応についてまとめてきましたが、

国土交通省も省としての適応計画をつくるこ

とになっています。 

他にも、気象庁が行っていますし、経済産

業省も省内の研究会を始めたと聞いています。 

このように、それぞれの省庁がようやく、

来年の適応計画の取りまとめに合わせて、一

斉に予算を取りつつ、地域を支援する方向で
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動き出したわけです。 

国が何をするかを示せば、地域でやるべき

ことの分担が見えますし、また、「地域で検討

することを支援する」という方向が国の予算

で出されるという流れなので、かなり、地域

は取組みやすくなるのではないかと思います。 

 緩和策の普及経過からの示唆 

今の動きを大まかに整理して、CO2を減ら

す緩和策と適応策とを比較しますと、緩和策

もすんなりと地域レベルで普及してきたわけ

ではありません。今は新実行計画という中に

統合化されていますが、行政の事務事業の部

分ではなくて、地域の推進計画のガイドライ

ンができたのが 1993 年です 

それより前の段階は、リオサミット等があ

った段階で、このようなガイドラインが出る

前から、先行地域は地域の温暖化対策の計画

をつくっていたと思います。それでガイドラ

インができて、温対法の中で自治体の責務が

明確化され、京都議定書の批准と温対法の改

正で地方自治体の義務化がなされたわけです。

京都議定書目標達成計画の中で、地方自治体

の役割もさらに位置づけられました。 

そのような流れで、2006年度までに全都道

府県・政令市において地域推進計画が策定さ

れました。策定後、今、改訂に苦労されてい

る状況があると思いますが、とにかくこのよ

うな流れで、90 年代初頭から先進地は動いて

いたわけです。 

しかし、2006年まで 15年かかっているこ

とを考えますと、今、ようやく地球温暖化防

止行動計画に相当する適応国家計画ができる

という段階ですから、これから地域の適応計

画の策定支援や、ガイドラインができるかど

うかは分かりませんが、検討はされると思い

ます。温対法の改正によって適応策が義務付

けられるかどうかもまだまだ夢のような話で

すが、そういうことが進みつつ、できるとこ

ろが必要に応じて先行し、モデル的に成果が

出てくると、他の地域もそれを真似て、参考

にしながら広がっていくわけです。したがっ

て、10年くらいのスパンで進んでいくのでは

ないかと思います。 

そのように、ようやく動き出した段階で、

これから時間をかけて、いろいろな地域が検

討していくのではないかという状況です。 

以上が地方自治体の全体像です。 

 

●地方研究機関における適応関連研究の

動向と課題 

ここからは地域の研究機関について紹介し

たいと思います。 

地域の研究機関が適応関連の研究を行って

いますので、その状況を確認しました。農業

系だけではなく、自然系や森林関連、工業系、

環境、衛生等、全分野の研究機関にアンケー

トを出して、適応関連を行っていることを確

認して回ろうと思いましたが、今取り組んで

いるところは農業系が中心なので、結果的に

長崎、和歌山、神奈川、高知、岡山、富山、

宮崎、山形の農業、水産の研究所を回りまし

た。北海道はいろいろな分野を全部統合して

研究機構になっていますが、農業の話を中心

に聞いています。 

 適応研究の促進要因 

地域の研究機関を回った結果を基に、適応

研究の要因を整理しました。 

農水分野に限定しますが、地域の農政分野

の研究機関については、国が研究予算をつけ

て、同じような研究テーマを持つところでコ

ンソーシアムをつくって共同研究を行うよう、

コーディネートして適応策の研究を進めてき
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た中に、呼び掛けられて参加したところがあ

ると思います。 

ただ、国に呼び掛けられなかったとか、参

加する準備がなかったとか、そういうところ

も多く、そうしたところは独自の予算を取っ

て取り組んでいますが、それでも他県との連

携などを行って、調査しながら行っています。 

例えば、宮崎県はお茶の産地で、蒸さずに

釜で炒る、釜炒り茶が今でも残っています。

また、埼玉と宮崎は、国の指定で新しいお茶

の品種開発をしています。 

その宮崎県のお茶の研究所へ行くと、実は

鹿児島県と同じようなテーマに取り組んでお

り、全く同じことをするわけにはいかないの

で、少しやり方を変えたり、調整したりして

います。それぞれ県単位で取り組んで、ある

程度の成果が上がると、コンソーシアムに参

加する等、地域間の調査を行いながら研究を

進めています。 

その他、農業分野で、地域で被害が起こっ

ていることが推進力になることもあります。 

また、県の農業分野で地球温暖化分野の研

究方針を立てているのが宮崎県と山形県です。

それによって位置付けられるので、適応策の

研究を予算化して進めています。 

地域で適応を研究する場合は、政策の前に

まだまだ研究が必要だと思います。いろいろ

な研究分野ごとに研究方針をつくろうという

のは一つの提案にもなりますが、すでに農水

分野で行っているところがあるように、推進

力になるということです。 

 研究の阻害要因 

その一方で、阻害要因もあるという状況が

確認できます。国の研究予算で行うと言って

も、例えば、宮崎県でも地域ごとに作ってい

るものが違っていて、全部を国がフォローし

てくれるわけではありません。例えば、宮崎

ではマンゴーを作っていますが、マンゴーを

研究している国の機関はありません。多分、

マンゴーの研究機関は宮崎にしかありません。

沖縄は元々マンゴーの産地ですが、今は台湾

から入っています。したがって、独自に研究

せざるを得ないとか、あるいは、提携先とな

る研究機関が同じブロックで閉じていないと

いう話もありました。例えば、四国ではナシ

の適応策の研究をしていますが、四国内の研

究機関は 1ヶ所しかなく、中四国ブロックの

中にもありません。他に研究しているところ

では、九州の佐賀県がありますが、ブロック

を越えて連携しようとすると、物理的な移動

が難しいという問題があります。 

その他、予算を大幅に減らされたところも

ありますし、研究員がローテーションで、必

ずしも専任できないという問題もあります。

これは研究会に差があるようで、長期的な研

究を位置付けるのであれば、人材配置、要員

配置の配慮が必要な部分もあると思います。 

また、農水分野でいうと、地方の研究機関

は、研究テーマの設定の仕方が現場課題対応

型になっているという問題もあります。国の

研究機関とは違い、地域で課題になっている

ことやニーズ、つまり、農家が困っているこ

とを普及指導員が情報収集し、その中で研究

するべきものをスクリーニングして研究テー

マを設定するという手法を採っています。そ

ういう現場のニーズからは、気候被害の話は

出てくるかも知れませんが、「地球温暖化でこ

のようになっている」という話は決して出て

きません。どうしても長期の視点は上がって

こないという点があります。 

したがって、適応の方針をつくる中では、

「長期的にはこのような問題があるから、こ
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のような研究をしよう」と、別に先に書いて

おくと予算は取れますが、現場ニーズだけで

テーマを設定すると、長期的な話は予算化で

きないということが阻害要因になるというこ

とです。 

また、長期的な影響に関する研究は、仮に

必要と位置付けられても、すぐに成果が出に

くいという点があります。「目先の数年の間に

成果を出しなさい」とか、「その成果において、

地域の農業が良くなるという経済効果を出し

なさい」ということを求められるのは、将来

予測データが不足する中では難しいのです。 

あるいは、自然環境下で実験するのにスペ

ースが足りない、猛暑だと思って実験してい

たのに猛暑でなかった、データが取れなかっ

た等の問題もあり、だからと言って屋内設備

でコントロールしようとするとコストがかか

り過ぎるというような阻害要因もあります。 

 阻害要因への対策 

地域の研究機関の研究は大事ですが、そこ

にもいろいろと課題があるので、こういう問

題を解消することも、今後、適応策の行政側

の計画の検討課題になると思います。 

その課題解消の方法を工夫しているところ

はすでにあって、現場の課題や短期的な研究

成果が優先することに対して、北海道、山形、

宮崎が取り組んでいます。北海道は道総研を

設けて、分野横断的な共通研究テーマを立て、

戦略研究として適応策を位置付けて進めてい

ます。 

山形、宮崎は農業分野で、適応の研究計画

をつくっています。 

予算、ノウハウは国の調整が重要ですが、

そういう連携をしていきます。 

経済性に関しては、後ほど和歌山の養鶏研

究所の例を紹介しますが、鶏が夏の暑さで卵

をあまり産まなくなってしまうため、餌の中

にビタミン剤を入れて鶏を元気にしようとい

う取組を実験中です。ところが、和歌山の研

究所は、高い餌代の上にさらにビタミン剤を

追加することができないという問題がありま

した。 

それに対して、和歌山は山椒の産地なので、

廃棄物として捨てられていた山椒の種を餌に

混ぜて与える方法が考えられました。それに

より、輸送コストはかかりますが、廃棄物の

転用なのでコストをあまりかけなくて済むよ

うになりました。農家にとっても作業の負担

が少ないので経済性も良く、かつ、山椒の餌

でできた卵ということで「山椒たまご」とブ

ランディングして、地域の農家の支援も行う

形になりました。そのような、地域の経済効

果まで考えられている例があります。 

このような工夫は、今までも緩和策で行っ

てきたと思います。緩和策を行って我慢する

とか、費用のかかることができないというだ

けではなく、「地域経済を活性化する」「地域

社会が豊かになる」等の別の社会価値、経済

価値を付けるという工夫を、環境施策に取り

入れてきたと思います。 

したがって、適応策も「お金がかかる」と

言って切り捨てるのではなく、価値を高める

工夫を付ければ良いと思います。そういうこ

とを養鶏研究所の例などで紹介しています。

これについては後ほどもう少し説明します。 

 適応策の導入対象 

それから、さらに課題としては適応策の導

入対象という論点が出てきます。例えば、農

政分野で農業分野の研究開発をする時に、開

発した技術を誰が使うのかということを決め

なければなりません。そうすると、長期的に

開発するものに関しては、長期の農業の担い
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手を対象として「こういう人たちだから、そ

の人たちに使ってもらえる技術を開発しよう」

ということになります。 

例えば、ある県では、将来の農業の担い手

を大規模農家に特定し、今取り組んでいる適

応策の開発も、大規模農家に使ってもらうこ

とを前提にしているという説明を受けました。 

私はそのように言われると「中山間地の農

業は大切です。大きな農業だけ、大きな経済

だけで回る世界ではダメです」という話をし

ます。それは、棲み分けをするということで

す。大規模農家が行う適応策と、小規模な中

山間地の農家が行う適応策は、違う方法をと

るのではないかと思います。例えば、研究開

発は大規模農家向けに行って、小規模農家の

方はもう少しコミュニティや、技術開発以外

の方法があるのではないかということです。

そのような議論にはなりますが、この辺りは

長期的な農業のあり方も含めて、適応策につ

いての議論になると思います。 

農業自体は、今、グローバル化している中

で、高付加価値型農業で生き残ろうとすると、

そもそもかなりエネルギーを使う設備型にな

りつつあります。そのような中で猛暑が進む

と、より冷房を使う等、余計にエネルギーを

使う話になってしまいます。 

現に農業も、夏に暑くなってくると、適応

策として冷房を入れるという話があります。

山形のサクランボはミストシャワーを掛けて

いますが、設備をつくってエネルギーも使う

ので、いかにコストを抑えて、省エネにする

かという話になるわけです。適応することで

負荷がかかってしまうことに対して、その省

力化、省エネ化がまた課題になるという話が

あると思います。特に、高付加価値型でやる

場合は、設備を使わざるを得ないという状況

があると思います。 

産地間の連携が大事だという話があります

が、競争もしているので、全部一緒にするこ

とは困難です。例えば、京野菜の産地が増え

ている中で、他の産地と連携すると、他の産

地は喜ぶかも知れませんが、京都は嫌がると

思います。したがって、競争もある中で連携

するのは、バランスを取らなければならない

という課題もあります。 

そのようなところもありますが、このよう

な議論も含みつつ、適応研究をさらに推進し

ていくことが必要ではないかと思っています。 

 

●適応策ガイドラインの紹介 

ここからは、ガイドラインの話をします。 

課題は盛り沢山ですが、解消されつつある

という状況で、その解消するノウハウを提供

しようというのがこのガイドラインです。長

野県のモデルスタディをS-8研究の中で位置

付けて、予測情報なども使ってつくりました。 

つまり、予測情報を使って適応策の検討の

仕方をまとめて、長野県だけではなく、他の

都道府県、政令指定都市もその手法が使える

ようにガイドラインとしてまとめたわけです。 

利用場面は地球温暖化対策担当が、他の部

局に呼び掛けて庁内検討会を設け、予測情報

を渡して、それぞれの分野ごとに課題を抽出

して適応方針をまとめます。 

 S-8 研究の全体像 

S-8 の中で、渇水や水質悪化等の水資源に

関すること、洪水・土砂災害、自然生態系、

農業の話など、いろいろな分野ごとに、東大

の滝沢先生、森林総合研究所、農業環境技術

研究所、筑波大学等、その分野を代表する研

究機関が分野ごとに責任を持って予測を行い、

その分野の予測結果をすべてパッケージ化し
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て閲覧できるよう、推計ツールで国立環境研

究所が取りまとめました。それを地域で受け

取って、使ってみて、適応策を検討するとい

うことを、モデルスタディで行ってみたとい

うことです。 

それをフォーラムで広げ、ガイドラインに

まとめました。ガイドラインは簡易推計ツー

ルで指標のようなものを作りましたが、こう

いうものを使ったアウトプットの一つとして

ガイドラインを作ったということです。 

 適応策ガイドラインVer.3 

今年あたりに Ver.3 を出そうと考えていま

すが、それほど大きく改定したわけではあり

ません。 

Ver.1 は、簡易推計ツールを使った検討の

手順を、長野のイメージなどを入れて作りま

したが、フォーラムや研修会で皆さんから意

見をいただいたところ、「難しい」「一度にこ

れだけできない」という意見があったので、

並行して研究されていた服部氏や、他の地域

からも意見をいただいて Ver.2 を作りました。 

Ver.2 を作る時に、検討の場を設けたとこ

ろ、すでにそれぞれの部局で適応策をつくっ

ていたので、「温暖化部局に呼びかけて集めた

けれど、さらに何をするのか」という話にな

りました。それについては、追加的な適応策

と位置付けています。現在の取組に対して、

他の情報を付加すると足りない部分が見えて

くるので、それを追加しようということです。

「追加的適応策とは、このようなことです」

と言わなければ、なかなか他の部局は動いて

くれないということがあったので、それで追

加的適応策の例示を Ver.2 では行いました。

簡易推計ツールも最初の段階は充分ではなか

ったので、それを使った検討例を入れていま

す。それを 2013 年に出して、今年は作業中

ですが、中身は大体つくられています。 

Ver.2 では、いろいろな分野ごとの適応策

の基本方針づくりのまとめを正解イメージに

しましたが、適応策をより具体化する上で、

方針だけではなくて、一方でアクションを進

める必要があると考えました。そして、アク

ションの考え方や隘路等、いろいろな課題が

ある中で、分析結果として「課題はあるが、

整理するとこのように解消できる」というこ

とを示すためにまとめたのがVer.3 です。 

これは地域適応フォーラムのホームページ

も出しています。Ver.2 は、地域適応フォー

ラムで検索するとすぐに出ますし、今年度中

にはバージョン 3 も載せる予定です。 

 Ver.2の構成 

本日は要点のみの説明になりますが、Ver.2

は以下のような作り方になっています。 

適応策の検討の仕方としては、まず、庁内

部局で「適応策とは何か」「新たに追加すると

はどういうことか」等の認識を共有するよう

取り組んでいます。 

また、作業としては、リスク情報の整理を

します。これは現在起こっているリスクもあ

りますし、将来の予測結果のリスクもありま

す。それ対して、すでに行っている適応策を

整理して、将来のリスクに対して既存の適応

策が充分か、不充分かを判断し、次から適応

すべきもの、施策のイメージや方向性の課題

が出てきます。 

それを取りまとめて基本方針を構築し、各

部局ごとに動きます。ただ、各部局が個別に

動いて終わりではなく、各部局の情報を常に

共有し、あるいは、将来影響予測や現在影響

も常に変化しますし、研究成果も次々に出て

くるので、そういうものの進行管理も適応策

では重要となります。そういう仕組みをつく
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っていくための手順としてまとめています。 

そして、「そもそも適応策というのはどのよ

うな考え方なのか」というようなことを共有

し、追加的適応策の具体像を示そうというこ

とを、第Ⅰ編にまとめています。ただし、表

面的な部分だけを捉えられて「適応策とはこ

のようなものだ」と決めつけられたり、誤解

されたりする面があると思うので、「適応策は

このようなものだ」という哲学的なものがな

ければ正しく理解されないと思います。した

がって、本当に共有されるためにも、哲学的

なものをできるだけ書いておこうというのが

第Ⅰ編の趣旨です。 

前回、田中先生が説明されたと思いますが、

哲学とは感受性のような話で、「追加的適応策

とはこのような考え方です」ということを哲

学と言ったりしていますが、そういうことを

説明したものをつくっています。 

 Ver.2の要点：方針づくりを提示 

Ver.2 の要点を整理すると、追加的適応策

を抽出して基本方針をまとめるということで、

「短期的なリスク」として、農業の被害統計、

水害統計等の既存統計がありますし、部局ご

とに持っている統計があります。 

あるいは、統計ではなく、それぞれが感じ

ていること、影響事例やそれぞれの被害をそ

れぞれの主体が認識していること等の情報で、

現在の話、最近起こっている話をまとめて、

かつ、将来の話はS-8 の簡易推計ツールを使

って検討するということです。 

現状はS-8 ですが、他にも気候データの予

測は気象庁が出していますし、環境省も気象

庁のモデルを使って、さらに多くのシナリオ

で予測結果を出しています。来年度以降はさ

らに影響予測まで出そうという動きが出てく

ると思われるので、将来影響リスクの評価に

使える情報はもっと出てきます。そういうも

のを使うということです。 

また、昨年、関連施策の調査を行い、それ

を追加的適応策の観点でまとめたところ、適

応能力と感受性が社会経済的要因として抽出

されました。レベル 1～3において、レベル 3

は感受性の根本改善が必要になると考えられ

ますし、あるいは、中・長期的影響について、

最大限の被害想定をして最大限の対策を取る

のは、いくらお金があっても足りないので、

緩和策の努力をした結果として、いろいろな

可能性を想定して準備を行い、「ここまで来た

ら、そろそろこの開発をしなければならない」

という段階的なモニタリングをしながら、用

意しておいた対策を先取りして実施する順応

型管理という観点から、さらに「何をするべ

きか」を抽出しようというイメージです。 

 適応策の検討課題の整理例 

その実施例として、長野の検討課題で整理

してみました。 

分野ごとの影響評価によりますと、農業で

は、長野は米も作っていますが、標高が高い

のでそれほど水稲の高温被害は深刻ではあり

ません。それよりも果樹や、高原野菜のレタ

ス等は暑くなるとできません。「もっと標高の

高いところへ上げれば良い」と言うのは簡単

ですが、設備投資が必要になるのでなかなか

できない等、被害が発生しています。 

将来影響の話で、S-8 では米の収量予測を

していますが、多くの県で収量が低下する中、

長野は現状で米作には少し寒いので、特殊な

例として米の収量が逆に良くなります。 

ただ、リンゴは作りにくくなるという予測

がありますし、既存の施策であれば農業分野、

農業試験場を中心に技術開発をしていますが、

適応技術の普及や、長期的な影響予測を行っ
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て次の技術開発ができているわけではないの

で、その政策化はまだまだこれからで、そう

いう検討課題が見えているということです。 

予測情報はまだ心許ないのですが、今ある

情報を全部集めて整理をすると、不確実であ

ることを前提としても、一定の傾向は読めま

す。県内の南部と北部は傾向が違うとか、現

在起こっている被害がより増幅する方向なの

か、止まるのかというような傾向は読めるの

で、そのように見ながら、既存の施策の位置

付けをしていくことが、基本方針づくりのベ

ースになるのではないかと思います。 

ここまでが当面の提案です。こういうこと

をすでに行われているのが埼玉県や長野県で

す。他ではまだまだ行われておらず、県の計

画に抱えているところも、既存の施策を並べ

て「既存の適応策を推進しよう」と書かれて

いるところが多いと思いますので、当面はも

う一歩進める作業があると思います。もちろ

ん、これで終わりではありませんが、まずは

そこではないかと思います。 

 Ver.3の要点 

Ver.3 では、そのような中で、まず基本方

針づくりの先として、少しアクションの提案

をしています。これも我々が具現化して、試

しに取り組んでみて、その成果をガイドライ

ンに載せるという考え方です。まだやり切れ

ていませんが、リサーチが今年で終わりなの

で、やり切れていないものもまとめていこう

ということで、今作業中です。 

1 つ目にここで書きたいのは、適応策は、

気候変動の影響を防ごうとするだけではなく、

他の防災対策にもなるということです。地震

対策や、水災害としての台風被害等、気候変

動と位置づけていないものでもすでに災害対

策はあるので、それらと関連することもある

かも知れません。あるいは、適応策を打つこ

とでCO2が減る場合もありますし、緩和策上、

マイナスになる場合もあります。生物多様性

を高める場合もありますし、廃棄物利用につ

ながる場合もあります。それについての経済

性がどうなのか、弱者の支援はどうなのか等

を検討します。 

また、地域の主体に参加して学習すること

は、適応策としては重要です。それぞれ自分

の問題として捉えて、自主的に取り組んでも

らうのは大事であり、そういうことがなくて、

行政が見えないところでハード設備をつくっ

て、皆の知らないところで安全になっている

という適応策は、必ずしも良いわけではあり

ません。主体の参加という観点からはどうな

のかということです。 

適応策のメニューを出すのは良いのですが、

さらにメニューを他の環境面、あるいは、経

済面、社会面から評価して、良い適応策を選

択しようということで、影響評価の次は適応

策の評価をするところまで、できれば書きた

いと思っています。本日は、その要点だけを

紹介します。 

要点の 2は、気候変動の話をする時に、行

政内で適応策の方針を立ててから、住民や企

業とコミュニケーションをとることです。行

政が何をするかという方針も持たずに、いき

なりリスク情報だけを出して、住民と適応策

を一緒に考えようと言っても、住民は混乱し、

困惑するだけです。 

そこで、地域のリーダー層や地球温暖化防

止活動推進員、省エネルギー指導員等、行政

と同じ目線で考えてくれる人たちに適応策に

ついて共有してもらうという意味での主体形

成があると思います。主体間で共有する関係

をつくることで、リスクコミュニケーション
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が成り立つと思います。いきなり「将来影響

はこのような情報です」と出して「合意形成

をしましょう」と言っても、それは厳しいし、

実際、出せないと思います。その前にリーダ

ー層と一緒に、適応策について、考え方も含

めて理解してもらうというプロセスを経るこ

とが必要です。そういう意味で「気候変動の

地元学」に取り組み、その上で「ステークホ

ルダー会議」を行うことを提案しています。 

「気候変動の地元学」は、地域への影響を

モニタリングしますが、専門的なモニタリン

グというよりも、どのような影響があるのか、

自分たちが知っている影響事例を出し合って、

皆で共有し、それを基にワークショップを行

うというものです。これは行動計画にもつな

がりますので、学習プランとして行ってはど

うかと提案しています。これについては、後

ほど少し紹介します。 

要点の 3は「地域づくり型適応策」の提案

です。先ほどの鶏の例は分かりにくかったか

も知れませんが、小規模零細農家が手間のか

からない技術や、将来の小規模零細農家をど

うするのかという戦略も含めた技術開発を行

って、できた技術を協議会などで「どのよう

に使うか」「ブランディングや流通をどうする

のか」等々を話し合い、実際に取り組むこと

によって、小規模零細農家の活性化につなげ

ていくという組み立て方、シナリオを作って、

適応策を導入していくことが大事ではないか

という提案です。 

今、例として紹介できるのは和歌山の鶏の

研究所しかありませんが、もっと考えられる

と思い、提案させていただきました。 

 

●「気候変動の地元学」の提案 

最後に、地元学の提案をしたいと思います。 

長野県の飯田市で、1 年間ほど、地元の

NPO の人たちと市の地球温暖化対策課、長

野の環境保全研究所、NPO のおひさま進歩

や風の学舎、地域の環境 ISO 企業の事務局、

そして公民館と一緒に、気候変動の地域への

影響を皆で調べて学ぶプログラム開発をする

ために、1 年間話し合いを行い、今年の 7 月

に実施してみたものです。 

手法としては、まず、飯田市の影響事例を

調べて、問題を地域ごと、自分ごととして出

していきます。気候変動の話は将来の話では

なく、すでに地域で起きていること、自分が

関係することです。そういうことから、適応

策だけではなく、緩和策も考える形で、リー

ダー層向けに行いました。 

具体的には、公民館主事や NPO、環境管

理者 66 名に事例の記入シートを配布したと

ころ、98事例が集まりました。重複もありま

すが、皆で集めると 50 近くの事例が集まっ

たわけです。単純に「地域の影響はそれほど

あるか」と思ったと思います。内容的には夏

の高温の影響、農業、生活、健康等、いろい

ろな分野の影響が出てきました。 

まとめ方としては、科学的な精査とは別に、

「いつ頃からどのような影響が出ているか」

ということについて回答をいただいたので、

それを 80年代から年表にしています。 

それを見ると「昔は田圃でスケートができ

たのに、できなくなった」等、特に 2000 年

代以降のいろいろな影響が出てきました。人

の記憶によるものなので抽象的な情報もある

と思いますが、それは実際の温度上昇が 80

年代くらいから起きていることの反映かもし

れません。いろいろな情報が入っていますが、

精査するプロセスは別として、まず、皆が答

えてくれたものをまとめています。 
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あるいは、地元の NPO の方と一緒に地図

化を試みました。南アルプスや天竜川があり、

市街地がありますが、近年、市街地で熱中症

が増えています。それは、市街地で高齢化が

進んでいるためです。市街地は、昔、店がた

くさんありましたが、全部ロードサイドへ出

てしまい、高齢者だけが市街地に残されたの

です。したがって、昔からの伝統的な祭りを

高齢者だけでやって熱中症になったというよ

うな情報が地域特性として出ています。ある

いは、山間集落は土砂崩れが起こりやすいの

に、予算も少なく、人もいないために充分に

復旧されない等、地域の中でもいろいろな問

題があることを共有できます。 

もちろん、これをそのまま「正しい情報」

として出すわけにはいきませんが、学習用に

はこのような情報を出すことで、「いろいろあ

る」という気付きになるわけです。 

これを分野ごとの影響事例としてまとめま

すが、適応策は社会経済的な要因の解消なの

で、影響を顕在化させる社会経済的な要因も、

整理しておかなければなりません。それで、

事例ごとに要因も書いてもらっています。そ

れをまとめると、それなりの情報になります。 

例えば、工事事業者が忙しい上に人手不足

でなかなか復旧できないとか、インフラが老

朽化しているとか、森林の問題とか、行財政

予算の制約とか、そういう話が出てきます。

このような要因に対して考えられる対策を出

してもらうと、一つのまとめができます。 

分野ごとに整理をすると、例えば、農業分

野であれば、リンゴの問題や米の問題、ある

いは「台風でリンゴが落ちることも多い」等

の情報が出てきます。 

それについて、例えば、米については、つ

くり方を少し丁寧にすれば改善できると適応

策で言われていますが、高齢化などでなかな

か手が回らないという状況があります。 

リンゴは高温で着色不良になるのが問題と

されていますが、「着色不良くらいの方が甘く

て美味しい」というデータもありますし、消

費者が見た目だけで判断するとか、品質の向

上を求め過ぎて、それが被害につながるとこ

ろがあるという意見も出ています。 

こういう情報を出していただき、ワークシ

ョップでさらに予測データを紹介して、グル

ープワークで「他に影響事例がないか」「重点

的なものは何か」「このような影響に対して、

緩和策、適応策にどれだけ予算配分をすれば

良いか」等について、班ごとに話し合っても

らいました。その結果として、影響事例とし

て追加したい内容、特に取り組む内容、緩和

策と適応策の予算配分等が発表されました。 

これは答えを出すことが目的ではなく「適

応策をどのような方法で考えれば良いか」と

いう考え方を知ってもらうことが目的であり、

緩和策の必要性ともより高めてもらえれば良

いと思っています。 

そして、このように意識を高めた人たちは

土俵に乗れると思うので、次のステップで、

自分たちが何をするかを考えて、行政の会議

の場に出て一緒に議論することを求める等、

そのように持っていくことができるのではな

いかと思います。そのような意味で、地元学

を提案させていただきました。 

影響事例の調査シートがありますので、そ

れを使ってもらえれば同じ手法がどこでもで

きると思いますし、今「気候変動の地元学」

のマニュアルを作成していて、地球温暖化防

止センターにお配りしようと準備中です。参

考にしていただければと思います。 
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●地方自治体における適応策進捗管理指標 

適応策進捗管理指標はガイドラインに書い

た内容の実施状況をチェックしてもらうもの

で、チェックすると「まだまだ達成できてい

ないことが多い」等の現状が分かります。具

体的な内容については、お手元の資料をご覧

いただきたいと思いますので、説明は割愛し

ます。 

 

●まとめ 

最後のまとめとして確認しますが、適応策

は離陸しつつあり、適応の国家計画や各省庁

の支援施策が後押しになっています。 

地域研究機関も、特に農業分野において取

組を始めています。いろいろと課題もありま

すが、このような役割は重要だと考えられて

います。 

課題のある中でガイドラインを作成したり、

追加的適応策の考え方を提案したり、地域づ

くりにつながるような適応策にも、さらに踏

み出せば良いのではないかという提案もして

います。 

また、ツールとして「気候変動の地元学」

という学習プログラムを提案し、地方自治体

における適応策進捗管理指標も作っています

ので、参考にしていただければ有り難いと思

います。 

全部の詳細は説明しませんでしたが、ご紹

介までとさせていただきます。 

 

司会： ありがとうございました。 

後ほど、意見交換の時間がございますので、

本質的な質問に関しては後ほどお受けしたい

と思います。 
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■講演２ 地方公共団体での取組事例紹介 1 

「埼玉県における温暖化適応策への取り組み」 

埼玉県環境科学国際センター温暖化対策担当 

担当部長 嶋田 知英 氏 

 

司会： それでは、講演 2として、埼玉県の

取組事例の紹介を、埼玉県環境科学国際セン

ター温暖化対策担当部長の嶋田様よりご発表

いただきます。よろしくお願いいたします。 

 

講 演 ――――――――――――――― 

埼玉県環境科学国際センターの嶋田です。

よろしくお願いいたします。 

前半は埼玉県の温暖化の実態と影響につい

て紹介させていただき、後半は適応策への取

組についてお話をさせていただきたいと思っ

ています。 

 

●埼玉県環境科学国際センターの紹介 

本題に入る前に、我々のセンターについて

紹介したいと思います。 

埼玉県の環境部の出先の研究機関であり、

以前は埼玉県公害センターという名前でした

が、2000年に加須市に移転して、その時に埼

玉県環境科学国際センターになりました。

元々は公害研究所なので、大気汚染や水環境、

ゴミの問題、最近ではダイオキシン等の化学

物質の研究を主に行っていますが、2010年に

温暖化についても取り組むこととなり、温暖

化対策担当ができました。昨年は環境放射能

担当もできました。しかし、人が増えている

わけではなく、中で分割して担当が増えたと

いうことです。 

 

●埼玉県における温暖化の実態 

まず、埼玉県の温暖化の実態と影響につい

て、説明したいと思います。 

 埼玉県の温度実態は日本一暑い？ 

埼玉県は全国でも非常に暑いところとして

有名で、2007年 8月 16日には岐阜県多治見

市と共に日本の最高気温の 40.9℃を 74 年振

りに更新しましたが、今年、高知県に抜かれ

て第 2 位になりました。この時の最高気温に

ついて、気象庁は太平洋高気圧の強い張り出

しとフェーン現象が加わったという評価をし

ていますが、いずれにしても日常的にかなり

高温になる場所です。 

熊谷市は、それを逆手にとったような形で、

ゆるキャラの「あつべえ」を作成し、まち興

し、市興しに使っていますが、当然ながら、

いろいろと悪影響も出始めています。 

実際にどのくらい温度が変わっているのか

を紹介したいと思います。 

 世界的な温暖化の実態 

まず、世界の気温の上昇について、IPCC

の第5次報告書に示された世界の年平均気温

の推移のグラフを見ますと、IPCC は、1880

年以降 2012 年までの間に、世界の平均気温

は 0.85℃上昇したと言っています。この上昇

率を 100 年に換算すると 0.64℃になります。 

では、日本はどうなのでしょうか。気象庁

が毎年出している気象変動監視レポートによ

ると、日本の年平均気温はこの 100 年間に

1.14℃上昇しています。IPCC のデータに比

べて3割程度増しのスピードで上昇している
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ことになります。 

そこで、埼玉県はどうなのかということで

すが、埼玉県内で最も長期間気象観測をして

いる熊谷気象台の年平均気温の推移を見ます

と、1890年頃から現在までの傾向は、世界そ

して日本と同じように右上がりで、その間の

上昇率を計算すると、100年に換算して2.0℃

になります。これは日本全体の気温上昇に比

べても、2 倍近いスピードで上昇しています。 

さらに、1980年頃に上昇率が上昇している

傾向が見られ、1980 年以降 2013年までの上

昇率で計算すると、100 年で 5.2℃上昇する

という実態が明らかになりました。 

 埼玉県内の詳細な気温分布 

熊谷だけが暑いのかというと、そうではあ

りません。現在、埼玉県内にはアメダスが 8

地点しかないので、もう少し面的な気温を調

べるために、ヒートアイランド現象調査とし

て、小学校の百葉箱に温度計を入れて 50 ヶ

所くらいに設置し、県全体の気温分布を調査

しています。 

その結果から、2007年 8月 16日、日本の

最高気温を更新したその日、その時の埼玉県

の気温分布を見ますと、熊谷気象台は確かに

高いのですが、実は県の東部にさらに高いと

ころが広く分布しています。百葉箱の測定な

ので、気象台のアメダスとは比較できません

が、41℃を超えるような気温を記録していま

した。 

 埼玉県の温暖化の実態 

埼玉県は熊谷気象台も含めてアメダスが 8

ヶ所ありますが、1980 年以降は 100 年に換

算して 4.4℃の上昇率で気温が上昇している

という傾向が出ています。 

この 4.4℃あるいは 5℃という数字がどの

ような数字なのかというと、IPCC の第 5 次

評価報告書の将来の気温上昇予測の中で、最

も過酷なRCP8.5 の予測として、今世紀末に

4.8℃気温が上昇すると言っていますので、埼

玉県の 1980 年以降の気温上昇は、今後の世

界の気温上昇を先取りしていると言えます。 

ただ、気を付けなければならないのは、今、

埼玉県で起きている急激な気温上昇は、恐ら

く地球規模の温暖化の影響だけではないとい

うことです。むしろこの 30～40 年の間に埼

玉県で急激に都市化が進み、ヒートアイラン

ド現象によって気温が上昇したことによる複

合的な影響で気温が上昇しているものと考え

ています。しかしながら、実態として気温が

上昇しているので、様々な影響が出ています。 

 埼玉県の温室効果ガスの推移 

温室効果ガス(CO2)はどうなっているかと

いうと、自治体としては珍しいのですが、埼

玉県は1990年代から県独自でCO2の濃度測

定を行っています。世界気象機関の標準ガス

に準じたガスを使って、精度高く測定してい

ます。 

トータルで 3 ヶ所、現在は 2 ヶ所で測定し

ています。堂平山と、以前の県庁所在地の浦

和、あとは我々のセンターがある騎西で測定

しています。いずれの地点も上昇傾向で、年

間約 1.9ppm で上昇しています。これは世界

のCO2の濃度上昇の約2.0ppmと同じくらい

のペースです。 

よく見ていただくと、右上がりですが、凸

凹している様子が見えます。これは、冬と夏

に対応していて、植物の活性が高くなって

CO2を盛んに吸う夏は CO2濃度が低くなり、

活性が落ちてむしろ呼吸で CO2 を出す冬に

はCO2濃度が上がります。そのようなことを

繰り返しながら右上がりになっていますが、

これを見ても、植物の影響が非常に大きいこ
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とがわかります。 

また、浦和はかなり上下に変動しています

が、これは周辺に発生源となる工場や住宅や

車が多いために、その影響を受けているわけ

です。そういう様子もわかります。 

 

●埼玉県の温暖化の影響 

ここからが温暖化の影響になりますが、大

気汚染への影響と自然環境への影響、そして

農業への影響、健康影響について紹介したい

と思います。 

 温暖化の大気汚染への影響 

まず、大気汚染です。なかなか温暖化と大

気汚染は結びつかないことが多いのですが、

特に光化学オキシダント、光化学スモッグの

濃度上昇に温暖化が影響を与えていると言わ

れています。 

最近、大気汚染というと PM2.5 が取り沙

汰されますが、実は20～30年前に比べると、

日本の大気はとてもきれいになっています。

以前問題となっていた NOx(窒素酸化物)や

SOx(硫黄酸化物)、SPM(浮遊粒子状物質)等

が非常に低い濃度になっており、埼玉県でも

それらに関しては、この数年は環境基準を達

成しています。 

PM2.5 については、本格的に計測し始めた

のが比較的最近だということで、注目をされ

ているわけですが、PM2.5 はSPMの一部で

す。SPM 濃度自体は下がっているので、恐

らく長期的には PM2.5 も日本では下がって

きていたのではないかと言われています。 

そのように大気汚染の状況は良くなってい

るはずですが、唯一と言えるほど悪くなって

いるのが光化学オキシダント、光化学スモッ

グです。 

70 年代が非常に悪くて、社会的にも大きな

問題になりましたが、その後、80年代にかな

り改善されました。それが90年代に入ると、

徐々に光化学オキシダント濃度が上昇して、

埼玉県でも年間0.52ppbという速度で上昇し

ています。 

上昇する理由はよく分かっていませんが、

ただ、NOx や SOx が工場や車等から直接発

生した一次汚染物質であるのに対して、光化

学オキシダントはそういうところから一次的

に出たものではなく、NOxやVOC(揮発性有

機化合物)と言われるようなガスが原因物質

になり、そこに紫外線が当たることで、空気

中で合成される二次生成物質です。 

そのように、化学反応によってできてしま

うものがあるわけですが、化学反応は温度が

高くなると促進されるので、今起きている光

化学オキシダント濃度の上昇にも、一部、気

温上昇が関与しているのではないかと言われ

ています。したがって、さらに気温が上昇す

ると、光化学オキシダント濃度が上昇するだ

ろうと考えられています。 

 自然環境への影響 

次に、自然環境への影響です。山を登ると

徐々に気温が下がって、植生も低温に適応し

た植物に替わる垂直分布がありますが、当然、

気温が上がると、特に高いところにある植物

は影響を受けることになります。埼玉県も西

の方に亜高山帯がありますが、シラビソとい

う針葉樹に影響が出始めるのではないかと言

われています。 

埼玉県全体の地図を見ますと、西の方の山

梨県や長野県、東京都との境には、奥秩父と

言われる山があり、2000mを超えるような産

地になっています。シラビソという植物は、

その中の 1700m を超えるようなエリアに分

布しています。仮に 2～3℃という温度で気温
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が上昇しますと、埼玉県にはシラビソの適地

がなくなってしまうと考えられています。 

 シカの増加によるシラビソ等の衰退 

このシラビソについては、すでに大きな問

題を抱えています。シカの増加による被害で

す。埼玉県から山梨県に抜ける雁坂峠辺りの

標高 2000m くらいのところに自生するシラ

ビソ、オオシラビソの樹皮がシカによって食

べられているのです。このような森が長野、

山梨、埼玉、東京等に広く分布しています。 

シカは木だけではなく、下層植生、つまり

下の草も食べてしまいます。一見、青々とし

て健全そうに見える下層植生も、残されてい

る植物はハシリドコロやトリカブト等で、毒

のあるアルカロイドを含んだ植物だけを残し

て、あとは食べ尽くしています。このような

森が、今、埼玉県の山岳部に広がっています。 

実際、どのくらいシカが増えたのかという

のは、充分には分からないところもあります

が、捕獲頭数の推移を見ますと、15年くらい

前は、年間 100 頭くらいしか捕獲されていま

せんでしたが、今は 1,500 頭を超えるほど捕

獲されています。それでもなかなか数が減っ

ていないという状況です。 

なぜシカが増えたのかということも、実は

分かっていないところが多いのですが、元々、

シカは草原の動物と言われており、山の方が

好きなわけではありません。特に雪に弱くて、

積雪 50 ㎝程度の根雪ができるところでは暮

らせないと言われています。したがって、温

暖化によって積雪量が減り、それによってシ

カが増えたのではないかということも、一つ

の要因として考えられます。 

余談になりますが、シカが非常に増えて、

埼玉県の自然植生にかなり被害を与えている

ので、埼玉県では特定鳥獣保護管理計画を作

り、個体数管理として、保護と言いながら、

実際は数を減らす対策に取り組んでいます。 

対策の方法としては、以前はハンターが山

に入って、1 日にオスを 1 頭しか撃てないル

ールになっていましたが、それを緩和して、

1 日にオス 1 頭、メス 1 頭、あるいは、メス

2 頭撃っても構わないようになっています。

また、罠だけですが、猟期を1ヶ月延ばす等、

そのような対策に取り組んでいます。しかし、

なかなか厳しい状況です。 

特に誰が担うのかというのが大きな課題に

なっています。埼玉県に登録している狩猟者

あるいは免許保持者の推移を見ますと、15 年

くらい前に比べて狩猟者の数は半減していま

すし、年齢構成を見ても、かなり高齢化が進

んでいます。シカは大型の獣なので、撃った

後に山から下ろすのが、高齢になると大変な

作業になります。したがって、担い手につい

ては大きな課題になっています。 

そこで、すでに他の自治体では取り組んで

いますが、ハンターだけに任せるのではなく、

いわゆるガバメントハンターと言われる、給

料を払って捕ってもらうような方々を育成す

る、あるいは、民間の警備会社に委託をする

等、そのようなことを埼玉県でも考え始めて

います。 

 南方系生物の北上 

その他、温暖化の生物への影響としては、

元々、埼玉や関東にいなかった南方系の生き

物が埼玉や関東に入ってきているという事例

が報告されています。 

その代表的なものがムラサキツバメです。

ツバメという名前ですが、鳥ではなくて蝶で

す。モンシロチョウよりも二まわりほど小さ

な蝶で、幼虫はマテバシイという椎の木の葉

を食べます。 
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1990 年頃まで、ムラサキツバメは九州や四

国に分布していました。それが徐々に北上を

続け、関東地方におけるムラサキツバメの捕

獲地点数の推移を見ますと、蝶は時々台風な

どに乗って北に運ばれて来ることがあります

が、最も古い記録としては 1978 年に埼玉県

所沢市で 1頭だけ発見されています。その後

は 1983 年に千葉県館山市で発見され、それ

から後はほとんど記録がありませんでした。

ところが、1999 年～2000 年になると関東地

方で爆発的にムラサキツバメが発生しました。 

1999 年までのムラサキツバメの発見記録

地点を地図に落としたものと、2004年のもの

を比較しますと、今では関東地方の平野のど

こでもムラサキツバメが見つかるという状況

になっています。さらに北上を続けていて、

今では仙台辺りまで北上しているようです。 

同じような昆虫は他にもあります。その一

つがツマグロヒョウモンで、これはこの辺り

にも普通にいると思いますが、モンシロチョ

ウよりも二まわりくらい大きくて、黄色い、

きれいな蝶です。幼虫は体長が 5～6 ㎝あり

ますが、スミレを食べます。ツボスミレなど

の野生のスミレも好みますが、むしろ園芸用

のパンジーやビオラの方が好きな昆虫で、そ

れらを食害します。埼玉県はパンジーやビオ

ラなどを栽培している農家が多いので、埼玉

県の農林部では、平成 19 年にツマグロヒョ

ウモンに関する注意報を出しています。 

このように気温上昇に伴って南方系の生物、

昆虫が埼玉県に入ってきて害虫化し、農業に

影響を与え、経済的な被害を与えるという事

例も出始めているということです。 

そういう南方系の生物の北上では、他にも

ナガサキアゲハやヨコズナサシガメ等が知ら

れていますが、恐らく、なかなか見えない形

で様々な生物が侵入、定着しているのではな

いかと思います。場合によっては、埼玉県の

元からある自然生態系に影響を与えているの

ではないかということが懸念されています。 

 温暖化の農業への直接影響 

次に、農業への影響について紹介したいと

思います。食糧なので一番気になるところで

すが、気温上昇の農業影響については 2 つの

側面があると考えています。 

1 つは、温度が上昇することそのものによ

る影響で、もう 1つは、先ほど気温上昇によ

って光化学オキシダント濃度が上昇する可能

性があるという話をしましたが、その光化学

オキシダントの上昇による植物への影響です。 

まず、気温上昇そのものの影響ですが、埼

玉県は 2010 年の 8 月の下旬～9 月の上旬に

猛暑となり、米作に大きな高温被害が出まし

た。埼玉県の代表的な米の品種で、栽培面積

も県内第 2位の「彩のかがやき」という品種

で、米の中心が白くなる白未熟粒が大発生し

たのです。例年であれば 99％くらいが一等米

ですが、この年はほぼすべてが等外になって

しまい、価格も半分くらいになってしまった

という、いわば事件がありました。 

水稲の収量全体に与える影響についてはい

ろいろな予測がありますが、ある予測では、

将来、気温が上昇すると、東北北部や北海道

では米の収量が増加すると予測されており、

埼玉県は収量が減少すると予測されています。

また、豊作と凶作のブレが大きくなるのでは

ないかと考えられています。 

また、リンゴは冷涼なところを好む作物な

ので、気温が上昇すれば栽培適地は北上しま

す。現在の日本の主産地である青森県と長野

県については、青森県はあまり影響がないか

も知れませんが、長野県はかなりの影響が出
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るのではないかと考えられています。埼玉県

も、少しですがリンゴを栽培しているところ

があり、そういうところも、将来は完全に栽

培適地から外れるのではないかと考えられて

います。 

一方、リンゴとは対照的な作物が温州ミカ

ンです。これは暖地性の農作物で暖かいとこ

ろを好みますので、現在の主産地は九州や四

国、本州の太平洋岸です。それが気温上昇に

伴って北上するのではないかと考えられてお

り、埼玉県も温州ミカンの栽培適地になるの

ではないかと考えられます。 

この温州ミカンの適地については、我々の

センターで温州ミカンの公的な温度幅の変化

を基に簡単な栽培適地の予測を立てています。

それによると、現在、埼玉県は温度が低過ぎ

て不適地になっていますが、気温の上昇に伴

って徐々に適地が北上し、西に拡大します。

その後、今度は温度が高くなり過ぎて、再び

不適地になると予測されています。 

つまり、果樹のような栽培期間が長い作物

の場合は、将来をある程度予測して作物転換

をする、例えば、ミカンを植えること等を考

えなければならないのですが、場合によって

はさらにその後のことも考慮しながら、作物

を選択することが必要ではないかと思います。 

このような温暖化の農業への直接影響につ

いて、埼玉県の農林部は次のように整理をし

ています。直接影響については、必ずしもデ

メリットだけではなく、暖房費の削減等のメ

リットもあります。あるいは、埼玉県の事情

として、安行という植木の産地では、緑化素

材としての需要が高まるのではないか、ビジ

ネスチャンスになるのではないかと考えてい

ます。したがって、気温上昇の直接影響につ

いては、プラス面とマイナス面の両方あると

考えられます。 

 光化学オキシダント濃度上昇による農

業への影響 

もう一つの温暖化の農作物影響が、光化学

オキシダント濃度上昇による影響です。 

光化学オキシダントの主成分はオゾンです。

オゾンは我々哺乳類にも悪影響があり、目が

チカチカする、咳が出るというような健康影

響がありますが、それよりもワンオーダーく

らい低い濃度で、農作物、植物に影響があり

ます。 

一方、オゾン層を形成している物質という

こともあってプラスの面もありますが、低い

ところにあるオゾンに関しては、温暖化の直

接影響とは異なって、常にマイナスの影響が

あり得ると思います。 

そこで、光化学スモッグ注意報の発令日数

を県別にランキングしますと、埼玉県は東京

都以上に光化学スモッグ注意報の発令回数の

多い場所で、毎年 1～2 位です。つまり、光

化学オキシダント影響の受けやすい場所なの

です。 

すでに埼玉県の農作物の一部では、光化学

オキシダントの農作物影響が出ており、ホウ

レンソウの例では、オキシダントによって細

胞が死んでしまい、部分的に白くなったもの

が出ています。 

このような可視害以外にも、生育が悪くな

るという被害があります。例えば、ターサイ

という中国野菜で、外の空気を取り入れる途

中に活性炭のフィルターを置いてオゾンを取

り除いて育てたターサイと、埼玉県の空気を

そのまま入れて育てたターサイの生育を比較

したところ、外の空気を入れるとかなり生育

が劣ることが分かりました。 
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 温暖化の健康への影響 

次に、健康影響ですが、埼玉県における熱

中症による搬送者数の推移をみますと、2010

年頃から搬送者数がかなり増えており、ここ

数年は 3,000 名を超える方々が熱中症により

搬送されています。また、年によっては 2桁

を超える死亡者も出ていて、かなり熱中症に

よるリスクが高まりつつあります。 

熱中症は非常に温度依存的で、横軸に日最

高気温に対する1日あたりの熱中症搬送者を

見ますと、30℃を超える辺りから急に搬送者

数が増え、35℃を超えると急増します。した

がって、今後、気温が上昇すると、熱中症リ

スクはさらに高まると考えられます。 

 

●温暖化適応策の認知と自治体での取組 

次に、適応策について話したいと思います。 

 温暖化と適応策に対する関心 

温暖化対策には「緩和策」と「適応策」が

あって、最近は、これを車の両輪として両方

進めていかなければならないという話になっ

ていますが、適応策が本当に認知されている

かというと、まだまだ認知されていないと思

います。 

温暖化に関する認知については、内閣府が

行っている世論調査で、地球環境問題＝温暖

化に関心があるのかという設問をしたところ、

すでに 90％を超える方々が「関心がある」と

回答しています。温暖化に関しては、かなり

認知されていると考えて良いと思います。た

だ、今のような認知も、恐らく、かなり時間

と手間をかけて広がってきたものと思います。 

新聞 4 紙のデータベースを検索して、1 年

に 1紙当たり、どのくらい「温暖化」という

キーワードが含まれた記事を掲載しているか

を調べたところ、IPCC ができた頃から、徐々

に「温暖化」を含む記事が増えてきて、京都

議定書の発効や、第 4次報告書、洞爺湖サミ

ット等、様々な機会を捉えながら温暖化に関

する記事が増え、それに伴って徐々に認知が

広がってきたように思います。 

ちなみに、最近は震災の影響などを受けて

減っていますが、多分、今年はかなり増えて

いるのではないかと思います。 

ところが、「温暖化適応策」を含む記事の

出現回数は非常に少なく、「温暖化」の場合

は 3,000 という桁でしたが、「適応策」の桁

は最大でも 10 です。したがって「適応策」

の認知は、まだまだ進んでいないのではない

かと思います。 

 適応策の位置づけ 

施策における適応策の位置付けについては、

環境省が 2009 年に作った「地球温暖化対策

地方公共団体実行計画策定マニュアル」を見

ても、残念ながら「温暖化適応策」について

は全く触れられていません。いわばこのマニ

ュアルは緩和策のためのマニュアルと言える

と思います。 

ただ、最近は少し状況が変わってきて、今

年、環境省は「地球温暖化対策の計画的な推

進のための手引き」を出しました。マニュア

ルは改訂されず、少しコンパクトにした手引

きを出しましたが、ここには適応策が位置付

けられていて、平成 27 年には政府で適応計

画を作成する、中環審の報告書には「地方公

共団体が適応策の担い手として重要だ」と書

かれています。 

しかし、いずれにしても、まだまだ認知は

不充分だと思います。埼玉県も含めて、多く

の自治体は、温暖化の対策と言えば、温室効

果ガスの削減、つまり緩和策と今でも強く刷

り込まれているのではないかと思います。 
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●埼玉県における適応策の取組状況 

ストップ温暖化･埼玉ナビゲーション2050 

埼玉県の温暖化対策としては、2009年に埼

玉県地球温暖化対策実行計画である「ストッ

プ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050」を策定

されました。 

その中には、太陽光発電の普及等、7 つの

重点施策が書かれていますが、すべてが緩和

策です。なお「排出量取引制度(Cap & Trade)」

については、東京都が行っているのはご存知

だと思いますが、実は埼玉県も東京都に 1年

遅れて行っており、自治体としてはかなり珍

しいのではないかと思います。 

 実際には適応策は行われている 

では、計画に書かれていないから、適応策

が行われていないのかというと、決してその

ようなことはないと考えています。 

一例として、埼玉県の水田農業研究所は、

以前に米に被害が出たこともあり、その前か

ら高温耐性品種の育種を行っていました。そ

れで、昨年「彩のきずな」という高温耐性品

種をリリースしました。 

このような品種改良は高温耐性品種の育種

だけではなく、自治体の中には様々な適応策

と言えるような施策があります。 

例えば、農林部局では農業共済という保険

制度がありますが、これはまさに気象災害に

対する適応策と位置付けることができます。

また、保健医療部では熱中症対策でシェルタ

ーを設置していますし、熱中症の情報発信等

も適応策です。県土整備部、土木ではゲリラ

豪雨対策の推進の他、日常的に行っている排

水機場の補修・更新、あるいは河川維持・改

修といったインフラの整備は、将来の気候変

動に対するまさに適応策だと考えています。

これらを潜在的な適応策と呼んでいますが、

そういうものは、実は自治体の中にたくさん

あると考えています。 

 潜在的適応策と適応策との違い 

では、潜在的適応策と、今、課題としてい

る適応策は何が違うのでしょうか。 

基本的に、実証していることは全く同じで

はないかと思います。違うとすれば、考え方

が違うと思います。潜在的な適応策には、気

候変動という前提はなく、今ある問題に対す

る対応になると思います。気候変動に対する

対処として考えると、適応策になり得ると思

います。 

また、時間軸の違いもあります。気候変動

については、将来、2℃、3℃気温が上昇する

とか、降水量が 10ミリ、20ミリ増えるとか、

徐々に変化をしていくという、本来の意味で

の適応策が必要ですが、そういうところがな

いという違いがあると思います。 

逆の見方をすると、潜在的な適応策に中・

長期的な変化という視点が加わると、温暖化

適応策になり得るのではないかと考えていま

す。 

 埼玉県における適応策推進に向けた 

取組 

温暖化適応策に限らず、いろいろな施策を

どのように実行していくのかというプロセス

を考えた場合、一般的には次のような整備が

行われると思います。 

まず、条例、法律、あるいは基本計画のよ

うな政策に実装し、その次に各部局レベルの

施策に位置付けて、最後に事業化、予算化を

して事業を行うという流れになると考えてい

ます。 

そこで、埼玉県がどのような状況にあるの

かというと、先ほど、埼玉県の実行計画「ス

トップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050」の
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7 つの施策について、すべてが緩和策だと話

しましたが、実はこれを作った時に、第 7 章

に「地球温暖化への適応策」という章を位置

付けました。 

時を同じくして、埼玉県では地球温暖化対

策推進条例を制定しましたが、そこには「適

応」あるいは「適応を行う」と書かれていま

す。また、その後 2012 年に第 4 次の埼玉県

環境基本計画を作りましたが、そこにも「適

応策を進める」という言葉を盛り込みました。 

したがって、埼玉県では、一番上の政策あ

るいは施策の一部に適応策が実装されている

ということです。課題は、これからいかにそ

れを施策や事業に展開するかということにな

ると思います。 

 潜在的温暖化適応策の整理 

そういう中で、埼玉県にどのような潜在的

適応策があるのかということを調べて整理を

したところ、様々な部局にまたがるような事

業の存在が分かってきました。 

そこで、埼玉県庁内に推進体制をつくるこ

とになり、2012 年 2 月に、県庁内に適応策

専門部会を設置しました。副知事、各部長に

よって構成される地球温暖化対策推進委員会

を一番上に置いて、その下に適応策専門部会

を位置付け、さらにその下に各担当、職員レ

ベルの適応策専門部会作業部会を設置しまし

た。この部会を拠点に適応策を展開していこ

うと考えたわけです。 

そして、2012年2月にその部会を設置し、

その年の 6月には、白井先生や田中先生、あ

るいは、第 3回の勉強会に来られる肱岡さん

等に来ていただいて、庁内で勉強会を行いま

した。その後、作業部会を拠点に議論してい

くことを進めましたが、なかなか難しいとい

うことが分かりました。 

 県庁内適応策作業部会での課題 

実際にどのような課題があったのかという

ことを 3つに整理しました。 

まず、そもそも県庁内でもこの適応策に理

解をしてもらえず、場合によっては温暖化懐

疑論のような話が出てきて、議論が紛糾する

ことがありました。 

また、S-8 の中で将来予測なども行ってい

ますが、「将来どのような社会になるのか」

ということはシナリオでしか分からないので、

影響予測に関しても不確実性が高くなります。

そのため、そういう不確実性の高い予測に基

づいて、事業化や予算化はできないという話

が出てきます。 

さらに、適応策の主体が明確ではないとい

う指摘を受けました。つまり、緩和と適応に

ついて、庁内でどこが担当するのかというこ

とです。これについては、状況かなり違うと

思います。 

緩和策の方は、前述のCap & Trade も、太

陽光発電の普及拡大も、埼玉県の場合は環境

部局が所管をしていて、ほぼすべて環境部局

がコントロールできる政策となっています。 

ところが、適応策に関しては、水資源、水

環境あるいは水災害、食糧、健康等、いずれ

も環境部局以外の部局が所管をしているので、

担当がかなり違うことが明確になりました。 

例えば、治水対策 1 つをとっても、広がり

も大きく、河川に関しては県土部の取組にな

りますし、下水道は下水道局であったり、企

業局であったり、場合によっては、流域に関

しては市町村まで広がりがあるので、なかな

か一筋縄ではいかないことが分かりました。 

 農業分野温暖化適応策検討会 

それで、全部局で議論するのではなく、ケ

ーススタディとして、特に温暖化対策で先行
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している県の農林部局と個別に検討を行うこ

とにしました。 

農林部局では 2008 年に、農林部独自で気

候温暖化対応プロジェクトを立ち上げ、マイ

ナス影響だけではなく、ビジネスチャンスの

可能性も含めて議論をして、報告書等を出し

ていたという経緯があります。 

そこで、農林部局に声を掛けて、農林部の

生産振興課という本庁側の人間と、農林総合

研究センター、温暖化対策課、我々環境科学

国際センターでワーキンググループをつくっ

て、米と麦を対象に適応策を検討しました。 

手法としては、我々からS-8 の簡易推計ツ

ール、影響予測、温度の予測などを提供して、

それに対してどのような影響があり得るのか、

どのような対策が考えられるのかということ

を議論しました。 

実際に提供したS-8の簡易推計ツールのデ

ータでは、埼玉県は今世紀末に最大 4.65℃ほ

ど気温が上昇するという情報が出ていました。 

最終的には、どのような気温上昇予測があ

り、どのような影響があり得て、それに対し

てどのような適応策のメニューが考えられる

のかということを整理しました。 

これは農林部で取り組んだ内容ですが、こ

のような取組を土木や健康等、他の分野で展

開できればと考えています。 

 九都県市首脳会議地球温暖化対策特別

部会における適応策への取組 

同時に、これは埼玉県だけの問題ではない

ので、関東地方で九都県市首脳会議というも

のを設立しています。これは埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、

さいたま市、相模原市という県、都、政令市

が連携して、共通の課題に取り組んでいこう

というものです。成果としては、以前、ディ

ーゼル規制などをこの枠組みで行ったという

経緯があります。 

そこで温暖化に関する取組も行っており、

2013 年に埼玉県が幹事県になった時に、温暖

化適応策をテーマとして提案し、様々な取組

を行いました。 

内容としては、学習会、研修会を行う、先

進事例を紹介する、ガイドラインについて説

明をしていただく等、そのような取組を行っ

てきました。 

今年は神奈川県が幹事県ですが、引き続き

適応策をテーマとして、ブレーンストーミン

グやワークショップなどを実施しています。 

 

●今後に向けて 

新たな温暖化対策実行計画の策定 

その後の埼玉県の取組ですが、現在、2009

年に策定をした県の温対実行計画が5年経過

し、中間見直しの年ということで見直しを行

っています。 

この間、東日本大震災によってエネルギー

の状況が大きく変わったこともあり、温室効

果ガスを 2020 年までに 2005 年比で 25％減

らすという削減目標をどのように見直すのか

ということと、もう一つは適応策をより進め

ていこうということについて、見直し作業を

行っています。その中で、S-8 の成果である

簡易推計ツールなども利用していくことを考

えているところです。 

具体的には、県の温暖化対策課が中心にな

って、農業、健康などの分野ごとに、どのよ

うな影響があるのか、それに対してどのよう

な対策があり得るのかということをまず整理

して、それを各部局に照会をかけて、意見を

聞き、修正をするという作業を数回にわたっ

て行っています。このように分野ごとに整理
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をして、それを温暖化対策の実行計画に盛り

込んでいこうと考えています。 

また、そもそも適応策をどのように進めて

いくかという考え方を、実行計画にきちんと

書き込んでいこうと考えています。その時に、

施策の総合化・体系化と、順応的推進の 2つ

の視点が重要と考えています。 

施策の総合化は、最近、主流化とかメイン

ストリーム化と言われますが、特定の課題、

ここでは適応策を、政策を考える上で優先順

位の高いものと位置付けます。その課題を県

が行っているすべての前提として考慮してい

こうというのが主流化です。つまり、適応策

を何とか主流化しようというのが、今回の実

行計画の改定の一つの目玉になっています。 

どこの自治体も同じだと思いますが、温暖

化だけではなく、高齢化や人口減少という問

題を抱えており、当然、そういうことはすべ

ての県の自治体の施策に影響を及ぼす問題で

す。それと同じように、温暖化適応策も位置

付けていこうというのが総合化・体系化です。 

もう 1 つは、それをどのようにして回して

いくかということですが、まず、温暖化の予

測あるいは温暖化の影響予測はなかなか不確

実性から逃れることができないところがある

と思うので、実際にどうなっているのかとい

う予兆を常に把握するようなモニタリングが

絶対に必要だろうと思っています。そのモニ

タリングと将来予測を組み合わせて、その情

報を県庁の中で共有することが重要です。実

際に施策を行うのは土木や健康、農業等の各

部局ですが、最終的にどのように進捗してい

るかということを把握します。そういう流れ

をPDCA サイクルで回していくことが、順応

的な推進という考え方です。 

その中で、できれば環境部局の役割を明確

に示したいと思っており、モニタリングや予

測、情報供給、そして進捗管理等は、環境部

局の仕事として位置付けられると良いと考え

ているところです。 

 自治体で温暖化適応策を進めるために 

最後に、自治体で適応策をどのように進め

ていくのか、進めるためにはどのようなこと

が必要なのかということです。 

繰り返しになりますが、メインストリーム

化・総合化が絶対に必要です。最近、自治体

も国も長期計画を作れない時代になっていま

す。昔は 10 年、場合によっては 20 年という

計画がなかったわけではありませんが、そう

いうものがなかなか作れない時代になってい

るわけです。その中で、長期計画に人口減少

やインフラの老朽化の問題と同じようなレベ

ルで、温暖化適応策を盛り込み、各部局の前

提として考えていくことが一番重要ではない

かと思っています。 

そのためには、来年度出される国の適応計

画が、それを後ろから押すような役割を担う

のではないかと思っています。 

もう 1 つは、自治体は法律で動くので、何

とか最も上位の仕組み制度である温対法に、

この適応策を位置づけることができないかと

思っています。今の温対法はどこにも適応策

が出てこないので、どこかの段階で適応策を

盛り込まなければ、なかなか自治体には伝わ

らないのではないかと思います。 

一番大事なのは、先ほど、適応策があまり

認知されていないと話しましたが、ようやく

最近、新聞、ニュースなどで「適応策」とい

う言葉を目にしたり、耳にしたりすることが

少し増えてきた程度で、まだまだほとんど知

られていません。したがって、それをアピー

ルすることが必要です。本日のような場もそ
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うですし、情報をもっと発信していく、特に

メディアに投げていくことが、これから求め

られるのではないかと考えています。 

以上で私の話を終わらせていただきます。

ご清聴、ありがとうございました。 

 

司会： ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■講演３ 地方公共団体での取組事例紹介 2 

「三重県における気候変動適応の取組」 

三重県 環境生活部 地球温暖化対策課 

服部 由直 氏 

 

司会： 引き続き、講演 3に移りたいと思い

ます。 

講演 3 は、三重県環境生活部地球温暖化対

策課の服部様に、三重県での取組事例を紹介

していただきます。よろしくお願いします。 

 

講 演 ――――――――――――――― 

皆さん、こんにちは。三重県から参りまし

た服部です。よろしくお願いします。 

自治体においては地球温暖化対策にいろい

ろな刷り込みがあるという話を先ほど伺いま

した。緩和は非常に大切で、緩和こそ地球温

暖化対策という気運があったという話ですが、

三重県も同様です。 

一つ、恥ずかしい話があります。昨年、人

事異動で課長が代わり、今年また新しく課長

が代わりましたが、その時の引き継ぎで「こ

れからは緩和ではなく適応だ」と言われ、私

はショックを受けたと共に、恥ずかしく思い

ました。「緩和を止めて適応を行う」というこ

とではありません。緩和を止めると地球温暖

化が進むので、緩和は止めてはなりません。

適応は、温暖化の進行に伴って起こる環境の

変化に備えるために必要だということです。 

 

●三重県における地球温暖化対策の現状 

三重県の特徴 

三重県は南北に長い県で、東の方に海があ

り、西の方は山に接しています。隣は奈良県、

南は和歌山県、北は京都府や滋賀県に接して

います。 

実は、私は平成 15年、16年と、滋賀県庁

にお世話になっていましたので、お世話にな

った方がこの場におられるかも知れませんが、

このような場に出させていただきまして、あ

りがとうございます。 

三重県の特徴は、海岸線が長いことで、約

1,000km あります。1,000km というと新幹

線で東京から博多までの距離になりますが、

そのような特徴があります。 

 総合計画における県民力ビジョン 

三重県は総合計画で、県民力でめざす「幸
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福実感日本一」の三重を掲げています。 

総合計画では、「私たちのおかれている状況」

として、災害への備えや、持続可能な発展、

人口減少、超高齢社会対応などいろいろと挙

げられており、その結果、「対応の方向性」と

して、安全・安心への備え、今ある力の発揮

等々が書かれていますが、実は、「私たちのお

かれている状況」の中に気候変動を入れてし

まえば、適応を盛り込んだ総合計画になりま

すので、最終的にそのようなところを目指し

ていきたいと思っています。 

 地球温暖化適応策を始めた経緯 

なぜ、三重県で地球温暖化適応策を始めた

のかと言いますと、実は、平成 22 年度から

実行計画の見直しとして、緩和の計画の見直

しが行われてきました。ところが、私が地球

温暖化計画を担当することになった平成 23

年度は、東日本大震災が発生した影響で、計

画見直しをもう一度改めることになりました。 

その作業の中で、当時の部長から「これか

らは緩和だけではダメではないか」「適応の方

が大事ではないか」と言われたのです。その

1～2 週間前に、私もたまたま「緩和」と「適

応」という言葉があることを知ったので「そ

うです」と思わず言ってしまいました。 

そこから始まって、次年度は適応の関係の

予算を取って取り組むように言われたので、

法政大学の白井先生、田中先生を訪ねて「三

重県で適応策をすることになりましたが、何

から始めれば良いのでしょうか」という相談

に乗っていただきました。 

その時にパシフィックコンサルタンツに長

けた方がおられたので、調査業務を委託する

ことになりました。 

当時は、環境省から出された「気候変動へ

の賢い適応」と「気候変動適応の方向性」を

中心に勉強を始めて、予算を確保して、取組

の内容を組み立てました。 

 くらしにおける地球温暖化適応策推進 

事業 

まず、次年度の平成24年度に行ったのは、

具体的な対策を考えるには、その背景を把握

しておかなければならないので、地元で現在

までにどのような変化が見られているのかと

いう調査です。それから、もし分かるとすれ

ば、将来、どのように変わっていくのか、気

候が変わることによってどのような影響が見

られるのか、将来はどうなっていくのかとい

うことを中心に調査をしました。 

それから、そのような影響があった時に、

県内でどこが弱点なのかを整理します。特に

弱いところに手を入れることによって、効果

的で効率的な事業ができると考えました。 

また、先進地においては影響や気候のモニ

タリングを積極的にされていたので、地元で

モニタリングをするとすれば、どのような指

標を持ってすれば良いのかを探りました。あ

るいは、影響によってどのくらいの被害が生

じるかということを合わせて拾うようにしま

した。調査結果については専門家にも見てい

ただいて、意見をいただいています。 

調査を進めるにあたっては、コンサルタン

トに委託するだけでは進みません。実際に県

内でどのような影響が出ているのかというこ

とは、地元の人間にしかわからないので、庁

内でインタビュー調査を行いました。 

当時は、皆、「適応」という言葉すら知りま

せんでしたが、「とにかく話を聞いてほしい」

と、すべての部局に声を掛けて 36課 54 名に

集まってもらいました。知事が新しく代わっ

たところで、「県庁は、なぜ、これほど会議が

多いのか。見直しをして、洗い直しをしろ」
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という指令が出ており、なかなか新しい会議

や協議会、検討会等を立ち上げられる状態に

なかったので、「とにかく話を聞いてください」

と言って、集まってもらった覚えがあります。 

調査の内容については、気候の現状把握と

して気温や降水量を調べましたが、気象庁、

気象台、あるいは、大学の研究者が調査され

ているものを集めました。一例として、気象

台の方から傾向を示すグラフを出していただ

いています。 

想像できる影響としては、熱中症、台風被

害、最近では竜巻や、もちろん農作物への影

響もあると思われます。 

また、悪い影響だけではなくて、新たな品

種を開発する、特産品を開発するという、プ

ラスの影響もあるのではないかと想像してい

ます。 

 すでに現れている可能性のある影響 

すでに現れている可能性のある影響を整理

していますが、「可能性がある」と書いたのは、

すでに現れているかも知れないし、もしかす

るとそうではないかも知れないというものも

含めて拾っているためです。 

1 番は既存の文献からの抽出、2 番は関係

部局へのインタビューで、前述のインタビュ

ー調査となっています。 

例えば、農作物の場合、三重県では米の評

価があまり良くない年が続いているとか、カ

メムシの発生が毎年のように続いているとい

うことが明らかになりましたし、ナシやカキ

の収穫時期が変わってきていることも分かり

ました。 

それから、気象台が発表しているサクラの

開花日や紅葉の時期も気候変化の影響が出て

いるというデータを合わせて収集しています。 

そして、国の方から発表されている熱中症

の死亡者数の推移もあります。県内の熱中症

による救急搬送者数の推移も平成元年から集

めています。県内の 13 の消防本部に、平成

元年からカウントしてもらうように頼みまし

たところ、尾鷲市や紀北町等、南の方の地区

を管轄しているところからデータが報告され

ました。これは意外でしたが、何となく増え

ています。ただ、数が少ないので、揺らぎな

のか、増えているのか、分かりにくいところ

はあります。四日市等、人口の多いところで

も調べてもらいましたが、平成元年までは遡

れないということで、4～5年の例しかもらえ

ませんでした。 

そのような影響調査の結果を一覧表にして

まとめました。大項目、小項目ごとにランク

分けをしていますが、このランク分けは、気

候変動が主な要因になって生じている可能性

が高いものがランク 3です。原因が気候かど

うかはよく分からないけれど、何か変化して

いて、もしかすると気候の影響かも知れない

というものがランク 2です。原因が気候の影

響であるとは言い難い、可能性がかなり低い

ものをランク 1に仕分けています。これは集

めた資料をそのまま並べて、ランク分けの作

業をしています。 

項目の分類は、食料分野、水環境・水資源

分野、自然生態系分野、災害・沿岸被害分野、

健康分野、生活文化・産業分野という 6 分野

にわたって整理をしています。 

 気候の将来予測 

気候の将来予測については、1 つは S-8 の

研究調査で作成された簡易推計ツールを利用

して、県内の年平均気温、年降水量を数値化

し、絵図化してもらいました。 

もう 1 つは、国の作成している予測情報を

活用して、県内の分を切り貼りし、そこから
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拾い集めるという作業をしています。 

まず、簡易推計ツールを活用して、県内の

将来の年平均気温の変化をマップにしてもら

いました。20世紀末、21世紀中頃、21世紀

末の状況を予測し、変化を表しています。こ

れによると、現況は年平均気温が 13～15℃く

らいの部分が大半を占めていますが、21世紀

中頃になると 15～17℃が多くなり、21 世紀

末には 19～21℃とかなり高い予想結果が出

ています。 

これは気候シナリオによっても変わります

が、21 世紀末に 1.83～4.34℃の幅で上昇す

るという結果をもらっています。その温度変

化の予測をグラフ化しますと、推移している

ラインが 2 本ずつあるように見えますが、1

本は日本の平均気温の変化で、その下に寄り

そうように変化しているのが三重県の平均気

温です。 

年降水量は全く傾向が分かりません。何と

なく日本の変化傾向に寄り添っているところ

もあれば、そうでないところもあるという結

果が出て、降水量の予測は難しいと実感しま

した。気象庁から発表されている降水量の予

測も成果の一つとして収集しています。 

地元の気象台から、季節別の地元の年降水

量の変化のデータも出していただきました。

それから、強い雨の発生回数の予測も出して

いただいています。 

平均気温の変化の予測や、真夏日と熱帯夜

の日数の変化の予測も出していただきました。 

 将来予測される影響の推定 

将来の影響の予測は難しいのですが、3 つ

の方法で予測しています。 

1 つ目は、既にリストアップされている影

響で、国の方で様々なところから発表されて

いる気候変動レポート等、将来影響に関する

データを拾い集めます。そして、三重県内で

すでに生じている新たに把握したものも盛り

込もうというのが 1つ目です。 

2 つ目は、三重県内の地元で今後生じるか

どうかという可能性を検討します。これは非

常にアバウトで、主観的に見てどうなのかと

いうことなので、大失敗するかも知れません

が、そのような作業を入れています。 

3 つ目は、簡易推計ツールを活用して数値

を出していただいて、将来の影響を見える形

にしていただいています。 

この将来の影響の推計も一覧表にまとめて

います。ここでは将来生じる可能性について、

すでに生じつつあるもの、今は生じていない

が、生じる可能性があるもの、そして、生じ

る可能性が低いものの3つのランクに分けて

います。 

影響の出典については3しか書いていませ

んが、出典根拠が分かるように番号を付けて

います。 

一例として、簡易推計ツールから出力され

た数値図で、温州ミカンの経営耕地の適地・

不適地を予測しています。三重県では南の東

紀州が主要なミカンの産地になっています。

現在の適地は海岸沿いで、主な産地となって

いますが、気温が変化していくと、適地がな

くなっていくという結果が出ています。 

今のところは、特に被害は出ていませんが、

やがてこのようになってしまうのではないか

ということです。それを踏まえて、ミカンの

特産地である東紀州では、マンゴーやパッシ

ョンフルーツ等の亜熱帯性の果樹の特産品化

を目指して調査研究を行っています。 

 

●温暖化適応策の取り組み方 

気候による影響とリスク 
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IPCC の第 5 次評価報告書の中に載せられ

た図で気候変動による影響を概念的に考える

と、影響がリスクになり、そのリスクの要因

として気候外力があります。さらに、その気

候外力にどのくらい曝されているかという状

況によっても、リスクの強度は変わります。

また、どれだけ弱みがあるのかという脆弱性

によっても、リスクの大小は変わります。 

 脆弱性の検討 

我々は、この脆弱性を検討するにあたって、

影響の受けやすさ、つまり、今起きているか

もしれない影響や、将来起きるかも知れない

影響を拾い出した上で、その影響を受けやす

いかどうかという感受性を1つの指標として

捉えました。 

また、気候の変化、変動に対する弱点をカ

バーする手段があるのか、工夫をしているの

か、その余地があるのかということを示す抵

抗力も 1つの指標にしています。そして、そ

れらを合わせて脆弱性と評価をすることにし

ました。 

しかし、これはかなり定性的で、この答え

をもって脆弱性が高いとか、低いとかを断言

できるものではありません。したがって、公

表しにくいのが実情です。しかし、大まかに

「弱そうだ」「強そうだ」「大丈夫そうだ」と

いう仕分けはしています。 

 適応の総合化 

そして、そのような調査結果をどのように

活かしていくのかということで、原点に立ち

返るわけですが、調査を行って、適応策を進

める中では、やはり、適応の総合化が大切だ

と思っています。 

何か事業を行う上で、気候の変化やその影

響を組み込んでおくことを総合化と言います

が、そのような考え方の下で事業を進めるこ

とはできないか、どうすればできるのかとい

うことを考えなければなりません。 

イメージとしては、役所の仕事は○○プラ

ン、○○計画というものに基づいて実施しま

すが、その中にはすでに適応効果を持ってい

る、潜在的適応策があると思います。これに

対して、将来予測を睨んで計画を見直す時に、

「効果があるから続けよう」とか「少しやり

方を変えるか、強化しないと対応できない」

とか「全く新しいものを入れなければならな

い」というように検討していくのが、適応の

総合化ではないかと考えています。新たに必

要とする適応策を各種の計画、施策に組み込

んでいくという作業が必要だと思っています。 

 適応策推進に向けて 

ところが、このように我々が調査をした結

果をもって、誰が、どうするのかということ

を考えますと、恐らく環境部が「適応のため

にあなた方の事業はこのようにすべきだ」と

言っても、どの部局も動いてくれません。 

前述のように、各部局に対して「これまで

どのような影響がありましたか」とインタビ

ューをしましたが、その時の対話で、どのよ

うに捉えられているかという感触がわかりま

した。中には「そんなことを言っても、変え

られない」という意見もありましたし、「そん

なに大風呂敷を広げて、何を慌てているのか」

とか「我々が今までしてきたことを否定する

のか」という見方もありました。 

だからこそ、我々が「このようにしろ」と

はなかなか言えないので、自分たちで考えて

もらうしかないわけです。 

それで、考えてもらうには、考え方の基礎

として、どのような考え方があるのか、どの

ようなことに留意しなければならないかとい

うことは出すべきだと考えて、基本方針の検
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討をすることになりました。また、まだまだ

適応に向けた理解が進んでいないので、理解

を進めるために、情報共有の推進を並行して

行ってきました。 

基本方針をつくるに当たっては、方針だけ

あればすべて考えてくれるというわけではな

く、ヒントを示さなければ、考えてもらえそ

うにないという状況だったので、具体的な適

応策を例示する必要があります。そこで、適

応策に関するアンケート調査として、現時点

で想定し得る適応策をイメージして、なおか

つ、今、各部局の責任で一定の目的を持って

取り組んでいるものを拾い上げて、実施状況

を訊いてみました。 

具体的には、49の課に対してアンケート調

査を行い、112件の適応策を例示しています。

調査票はA、B があり、A は大分類です。農

業、水産、林業等、6 分野をそれぞれ細かく

区切っています。その中で主要な適応策とし

て、「このようなことができるのではないか」

という形で、こちらから具体的な対策を出し

ています。 

そして、次に「誰が行うのか」を訊いてい

ます。県なのか、市町村なのか、それとも事

業者なのか、個人なのか、住民なのかと問う

わけです。 

取組機関の項目に番号をつけていますが、

この番号は 4 つあって、1 つ目は「すでに行

っている」、2 つ目は「今はまだその時ではな

いが検討している」、3 つ目は「検討したいが、

検討の仕方が分からない」、4 つ目は「実施す

る予定も検討する予定もない」という完全否

定です。 

この 4 つについて質問したところ、1 つ目

は「すでに実施」ですから、実施している機

関があるということで、いつから行っていて、

いつまで行うつもりなのかということを合わ

せて訊いています。 

そのように調べてみますと、1 が多いこと

が分かりました。ところが、同時に 4も多い

のです。例えば、冒頭で三重県は海岸線が非

常に長いと言いましたが、高潮の被害を考え

ると、高潮ハザードマップが必要だと思って

います。今の計画で想定されている高潮の高

さが、未来永劫、変わらないとは限りません。

実際に名古屋大学の先生からは「伊勢湾の場

所によっては 10m の高潮が来る」というシ

ミュレーションの結果も出ています。したが

って、今の計画では間に合わないので、新し

い高潮ハザードマップが必要ではないかと考

えて、作っていないことを知っていながら、

わざと「高潮ハザードマップを作っています

か」と聞きました。すると、「作る必要はない」

という答えが返ってきました。それはそれで

一つの結果ですが、一層、情報共有が必要だ

と思っています。 

そういう中では、環境部が「○○だろう」

と言っても、なかなか呑み込んでくれそうに

ないという状況があります。しかし、いつか

どこかで、専門の方々から良いアドバイスを

いただけて、4 が 3 へ、そして 2 へと変わっ

てくれるのではないかと思っています。 

また、行っているはずはないと思いながら、

洪水に耐えられるような耐水建築の整備をし

ているのかどうかを訊いています。やはり、

整備してはいませんでしたが、部署によって

は、3 の「検討したいが検討の仕方がわから

ない」という回答を出してくれているところ

もありますので、そういうところを切り口に

して、今後、皆さんで何ができるのかという

ことを考えていただければと思っています。 

他には、この調査であまり「適応策」と言
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うと、「適応策、適応策と言うな」と言われる

人もいます。 

それから、「適応策を行った効果は何ですか」

と、効果についても質問しています。適応策

が必要と考えた時に、「適応策の効果は気候変

動による影響への対応だろう」と言ってしま

いがちですが、そうではなくて、それぞれの

部局の方々が目的を持って事業をされている

目線で、どのような効果があるのかというこ

とを考えてもらっています。 

したがって、目的が分かってもらえて、し

かも、「やらなければ」と思ってもらえれば、

自主的に取り組んでもらえるようになると思

っています。 

それから、実施の状況と担当部局について

も質問しています。実施の状況、課題につい

ては「どのようなことをしていますか」、「ど

のようなことで苦労していますか」、「やりた

くない理由にはどのようなものがありますか」

等を書いてもらっています。 

担当部局のところは、自分の部局が担当課

であることを認識してもらうために、敢えて

入れてもらうようにしています。中には「我々

は関係ない。担当はここ」と別の部局の名称

を書いているお節介な回答もありました。 

 共通理解の推進 

その後、庁内の検討は停滞してなかなか進

んでいませんが、問題の共通理解の推進は並

行して進めなければならないと思っています

ので、地元の気象台と協力しながら講演会等

を行っています。 

1回目は、2年前に初めて気象台と一緒に、

三重県気候講演会を開催しました。行政担当、

インフラの事業者の担当の方が集まられ、神

戸からも講師に来ていただいて、主に気象台

の方から話をしていただきました。 

翌年はもう少し規模を拡大して、約 170人

が参加しました。気象庁本庁から講師を招き、

気象キャスターと地球温暖化防止推進センタ

ーのセンター長にも話していただきました。

これは一般公開です。 

このような催しは、よく環境の人だけを集

めて行われますが、昨年は環境の担当の人と

防災の担当の人に声を掛けて集まっていただ

きました。地元の地方環境事務所にも協力し

ていただいて、気象台の方と一緒に開催させ

ていただいています。 

平成 25 年 3 月には、独自の適応セミナー

を開催しました。1 回目は気候変動と影響に

ついて江守さんに話をしていただき、気象庁

気象研究所の安田さんに研究の状況を発表し

ていただきました。また、リスク対応につい

て、NKSJ リスクマネジメント社の方に話を

していただきました。 

冒頭の挨拶はこの時から副知事にお願いし

ており、その甲斐もあって、知事の方からは

「適応は大事だ」と機会あるごとに言ってい

ただいています。 

今年3月に2回目のセミナーを開催しまし

たが、適応関係の専門である茨城大学の三村

先生に話をしていただき、国土交通省の国土

技術開発総合研究所で治水絡みの適応の研究

をされている深見さんにもお越しいただきま

した。もう 1人、県内の防災関係で、事前防

災を進めて、タイムラインの導入を行ってい

る紀宝町の話も伺いました。それから、気象

キャスターにも入っていただきました。いつ

も 100人くらい集まっています。 

その他、いろいろなエコフェアや環境フェ

ア等を行っていますが、我々は県の行ってい

るものや、市町村が行っているものにも割り

込ませていただいて、ポスターの掲示等をし
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ています。 

出前講座も実施していて、環境学習の拠点

である環境学習情報センターの出前講座とし

て、私もたまに話をしています。 

あるいは、「くらしの省エネガイドブック」

の巻頭に「このような影響がでます」という

情報を載せて、皆さんに見ていただけるよう

にしています。 

それから、緩和対策関係になりますが、化

学工業を中心とした四日市コンビナートでは、

20 社ほどの企業が集まって、自主的に温暖化

防止活動を進めています。その活動にエール

を送る形で、知事から温暖化の話をしてもら

い、適応についても話してもらうようにして

います。 

このような講演会やセミナー、イベント等

は限定的なので、増やすための方法を考えな

ければなりませんが、今年の 3月に国内の地

球温暖化の影響について、中身の濃い冊子が

出され、その中に各地域の影響の度合いも示

されて、「国内ではこのようになる」というこ

とが具体的に数字で出されていますので、こ

れは使わなければならないと思います。ただ

し、書いてある内容は難しいようです。 

ちょうどその頃、1 年半くらいかけて検討

してきた三重県の地球温暖化対策推進条例が

でき上がり、今年の 4 月に施行されました。

その中の第6章に地球温暖化への適応を1条

だけ入れてもらいましたが、内容は情報提供

になっています。それだけを何とか入れても

らいました。本当はここに、三重県は適応の

基本方針を定めるものとして入れたかったの

ですが、担当者が法制の方との交渉でくじけ

てしまい、情報提供のみとなっています。 

しかし、皆さんに何とか分かりやすいもの

を示して、もっと理解をしていただかなけれ

ばなりませんし、これまで 2 年間、いろいろ

な方々からご支援をいただいて集めてきた成

果を、そのまま報告書で置いていたのでは、

一般の方に読んでいただく機会を逸してしま

います。そこで、もう少し生活者の手に取っ

てもらえるようなものにしようと考えて、「三

重県気候変動影響レポート 2014」を、この

10 月に発行しました。 

中身は気象台や、国立環境研究所の肱岡先

生にご協力いただいた成果を基に編集してい

ます。内容については、気候の変化、各地の

変化をグラフで表現しています。それから、

将来の予測も盛り込んで、県内の色付きの図

も入れています。 

これは思いがけず、記者の方々にも拾って

いただいて、大きく取り上げていただいてい

ます。 

それで調子に乗って、今、県内を巡業して、

この説明会をしています。タイトルは「変わ

りつつある三重の気候を知る講座」で、今の

レポートの中身を皆さんに知っていただける

ように話をしています。 

時を同じくして、今年の 11 月 3 日に、気

象台とのコラボによる3回目の気候講演会を

行いました。これまではお互いに講師が 3名

ほどいましたが、今年は 1名にするという指

令があり、気象庁の方を 1 名お願いして、2

時間の講演をしていただきました。石原幸司

さんという方で、現在も気象庁の気候情報課

におられますが、とても分かりやすいので、

是非ともこの方のお話を聴いていただきたい

と思います。特に地球をリンゴに例えて「大

気の厚さはどのくらいでしょうか」と言われ

たのがとても印象に残っています。そのよう

な馴染み深いところから皆さんの理解を促そ

うとされていて、とても良い講師の方だと思
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いました。 

 変わりつつある三重の気候を知る 

県内巡業については、資料をパワーポイン

トで示しながら説明に回っています。パワー

ポイントでレポートのページをそのまま映し

ても字ばかりなりますので、マップにして「こ

ういうところで変化傾向が出ています」とか、

気象台の方で作っていただいた画像を示して

「100 年後の三重県は鹿児島県辺りの気候に

なるかもしれません」というような話をして

います。 

年平均気温も21世紀末は20世紀末に比べ

て 3℃上がるという予測が気象台から出てい

ますので、平均気温のグラフを 3℃上げて、

暑い日がどれだけ増えるかを示しています。

そして、気候が変わると様々な影響が現れて、

その影響が連鎖するイメージで図化しながら、

皆さんに話を聴いていただいています。当然、

影響の出方はすべてが一斉に出るのではなく

て、弱いところが出ますし、ものによっては

時間をかけて出てくるものもあります。 

例えば、平均気温の図を使って、暑い日が

増えれば熱中症も増えるかも知れない、暑い

日が増えると蚊の生息日数が増えて感染症の

リスクも高くなるという話をしています。 

あるいは、桜の開花時期が早くなっている

という傾向が出ていますので、「将来 3℃上が

ると、休眠打破が起こらなくなるかも知れな

い」という話をします。そうすると「それは

何か」と興味を持って聴いていただけます。

休眠打破は桜だけではなく、すべての農作物

に影響を及ぼすのではないかと言っています。 

その他は、雨の日が減る、激しい雨が増え

るという話や、前述のように高潮が 10m に

なるという予測の話もしています。 

一般の人にはまだ「緩和」と「適応」とい

う話はしにくいのですが、できるだけ図を示

して説明するようにしています。「緩和は何を

するかご存知ですね」というところから話を

進めて、「適応とは何か」「適応策は何をすれ

ば良いのか」と図を使って説明しています。 

これについては、3 つの提案と 4 つの例示

で整理しています。「影響」をバイ菌のように

表して、「影響」に 3 つの方法で立ち向かっ

ています。1つは押し込めるという方法です。

しかし、もしかすると押し込められないかも

知れません。そうなると、逃げなければなり

ません。逃げて助かれば良いのですが、逃げ

られないかも知れません。その時は、いかに

素早く回復できるかということも考えなけれ

ばなりません。そのように、3 本立てで話を

しています。 

それに対して「健康」「産業・インフラ」「農

林水産業」「災害」を例にとって、「まだよく

分かりませんが、どのようなことをすれば良

いのでしょうか。」という感じで話しています。 

先ほども潜在的な適応やブランディングと

いう話がありましたが、県内でも高温耐性の

米や風に強い稲を開発していますし、強風で

も倒れにくい、つまり、台風の時に倒れにく

い酒米を使って品評会をするという取組をし

ています。 

それから、高温に強いイチゴ、海水温が上

がっても育つ海苔等も開発しています。 

ブランディングと言えるかどうかは分かり

ませんが、それに近いような取組はしている

と思います。あるいは、シカによる獣害は地

元でも問題になっているので、「ジビエを食べ

よう」ということで、シカの肉を使ってCoCo

壱番屋にジビエカレーを作ってもらうという

取組も行っています。 

また、前述の地方講演会の適応セミナーで
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話していただいたように、紀宝町ではタイム

ラインの導入も行っています。 

それから、これはどこも取り組まれている

かも知れませんが、大規模災害が発生した時

の廃棄物の処理の仕方について、廃棄物の処

理計画を立てることも適応能力を高める効果

があると思います。 

今、国土強靭化の計画関係で地域計画をつ

くっていますが、検討シートの中に「脆弱性」

という言葉が出るくらいなので、適応策と重

なるような話があるのではないかと思います。 

全国的に水源保全条例を定めているところ

もあります。水源保全条例は、むやみに外国

資本が買っていかないようにするという狙い

もありますが、水源地を保全することは渇水

対策にも資するので、これも適応の一つでは

ないかと思います。 

 地球温暖化防止活動の推進 

このような取組をしているうちに、県内で

推進員の方が適応策の講義をされているとい

う記事を新聞で見つけました。今年の 10 月

ですが、「楽しく温暖化防止を」と題した、年

配の方向けのセミナーなので、それほど堅い

話はなかったと思います。このように、温暖

化防止の話をしていただきながら、推進員の

方にも適応のことを話していただくようにな

ってきたわけです。今後は、地球温暖化防止

活動推進センターとも協力していかなければ

ならないと思っています。 

 「三重県民力ビジョン」に重ねて 

我々の総合計画の中には、「人と人、人と地

域、人と自然のつながりを大切にし、命と暮

らしの安全・安心が実感できる三重をめざす」

という「三重県民力ビジョン」があります。

これは気候変動の影響等を意識して書かれた

わけではありませんが、そのまま通じると思

っています。まさかこれを作った企画の方も

使われているとは思っていないと思いますが、

このようなものを示しながら、「三重県は考え

ています」「取り組んでいます」と言いつつ、

県内巡業を行っています。 

現在の状況については以上です。 

 

司会： ありがとうございました。 
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■ 意見交換会 

司会： それでは意見交換会を始めたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

畑中： いろいろとご質問があると思います

ので、ここからはご質問を交えながら、せっ

かくの機会ですので意見交換ができればと思

っています。私は事務局の畑中です。よろし

くお願いいたします。 

今回、先生方のお話で、緩和策と共に適応

策の状況について、ご理解いただけたのでは

ないかと思いますが、埼玉県や三重県のご苦

労も伺う中で、どのような手順で進めれば良

いのか等、方法論についてはもっと深く聞き

たいと思われる点等がおありかと思います。 

したがいまして、参加者の皆さん方に、改

めてご質問や、もう少し深掘りしたいことな

どがございましたら伺いたいと思います。 

 

 適応策の進捗管理の指標について 

Ｑ(高砂市)： 兵庫県高砂市から来ました水

田です。よろしくお願いします。 

高砂市では、今、環境基本計画の改定の準

備を進めているところで、恐らく「適応」も

記述して取り組まなければならないだろうと

考えており、今回参加させていただきました。 

計画を立てる中では、昨今、温対法の実行

計画(区域施策)でも「○○％削減」というよ

うな目標値を掲げて、それに対して進捗状況

を毎年度把握し、取組状況を報告して評価し

ている状態です。したがって、これから役所

は、計画をつくると、適応策に対して進捗管

理や評価もしなければならないと思います。 

その際、どのようなものが指標、目標とし

てあるのか、いくつか教えていただきたいと

思います。 

 

畑中： ありがとうございます。計画の

PDCA サイクルを、具体的にどのように考え

れば良いのかということだと思います。これ

について、白井さんから順番にコメントをお

願いします。 

 

白井： 緩和策はCO2の数字を出して目標設

定をする等、進行管理のしやすい面があると

思いますが、それに対して、他の施策は目標

設定が難しいと思います。 

そういう意味では、適応策は他の施策と同

じように、達成水準を出すことが難しいので、

例えば、施策の実行量や実施量、努力量等の

目標設定の仕方が良いのではないかと思いま

す。例えば、適応策について関連部局で大き

な目標がある時に、それに対する進捗管理は、

部局ごとに計画に適応の内容を書いてもらう

とか、位置付けてもらうとか、部局ごとに方

針を作成するとか、温対部局として取り組む

こと等、そのような努力量、施策量で、進捗

状況を確認していく方法があるのではないか

と思います。「適応で人を○人守ろう」とか「財

産をどれだけ守ろう」というような数字は示

しにくいのが現状だと思います。 

 

嶋田： 埼玉県もそのような作業を行ってい

るところで、同じような悩みを抱えています。 

確かに、白井先生が言われたように、明確

な数字で目標を設定するのは、かなり難しい

と思いますが、三重県では、すでに各部局に

アンケート調査などを行われていますし、そ

のような形で取組が行われているのか、メイ

ンストリーム化によって気候変動を予め織り

込んでいるかどうか等をチェックすると書い

ておくだけでも違うので、何とか書いておき
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たいと埼玉県でも思っているところです。 

 

服部： 三重県ではまだそこまで行っていま

せんが、先ほどのアンケート調査の中にも、

「適応策と考えられるものがあったとして、

その効果は何ですか」と訊いており、まさに

それがそれぞれの適応策の指標になるのでは

ないかと考えています。 

例えば、高潮ハザードマップは、作成する

気があるのかどうかわかりませんが、作成す

るとなれば「どれだけやったか」が目標指標

になるのではないかという気がしています。 

 

畑中： ありがとうございました。今の話で

いかがでしょうか。もう少し質問したいこと

があればお願いします。 

 

Ｑ(高砂市)： 難しいだろうと思っていたの

で予想どおりです。 

 

畑中： 今の高砂市の水田さんのご質問と先

生方の話を受けて、さらにご質問はありませ

んか。兵庫県は今から何かチャレンジしよう

とされていますが、いかがですか。 

 

 適応策の普及・啓発に向けて 

Ｑ(兵庫県)： 兵庫県の温暖化対策課の森田

です。本日は大変にためになるお話をいただ

きました。 

我々も平成 26 年 3 月に配備した計画に適

応を位置付けて、今年度から取組を始めまし

た。第 1 回目の検討会を 7 月に行い、12 月

11 日に第 2回目の庁内の検討会を行います。 

我々は環境サイドが主導で、既存施策でも

適応化があるだろうと考えて、体系表をつく

り、関係部局を巻き込んで 1 回目の検討会に

参加していただきました。その時に神戸地方

気象台から講師を招いて、兵庫県の気候変動

について話していただき、IPCC の報告会と

いう形で講演していただいて、国の動きや

S-8 の情報を共有しようということから始め

ています。 

農林部局では農作物の品種改良や栽培技術

の研究をしていますが、我々は農業分野だけ

ではなく全方位的に考えたいと思っているの

で、直接の参考にはならなくても、先行して

温暖化に取り組んでいる部局があることを知

ってほしいと思い、12月 11 日に 2回目の検

討会を実施します。 

そのような中で、白井先生には簡易推計ツ

ールのお願いをしているところですが、我々

としては、関係部局に有益な情報を提供でき

るので、政府の計画ができて、補助金などの

支援メニューができた際は、「兵庫県はこのよ

うな方針で取り組んでいます」「このような予

測をしています」と示すことで補助金を取り

やすくなるのではないかと考え、「一緒に取り

組みませんか」というスタンスで庁内の調整

をしているところです。 

関係部局は、先ほど三重県の服部さんが言

われたように、少し拒絶するような反応も見

られましたが、多くのところは「すぐには使

えないかも知れないが、参考にはなる」とい

う反応でしたので、これなら進められるので

はないかと考えています。 

我々としては、このように、庁内を無理や

り巻き込んで、何とか動き出しているのでは

ないかと思っていますが、一般の県民にはま

だまだ知られていないので、その辺りについ

て、どのようなパンフレットや資料で説明す

れば良いか、教えていただいて、参考にさせ

ていただければと思います。 
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畑中： それでは、服部さんから順番に、ア

ドバイス等をご紹介いただければとお願いし

ます。 

 

服部： 我々は、10 月に発行した「三重県気

候変動影響レポート」の概要版的なものを作

りました。概要版をはみ出しているところも

ありますが、これを A1 に引き伸ばして、明

後日の環境イベントで貼り出したり、小さな

サイズで配ったりしようと考えています。 

 

嶋田： 他の部局に関しては、2012 年に県庁

内で議論した時、土木部局は「適応とは何か」

という話が中心でしたが、最近は「予算獲得

のための一つの手段として、充分な理由にな

り得るのではないか」という反応に変わって

きたと思います。 

環境省中央環境審議会の適応部会の中でも、

国土交通省は積極的に関わっていく姿勢を示

していると聞いていますので、国土交通省の

中のルールが変われば、自治体にもそれなり

の影響が出て、予算配分も国土強靭化のよう

な話とセットになったりしながら、広がって

いくのではないかと思っています。 

適応策の県民への PR については、我々の

センターでも出前講座を通じて県民に情報提

供していますが、同時に、メディアに対して

どのように訴えるかということがとても大事

だと思っています。今年は IPCCイヤーで「今

やらないで、いつやるのか」というところも

あります。また、多少まとまった成果が出始

めているので、それを自治体で切り出して記

者発表する等、そういうことを続けていくこ

とで、メディアを通して県民や市民に印象を

植え付け、理解が深まるのではないかと思っ

ています。 

白井： 簡易推計ツールのデータについては、

今、各所から申し込みをいただいており、数

ヶ月待っていただくという状況です。簡易推

計ツールに関するいろいろな注文は、次回、

肱岡さんに言っていただければと思いますが、

申し込み受付窓口は私の方で、「お待ちくださ

い」というのが私の役割になっています。 

普及・啓発に関して言うと、IPCC の作業

部会の 3つの内の 1 つが「適応」になってい

て、IPCC コミュニケータ事業も行われてい

ますし、地球温暖化防止活動推進員の方が「適

応」をもっと知りたいという状況になってい

ると思います。したがって、まず、推進員に

「適応」のことをより学習してもらうことが

重要ではないかと思いますので、それを推進

センターだけではなく、県の方でも施策とし

て位置付けしてはどうかと思っています。 

私も岡山県の地球温暖化防止センター、愛

知県の地球温暖化防止センター、長野県の地

球温暖化防止センター、長野県は長野市と松

本市の指導員向けの研修で話をさせていただ

きましたし、岡山では気候変動の地元学も少

ししてみました。台風の影響で急いで帰らな

ければならなかったため、まとめができませ

んでしたが、「どのような影響があるか」をそ

れぞれ書いてもらって、話し合うようなワー

クショップをする方法もあると思います。 

そのように、一般向けにいきなり普及・啓

発をするよりも、リーダー層や推進員に対し

て研修を行い、理解が深まれば、その人を介

して伝わっていくこともあると思います。メ

ディアを通す等、重層的な伝え方が重要だと

思うので、そのようなアプローチもあるので

はないかと思っています。 

また、関連部局に関して言うと、主流化と

いうことでは、三重県や埼玉県の経験は非常
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に良いと思いますが、温対部局として、他の

関連部局に情報提供するだけではなく、「自分

たちが見本を見せる」というくらいの取組を

一つ、二つ持たれると良いと思います。緩和

策も、他の部局に行ってもらわなければなら

ないことがたくさんありますが、自分たちで

主導的に動くという、そういう考え方が適応

にもあって良いのではないかと思っています。

それは、指導員を通じた普及・啓発のような

ことでも構わないと思います。 

今、長崎県が同じように検討されています。

長崎県は水産業が重要で、磯焼けの問題が出

ていますが、水産業には国の予測もあまりな

いので、県独自で取り組むことになり、長崎

大学などに相談して温暖化対策課で行う等、

自分たちで重点を決めています。そのように、

少しメリハリをつけて、的を絞って自分たち

で行うことも必要ではないかと思います。 

 

畑中： 今のコメントに関して、もう少し訊

かれたいことはありませんか。 

 

 適応をPR する事例について 

Ｑ(兵庫県)： 大変参考になりました。あり

がとうございました。 

もう一つ、S-8 の取組の中で、長野県のリ

ンゴの生産期の変化を示した図があったと思

いますが、我々も県民に PR するために、兵

庫県として何か分かりやすいものを例として

挙げられないかと検討しています。皆がよく

知っているものについて将来的な変化を示し

て、啓発をしたいと考えているわけです。そ

こで、「このような取組をしている」という例

があれば教えていただきたいと思います。 

 

畑中： 先ほど、服部さんのお話の中ではミ

カンが出ていましたが、意図的だったのでし

ょうか。 

 

服部： メニューの中で、たまたまミカンだ

ったということです。 

 

畑中： 三重県であれば、志摩の牡蠣の話も

あるのではないかと思いますが、そのような

議論はされませんでしたか。 

 

服部： していません。 

 

畑中： 埼玉県の方はどうでしょうか。 

 

嶋田： 長野県のようにシンボルになる農作

物があるところは、それを前面に出す方法が

あると思いますが、埼玉県の農作物に何があ

るか、思い付かない人の方が多いと思います。

そこで、人が多いことから、熱中症等が一つ

の視点になると思いますが、そういう予測は

S-8 の中に一応は入っていても、明確に「ど

うなるか」と言えないところがあるので、国

の研究機関や大学のデータ等を集めながら、

進めた方が良いのではないかと思います。 

 

畑中： ありがとうございました。 

他に、今から取り組まれようとしている自

治体の方でご質問はありませんか。 

 

 活動の主体、位置づけについて 

Ｑ(滋賀県)： 滋賀県も来年度以降、取り組

んでいこうと思っていますが、同じ自治体と

して、お訊きしたいと思います。 

本日、埼玉県からは環境科学国際センター、

三重県からは温対課の方が来られています。

また、埼玉県は、昨日のシンポジウムには温
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対課の方が来られていましたが、このように、

どこが主導的で、どのように進められている

かが、府県ごとに異なるような気がします。 

それについて、どのような感じで主導して

いるのか、立場的にどのような位置付けで連

携しながら進めているのかということを聴か

せていただければと思います。 

 

服部： 検討とか、実際の作業については温

対課の方で行っています。情報収集という意

味でどこかのシンポジウムへ行くことになる

と、我々が行くか、東京でよく行われるので、

東京事務所の方に情報収集を依頼しています。 

 

Ｑ(滋賀県)： 主体は温対課ですね。 

 

嶋田： 基本的に、適応策の施策を県で実装

していく部分は、完全に温対課ベースです。

我々の立場は、それを技術的にサポートする、

言わばコンサル的な役割であり、たまたま

S-8 に参加したこともあって、かなり温対課

にプッシュをしているところがあります。 

 

白井： 長野県と長野環境保全研究所が埼玉

県と嶋田さんの埼玉県環境科学国際センター

と同じような役割を果たされていますが、長

野県の場合は県の計画の中で、モニタリング

ネットワークと適応策のフォーラムをつくる

ことを明記され、その実施主体が研究所にな

っているので、今、研究所が主体となって施

策を進めています。その進行管理は県の温対

課で行うと思います。 

滋賀県は、地域の研究機関が大事だという

ことで、できれば地域で適応センターのよう

なものをつくることが望ましいと思います。

環境研究所がない場合は、そういうことがな

かなかできないと思いますが、衛生研の中で

段々と機能アップしていくという流れがあれ

ば、衛生研の新たな仕事として位置付けても

らうとか、それもない場合はコンサルの力を

借りる等、そういう仕組みとしてのセンター

が、地域ごとにつくられるとよいと思います。

その際に、環境研があるところは、間違いな

くそこが主翼を担うという考え方ではないか

と思います。 

 

畑中： 滋賀県は琵琶湖研究所もあれば、琵

琶湖博物館もあり、非常に豊富な研究機関を

お持ちなので、それらをどのようにエンパワ

ーメントしていくかが、非常に大事ではない

かと思います。 

 

Ｑ(滋賀県)： その辺りを視野に入れながら、

進めていきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 

畑中： 他にご質問、ご意見等はありません

か。京都市の方はいかがですか。 

昨日も白井先生とお話をしましたが、これ

から、いろいろなことを解決していかなけれ

ばならない領域ですので、今の状況も含めて、

何かご質問をございませんか。 

 

 計画のレベルについて 

Ｑ(京都市)： 京都市の岡本です。京都市で

は、国の来年の適応計画策定の後に、地方で

も適応計画をつくるものと考え、今年度から、

委託費を取って、コンサルの協力を得ながら

適応を考えていこうという段階です。先日も

埼玉県に行って話を聴かせていただきました。 

これからは、何をしなければならないかと

いうことを調査している段階です。影響評価
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の方法や、計画をつくる場合に、どのレベル

でつくるのかということを検討しています。

既存の施策がたくさんある中で適応策はどこ

まで入るのか、総合計画にするのか、あるい

は、既存のものを行っているような見せ方に

するのか等を考えながら、推進体制等、新し

く勉強させていただいている段階です。 

質問ではありませんが、本日は非常に勉強

になりました。ありがとうございました。 

 

畑中： 京都市から「どのレベルで落とし込

むのか」という話がありましたが、計画にす

るのか、既存の計画に少し盛り込むのかとい

う辺りは自治体の中でもいろいろな悩みや判

断が出てくると思います。それについて何か

アドバイスがあればお願いします。 

 

白井： 新たに追加的適応策という考え方を

述べましたが、具体的に「これをやりましょ

う」というのは、多分、今の計画には書けな

いので、既存施策を位置付けることになると

思います。そして、さらに追加的に何をする

のかということを、継続的にモニタリングネ

ットワークや、センター等の仕組みをつくっ

て、モニタリングしながら検討していこうと

いうことです。そのようなことをしているう

ちに、国の将来予測なども新たなものが次々

に出てくるので、「常に情報収集しながら提案

していきましょう」というようなことを書く

のではないかと思います。 

ただ、自分たちでできそうなこと、あるい

は、「ここをやろう」というものがあるのであ

れば、この機会に見つけられれば良いと思い

ます。 

逆に、京都市であれば伝統文化や、市域と

してのシティプロモーション、観光都市とし

てのポテンシャルが高いと思うので、そのよ

うなところに気候変動の影響が強く出るかも

知れないと思います。紅葉の期間が短くなる

とか、桜の開花時期がずれる等、それが直接

的に観光客に影響するかも知れません。 

京都に苔寺がありますが、私は苔寺に電話

して「苔寺の苔が乾いているようですが、ど

うですか」と訊いて「悠久の歴史で、今まで

そのようなことは起きたことがない」と怒ら

れました。なかなか外にマイナスイメージを

出しにくい面があると思いますが、外に出さ

なくても、内々の検討課題としてあるのでは

ないかと思います。 

その点で、京都市は文化の影響や、いろい

ろな情報が集積し、まとまると思いますので、

他の都市の参考となり、イニシアチブになる

という意味でも、京都市でそのようなことに

取り組んでいただくと有り難いと思います。 

 

畑中： 今の白井先生のご質問に対してどう

でしょうか。 

 

Ｑ(京都市)： ありがとうございます。京都

市でも検討を始めていますが、ご指摘のよう

に京都独自の文化や自然も観光資源になって

いますし、伝統産業も京都の自然に根ざした

ものになっているので、影響が出るのではな

いかと思っています。それをどのように測れ

ば良いかということが、検討を進めていく中

で課題として出ています。 

特に、国でもなく、都道府県でもなく、市

という小さな枠組みなので、その中で何をす

るべきかといった時に、京都市としては、文

化や伝統等に力を入れなければならないので

はないかという話が出てきています。 

しかし、影響評価を数値で出すのは非常に
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難しいと思います。ただ、モニタリングや、

それぞれ何かを担っている方々の声を集めて、

影響と対策を考えるのは有効な手段ではない

かと考えています。 

先日、京都の花街の置屋さんのおかあさん

に話を伺いましたが、京都のまちが暑くなっ

ている中で、夏用の着物や冬用の着物に着替

える時期は昔から決まったままだそうです。

他の花街では暑さに合わせて着替えています

が、上七軒だけはどれだけ暑くても 10 月 1

日になると我慢して冬用に着替えるというこ

とでした。要は、暑くなっても京都の暮らし

を守る、変えないという話ですので、やはり

市民の方々とのコミュニケーションの取り方

は難しいと思っています。 

 

白井： 暑さを我慢しても熱中症にならない

着物とか、扇風機付きの着物とか、そういう

工夫も必要なのかもしれませんが、今のよう

に、年中行事が同じ時期にできなくなってい

るという話もあちらこちらで聞きます。 

法政大学もその辺りをテーマにしており、

今取り組んでいるのが横手の雪まつりの「か

まくら」です。雪の時期に雪の質が悪くなっ

て、「かまくら」がつくりにくくなっていると

いう話があり、その中で横手は雪まつりを維

持していますが、ある意味では先行事例です。 

それから、文化的な話は心理的な面があり、

例えば、京都には「この時期はこれ」という

イメージがあって、それが現在の風景とは違

うという違和感があって、その違和感が、問

題になったりします。その違和感をどのよう

に埋めていくのか、本来はどうすれば良いの

か等、そういうことを話し合わなければなら

ないと思います。 

心象風景的なこともありますが、例えば、

横手の「かまくら」の原点は、水の神様を祀

る祭りで、それを「かまくら」の中に入れた

という話です。「かまくら」があることが本題

ではなく、本当に守るべきは水の神様を祀る

ことで、原点はそこではないかということで

す。そのような議論をしながら、「では何を守

るのか」「観光行事化したかまくらも守りたい」

等々、地域で話し合う作業が必要ではないか

と思っています。 

また教えていただかなければなりませんし、

意見交換させていただければ有り難いと思い

ます。 

 

畑中： 非常に興味深い話をありがとうござ

います。他はいかがでしょうか。 

 

 適応策推進のロジックについて 

Ｑ(神戸市)： 本日は貴重なお話をありがと

うございました。 

神戸市も今年度、地球温暖化防止実行計画

の改定作業をしており、その中で適応策につ

いても、ようやく何かしら書き込む状態で、

これから取り組まなければならないというと

ころですが、シミュレーションしているだけ

でも、抵抗や苦労がいろいろと予想されます。 

結局、他部局の施策に適応策という網を掛

ける、横串を通すことによって「プラスアル

ファでこのような良い点がある」というよう

な、何か説得できるもの、説明できるものが

あれば良いのではないかという気がしていま

す。そのあたりでアイデアがあればご意見を

いただきたいと思います。 

もう一つ、神戸市は地球温暖化防止実行計

画という防止の計画なので、これに適応を入

れるのは違和感があります。 

これまでずっと温暖化を防ぐために「○○
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をしましょう」と市民に呼び掛けていたのが、

「適応も考えていきましょう」ということに

なるのは、少し意地悪な言い方をすると、「温

暖化を防げなかった」「人類は気候変動対策の

第 1ラウンドに敗北した」という感じにも受

け取れます。 

その点について、住民とのコミュニケーシ

ョンを取っていく中で、どのように説明すれ

ば良いのか、教えていただければと思います。 

 

畑中： 緩和策と適応策のロジックについて、

以前、白井先生が冗談で「皆が北海道に住め

ばいい」と言われていましたが、まずそちら

を先にお答えいただいて、その後に横串でプ

ラスの利点について、順番にお答えしていた

だければと思います。 

 

白井：「地球温暖化防止実行計画」という名

称は、多分、国が変えないと変えられないと

思いますが、地域であれば結構アレンジして

エネルギーと一体化したりしているので、「地

球温暖化対応」等に変えても良いのではない

かと思います。あるいは、今は「気候変動」

という言葉に置き換わりつつあります。温暖

化というと温度だけの上昇と捉えられるので、

「気候変動対応」とか「気候変動に対する緩

和・適応計画」と言っても構わないと思いま

す。その辺りは内容やメッセージに応じて、

変えれば良いと感じます。 

それから、適応が敗北を宣言してしまうと

いうことに関しては、そのような面が本当に

あるので、気にしなければならないと思いま

す。適応の議論は以前からあったわけですが、

90 年代にあまり「適応」と言わなかったのは、

緩和策がこれからなのに、適応の打ち出しに

よって敗北主義になってしまうのを避けるた

めに、まず緩和を表に出したということです。 

しかし、これだけ被害が顕在化しつつあっ

て、緩和の努力もおぼつかない可能性もある

という状況で、最大限の努力はしなければな

りませんが、被害が避けられない中で、安全・

安心の確保をしなければならないということ

で、適応を打ち出さざるを得なくなってきた

わけです。したがって、まず、状況説明によ

る理解を得ることが必要だと思います。敗北

主義だから言わずにきたけれど、打ち出さざ

るを得なくなってきたということです。 

また、適応を打ち出すことで、「さらに緩和

をやろう」というメッセージの出し方もある

と思います。IPCC の第 5 次報告書が、まさ

にそのような書き方になっています。被害が

起こると、皆、適応を始めますが、適応には

限界があり、緩和を本当に実行しなければと

んでもないことになるというメッセージだと

思います。 

したがって、「適応は、当面、必要なので行

いますが、根本的に取り組むべきは緩和です」

というメッセージの出し方で良いのではない

かと思っています。 

 

畑中： 横串についてのコメントをお願いし

ます。 

 

嶋田： 他部局に「こういうメリットがある

からやってみないか」と言うのは難しいと思

います。もちろん、全く策がないわけではあ

りません。農林部局などへは、場合によって

は早めに新しい作物、例えば南方系の果物に

取り組むことで、ある程度の市場を押さえる

ことができるという提案ができると思います

が、基本的には被害を抑えるために、早めに

手を打ってコストなどを下げることができる
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というような話になると思います。 

ただ、考えてみると、50 年くらい前まで、

役所でも「環境」という言葉はほとんどイン

プットされていない時代があったと思います。

それが、今やどのような政策をするにしても

「環境への配慮」が当然のように語られるの

で、時間はかかるかも知れませんが、そこに

温暖化に対する対策や配慮が徐々にインプッ

トされていくよう、努力するしかないのでは

ないかと思います。 

 

服部： 将来の影響に対して「何を、いつ、

誰が行うのか」というのは、今やるのか、先

でやるのか、自分がやるのか、誰かにやらせ

るのか等、一人ひとりが話をしていると、な

かなか答えが出にくいのではないかと思って

います。 

それについての答えは持っていませんが、

何となく思うのは、トップダウンで「神戸市

はこうする」と言っていただけるようにする

のが、一番手っ取り早くて、効果的ではない

かという気がします。 

 

畑中： ありがとうございました。お聞きに

なって、神戸市の方からご意見はございませ

んか。 

 

Ｑ(神戸市)： 行政的に、適応策は取り組ま

なければならないというのは間違いないと思

います。その中で「適応には限界がある」と

いう言葉には「なるほど」と思いましたので、

念頭において考えさせていただきたいと思い

ます。ありがとうございました。 

 

畑中： ありがとうございました。それでは、

次で最後の質問にさせていただきたいと思い

ますが、どなたかありませんか。 

 

 自治体の適応計画のレベルについて 

Ｑ(京都府)： お話を伺っていると、どこの

府県市も適応についてこれから検討していか

なければならないと考えられているように思

います。 

我々は条例の中にも、推進計画の中にも「適

応」という文言を入れていますし、それは前

提として必要ですが、来年度に国の方が適応

の計画をつくられるということで、それに合

わせて、各地方公共団体にも求められる適応

計画があるという話があります。国からは、

省庁間の調整の後に示されると思いますが、

それぞれの府県や市のレベルで、求められる

適応策はどういうものなのか、国は何を書い

て、府県市に何を求めるのかということが気

になります。 

今までの話を伺っていると、適応について、

それぞれの府県市ができること、環境部局が

できることは、条件提示や情報を共有等、非

常に限られています。先生が先ほど言われた

のは、自分のところと直接関わりが深い分野、

例えば、京都ならモミジと観光の関係に温対

課も一緒に取り組んでみてはどうかというご

示唆だったと思います。 

しかし、そもそも情報を提示するにも、簡

易推計ツールのデータがなかなか出てきませ

ん。埼玉県や長野県のように一緒に取組をさ

れたところは良いのですが、そうでないとこ

ろが一から「お願いします」と言っても、「な

かなかデータが出てこないので、それで計画

ができないということでは、あまり意味がな

いと思います。 

その場合、全国的に国の計画の中で総体的

な影響のデータをつくって、府県市ごとに「こ
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れくらい状況が変わります」というものを前

提として出していただいて、その上で「府県

市は、それぞれに応じた計画をこのようにつ

くりない」という話が出てくるものなのでし

ょうか。それとも、「適応計画は大事だから、

これからそれぞれで必要なことを考えてほし

い」というレベルのものになるのでしょうか。

後者であれば、「適応策」という冠は付いてい

ても、それぞれの府県市でできる計画のレベ

ルは大きく異なるのではないかと思います。

それについて、白井先生からご提案をいただ

ければ有り難いと思います。 

 

白井： 私が日本の適応策の情報を全部握っ

ているわけではありませんが、簡易推計ツー

ルは今年度で終わるS-8の中で作って提供し

ているので、あと何ヶ月かは私の方に申し込

んでいただくことになります。それ以上はお

答えできる範囲を超えてしまいますが、私が

聞いている環境省の話から申し上げられる範

囲でお伝えすると、来年度以降、環境省が国

の適応計画をつくる中で、いきなり全県でつ

くるような話にはならないと思います。 

ただ、地域ごとに影響が違うし、地域主体

で取り組むべきことなので、国が全部の地域

のきめ細かな情報を提供するわけにはいかな

いということで、国の計画に「地域の役割が

重要である」と記述されるのは間違いないと

思います。その時に「より計画的に」とか「科

学的な情報を使って」というように役割を書

いていくと思います。 

そして、その役割を言うだけではなく、先

行地域が適応計画をつくることに対して、モ

デル的に良いものをつくってもらうように支

援していくと思います。全県に一度に手を挙

げられると困ると思いますが、先行的にやる

地域をよりサポートする形で、今、予算が付

けられています。これは 11月 26日に法政大

学で行ったシンポジウムで発表されたので、

そういうことではないかと思います。 

モデル地域に使える情報が全部提供される

かというと、並行して予測情報等が整備され、

その中でモデル地域の計画がつくられていく

ことになると思います。 

一方で、取り組みたい地域は、今の情報を

できるだけ使っていただきたいと思いますし、

その中に簡易推計ツールも入るのではないか

と思います。 

また、予測については、簡易推計ツールは

あくまでもS-8 の範囲であり、気象庁が元々

出している予測もあるので、気候データは気

象庁のものを使う場合があると思います。環

境省も気象モデルは独自に作っていて、昨年、

気象庁のモデルを使って、シナリオを細かく

して出したものがあります。20km メッシュ

であるとか、逆に少し粗いところもあります

が、シナリオはたくさん作っていて、そうい

う特徴のある形でそれぞれデータを提供され

ています。環境省も気象予測をしながら、影

響予測も環境省なりに作っていくと聞いてい

ますし、地域で影響予測をする方法論を開発

して渡す等、そういうことも検討されている

ということです。 

したがって、いきなり「これがすぐに使え

ます」という形では出てこないと思いますが、

そのような流れで進んでいくのではないかと

思います。 

いずれにしても、取り組みたい地域は、積

極的に環境省に問い合わせていただければ良

いと思います。 

 

畑中： ありがとうございました。もっと時
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間があれば議論が深まると思いますが、最後

に京都府の方が言われた話は、国の計画と府

県の計画や役割と基礎自治体との関係に関す

ることで、特に環境の分野は黎明期で、他の

計画でもハッキリしないところがあります。

その辺りも含めて、これから事例を積み重ね

ながら、社会が収斂していくのではないかと

感じました。 

それでは、意見交換はこれで終わりたいと

思います。先生方、ありがとうございました。 

 

司会： これをもちまして、勉強会を終了さ

せていただきます。本日は、長時間にわたり、

ありがとうございました。 
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（3） 勉強会の様子 

 

【開会挨拶風景】              【会場風景】 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

【白井 信雄氏講演】            【嶋田 知英氏講演】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【服部 由直氏講演】            【意見交換会風景】 
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5

9

9

18

14

27

5

9

5

13

10

6

10

11

11

10
13

5

6

2

2

2

0 10 20 30 40

適応策全体の総合的な取りまとめをする人材

気候変動の影響調査を行う人材

気候変動の将来予測を担う人材

行政内外の推進体制づくりの中心的役割を果たすコーディネーター的人材

民間企業・地域・NPOなどを含むネットワークを構築する人材

気候変動の影響をまとめた基礎的データの提供

適応策策定の手引き書、先進事例・モデル集

気候変動の影響に関わる将来推計ツール

周知・広報のためのチラシやホームページの作成に係る財政的支援

専門人材の招聘に対する財政的支援

モニタリング等の調査研究費用に対する財政的支援

その他

無回答

（％）

特に重要

必要

 (4) 受講者アンケート結果 

 

1)回答の状況 

   配布数：32   回答数：15（回答率：46.9%） 

 

2)アンケート結果 

①適応策の検討、実施に必要な資源等について 

「適応策策定の手引書、先進事例・モデル集」が 37％、「行政内外の推進体制づくりの中心

的役割を果たすコーディネーター的人材」が 28％と多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜その他の回答＞ 

  ・国の明確な方針と、他の行政課題との連携 

問１ 適応策を検討、実施していくにあたって、必要となる資源等について、あては

まる番号すべてに〇を、特に重要と思われるものに◎をつけてください。 

(MA, N=15) 
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【住民への気候変動に関する情報提供の状況】 

「いずれも実施していない」が 73％と最も多く、次いで「地域に現れる具体的な影響について

のみ情報提供している」が 13％と多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２－（１）住民へ気候変動に関する情報提供についてお伺いします。あてはまる番号

１つに〇をつけてください。 

地域の気候変動の現況、将来予測

についてのみ情報提供をしている

7%

地域に現れる具体的な影響に

ついてのみ情報提供している

13%

いずれも実施し

ていない

73%

その他

0%

無回答

7%

(MA, N=15) 
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【情報提供している分野】 

健康に関する分野が 33％と最も多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２－（２）上記（１）で１～３に回答されている方で、情報提供されている分野 

について、あてはまるもの全てに〇をつけてください。 

(MA, N=3) 

25

25

0

13

38

0

0

0 10 20 30 40 50

防災分野

森林など生態系分野

農林水産業分野

水資源分野

健康分野

その他

無回答

（％）
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0

25

25

25

0

25

0

0 10 20 30 40 50

自治体の広報誌の記事

パンフレット等の紙媒体

ホームページ

メーリングリスト

ラジオ、テレビ

その他

無回答

（％）

【情報提供の方法】 

「パンフレット等の紙媒体」、「ホームページ」、「メーリングリスト」が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜その他の回答＞ 

  ・出前講座。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２－（３）上記（１）で１～３に回答されている方で、どのような方法で情報提 

供されていますか。あてはまるもの全てに〇をつけてください。 

(MA, N=3) 
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【住民への適応策に関する情報提供の状況】 

 「地球温暖化の緩和策についてのみ情報提供をしている」、「いずれも実施していない」がいず

れも 40％と最も多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜その他の回答＞ 

  ・地球温暖化対策実行計画（区域施策編）についてホームページで掲載するにとどまってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化の緩和策につい

てのみ情報提供をしている

40%

具体的な適応策について

のみ情報提供をしている

0%

いずれも実施していない

40%

その他

7%

無回答

13%

問２－（４）住民へ適応策に関する情報提供についてお伺いします。あてはまる番 

号１つに〇をつけてください。 

(SA, N=15) 
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【情報提供している分野】 

「防災分野」、「水資源分野」で情報提供されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜その他の回答＞ 

  ・CO2削減。 

 

 

14

0

0

14

0

14

57

0 20 40 60 80

防災分野

森林など生態系分野

農林水産業分野

水資源分野

健康分野

その他

無回答

（％）

問２－（５）（４）で１～３に回答されている方で、情報提供されている分野につい 

て、あてはまるもの全てに〇をつけてください。 

(MA, N=7) 
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13

13

75
0

0

0

0

0 20 40 60 80

自治体の広報誌の記事

パンフレット等の紙媒体

ホームページ

メーリングリスト

ラジオ、テレビ

その他

無回答

（％）

【情報提供の方法】 

「ホームページ」が最も多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２－（６）（４）で１～３に回答されている方で、どのような方法で情報提供され 

ていますか。あてはまるもの全てに〇をつけてください。 

(MA, N=8) 
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③今回の勉強会について  

講演１「地方自治体における適応策の状況と地域適応ガイドライン」に関しては、「参考にな

った」が 80％となっていた（「とても参考になった」が 40％、「参考になった」が 40％）。 

講演２「地方公共団体での取組事例紹介」（埼玉県）に関しては、「参考になった」が 87％とな

っていた（「とても参考になった」が 40％、「参考になった」が 47％）。 

講演３「地方公共団体での取組事例紹介」（三重県）に関しては、「参考になった」が 80％とな

っていた（「とても参考になった」が 47％、「参考になった」が 33％）。 

「意見交換会」に関しては、「参考になった」が 60％となっていた（「とても参考になった」が

47％、「参考になった」が 13％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 今回の勉強会について、適応策を検討する際に参考となりましたか。あてはまるも

の１つに○をつけてください。 

(SA, N=15) 

(SA, N=15) 

講演１「地方自治体における適応策の状況と地域適応ガイドライン」 

講演２「地方公共団体での取組事例紹介」埼玉県 

とても参考に

なった

40%

参考になった

40%

あまり参考に

ならなかった

7%

参考にならな

かった

0%

無回答

13%

とても参考に

なった

40%

参考になった

47%

あまり参考に

ならなかった

0%

参考にならな

かった

0%

無回答

13%
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④講演の感想、意見等 

内容 

県単位での適応策の進め方はおぼろげに分かったが、市レベルではどう動いてよいの

かがよく分からない。（大津市） 

適切に休憩を入れていただきたい。（吹田市） 

回答者数２人 

 

 

(SA, N=15) 

講演３「地方公共団体での取組事例紹介」三重県 

とても参考に

なった

47%

参考になった

33%

あまり参考に

ならなかった

7%

参考にならな

かった

0%

無回答

13%

(SA, N=15) 

意見交換会 

とても参考に

なった

47%

参考になった

13%

あまり参考に

ならなかった

0%

参考にならな

かった

0%

無回答

40%

112



 

 

(5) 受講者座席表 
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４ 第３回 

(1) 次第 

地球温暖化への適応策勉強会  

第三回「地方公共団体の取組の支援について」  

次第 

 

平成２７年１月１６日（金）                    

１３：３０～１６：００ 

ドーンセンター ５階 大会議室２ 

 

主催：環境省近畿地方環境事務所 

事務局：㈱地域計画建築研究所（アルパック） 

 

１．開会 

２．講演 

  ①講演１「温暖化の影響簡易測定ツールの活用について」 

講師：独立行政法人国立環境研究所社会環境システムセンター 

環境都市システム研究室 室長 肱岡 靖明氏 

 

＜休憩＞ 

 

  ②講演２「環境省による取組支援策の状況」 

講師：環境省地球環境局総務課研究調査室 

      地球温暖化影響予測係 橋口 祥治氏 

 

３．質疑応答 

４．閉会挨拶 

  環境省近畿地方環境事務所 環境対策課長 原田 幸也 

 

本日配布資料 

 次第 

 講演１資料 

 講演２資料 

 アンケート用紙 

 参加者名簿 

 座席表 
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(2) 講演内容 

■講演１ 

「温暖化の影響評価～簡易推計ツールの活用について～」 

独立行政法人 国立環境研究所社会環境システムセンター 

環境都市システム研究室 室長 肱岡 靖明 氏 

 

司会： それでは定刻になりましたので、た

だ今より 、地球温暖化への適応策勉強会第 3

回「地方公共団体の取組の支援について」を

開催いたします。 

私は、本日の司会進行を務めます㈱地域計

画建築研究所の中川と申します。よろしくお

願いいたします。 

それでは早速、講演 1といたしまして、独

立行政法人国立環境研究所社会環境システム

センター 環境都市システム研究室 室長の肱

岡靖明様より、「温暖化の影響評価～簡易推計

ツールの活用について」と題しまして、ご講

演いただきます。 

肱岡様、よろしくお願いいたします。 

 

講 演 ――――――――――――――― 

国立環境研究所の肱岡です。本日は題目に

ある簡易推計ツールという、温暖化の影響評

価を行う結果を入れるデータベースについて、

我々がどのようなことを行ってきたのか、ど

のようなものが入っているのか、皆さんがこ

れを使えるのか、使えないのかという話を聴

いていただければと思います。 

本日の講演内容は、まず、推進費S-8 とい

う環境省の研究プロジェクトについて説明し

ます。そして、その推進費S-8 で 100名以上

の研究者が取り組んだ研究成果が入っている

簡易推計ツールについて、そもそもどのよう

な研究をしてきたのか、そこで使われた簡易

推計ツールとはどのようなものなのかという

ことを話したいと思います。それから、先に

言っておきますが、実は、簡易推計ツールは

使いづらいところがあったために、今は開発

を止めており、少し方向を変えて、総合影響

評価というものを実施しています。これにつ

いて、総合研究成果をどのように皆さんに提

供しているのかという、現状をお話したいと

思います。 

 

●推進費 S-8の概要 

 S-8 とは 

推進費 S-8 は、今年で 5 年目になります。

推進費は3年くらいで研究が進んでいくもの

で、S が付いているのは環境省が特に注力し

てほしいという研究分野ですが、正式に登録

した研究参画者が 93 名、研究協力者も含め

ると2倍ほどの人数が取り組む大がかりな研

究プロジェクトになっています。 

S-1 から始まってS-8 は 8番目で、今は 14

が始まるか、どうかというところです。年に

1 つくらい、環境省が「このような問題を解

決してほしい」「このようなことを研究してほ

しい」という課題を立てて、それに対して研

究者が応募するようになっています。この前

にはS-4 という、日本でどのような温暖化の

影響が生じるかを研究したプロジェクトがあ

りました。 

影響評価は、環境省以外の文部科学省やい
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ろいろな省庁を含めた研究者が精力的に取り

組んで、ようやくこの 10 年でできるように

なりましたが、それまで日本全体の影響評価

をするための手法やモデル自体がありません

でした。ある流域に限るとか、単体のもの等、

細かい範囲のものはあっても、全体を見て「北

海道はどうか」「九州はどうか」「近畿はどう

か」という評価をする手法はなかったわけで

す。研究も、そのような大まかなものはなか

なか受け入れられないこともあって、最初の

5 年くらいは四苦八苦しました。 

しかし、4 年を過ぎた頃に研究成果を公表

したところ、ある程度の反響があり、4年、5

年と研究が進んだので、「次は適応だ」という

ことになりました。最初の 5 年は、まず日本

全体でどのような影響が起きるのか、どのよ

うな分野で何が起きるのかというところを研

究し、その上で、それに対して何を講じれば、

どの程度その影響を減じることができるのか

という適応策を議論することになり、この

S-8 に続いたという経緯がありました。 

S-8 の特徴は、人間社会に関係する水資源、

森林、農業、沿岸域、健康といった多分野に

おいて影響評価を行うところです。もちろん、

いろいろな方法があって、例えば、農林水産

省であれば、農林業や水産業の分野や指標に

ついて影響評価や適応策を検討していますが、

この推進費S-8はもっと幅広く取り組むもの

で、中にたくさんあるわけではありません。 

時期的には、2014 年 3 月に IPCC の第 2

作業部会の報告書が横浜で公表され、同年 11

月に統合報告書と言われる第 1、第 2、第 3

作業部会の報告書のまとめが出て、第 5次報

告書が仕上がりました。そして、第 5次報告

書では新しい気候シナリオが公表されました。 

気候シナリオとは、将来、温暖化がどの程

度進むのか、気温はどうなるのか、雨はどう

なるのか等を予測したものですが、科学の進

歩に伴ってシナリオも新しいものが出てきま

した。それによって入力条件が変わるわけで

すが、そうなるとその影響も変わるので、S-8

の 5年間に、新しく出された気候シナリオを

使って「影響はどうなるのか」を見ることを

目標として研究を行ってきました。 

 国内の温暖化影響・適応策研究 

S-8 は、今、紹介したようなことを行って

いますが、他には、文部科学省の気候変動適

応戦略イニシアチブ(RECCA)等もあります。

もう一つは、今、3 年目が終わろうとしてい

る、文部科学省の気候変動リスク情報創生プ

ログラムの中の領域テーマ D が温暖化の影

響を研究しています。 

したがって、皆さんは、本日紹介する推進

費S-8 の成果のみならず、いろいろな研究を

うまく自分の地域に使っていただければと思

います。特に RECCA は、ある地域を特定し

て詳細な気候シナリオを作っています。 

気候シナリオは、スーパーコンピュータを

使って世界全体をモニタリングしますが、1

つのメッシュが 100km～300km というもの

もあり、皆さんの県や市が 1 つのメッシュの

中に入ってしまったり、隣の市と一緒になっ

たり、2 つ、3 つの県が一緒になったりする

ことがあります。そうすると、山と海の気候

の違いや、東と西の気候条件の違い等が、将

来の気候変動の中で計算しづらくなります。 

そこでRECCA は、そのような情報を使っ

て、さらに地域に乗り込んで詳細な気候シナ

リオを作り、影響評価をして適応策を作ろう

とするものです。ただし、分野によっては水

だけとか、農業だけというように限定してい

ます。私はどの地域をカバーしているのか知
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りませんが、いくつか日本の場所でも行われ

ていますので、もし、うまく皆さんの県や市

がカバーされれば、そのような影響評価や適

応の結果も使うことが可能です。 

創生プログラムの領域テーマD は、防災と

自然生態系を研究しており、アジアからも日

本付近を対象にしていると聞いています。私

は入っていないので、詳しいことは分かりま

せんが、成果をホームページで確認して、「こ

の成果を自分の県で使いたい」と問い合わせ

ることもできると思います。 

このような中で、このS-8 の研究成果をど

のように発信していくかということが、本日

の私の話の中心になります。 

 サブ課題と研究組織 

S-8 は 12 の課題について研究をしてきま

した。私が入っているのが、1 番目の「総合

評価モデルによる温暖化影響評価・適応政策

に関する研究」で、他のチームと組みながら、

1 つの方向性を決めて、影響評価をした適応

策を検討しています。 

2 番目の「温暖化ダウンスケーラの開発と

その実用化」は、気候シナリオの解像度が空

間的に広すぎるので、どのように詳細にすれ

ば良いかという研究です。100km を 1kmに

縮小しようとしても簡単ではありません。例

えば、100km四方の画用紙を 1km の格子状

に小さくして、さらに濃淡を付けるにはどう

すれば良いかということですが、それを最新

の知・技を使って、誰でもできるダウンスケ

ーラというツールを開発しています。これも

自治体の方に使っていただけるもので、アジ

アの地域でも使われていると聞いています。 

3 番目～8 番目の課題が影響評価をしてい

る各分野、指標によるもので、水資源、沿岸・

防災、自然植生、農業・食料生産、健康への

影響として熱中症関係、そして 8 番目が感染

症です。 

9 番目の「温暖化適応政策による地域別・

部門別の受益と負担の構造に関する研究」は、

気候変動の影響による被害額等、日本全体の

影響評価を経済的な視点から考える研究です。 

10 番目の「地域社会における温暖化影響の

総合的評価と適応政策に関する研究」は、皆

さんがすでに受講された、法政大学の田中先

生の研究です。このような科学的な研究で、

S-4は2番を抜いた1～9番目までで構成され

ていましたが、それで影響評価のモデルを作

ることになり、5 年間取り組んで S-8 に移行

したわけです。 

ところが、それに対して、例えば自治体か

ら問い合わせが来ても、我々は研究をどのよ

うに使ってもらうかというところまで頭が回

りませんし、時間もありませんでした。しか

し、それではダメです。適応とは地域の方が

中心となって行うものなので、研究をいかに

地域につなぐかが重要になります。そこで、

それを法政大学の田中先生のチームに行って

いただいたということです。 

11 番の「亜熱帯化先進地九州における水・

土砂災害適応策の研究」は、九州大学の小松

先生のチームの研究です。特に九州は防災が

大きな課題となっているので、防災を中心と

して、九州でどのように対応すれば良いのか

という研究を行ってきました。 

12 番目の「アジア太平洋地域における脆弱

性及び適応効果指標に関する研究」は、日本

に閉じこもっていても知識も情報も広がらな

いので、アジアの国々とネットワークをつく

って研究交流をしていこうということです。 

このような 12 の課題に取り組んでおり、

これを図にしますと、水資源から健康まで、
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影響が起きる主要な分野をカバーした上で、

社会経済シナリオ、気候シナリオという入力

条件を共通に使い、その研究成果が本日のテ

ーマである簡易推計ツールによって、テーマ

2 に提供されます。そして、テーマ 2 で法政

大学の田中先生のチームが自治体と一緒にワ

ークショップやシンポジウムを行い、情報を

発信したり、逆に気候条件をいただいたりし

て情報交換しながら、適応策を進めていく取

組を行いました。 

テーマ 2については、埼玉県の嶋田さんが

ここで講演されたと思いますが、自治体の研

究所なども入って、実際に自分たちの県でど

うすれば良いのかということを検討しました。

研究プロジェクトというと大学や国の研究所

が多いのですが、その中に長野県、埼玉県、

神奈川県、東京都等の自治体の研究所の方々

に入っていただいて、精力的に我々とも交流

しながら、適応策をどのように進めていくか

ということを検討するのがテーマ 2です。 

テーマ 3は、アジアとのネットワークをつ

くって 5年間進められてきました。 

 S-8-1 の研究目標 

私は S-8-1 を統括しながら研究をしてきま

したが、新しい気候シナリオが出ると、意味

付けも変わり、研究者は自分の対象分野に対

する影響を検討します。 

例えば、熱中症が起きるとか、気温が上が

ることによって死亡者が増えるというメカニ

ズムを検討することが得意な先生はいても、

将来、気温はどうなるのか、風速はどうなる

のか、湿度はどうなるのか等、気候条件を処

理するのは大変なので、タッグを組んで、適

応策をどのように定量化すれば良いのかとい

う議論を行いながら、日本全体で影響の度合

いがどのように変わるのか、適応策でどの程

度下げられるのかということを研究してきま

した。 

 影響評価研究と適応策推進のギャップ 

それで、研究しながら思ったのは、我々は

影響評価研究に関わって、50～100 年先の評

価をしますが、適応策は 3～5 年という短期

の計画を繰り返して更新していくので、最初

のうちはギャップも大きかったと思います。

やはり影響評価のみの研究と、過去から現在

までの変化の調査や繰り返しは、実際のとこ

ろとはギャップがあったわけです。 

また、気候シナリオは、将来の気候、気温、

温暖化のあり方等、いろいろなパターンがあ

り、使うモデルによって幅がありますが、現

在、研究論文を書く時は、そういうものを複

数使うことが必須です。ところが、実際に皆

さんが使う場合、幅があってどれを使えば良

いのか分からず、使いづらいのです。そこで、

もっとやりとりしながら、実装に向けて歩み

寄れるのかどうかを検討しました。 

したがって、S-8 のフェーズは、S-4 で研

究だけをしていたところから一歩進めて、や

り取りをしつつ、ただし、まだギャップを感

じながら次の段階進めるべきではないかと考

えています。 

このようにS-8に約5年取り組み、そして、

簡易推計ツールを作ったのです。 

 

●簡易推計ツール 

 S-8 共通シナリオの開発 

先ほど、私は「RECCA の研究成果とか創

生D の研究成果をお使いください」と言いま

したが、その際に注意するべき点が 1つあり

ます。それは入力条件がそれぞれ違うという

ことです。 

例えば、世界全体が 2℃安定化するという
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シナリオを使っていたとしても、日本の東大

環境研究所が JAMSTEC の作ったスーパー

コンピュータで計算したシナリオと、イギリ

スのチームが作ったもの、アメリカが作った

ものは全然違います。世界全体が 2℃の上昇

だとしても、日本は 2.3℃であったり、2.1℃

であったり、さらに大阪府を見るとまた違う

わけです。そのように空間的なバラつきは結

構違ったりします。特に雨の降り方が大きく

違います。 

つまり、我々の研究成果を聞かれて「是非、

使いたい」と思っていただいても、環境省が

計算しているものとは、使っている影響評価

のモデルはほぼ同じでも、入力条件が違いま

す。このように、同じようなモデルを使って

いるのに、結果が大きく違う時には、入力条

件が違うことがあります。 

我々はこれを不確実性として、「入力条件の

幅による影響力の違い」と軽く言いますが、

使う場合は「なぜ、幅が違うとこれほど影響

力が違うのか」と思われるかもしれません。

したがって、それに注意しながら使っていた

だきたいと思います。 

シナリオは、大きく分けて「気候シナリオ」

と「社会経済シナリオ」があります。 

まず、「気候シナリオ」は、例えば、健康に

影響する気温、農業に影響する降水量、日射

量等について、スーパーコンピュータから出

された計算結果を入力します。この計算は結

構な時間を要します。今、世の中には何 10

本も公表されているので、それを全部使って

計算すれば良いのですが、なかなか簡単には

いきません。入力する気候シナリオ自体も数

TB、数十TB になり、日本だけ、京都府だけ、

大阪府だけという形にするには時間がかかり

ます。これを自治体が独自に処理するのは、

ほぼ無理です。予算と人材が豊富にあれば別

ですが、非常に難しいと思います。 

もちろん、フリーで取りに行くことはでき

るので、IPCC から D.D.Centre というデー

タを配信するホームページにアクセスしてい

ただければ使えます。ただし、ダウンロード

しても、次の段階では実際に観測データと合

わないことがあります。例えば、過去から現

在における計算結果が実際と違う場合、我々

はバイアス補正をして調整します。そのよう

ないろいろな処理が必要なので、一般の方が

IPCC のデータをもらってきて使うのは容易

ではありません。 

もちろん、このプロジェクトの中でも容易

ではないので「今回は共通でこの気候シナリ

オを使ってください」というものを準備しま

す。そのように同じ入力条件を使えば、農業

の影響、健康の影響、水資源の影響が比較し

やすくなります。その上で、例えば、ある県

で、健康影響は大きいけれど、水資源の影響

は良い面も悪い面も出てきたということであ

れば、その県はまず健康影響をしっかりと見

るとか、また別の県は農作物の影響が非常に

大きいが、洪水影響はあまりないかも知れな

いということで、不確実性が大きければ、ま

ず農業の影響から考えるということになりま

す。このような比較をするために我々は共通

シナリオを設定し、2 回行いました。 

5 年間の取組で、最初は IPCC の新しい第

5 次評価報告書用のシナリオがまだ出てなか

ったので、最初の共通シナリオ第一版は、第

4 次評価報告書のシナリオを使いました。S-4

でも使いましたが、ここで 4 つのモデル、1

つのシナリオで幅を見たわけです。本日ご紹

介する解析ツールには、これを使った影響評

価の結果が入っています。 
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そして、3 年目が終わった頃、ようやく新

しいシナリオが誰でも入手できるようになっ

たので、S-8 の第二版を準備して、CMIP5が

新しくなったので、シナリオを増やしました。 

もう一つが「社会経済シナリオ」です。こ

れは、例えば、将来人口の増減、土地利用の

変化等を作りました。しかし、影響評価があ

ると、日本は人口が減ると予測されているの

で、熱ストレスによる死亡者数は、現状固定

で将来の気温を上げると増えますが、将来の

人口が減るとすると、全体の比率は増えても、

トータルで死亡する人数は減ります。 

そうすると、一般的なメッセージとして、

将来、温暖化が進んでも、熱ストレスで死亡

する人口は減ると捉えられても変ではないと

いうことで準備しました。しかし、結局は使

わずに、土地利用も、人口も、現状固定にし

ました。これには賛否があると思いますが、

分かりやすくするためにそうしたわけです。 

土地利用も、例えば、洪水の起きやすいと

ころにある資産や人口が他所に出てしまえば

被害は減りますが、そういう様々な組み合わ

せを考えると、無限になって難しくなるので、

今回はそこまでせずに、結局、後ほど説明を

する総合評価で、社会経済シナリオを現状固

定しました。つまり、将来も土地利用や人口

は一定という条件で評価を行っています。 

 S-8 共通シナリオ第一版 

なぜ、気候シナリオを複数使うのか、1 つ

前の第一版の SRES A1B で説明したいと思

います。 

SRES は温室ガス排出のシナリオですが、

A1B、A2、B1、B2等があり、その中のA1B

を使った時に、排出量、いわゆる温室ガスが

排出する CO2 の濃度がどのくらい変わるの

か、SOx がどうなるのか、メタンがどうなる

のかを出しています。モデルの中の式等が少

し違うだけで、東大環境研、JAMSTEC の作

ったモデルのMIROC と、気象研がつくった

モデル、GFDL のような他の国の計算結果と

は、かなり幅が違います。 

気温と降水量についてデータを比較します

と、灰色の部分が他の気候モデルの結果で、

それぞれの結果に違いが見られます。このよ

うに、例えば、将来、A1B のような社会にな

るとすると、その時、日本の温暖化の影響も

予測の結果に幅があることが分かったので、

上と下を取って、1／3 程度の値に収まるよう

なポジションを選んで影響評価をしようとい

うことで 4つ選びました。 

それで、降水量で見てみると、運よく上下

を抑えていますが、実際はこの選び方も相当

難しいのです。降水量と気温だけでなく、日

射量や風速の場合、あるいは、年平均の降水

量ではなく月平均になると、どれが代表値な

のか分かりません。本当は全部計算すれば良

いのですが、そうすると影響評価の計算が莫

大になってしまいます。そこで、S-8 は 4 つ

のモデルを選んでいます。 

このようなことをすることによって、上下

も抑えられるし、様々な分野で温暖化影響・

適応評価を横並びで見ることができます。そ

のような利点があるので、我々はこの共通シ

ナリオを作っています。 

 簡易推計ツールの開発目的 

この簡易推計ツールの目的は、日本全国及

び各都道府県を対象にして、温暖化影響評価

結果を表示するシステムの構築です。推計と

書いてあるので、これを使うと無限にいろい

ろな計算ができると思われるかも知れません

が、実は全くできません。一部、やろうとい

う努力はしましたが、それは元々のデータが
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なければできないということで、後半は諦め

て作らなかったところはあります。 

有するのは、S-8 のプロジェクトで、共通

シナリオ第一版という気候シナリオを用いた

影響評価の結果が格納されているデータです。 

さらに、莫大なデータで、皆さんのパソコ

ンで見ることができない等、使い勝手が悪い

という問題が出たので、それが見られるよう

な表示機能を付けました。 

本当は「影響関数」と言われる観測データ

をいただいて、簡易推計するところも作ろう

と思いましたが、そのようなやり取りもなか

なかできずに諦めました。 

しかし、この簡易推計ツールの当初の目的

は、研究をして論文を書くだけでは、どこで

どのように使えば良いのか、分かりづらいと

思ったので、各研究所、大学の研究成果を 1

つにして提供しようということでした。わざ

わざ私のところに気温のデータを取りに来る

とか、筑波大の先生に熱中症のデータを取り

に行く、農業関係にコメのデータを取りに行

くというのは大変なので、1 つにまとめて、

さらにそれを見やすくしようと思ったわけで

す。 

イメージとしては、ビューワがあって、影

響関数も配分してしまいましたが、実際はい

ろいろな計算を多数行って、先程の気候シナ

リオ以外の計算もできるような仕組みも、一

部考えました。 

もう一つは、例えば、影響評価も 100人以

上で行っていると言いましたが、農業に関し

てはコメとミカンとタンカンの計算くらいし

かありません。そうなると各地域の方々は「自

分の地元の特産品はどうなるのか」と思われ

るかもしれません。それについては、やはり、

計算していただきたいと思います。 

例えば、「うちの特産品は、3 月の気温が分

かればおよその良し悪しが分かる」というよ

うな情報を、恐らく現場の方はお持ちだと思

います。そこで、「夏が暑いと、翌年のスギ花

粉が増える」というような皆さんがご存知の

情報をいただいて、将来の夏の気温を計算し

て、皆さんがお持ちの情報で判断できるよう

なデータを提供しようと考えましたが、そう

いう情報もいただけなかったので、これは断

念しました。 

 簡易推計ツールの概要 

本日は、どのようなものが入っているかと

いうことを紹介しますが、将来的には、恐ら

くこれでは足りないと思います。後ほど橋口

さんが紹介される中には、これ以上の計算結

果が入っていますが、それでも足りない場合

は、地元の農政課へ行って、気温や降水量な

どを訊いて、ここに入っている気温と降水量

のデータを使って自分で簡易推計することも

不可能ではありません。 

使い方は、クリックして自分の県や場所を

選んで、見たい影響指標を選ぶだけですが、

気候シナリオで映像を見ながらモデルを選ぶ

と簡単に図ができるという、そういうものを

当初の 2～3年は作っていました。 

東京都の例を見ますと、現状と将来の違い

を比較できるようにして、その中でどの地域

がどのように影響が出るかを示します。指標

によっては県単位だったり、1km メッシュだ

ったり、いろいろと作って、それらを全部入

れていました。 

ただ、一度公開して配布を始めましたが、

大きな問題が生じました。 

一つは、地図に示すために地図ソフトが必

要ですが、地図ソフトの良いものを買うと 30

～50 万円しますし、毎年、保守費用を払わな
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ければならないので、「それほど高いものは持

てない」「できればフリーが良い」と言われま

した。しかし、フリーで作るのは難しいので、

10 万円で買えるもので作り込みました。 

しかし、それでも問題がありました。1 つ

は、その10万円でも高いという問題であり、

もう 1 つは、使うパソコンやソフトのバージ

ョンの問題です。簡易系ツール自体は小さい

ので簡単に送れますが、インストールして、

使える段階まで行くのが難しいということで

した。テーマ 2 を法政大学の方で使っていた

だくためにお渡ししましたが、結局は、「入れ

たけれど動かないので来てほしい」と言われ

て行かなければならなくなり、ソフトウェア

の販売人のようになって、研究に集中できな

くなりました。 

3 つ目は、埼玉県や長野県のように、すで

に研究所がある県から「こんな面倒なものは

要らない。もと（基）のデータを全部ほしい」

と要望されたことです。基データを自分で処

理して、凡例も付けて、色も付けてパンフレ

ットに使いたいという自治体もあれば、「図だ

けパワーポイントに貼り付けてほしい」とい

う自治体もありました。狙っていたところは、

ちょうど間に入ってうまくいかないというこ

とに、3年ほど経った後に気付きました。 

こちらとしては、自分たちで好きなものを

選んで、指標を見て、画を選んだり、シナリ

オを読んだりしていただきたいと思っていま

したが、どうも皆さんのニーズは、単純に図

だけほしいところがある一方で、もっといろ

いろな情報を重ねることで影響の度合いを見

るとか、今ある自分たちの成果と比べるとこ

ろもあって、二極化していたので、これは断

念することにしました。ただし、お配りもし

ています。 

内容は研究者の研究ターゲットによります

が、水資源では土砂生産量とか、クロロフィ

ル a、防災は洪水被害等、そういう指標がい

ろいろと入っています。 

お配りした資料を見ていただくと、使える

ものと使えないものがあると思いますが、こ

れにプラスして気温、降水量の情報等もあり

ます。ただし、残念ながら、我々のチームか

らはこれ以上はありません。 

 

●共通シナリオ第二版を用いた総合影響

評価 

そして、3 年が経ち、研究成果をまとめた

成功もあるものの、皆さんに使っていただけ

ないという現状から、第 5次評価報告書も出

るので、もう 1 つ作ってみようと考えて、気

候シナリオ第二版を使った総合影響評価を行

いました。 

 新たなシナリオに基づく総合的影響予

測と適応策 

昨年3月に横浜で開催された IPCCの総会

に合わせて、「温暖化が注目されているので、

我々もプロジェクトの研究成果を出そう」と

いうことになり、「地球温暖化『日本への影響』」

の記者発表を行いました。この発表は、現在、

集計ミスなどを差し替えた新しいバージョン

を環境研のホームページに掲載していますの

で、自由にダウンロードしていただければと

思います。 

 総合影響評価の目的 

入力条件となる気候シナリオが変わったの

で、新しいデータを使って、前述の共通シナ

リオ第一版の研究成果をさらに進めたのが総

合影響評価です。 

その中に、将来の温暖化のシナリオの頭文

字を取ったRCP(放射強制力のシナリオ)があ
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りますが、これは数字が大きいほど温暖化が

進むことを表します。RCP 2.6 は世界全体で

産業革命以前から気温上昇が 2℃程度で留ま

るケースで、RCP 8.5 は現状以上の対策をし

ないと温暖化がますます進行してしまうケー

ス、RCP 4.5 はその中間くらいになります。 

よく新聞に「IPCC では将来の気温が 4.8℃

上昇すると言っている」と出ますが、あれは

RCP8.5 の確信度の高いところの一番上を取

ると 4.8℃上昇するということであり、将来、

何℃になるかは、我々が温室効果ガスをどの

くらい削減できるかよって変わります。 

したがって、我々はシナリオをいくつも準

備します。必ずしもRCP8.5 を使わなければ

ならないわけではありませんが、そうかとい

ってRCP2.6だけで良いわけでもありません。

うまくいけば気温が上昇せずに済むかも知れ

ませんし、うまくいかずに気温が上がるかも

しれません。あるいは、その中間で済むかも

知れません。それが分からないので、その時

の影響をしっかりと把握して、対策、いわゆ

る適応策を作るために、我々はRCP2.6、4.5、

8.5 の 3 つを使いました。 

さらに、世界の気温上昇がほぼ同じでも、

気候のモデルによって日本の気温や降水量の

変化は違うので、4 つの気候モデルを使いま

した。その中のMIROC5とMRI-CGCM3.0

が日本のモデルで、これにアメリカとイギリ

スのモデルを入れて影響評価を行いました。 

3 つのシナリオは、そもそも全体的にどの

ように気温が上がるのかということを示しま

すが、全球平均気温が同じでも、その中で日

本の気温上昇がどのように違うのかを見たい

ために、4 つの気候モデルを使ったというこ

とです。 

対象とする期間は、基準期間が 1981～

2000 年で、21 世紀半ば(2031～2050 年)と

21世紀末(2081～2100年) を将来期間として

います。 

この段階で、簡易推計ツールの開発を止め

て、各県には成果を切り出して提供するよう

になりました。 

 総合影響評価の影響指標 

ここで S-8 の目的に戻りますと、S-4 では

影響評価を行いましたが、S-8 では適応の効

果を定期的に測りたいと考えて、いかにモデ

ルに組み込むかということを考えてきました。 

その結果、いろいろな指標で影響評価がで

きるようになりましたが、残念ながら、適応

効果が定量的にできたのは、限られた範囲に

留まっています。例えば、ウンシュウミカン

の産地が気候変動で適地でなくなった場合、

タンカンに替えることが1つの適応策になり

得ると考えていますが、そのような情報が示

されています。 

 S-8共通シナリオ第二版 ～残り 2モデ

ルの選択 

前述のように、共通シナリオ第二版は 4 つ

のモデルを使い、そのうち日本は 2つ決まっ

ていますが、なぜ日本のモデルを 2つ使うか

というと、100km、300km メッシュの気候

シナリオを、より高解像度にダウンスケーリ

ングするとどうなるかという研究が進んでい

るからです。 

気候モデルの研究者が、S-8 以外でも研究

していて、同じ親モデル、いわゆる全球、全

世界を対象としたモデルを使うと、一貫性が

あって比べやすいので、日本のモデルを取り

込んだわけです 

少し専門的になりますが、IPCCではGCM

という全球の気候モデルの評価をしています。

どのモデルが良いかというのも、見る指標に
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よって変わるので難しいのですが、その中で

も再現性の高いモデルをまず抽出し、そこか

ら 2つ選んでいます。 

選んだ結果を見ますと、気温の上昇幅をお

よそ掴んでいるのが分かります。例えば、全

球で気温が 2℃上昇しその後安定化した場合

と、そのまま温暖化が進んだ場合では、日本

にどのような影響が出るのか、それについて

は、世界の研究成果の上と下と真ん中くらい

を押さえておけば、影響の幅も捉えられるだ

ろうと判断して選びました。 

今回はアメリカの GFDL というモデルが

一番高くなり、気象研のモデルが一番低くな

りましたが、このような幅があるので、将来、

温暖化が進んだとしても、その結果として生

じる日本の気候の変化、さらにはそれから生

じる影響には幅があることをご理解いただけ

ればと思います。 

次は降水量です。降水量の変化はバラつき

が大きくて、気候のシナリオの中でも、雨の

再現は非常に難しいそうです。我々が選んだ

のは 21 世紀末で、振れ幅をほぼ捉えている

と思います。21 世紀半ばは、違うGCM の結

果を使うと、また違う影響の結果が出てくる

ことがわかります。 

しかし、これを全部算出するわけにはいか

ないので、今回、我々がどのような経路の気

候シナリオを使っているかを、知っていただ

ければと思います。 

もし、21 世紀半ばの 2050年辺りを目標と

して、降水に関係する影響と、それに対する

適応策を検討する時は、我々の影響評価だけ

では、もしかすると、下に振れた部分を捉え

切れないこともあるわけです。 

このような気候シナリオを使って、昨年 3

月 17 日に影響評価も行って、研究成果を整

理しました。 

 気候シナリオ例 

気候シナリオで、日本の平均値を取りまし

たが、残念ながら、新聞には気温上昇が何℃

上がったという数字が出てしまいました。計

算も少し間違っていて、4.8℃が全球の一番上

で、日本は 6℃くらい上がるということでし

た。全球の平均も、気温の上がりやすいとこ

ろと、そうではないところがあるので幅は出

ますが、それを我々は否定したわけではなく、

IPCC が配っているデータを処理して、日本

だけを切りぬいて、平均して数字を出すとそ

のようになるというだけのことであって、日

本の気温が上がるとか、雨が降るとか、増え

るとか、減るとかというのは、スーパーコン

ピュータの気候モデルで計算したものです。 

我々はそのような入力条件を使って、ブナ

林の分布適域はどうなるのか、洪水は増える

のか、減るのかというところを解析したかっ

たわけです。しかし、「気温が何℃上がるか」

という方が、インパクトがあるので、その部

分がよく使われます。ただ、それは単なる入

力条件であり、見ていただくと、4 つの気候

モデルで幅があるのが分かります。 

21 世の中頃と 21 世末を比べると、温暖化

が大きく進むケースと進まないケースはあま

り変わりません。よく言われるように、この

20～30 年は、温室ガスの削減ができるかどう

かに関係なく、あまり変わらないということ

です。しかし、21世紀後半は大きく変化しま

す。全体が安定化するのか、上がり続けるの

かによって変わりますが、それは日本も同じ

です。したがって、現状の対策から追加的に

何もしないで温室ガスを出し続ける RCP8.5

にシナリオの場合、大きく気温が上昇してい

くことがわかります。 
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年降水量に関しては、現状 1.0 とすると、

増える傾向にありますが、大きな差があるわ

けではありません。それから、海面上昇のデ

ータも入力して影響を評価しました。 

 指標別影響評価例 

影響評価は、RCP8.5 を赤色で示していま

すので、赤だけを見ると、将来、緩和策、つ

まり温室ガスを削減する努力をあまりしない

場合はどのような影響が出るかが分かります。

青は世界全体で緩和策がうまくいって、2℃

程度の気温上昇で留まった場合に、どのよう

に影響が生じるのかが分かるようになってい

ます。 

空白は影響評価を行っていないところで、

前半が空白のグラフは 21 世末だけを評価し

たということです。したがって、シラビソと

ブナは 21世紀末の評価しかありません。 

一方、コメの灰色の部分は適応策を行った

場合の数値で、色が付いているのは、適応策

をしないで現状のままの場合です。 

面白いのはコメの収量で、21 世紀の中頃は、

どのような緩和策をしてもあまり差がなく、

良い時もあれば、悪い時もあるという幅が出

ています。適応策を講じると、少し増えるの

ではないかと予測されています。しかし、温

暖化が大きく進んだ場合は、収量が非常に下

がります。適応策を講じても、全部がプラス

になるほどではないことが分かりました。 

このようなことを定量的に出すことができ

ました。 

昨年、東京でデング熱の発症例が出て、媒

介するヒトスジシマカが話題になりました。

そもそも、デング熱は日本ではかからないと

言われていましたが、一昨年、ドイツの女性

が日本に旅行に来て、ドイツに帰国後、デン

グ熱を発症しました。そこで、日本で罹患し

たのではないかということになり、調べたと

ころ、日本で罹っていたことが分かりました。

それで大騒ぎになりましたが、それまで何十

年もそのような例がなかったので、稀なケー

スとされて、「なぜ罹ったのか」と言われるく

らいでした。 

昨年、代々木公園から始まったデング熱の

騒ぎについては、そもそも平均気温 11℃のと

ころにヒトスジシマカはいるわけですが、そ

れなのに、なぜ近畿の人はデング熱を気にし

なかったのかというと、デング熱にかかった

人がそこにいなかったために、蚊が媒介しな

かっただけなのです。 

そういう意味で、今回の東京の件では分か

ったのは、実はデング熱にかかった人が世の

中にいるということです。デング熱自体は夏

カゼが酷くなったような症状で、簡単に命を

失うようなものではないため、罹っていても

それがデング熱だと気付かなかったのではな

いかというのが今の見解だと思います。 

つまり、今やヒトスジシマカはどこにでも

いて、デング熱には何時でも罹る可能性があ

るということです。 

ヒトスジシマカの分布図を見ると、唯一守

られていた東北も 2009 年頃には青森まで広

がって定着しており、将来的にRCP8.5 のシ

ナリオで温暖化が非常に進むと、北海道も含

めて日本全国どこでもデング熱に罹り得るよ

うな評価になっています。 

コメへの影響については、量だけを考える

と温暖化によって収量は増えます。それは寒

くて作れなかったところでコメが作れるよう

になるとか、CO2の濃度が上がることによっ

て収量が増えるという効果が考えられるため

で、日本全体を平均すると増えるようです。 

しかし、それは食味が悪いとか、白未熟粒
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のようにひび割れしたり、白くなったりする

もの含めて増えるということであり、コメを

作っている農家にとってはそういうコメは問

題外です。そこで、品質を重視して美味しい

コメだけを計算しました。例えば、今の品種

を今のタイミングで 2100 年まで植え付ける

とすると、収量が現状の半分になるところと、

半分以下にはならないが減るところが一気に

増えます。数％減るだけでも収入が変わりま

すから、半分に減るというのは大問題です。

これではダメだということになります。 

そこで、今、九州でも品種を替えて、暑く

ても美味しく育つコメを作ろうとしています。

この適応策は、植え付け日を一番良いタイミ

ングに変更するという試みです。これはまる

で預言者のように、いくつかのケースで計算

して最も良い時期を選ぶという方法で、「今年

の夏は何℃くらいになるか」ということを知

った状態で、植え付け日を決めるわけです。 

しかし、そのような神がかった計算をした

としても、今の品種で同じ場所に植えた場合

は、やはり収量が減るところは残ります。す

なわち、植え付け日を替えるだけでは、適応

策としては充分ではないということです。 

もちろん、これはRCP8.5という温暖化が

非常に進むケースなので、それほど進まなか

った場合は、もっと影響は小さくなります。

しかし、温暖化が大きく進んだ場合、21世紀

末には収量が半減するところも一部残ります

し、半減まではいかなくても収量の減るとこ

ろが西日本に残るので、品種を変えるとか、

さらには稲作を他の作物に変えるということ

を考えなければなりません。 

ただ、このプロジェクトの研究成果によっ

て、いつ頃、どの程度の変化があるかという

ことが分かるので、準備を始める判断材料に

使っていただけます。これが自治体への一番

のメッセージであり、研究成果のまとめとな

ります。 

 指標別・地域別の影響の違いを整理 

報告書では、現状の気候のバラつきに対し

て、100km、200km、300km の範囲で入力

条件となる気候シナリオを重ねて、100km の

中で現状 2倍であれば、全体のバラつきを固

定したまま 2 倍にするような形で、100km の

中で濃淡を付けました。実際は、全体として

2 倍だとしても、もっとバラつきが大きくな

ることがあり得ますが、そこまでは我々の方

でできなかったので、大まかにバラつきを

1km ほどで出してみました。 

ただ、そのような形で県別に出して良いの

かどうか、悩みました。そもそもこの情報を

地図で出して、その地図が拡大されて、例え

ば「ドーンセンターは将来どうなるのか」と

問われても、そこまでは計算できていません。

大阪府全体ではどうか、大阪市ではどうかと

いうと、空間的な広がりによるので、大阪市

では微妙になります。そういうものは、本当

はもっと細かな領域のモデルを使って行うべ

きなのです。 

しかし、それは費用も時間もかかるし、計

算回数もかかってなかなかできないので、今

回は、前述の日本のモデル 2 つとアメリカ、

イギリスのモデルの4つの気候シナリオを使

って、4 つのシナリオですべて影響が悪い方

に出た場合は赤、良い影響も出れば悪い影響

も出る、つまり、現状の被害よりも減るケー

スも増えるケースもある場合は不確実性があ

るので黄色、全部良くなる場合は青に色分け

して判別しました。 

これについても、「もっと中身の値を教えて

ほしい」という要望があるので、熱ストレス
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死亡者リスクについて、2 倍以上悪くなる場

合は赤、2 倍まで行かない場合はピンクとい

うように、悪くなる程度も分けてみました。

ただし、2 倍以上とした場合、それが実際は

5 倍なのか 200 倍なのかというところまでは

出していません。 

そのような形で、47都道府県ごとに番号を

付けて、それぞれの影響と適応策の有無を整

理しました。適応した場合としない場合を比

べられるようにしており、橙色は特殊な例と

して報告書の方に読み取り方を書いています。 

このようにすると、自分の県を縦に見て「ど

こが悪化するのか」を判断したり、他の県も

眺めながら「この地域は青が多いので、良い

傾向が出るのではないか」というように見て

いただければと思います。 

全国を対象に影響評価を行う利点としては、

国にとっては「どの地域が脆弱なのか」「どの

地域が得するのか」ということが分かるよう

になりますが、実際に現場で適応策をする場

合は、自分の県や市はどうなるのかというこ

とになります。そういう意味では、中のデー

タを見ていただいて、幅を見ながら、適応策

のための参考に使っていただけるのではない

かと思っています。 

 日本における影響 

私はS-4のプロジェクトからこれに参加し

て 10 年経ちましたが、最初の頃、温暖化の

影響は先進国の問題ではなく、そもそも社会

が脆弱な途上国の問題だと思っていました。

そのため、アジアなどにもっと注力するべき

ではないかと思っていて、S-4 の中でも最初

はアジアと日本と書いていましたが、日本を

検討してみると影響が出たわけです。これは

ニューヨークもロンドンも同じでした。先進

国の都市においても、気候変動は 1つの大き

なタスクであり、取り組むべき課題であると

考えられたわけです。 

そのように、先進国も適応策を考えるべき

だということになり、日本においてもこの 10

年間、いろいろと検討してきました。いろい

ろな分野に影響が生じるので、それに対して

適応策を講じるということです。もちろん適

応策を講じればすべてうまくいくというわけ

ではなく、やはり世界全体で緩和策を行って、

気候変動がある程度で留まれば、それに対し

て我々も充分な適応策ができるのではないか

と思っています。 

 

●まとめ 

まとめに入りたいと思います。 

 適応策とは？ 

そもそも適応策は、悪影響を何とかゼロに

しようという対処療法的な取組だと言われて

きました。しかし、実際は、IPCC のAR5 で

はそのような言い方ではなく、明るい未来を

つくるために取り組むとされています。それ

に取り組むことで、より良い社会にしていこ

うというメッセージになっています。 

私も 5～6 年前に研究論文を書いた時は、

ネガティブインパクトとして、「悪影響がこの

ようになります」「このようにすれば良くなり

ます」と書きましたが、今は、良い影響も悪

い影響もあるので、温暖化による良い影響が

あればそれをより進めて、悪い影響はそれを

回避することで、より良い社会をつくろうと

いう流れになっています。 

後ほど、国の進捗状況などを橋口さんから

ご紹介いただくと思いますが、どのような適

応策をすれば良いのか等、研究に関してもま

だ始まったばかりです。 

 適応策の事例 
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適応策とは、何か新しいことをしようとい

うことではありません。ただ、今まで皆さん

が行ってきたことと違うのは、例えば、海岸

沿いの地域で、高潮を防ぐために堤防をつく

る場合の想定です。 

我々は輸送の利便性等、いろいろなメリッ

トから、沿岸を埋め立てたり、堤防をつくっ

たりして、その内側に道路をつくり、工場を

建て、人々が住むようになりました。アジア

全体でも、沿岸域に住む人は結構多いのです。 

問題は温暖化によって海面が上昇すること

であり、この部分が今までとは違うのです。

今までは台風が来ても堤防のおかげで高潮の

被害がなかったのに、海面上昇の影響で海水

が堤防を越えてしまい、内側の建物に床上浸

水等の被害が起きてしまうことが考えられま

す。これが問題なのです。 

したがって、堤防の嵩上げをすることにな

りますが、堤防をつくること自体は、今まで

の経験もありますし、つくり方も分かってい

るので、何ら新しいことではありません。た

だ、基準を変えなければなりません。これ以

上海面が上がると嵩上げしなければならない

ことは分かっていても、資金の問題もあるの

でいくらでも高くするわけにはいきません。

しかし、今まで我々が堤防をつくる際の基準

としてきた、国土交通省が 200 年に 1回降る

と200ミリのという想定が変わってしまうか

もしれないのです。200年に1回降る量が400

ミリになるかも知れないし、200 ミリ降るの

が 50年に 1回、もしくは、20年に 1 回にな

るかも知れません。そうすると、今までの防

護レベルを超えるような被害が想定されます。 

「では、どうすればいいのか」というのが

適応策になりますが、適応策自体で考えるこ

とは、水資源における水利用の高効率化等、

皆さんが日頃取り組まれていることです。渇

水が起きるところでは節水をする、無駄な水

を使わない、そして、緩和策でも言われるよ

うにエネルギーも使わないということです。

しかし、今考えている風力の利用も、もっと

強く吹くようになってしまったら、どうすれ

ば良いのかということになります。 

先ほど、コメについて説明しましたが、も

し、今考えているよりも暑い日が増えて、高

温状態が増えた場合、「今の品種で耐えられる

のか」「耐えられないのであればいつ頃違う品

種を作れば良いのか」ということを考えるの

が適応策であり、適応策自体はすべて新しい

ことをしなければならないということはあり

ません。 

 海外の適応への取組例（テムズ防潮堤） 

海外の事例を紹介します。 

1 つは、テムズ川の防潮堤です。適応の例

としてよく紹介されますので、覚えておいて

いただければと思います。ロンドンに旅行さ

れた時は、夏の間だけ見ることができます。

ロンドンブリッジ辺りまでが観光フェリーの

メインですが、そこから少し下流へ行くと見

られるので、一度行かれてはどうでしょうか。 

水は間を抜けて下流へ流れますが、そこま

で水が溢れることを示しています。 

この防潮堤が適応策の事例として出される

のは、1000 年に 1 回の高潮に対するレベル

でつくられているからです。これは壮大な計

画です。 

ところが、今、海面の上昇によって 1000

年に1回の防護レベルが100年に1回に下が

ってしまうと言われており、状況が変わって

しまいました。1000 年に 1 回だから大丈夫

だと思っていたものが、100 年に 1 回になっ

てしまうと、防護レベルをもっと上げなけれ
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ばなりません。 

そこで、温暖化に対応して、彼らは海面が

4m 上がるケースを考えました。考えている

だけで、何かをつくったわけではありません

が、これがとても重要です。そもそも、IPCC

の海面上昇は2100年で60cm～80cmとされ

ており、1m に満たないレベルです。したが

って、4m を考える必要はないかも知れませ

ん。しかし、それは科学の知見であって、絶

対にその高さに達しないとは言い切れないと

考えて、彼らは 4m の上昇まで準備をするこ

とを考えたのです。 

賢いのは、すぐに今の防潮堤を壊して、も

っと大きいものをつくろうとするのではなく、

海面上昇の速度を見ながら、あるところまで

は現状施設で対応し、それを超えると嵩上げ

しようと考えたところです。さらに、2 番目

の閾値を超えたら、新しい水門をつくる準備

を始めることとして、その間は何とか今ある

ものを無理にでも上げて、何とか対処しよう

と考えています。既存のシステムを改良する、

貯留地を新しくつくる、水門をつくる等の取

組を段階的に行い計画をつくったのです。こ

れが非常に賢いと思います。 

すぐに新しいものをつくろうとすると、合

意形成や費用の問題等、難しい課題をクリア

しなければなりません。また、4m という上

昇の数値も、先ほど「幅」の説明をしたよう

に、もしかすると気温の上昇は 2℃かも知れ

ないし、4℃かも知れないし、6℃かも知れま

せん。それに対して、このような段階的な準

備をしていると、焦らずに「次はどのような

手を打てば良いのか」と考えられるわけです。 

重要なのはモニタリングであり、そこをし

っかりと測らなければなりません。海面がど

のくらいの速度で上昇しているのかを把握し

て、ある程度上がった時には新しいものをつ

くるということを決定して、そこから時間を

掛けてつくれば良いということです。 

つまり、海面上昇のスピードが想定よりも

速ければ、インフラの整備は時間がかかるの

で、計画を前倒ししなければなりません。そ

ういうこともしっかりとモニタリングして判

断します。そうしなければ、過剰投資になる

かも知れませんし、逆に手遅れになるかも知

れません。 

このように、しっかりとモニタリングしな

がら計画を実行するということも、このテム

ズ川の計画には書かれています。これは非常

に有効、かつ、お金もかけずに準備をすると

いう方法であり、適応策になるポイントでは

ないかと思います。 

 海外の適応への取組例 

（コペンハーゲン市） 

次は、コペンハーゲン市の例です。コペン

ハーゲン市は 2010 年、2011 年に大変な雨が

降り、800 億円くらいの被害が出ましたが、

彼らはそれを逆手にとって、「気候変動に強い

まち」を宣言して、取り組みを始めました。 

日本でも洪水被害があると、ポンプ付ける

とか、堤防を嵩上げするとか、いろいろと対

策をとりますが、彼らは同じようなことをし

ながら、浸水と熱波による被害、都市という

ことで健康への影響を考えて、リスクをマネ

ジメントしながらインフラを更新していこう

という取組方をしています。これによって、

新規の雇用も増えますし、さらに「我々は適

応策に取り組んでいる」と示すことによって、

世界のリーダーであることを宣言しようと考

えたようです。 

もちろん、「どのような方法が安くできるの

か」とか「緑化を進めて何とかできないか」
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等と考えて取り組むのは、日本の自治体でも

行われている話だと思います。 

例えば、費用を作り出すために、市役所は

課税しようとしますが、それには反発が起き

ます。しかし、それによって、街の価値が上

がります。気候変動があっても被害に強い、

被害が及ばない都市としての魅力が発信され

ると、人も集まるし、会社も来るし、雇用も

生まれます。それを説明して、理解してもら

えるように説得する、住民参加型の取組を行

う等、いろいろと行います。 

また、防災に関しても、インフラに大きく

投資をするのか、危ないところから人を撤退

させるのか等、いろいろな方法があります。

そのようなことも考えながら、「いくら投資す

ればどれくらいの便益がある」という試算も

しつつ、住民も一緒に考えるということです。 

さらに、欧州開発銀行から温暖化対策とし

て融資も取り付けながら、コペンハーゲン市

は適応策を機に、住みやすい街につくりかえ

るという報告もされています。 

 政府の取組 

政府の取組については、後ほど、環境省の

橋口さんからご紹介いただきますが、「適応」

という言葉が初めて計画に入ったのが第4次

環境基本計画で、ようやく今年の夏に答申と

いう形で国の適応計画が出るのではないかと

期待しているおり、今、その準備をしている

ところです。 

すでにご講演いただいた埼玉県や長野県の

自治体の取組は、しっかりとモニタリングを

するために、モニタリングネットワークを構

築するということで、昨年、発足しています。 

あとは個別に行われていますが、S-8 の研

究成果を報告したことによって、この研究成

果を使いたいという自治体から、私の方にコ

ンタクトがあります。 

 まとめ 

まとめますと、温暖化の影響は、皆さんも

実感していただけるかも知れませんが、世界

的に見てもすでに現れていることが大きな問

題と言えます。それがさらなる温暖化の進行

によって、より悪化していくだろうと考えら

れています。 

今までは温暖化が起きると、「世界の渇水人

口が何億人」「何十億人」「高潮の被害は何千

万人」という数字が出るだけでしたが、そう

ではなくて、「どこがどの程度危ないので、ど

のように対処するか」というリスクマネジメ

ントの観点を、しっかりと入れて取り組むべ

きだということです。 

一方で、適応策は、2001～2003 年頃には、

あまり打ち出さないようにされていました。

「適応策ができるのであれば、緩和はしなく

てもいいのではないか」という論調になって

しまうので、COP の場などでは「適応は置い

ておいて、まずは緩和」「CO2 を○○％削減

しよう」という主張が繰り返されてきました。 

しかし、今はそうではなくて、緩和はしっ

かりと頑張るけれども、適応も同時に行うと

いう両輪の発想になっていると思います。緩

和をするまちが適応しなくても良いとか、適

応するまちは緩和をしなくても良いというわ

けではないので、自治体としては、どちらも

うまく組み込んでいくことが、重要ではない

かと思います。 

繰り返しますが、適応策とは、もちろん新

しい技術も必要ですが、すべてが新しい技術

ということではなく、既存の施策をうまく使

うことで有効にできます。あとは将来の気候

変動をうまく取り込むことです。そしてモニ

タリングが重要です。「危ない」と言っても、
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それがどのように変化するのかをしっかりと

捉えなければ、施策を実行するタイミングも

分からなくなってしまいます。 

そして、できれば、「適応策」という言葉が

5 年後、10 年後にはなくなるくらいであって

ほしいと思います。 

ニューヨークでは、ある時に温暖化の影響

をしっかりと評価しており、今のニューヨー

クのプランには、クライメイトチェンジはい

くつかの項目の中に1つ入っているだけです。

エネルギー、廃棄物、渇水等、いろいろとあ

る中で、気候変動も重要な視点だという形で

す。これが非常に良いと思います。 

気候変動だけ、適応策だけ取り組むのでは

なく、例えば「いかに特産品を売るのか」「産

業を活性化させるのか」という中に、「気候が

変動した時に、そういうものが悪影響を与え

ないように発展できるのか」という考えがあ

ることが重要だと思っています。 

第 2 作業部会のクリスフィールドさんは

「気候変動に立ち向かうことは何かを失うわ

けではない。問題を解決することで明るい未

来を築くことが可能」というメッセージを出

しています。特に「問題を解決することで明

るい未来を築く」ということが適応策です。 

つまり、いろいろなことを考え、想像し、

もちろん、既存施策だけではなく、新しい品

種をつくる等、違う施策をしなければならな

いこともあると思いますが、そのようなこと

を考えることで、より明るい未来を創ること

ができるのではないかということを伝えられ

ていたと思いますので、ここに加えさせてい

ただきました。 

ご清聴、ありがとうございました。 

 

司会： ありがとうございました。 

ご質問があれば、挙手をお願いします。 

 

 簡易推計ツールとダウンスケーラにつ

いて 

Ｑ（兵庫県）： 兵庫県の温暖化対策課の遠

藤です。貴重なご講演をありがとうございま

した。 

我々もインジュリーサーチの成果を活用で

きないかと考えて、今後、検討していきたい

と思っていますが、その中で P5 の簡易推計

ツールの部分と温暖化ダウンスケーラについ

て、自治体で活用されている例があるという

話がありました。簡易推計ツールとダウンス

ケーラの特徴の違い、使い分けの例があれば

教えていただきたいと思います。 

 

肱岡： 簡易推計ツールは、共通の気候シナ

リオを使っていろいろな影響のモデルを通し

て結果を出したもので、それ自体は計算され

た結果だけが入っており、皆さんは結果を見

ることになります。 

ダウンスケーラは、簡易推計ツールとは別

物で、筑波大学の日下先生のチームが開発さ

れていますが、さらに一歩進んで、「土地利用

を変えると、気温がどのように変わるのか」

という気候の変化を、特定のまちに限定する

くらい狭い領域でも計算できるようになって

います。例えば、「自分のまちはもう少し公園

を増やすと気温が下がるのか」という結果を

見たい時は、このダウンスケーラが非常に有

効です。これは誰でも、場所を選んでボタン

を押す程度のレベルで使えるものです。 

したがって、影響評価をそれに付けてしま

うと、そこから選んだものが新しくできて、

さらに計算するのは煩雑なので別々に作って

いましたが、気候の変化をより詳細に見たい
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場合はダウンスケーラを使い、今、どこに影

響があるかを確認したい場合は、簡易推計ツ

ールの結果や、総合影響評価で出されるもの

を見ていただければ、例えば兵庫県では、将

来、西の方で気温が上がるとか、雨が増える

というようなことが分かると思います。 

もちろん、どちらも無償で使えますし、講

習会も行われましたが、連絡していただけれ

ばダウンスケーラも教えていただけます。た

だ、我々は図だけをお配りしているので、ど

のパソコンでも開くと思いますが、ダウンス

ケーラはあまり古いパソコンでは開かないか

も知れません。ハードディスクを送って、入

れていただいて、戻して動かすような性質だ

と思います。私もインストールできずに挫折

しましたが、日下先生のチームも何度もやり

取りしながらそういうものを克服し、さらに

マニュアルも準備されたので、今は使える状

況になっていると思います。 

ただ、簡易推計ツールはパッケージになっ

ているので配れますが、実は今年の 3月で終

了するので、その後に出てきたものをどうす

るかという問題もあり、皆さんに使っていた

だけないのも残念なところです。この報告書

に載っている内容に関しては、複数のケース

で計算していますが、RCP8.5 という非常に

温暖化の進むケースで、かつ、東大、環境研

(NIES)、JAMSTEC が計算した MIROC と

いう気候シナリオに関しては、図も作り、ホ

ームページからダウンロードして、どこの県

の方でも使えるようにしたいと思っています。 

ただ、それでは複数のシナリオではできま

せんので、Shapefile で作られた JS のデータ

が必要な場合もあるかと思います。それにつ

いては、直接、環境研や私の方に連絡して申

請書を出していただいて、それでデータの提

供ができるように、昨年のプロジェクト全体

の会合の時に提案しており、ある程度了承し

ていただいたと思っていますので、今、申請

書を作成中です。 

また、いろいろな研究所の方が参加してい

て、コメは農環研、ミカンは果樹研というよ

うに1つの指標を1つの研究所が担当してお

り、許可を取るのも大変なので、それを一元

化したいと考えています。イメージとしては、

まず申請していただいて、データを提供し、

それを使って事前にどのような資料を作るの

かを確認させていただいて、関係者で「この

使い方で構わないかどうか」を判断するとい

う形で進めたいと思っています。 

なぜ、このようなことをするのかというと、

モデルには自信がありますが、1 つのメッシ

ュで、例えば、大阪が全部赤で表示されてい

るのに、一部の地域だけが青で表示された場

合、入力している気候シナリオに問題がある

のか、影響評価に問題があるのか、本当は全

部チェックすべきです。しかし、研究者は、

研究のモデルを作るところまでは自信を持っ

て行いますが、計算した結果を全国で確認す

るには相当な時間を要しますので、何年も後

にならなければ渡すことができないことにな

ります。 

したがって、今作っている報告書のレベル

で構わないのであれば提供しますので、見て

いただいて、それを使って自分たちで資料を

作成していただいて、それを我々に見せてい

ただければ、こちらで中身を確認します。そ

して、専門家は「この地域はミカンが減る」

というような影響が分かっているので、そこ

を確認した上で公表します。そうすると、我々

の知らないところで勝手に出して、「それは

間違っている」と言われることもないし、皆
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さんも今あるものをすぐに使えます。そうい

うことができるように検討しているところで、

今は申請書の確認を準備している次第です。 

 

司会： ありがとうございました。ここで一

旦締めさせていただいて、後ほど、質問の機 

会を設けていますので、その際にまた質問を

お願いできればと思います。

 

■講演２ 

「環境省による取組支援策の状況について」 

環境省地球環境局 総務課研究調査室 

地球温暖化影響予測係 橋口 祥治 氏 

司会： 続きまして、講演 2 としまして、環

境省地球環境局 総務課研究調査室 地球温暖

化影響予測係 橋口様より、「環境省による取

組支援策の状況について」と題してご講演い

ただきます。 

橋口様、よろしくお願いいたします。 

 

講 演 ――――――――――――――― 

皆さんこんにちは。環境省地球環境局研究

調査室の橋口です。本日は「環境省による取

組支援策の状況について」という題で発表さ

せていただきます。 

本日の内容は、気候変動の観測事実や、そ

の気候変動によってすでに起こりつつある影

響に関する現状、それから気候変動の将来予

測や予測される気候変動によってどのような

影響が起きるのか等、適応を考える上で必要

となる現状把握と将来予測について話をさせ

ていただき、最後に気候変動への適応の取組

として、環境省がどのようなことを行ってい

るのか、どのようなことを考えているのかと

いう内容で話をさせていただきます。 

 

●気候変動の観測事実 

 気温の変動 

まず、気候変動の観測事実として、気象庁

の観測結果から気温について説明します。

2013 年の気候変動監視レポートに載ってい

るデータで、年平均気温偏差を表したもので

すが、年による変動は大きいものの、長期的

に見ると明らかに上昇傾向が見られます。

100 年で 1.14℃の上昇と解説されています。

IPCC の第 5 次評価報告書では、世界全体で

100年に0.85℃気温が上昇していると報告さ

れていますが、それより若干高い上昇傾向に

あるということです。 

特に、日最高気温が 35℃以上の猛暑日につ

いては 1930 年頃からのデータを見ますと、

明らかに上昇傾向が見られます。こちらは都

市化の影響が比較的少ないと見られる気象庁

の15観測地点のデータを使っていますので、

ヒートアイランド等の影響は少ないと思われ

ます。そのようなところでも猛暑日の日数が

増えているので、ヒートアイランドの影響の

あるところでは、さらに増加傾向が見られる

と考えられます。 

 降水の変動 

降水についても変化が現れています。短い

時間に大量の雨が降る、1 時間降水量 50ミリ

以上の短時間強雨の観測回数を、アメダスの
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観測地点で解析した結果、こちらも増加傾向

が明瞭に現れています。 

ただし、こちらは 1970 年代後半からのグ

ラフになっています。短時間強雨発生回数は、

年ごとの変動がかなり大きく、それに対して、

アメダスの観測が 1970 年後半から運用され

て観測期間が短いので、変化傾向を確実に捉

えるためには、今後、さらにデータを蓄積し

ていく必要があります。 

年間の降水量を見ると、年によって降った

り、降らなかったりという変動が大きく、観

測開始以降も変動幅の大きい状態が続いてい

ます。特に 1970 年代以降は、降水量の年ご

との変動が大きくなっていると言えます。こ

れは雨が降る年はたくさん降るし、降らない

年には極端に降らないために変動幅が大きく

なっているということです。 

以上が、気候変動の観測に見る事実です。 

 

●既に起こりつつある地球温暖化の影響 

次は、このように気温が上昇したり、短時

間に大雨が降ったりすることが、どのような

影響を及ぼしているかということについて説

明します。 

例えば、コメについては、温暖化によって

稲が白濁してしまうなどの品質の低下が最近

報告されています。果樹では、ミカンが成熟

後に高温や多雨によって皮が浮いてしまうと

いう品質低下の報告があります。トマトも、

高温によって着色不良が起こり、赤みが弱く

なってしまいます。このように、コメや果樹

については、品質の低下が報告されています。 

また、短時間強雨の観測回数の増加によっ

て、洪水や土砂災害が発生するという報告も

増えているようです。すべてが気候変動の影

響とは言えませんが、一因と考えることはで

きます。 

猛暑日の日数も増えていますが、2013 年の

夏に、高知県四万十市において 41℃という観

測史上最高気温を記録しています。このよう

に非常な高温が夏場に観測され、それによっ

て熱中症が増えています。2013 年はかなり猛

暑でしたが、20 都市・地区で計 15,185 人の

熱中症患者が救急車で病院に運ばれたという

報告もあります。 

また、日降水量 200ミリ以上の大雨の発生

日数は、1900 年～1930 年平均では年間 3.5

日でしたが、1978 年～2007 年平均では年間

5.1 日に増えています。 

先ほど、肱岡先生からも紹介がありました

が、昨年、東京の代々木公園でデング熱が発

生し、一躍話題になったヒトスジシマカも、

徐々に北上していると報告されています。 

生態系分野では、日本各地で南方系魚類の

種類や数が増加しています。例えば、熱帯で

見かけるチョウチョウウオが、冬の東京湾で

も確認されています。また、沖縄、奄美辺り

では、サンゴが白化しています。サンゴは高

温になると白化して死滅してしまうのです。

そういうことが報告されています。 

また、ニホンジカの生息域が拡大し、農林

産物や高山植物等の食害が発生しています。

こちらは全部が気候変動の影響ではなく、農

山村の過疎化や狩猟人口の減少が大きな要因

ですが、そこに加えて積雪の減少もあります。

これは温暖化の影響であると考えられます。 

このような形で多種多様な影響が、すでに

日本国内において現れ始めているという状態

です。 

 

●気候変動の将来予測 

これまで観測された結果について紹介して
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きましたが、それでは、将来的に気候がどの

ように変化するかという部分について説明し

ます。 

 気温の予測 

昨年 12月 12 日に、環境省と気象庁は、不

確実性を考慮した気候変動予測の結果の取り

まとめを報道発表しました。 

肱岡先生からも話があったように、将来予

測をする際は不確実性も考慮しなければなり

ません。1 つのシナリオだけでは 1 つの結果

しか出ませんが、それが正しいかどうかは分

からないので、いくつかのシナリオについて

何パターンかのケースで計算をして、その中

で不確実性を表現します。まず、地球全体を

計算する全球気候モデルを使って計算し、そ

こからさらに日本周辺を20kmメッシュの解

像度のモデルでダウンスケールします。 

IPCC の第 5 次評価報告書から用いられて

いるRCPシナリオを採用しており、RCP2.6、

4.5、6.0、8.5 のシナリオがありますが、各シ

ナリオについて海面水温が異なる3パターン

の計算を行っています。RCP8.5 については

詳しく見たいところがあったので、さらに 3

つの違う条件を加えて、計 9 パターンの計算

を実施しています。 

その結果は、現状以上の温暖化対策を取ら

ないRCP8.5 シナリオの場合、日本の現在気

候(1984年～2004年の平均)と比べて、将来、

21 世紀末(2080 年～2100 年平均)は平均で

4.4℃、幅としては 3.4℃～5.4℃上昇するとい

う予測が得られています。 

一方、厳しい温暖化対策を取るRCP2.6 シ

ナリオの場合、それでも 1.1℃上昇するとい

う予測になっています。ただ、RCP8.5 に比

べれば、上昇幅はかなり小さく抑えられてい

ます。 

 降水の予測 

続いて、降水についての予測ですが、これ

も現在気候と将来気候を計算して比較を行っ

ています。 

まず、年降水量の変動については、RCP2.6

～8.5 までのシナリオごとに平均値を出し、

同時に線の幅で不確実性を表現していますが、

年降水量の変化については、どのシナリオに

も明瞭な傾向は見られませんでした。つまり、

将来的に増えるのか、減るのかを、明確に言

えないということです。 

ただし、大雨による降水量や無降水日数は、

それぞれ多くのシナリオ・ケースで増加傾向

が見られます。つまり、雨が降る時には大量

に降りますし、降らない時は全然降らないと

いう、極端な状態になっていくだろうと予測

されています。 

上位 5％の降水イベントは、20年間、毎日

の降水量の中で上位の 5％に当たる降水量、

つまり大雨の時の降水量です。それが将来的

にどのような変化を見せるかということを計

算しています。その結果、一部、減少するよ

うな部分もあるにはありますが、ほとんどの

シナリオで増加傾向が見られます。特に

RCP8.5 でその増加幅が大きくなっています。 

無降水日数も、ケースによっては減少する

という予測結果もありますが、ほとんどのシ

ナリオ・ケースについて増加するという予測

が出ています。特にRCP8.5 でその増加幅は

大きくなると予測されています。 

続いては少し違う計算結果ですが、気象庁

で取りまとめをした「地球温暖化予測情報第

8 巻」の内容で、2013 年に公表されて、現在、

ホームページからダウンロードできる状態に

なっています。 

こちらは解像度がより細かい 5km となっ
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ているので、1 時間当たりの降水イベントに

ついても評価できるほど、詳細な計算ができ

ます。 

その結果によると、短時間強雨の頻度がす

べての地域で増加するという予測になってい

ます。1地点当たりの 1時間降水量 50ミリ以

上の年間発生回数を表したものですが、すべ

ての地域において増加するという予測になっ

ています。グラフは、灰色が 1980 年～1999

年の平均、赤色が 2076 年～2095 年の平均の

将来予測となっています。 

 降雪の予測 

降雪については、現在気候と将来気候の比

較をした時に、年間の降雪量がほとんどのシ

ナリオ・ケースで減少するという予測が出て

います。特に、雪の多い東日本の日本海側で

の減少幅が大きくなると予測されています。 

 

●予測される気候変動の影響 

以上が気候変動の予測ですが、気温が上昇

する、降雨の時は大量の雨が降るし、降らな

い時は全く降らない無降水日数が増える、そ

ういう気候変動が起き時に、どのような影響

が予測されるの、いくつかピックアップして

説明したいと思います。 

 高波・高潮リスクの増加 

1 つ目は、高波・高潮リスクの増加です。 

気候変動に伴って台風が強力化し、また気

温が上昇することで海水が膨張して、海水面

が上がることが懸念されています。 

つまり、台風の強力化によって高潮や波浪

の外力が増大する一方で、海面水位上昇によ

って堤防高が相対的に低くなるので、台風が

こない平常時も、現状よりも海面水位が上昇

していて、堤防の上端までの差が小さくなっ

ているので、そこに強力な台風が近づくと、

被害が発生してしまう可能性が増えるという

ことです。 

仮に海面水位が 80cm 上昇したとすると、

大阪湾、伊勢湾、東京湾のゼロメートル地帯

が拡大します。これを図化して、朔望平均満

潮位 0.8m 以下のところをオレンジ色、特に

浸水の起きやすい朔望平均満潮位以下のとこ

ろを赤色で示すと、三大湾に赤色の部分が拡

大する様子が分かります。 

 健康への影響 

続いて、健康です。先ほどから話題に上が

っているヒトスジシマカの分布ですが、すで

に東北地方まで分布域が広がっていると見ら

れていて、2035 年には本州の北端まで拡大し、

2100 年には北海道まで拡大すると予測され

ています。これはデング熱の流行のリスクを

持つ地域が拡大することを示唆しています。 

現状では、北海道では流行することはない

と考えられていますが、将来的には、一部地

域で流行する可能性が出てくると言えます。 

 自然生態系への影響 

また、自然生態系で、例えばイワナの生息

地域を見ますと、イワナの生息適地で水温が

3℃上昇すると、西日本ではほとんどイワナ

を見ることができなくなります。また、今は

広く見られている東日本や北海道においても

標高の高いところに限られると予測されてい

ます。 

 

●気候変動への適応の取組 

ここまで、気候変動の将来予測と、それに

よってどのような影響が出るのかということ

を見てきましたが、それでは、それに対して

何をすれば良いのか、それについて適応の取

組を紹介したいと思います。 

 緩和と適応 
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まず、緩和と適応についてですが、緩和と

は地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排

出を抑制し、直接、温暖化そのものを軽減し

ていこうという取組です。それに対して、適

応は、既に起こりつつある、または、起こり

得る温暖化の影響に対して、自然や社会のあ

り方を調整するという取組になります。 

これを簡単な模式図で説明しますと、化石

燃料の使用によって二酸化炭素が排出され、

それが原因となって温室効果ガスが増加する

と、気温上昇や降雨パターンが変化したり、

海面水位が上昇したりするなど、気候要素が

変化します。それによって、自然社会への影

響、人間社会への影響といった温暖化による

影響が発生してしまいます。 

これに対して、緩和は温室効果ガスの排出

を抑制する取組として、根本を断つ、根本の

原因を和らげるという効果があり、適応は自

然や人間社会のあり方を調整する取組として、

温暖化の影響の部分を和らげるという効果が

あります。つまり、それぞれ「緩和だけでい

い」「適応だけでいい」というものではなく、

緩和も適応もそれぞれ車の両輪のように補完

的に行っていく必要があるということです。 

IPCC の第 5次評価報告書でも、「適応及び

緩和は気候変動のリスクを低減し管理するた

めの補完的戦略である」と書かれています。

緩和だけを行っても、すでに温室効果ガスは

排出されているので、この先、温度の上昇は

止められない部分があります。したがって、

適応も必要になるということです。 

では、適応だけを行えば良いかというと、

適応だけでは対処し切れないことがあります。

例えば、南太平洋の島国では海面上昇によっ

て国土が失われるという予測がありますが、

そこに大きな堤防をつくって防ぐことなど現

実的に不可能なので、適応だけですべてがう

まく回るわけでもないのです。 

したがって、緩和と適応それぞれを行わな

ければならないわけです。ただ、適応につい

ては、まだ国の計画ができておらず、今、作

っているところです。それについては後ほど

紹介します。 

 環境省の取組概要 

気候変動への適応の取組として、これまで

の主な取組と成果をまとめています。 

1994 年～2001 年に、地球温暖化問題検討

委員会温暖化影響評価 WG が発足して活動

し、成果として「地球温暖化の日本への影響」

を取りまとめました。 

2008 年、2009 年には、地球温暖化影響・

適応研究委員会が設置され、また、環境研究

総合推進費の戦略的研究の一つであるS-4温

暖化影響の総合的評価に関する研究が行われ

ました。それにより、「気候変動への賢い適応」

や「温暖化の観測・予測及び影響評価統合レ

ポート」の取りまとめを行いました。 

最近では、2011 年から、S-8 温暖化影響評

価・適応政策に関する総合的研究が行われて

います。成果としては、「気候変動の観測・予

測及び影響評価統合レポート(2012 年度)」が

2013 年 3 月か 4 月頃に公表されています。

これは環境省が文部科学省、気象庁と共同で

作ったものです。 

また、2013 年からは気候変動予測や影響評

価を環境省も行っており、これについては報

道発表で情報公開したり、現在作成中ですが、

報告書を作ったり、気候変動予測については

計算データも公開しています。 

東京大学が文部科学省と行っている DIAS

というプロジェクトでは、気候変動予測の結

果を格納し、誰でも使える状態にしています。 
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 適応計画策定へのステップ 

気候変動への適応の取組として、適応計画

策定へのステップを紹介したいと思います。 

温室効果ガスの濃度を安定させることを目

的に掲げる国連の気候変動枠組条約に基づい

て、産業革命以前と比べて世界平均気温上昇

を 2℃以内にとどめるために各国が合意した

「2℃目標」という目標があります。しかし、

そのような 2℃目標を達成したとしても、我

が国においては気温の上昇、降水量の変化、

極端な現象の変化など様々な気候の変化、海

洋の酸性化などの影響が生じる恐れがあり、

その影響への適応を計画的に進めることが必

要とされています。 

そのような背景から、平成 25 年 7 月 2 日

に、中央環境審議会地球環境部会において、

気候変動影響評価等小委員会を設置しました。

ここでは極端現象を見るためのより詳細な日

本の気候変動の予測や、気候変動が日本にあ

たえる影響評価、それらの結果を踏まえたリ

スク情報の分析等を審議しています。 

これを基に、気候変動の影響及びリスク評

価と今後の課題を整理し、意見具申として、

今年の 2月に取りまとめる予定です。 

この取りまとめの結果を受けて、政府全体

で短期的(～10 年)、中期的(10～30 年)、長期

的(30 年～100 年)に適応策をどのような分野

で、どのような課題で重点的に講ずべきなの

かということを抽出する作業を行います。 

そして、各省において検討を行い、今年の

夏を目処として、政府全体の総合的、計画的

な取組として適応計画を策定する予定です。 

この適応計画については、「作って終わり」

ではなく、年々発生する影響も変化しますし、

予測技術の高度化という社会情勢の変化もあ

りますので、定期的な見直しを行っていく予

定で、現在、5年程度を目処に考えています。 

 地域の取組支援 

気候変動の適応として、国が行う内容につ

いては紹介したとおりですが、地方における

気候変動への適応も非常に重要と考えていま

す。これは、気候変動の影響が、気候、地形、

文化などによって異なるためです。気候につ

いては、例えば、北海道と沖縄では発生する

影響が全然違うところからも分かると思いま

すが、地域によって全く違ってきますので、

それに対する適応策も地域ごとの特徴を踏ま

えることが不可欠だと言えます。つまり、国

レベルだけの取組だけではなく、地方公共団

体レベルの総合的、計画的な取組を促進する

ことが重要だと考えています。 

そこで、地方において、気候変動の影響を

評価した上で、適応計画の策定が必要となり

ます。前述のように、気候変動の影響は多様

であり、それをしっかりと評価した上でなけ

れば「どのようなことに適応しなければなら

ないか」ということが分からないので、この

部分は非常に重要だと考えています。 

そこで、国の支援として、地方における影

響評価・適応計画策定の支援を考えています。 

1 つ目は、地方公共団体の影響評価・適応

計画策定の取組の支援です。特に適応計画策

定まで見据えた先進的な地方公共団体に対し

て集中的に支援を実施したいと考えています。 

例えば、先日、閣議決定された来年度予算

では、地方における適応計画策定支援を行う

ための新規予算を確保しています。また、環

境研究総合推進費については、都道府県の研

究機関等に手を挙げていただいて、推進費を

獲得して適応影響評価に関する研究を進めて

いただくという形で支援を考えています。 

2 つ目は、地域レベルの気候変動による影

138



 

 

響評価の情報提供で、国で実施した影響評価

の結果などを広く情報発信します。また、自

治体の使いやすい影響評価の配信ツールも検

討中で、このような形で支援できないかと考

えているところです。 

3 つ目は、最新の科学的な知見の共有で、

地方におけるシンポジウムを開催しています。

今年度は全国 8ヶ所で開催し、近畿地方は既

に終了しましたが、12月18日に神戸でIPCC

に関するシンポジウムを行いました。この先

も全国各地で行う予定で、来週は長崎、その

翌週は東京で開催する予定です。東京では

IPCC の共同議長も招いて大々的に行う予定

ですので、ご関心のある方は参加していただ

きたいと思います。 

また、普及啓発用のパンフレットも作成し

ており、「STOP THE 温暖化」が 2012年に

発行されましたが、それを改訂した「STOP 

THE 温暖化 2015(仮)」を作るべく、今、作

業を進めているところです。 

このような形で、環境省としては、地方の

影響評価や適応計画策定の支援を行っていき

たいと考えています。 

ご清聴、ありがとうございました。 

 

司会： ありがとうございました。 

 

 

■質疑応答 

 

司会： 続いて、質疑応答に移りたいと思い

ます。ご質問はございませんか。 

 

 影響評価配信ツールについて 

Ｑ(京都市)： 京都市役所の藤岡です。最後

の地域の取組支援について、地域レベルの気

候変動による影響評価の情報提供で、自治体

が使いやすい影響評価配信ツールを検討中と

言われましたが、これはいつ頃実施される予

定でしょうか。 

 

橋口： 今年度はまだ検討段階で、早ければ

来年度中には何か形にできないかと考えてい

るところですが、明確な時期までは、まだお

伝えできるような状態ではありません。申し

訳ありません。 

 

Ｑ(京都府)： 京都府の高屋です。今言われ

た影響評価配信ツールは、どのようなレベル

のものになるのでしょうか。 

橋口： これは、肱岡先生が紹介された簡易

推計ツールのような形で、すでに計算した結

果をデータベース化するような形です。それ

を WebGIS で配信する方法等を検討してい

るところです。まだ検討段階なので、最終的

にどのような形でご紹介できるかを説明する

のは難しいのですが、現在はWebGIS 等での

公表を目指しています。 

 

 地方における適応計画策定支援につい

て 

Ｑ(京都府)： 適応計画策定支援について、

どのようなスキームで、どのようなことを支

援しようとしているのか、分かる範囲で教え

ていただければと思います。 

 

橋口： 地方における適応計画策定支援は、

環境省の方でコンサル会社等と契約を結び、
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そこから地方公共団体と一緒になった影響評

価や、適応計画の策定の支援等ができないか

と考えているところです。 

Ｑ(京都府)： それでは、策定支援の対象も、

まだ明らかではないのでしょうか。それぞれ

の都道府県、市町村によっていろいろなレベ

ルがあると思いますが、「先進的な地方公共団

体に対して集中的に支援」とされていますの

で、計画を作り上げるところまでを想定され

ているのか、そこまでは行かないけれど、そ

の地域で影響がどのくらいなのか、例えば、

「温度が何℃上昇するか」というシナリオで

計算するような前段階のものでも支援対象に

なるのでしょうか。この「先進的な取組の支

援」の意味がよく分かりません。 

 

橋口： 現段階では、適応計画を策定しよう

と考えている自治体の支援をメインに行いた

いと考えています。 

影響評価等を行って、どのようなものがあ

るかというところを見たいという自治体に関

しては、2 番目の取組でフォローできないか

と考えているところです。 

 

Ｑ(京都府)： 来年度中に計画策定を仕上げ

ることを想定されているということなのか、

そこまではないということなのか、将来的に

計画が作れるようなステップを踏んでいると

ころにも、可能性があるのでしょうか。 

 

橋口： どのくらいのタイムスケールなのか

というところまでは、まだ詰められていませ

ん。なるべく早く頑張って取り組もうという

ところを特に支援したいと考えているところ

があるので、是非、検討していただければと

思います。 

 簡易推計ツールについて 

Ｑ ： 肱岡先生にお伺いします。新しく導

入されるシナリオの第 2 版の表示方法は、第

1 版の簡易推計ツールの P7 下のような表示

になるのでしょうか。それとも、P15 の最後

にある都道府県別の赤色、黄色、青色のよう

な表示になるのでしょうか。 

見た目としては、簡易推計ツールの P7 の

表示のように、モデルごとに「高い推計のモ

デルはこれくらい」「低い推計のモデルはこれ

くらい」と表示される方が分かりやすいと思

います。P15 は、4 モデルがすべて赤であれ

ば赤で表示する総合評価になっていますが、

実際はどのように入れるのかを教えていただ

きたいと思います。 

また、簡易推計ツールが普及しなかった主

な理由は、ソフトの問題だったのでしょうか。

中身自体は非常に良くできていると思います

が、ソフト以外で普及しなかった具体的な理

由があれば教えていただきたいと思います。 

 

肱岡： P15に示している図は、報告書を作

る上で各県の皆さんにこの結果を見ていただ

くための図であって、お配りする場合はその

県の図や、shapeと言われるGIS で使えるよ

うなデータをお渡しするので、例えば、兵庫

県とか大阪府に限定した形で出るようになっ

ています。したがって、シナリオは別の数値

も提出する予定です。ただ、使う時に使用目

的等も申請していただくことと、成果物を出

す前に確認していただければ、ほぼ、使うこ

とに関しては問題ないと思っています。 

普及しなかった理由については、目的自体

をこちらがうまく掴めていなかったのではな

いかと思います。例えば、パンフレットで使

いたいのであれば、このようなツールがなく
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ても「兵庫県はこのくらい気温が上がる」「熱

中症が何人くらい増える」という図があれば

足りるわけです。それに対して 10 万円のツ

ールは必要がなかったし、いろいろなものを

見て、自分たちの情報と重ね合わせてデータ

を使いたいというところに関しては、これ自

体がジャマになりました。各々が持っている

GIS のソフトを使ってできるので、当初はそ

こまで把握できていなかったわけです。 

ツールがあれば活用しやすいのではないか

と想像していましたが、それとは違ったとい

うことです。「図があればいい」というリクエ

ストが多く、まずは適応策に取り組む前にパ

ンフレットを作りたい等、そのような用途も

あるので、そこまで私の方で想定できていな

かったというのが本音です。 

 

 

Ｑ(神戸市)： 神戸市の森本です。環境省の

方に要望として、今ある温暖化防止の実行計

画等もそうですが、計画を作ることが目的で

はなくて、その上でどのような事業を行うか

ということが重要なので、適応の計画につい

ても、計画を策定すればそれに基づく事業に

何らかのインセンティブがあるとか、プラス

になるような仕組み等、後に続く政策の支援

を 28 年度以降の予算に向けてご検討いただ

ければと思います。 

そうすれば、自治体の環境セクションが庁

内的に計画の意義などを説明しやすいのでは

ないかと思いますので、そういうところも含

めて、要望としてよろしくお願いします。 

 

橋口： ありがとうございます。持ち帰って、

上司の方にも相談してみたいと思います。 

 

司会： それでは一旦、質疑応答を終了させ

ていただきます。皆様には、この後、個別に

ご相談していただければと思います。 
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■閉 会 

司会： 最後に、環境省近畿地方環境事務

所環境対策課 課長 原田幸也より閉会のご

挨拶をさせていただきます。 

 

●閉会のあいさつ 

環境省 近畿地方環境事務所 

環境対策課 課長 原田 幸也 氏 

今日は 3 回シリーズの最後ということで、

3 回続けて来られた方には、大変お忙しい

中をありがとうございました。本日ご講演

をいただいた肱岡先生、環境省の橋口さん、

どうもありがとうございました。 

今後、地方公共団体では、先ほど紹介さ

れたような適応計画を策定することになる

と思いますが、気候変動の観測事実や将来

予測、あるいは、今現れている影響等を踏

まえて、自治体のプランに盛り込むために

は、いろいろな課題があると思います。 

この 3 回シリーズの中でも、特に埼玉県

の事例や三重県の事例を伺い、いろいろな

課題があったことが分かりました。例えば、

行政内部で適応に関する認知が充分ではな

いという課題、あるいは、適応は人間生活

全般に影響するので、ステークホルダーが

緩和策に比べて圧倒的に多く、そのため、

誰が主体になって行政の内部をリードして

いくかという課題、また、影響予測の不確

実性が高いという課題等、いろいろあると

思っています。 

確かに、細かなことを計画に盛り込むた

めには、まだ調査やよく考えなければ分か

らないことがあって、ハッキリしたことは

なかなか言えないのではないかと思います

が、気候あるいは天候はすでに変わってい

るということを、念頭に置いておかなけれ

ば、皆さんの政策がどんどん間違った方向

に行くのではないかと感じています。 

例えば、今まで、日本列島は温和で、嵐

や洪水が起こるのは非常に特殊なことと考

えられていたかもしれませんが、それが偶

然、突発的に起きているのではなくて、気

候自体が動かし難く変わっていると理解す

ると、農業の治水も新しく対応していく段

階に突入していることが分かります。その

ような変化を踏まえた対応をしなければ、

今後、皆さんの自治体においても損害を免

れないということを、まず、皆さんの庁内

でも共通認識としていただくことが重要で

はないかと考えています。 

影響は地域ごとの特異性があるので、各

自治体によって影響の及ぶ身近な分野から、

手を付けていただければと思います。そこ

から段々と範囲を広げて、恐らく試行錯誤

があると思いますが、将来的にはすべての

政策や計画の前提に今の気候変動を入れて

いただくようなことが重要ではないか、あ

るいは、肱岡先生にご紹介いただいた順応

管理的なことが、今後、いろいろな業務の

中でも大きな課題になっていくのではない

かと思っています。 

いろいろなアプローチがあると思います

が、どのようなアプローチでそこに近づい

ても構わないと思います。このような学習

会を機会として、皆様方の中にいくつかの

進展があれば、今回の勉強会の開催目的は

充分に達成したのではないかと思います。 

環境省の取組支援については、先ほど橋

口さんからご紹介があったとおりですが、

近畿地方環境事務所も近畿地方全体の気候

変動という現象を捉えつつ、来年度もここ

に集まられた方を中心にするような形にな
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ると思いますが、適応に関する情報提供を

行って、皆様の計画策定の支援を行ってい

きたいと考えています。今後ともよろしく

お願いいたします。 

以上をもちまして、3 回シリーズ閉会の

挨拶とさせていただきます。どうもありが

とうございました。 

 

司会： ご多忙のところ、3 回にわたる研

究会にご出席いただきまして、ありがとう

ございました。 

以上で、終了とさせていただきます。 
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（3）勉強会の様子                        

 

【肱岡 靖明氏講演】            【橋口 祥治氏講演】 

 

 

【質疑】                  【閉会挨拶】 
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（4）受講者アンケート結果 

1)回答の状況 

   配布数：34   回答数：25（回答率：73.5%） 

 

2)アンケート結果 

①今回の勉強会について  

講演１「温暖化の影響簡易測定ツールの活用について」に関しては、「参考になった」

が 72％となっていた（「とても参考になった」が 20％、「参考になった」が 52％）。 

講演２「環境省による取組支援策の状況」に関しては、「参考になった」が 71％となっ

ていた（「とても参考になった」が 17％、「参考になった」が 54％）。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１ 今回の勉強会について、適応策を検討する際に参考となりましたか 

あてはまるもの１つに○をつけてください。さい。 

(SA, N=25) 

(SA, N=25) 

講演１「温暖化の影響簡易測定ツールの活用について」 

講演２「環境省による取組支援策の状況」」 

とても参考に

なった

17%

参考になった

54%

あまり参考にな

らなかった

29%

参考にならな

かった

0%

とても参考に

なった

20%

参考になった

52%

あまり参考にな

らなかった

28%

参考にならな

かった

0%
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②講演の感想、意見等 

内容 

環境省による具体的支援策を聞きたかった。3回シリーズの内容と重複していて

残念（篠山市） 

ツールについては、基礎地方自治体でも活用できるように要望したい（伊丹市） 

今後も新しい情報の提供を希望する。ネットでの情報も有用であるが、やはり直

接聞かせていただくことは有意義である。ありがとうございました。（高槻市） 

講演１について、結局のところ、どういうツールでどう使うか具体的には分から

なかった。（橿原市） 

講演２の内容は第 1回、第２回の内容とほぼ同じだった。（滋賀県） 

講演１の内容が難しく、とっつきにくかった。（記名なし） 

貴重なご講演ありがとうございました。（神戸市） 

適切な適応策を講じるためには正確な未来予測が必要となる。基礎自治体として

はそれがまず必要と考える。逆に何か起こるかが判明すれば施策はおのずから定

まります。（吹田市） 

簡易測定ツールをぜひ利用したい（公益財団法人ひょうご環境創造協会） 

回答者数９人 

 

③今後の適応策の取組み予定 

「環境部局内で適応策の進め方の打ち合わせ、研究会を実施」が 35％と最も多く、 

ついで「関心ある他部局と共に適応策の進め方の打ち合わせ、研究会を実施」が 23％、 

「関心ある他部局と共に適応策の進め方の打ち合わせ、研究会を実施」が 22％の順で

あった。 

「４．関心ある他部局と共に自治体内の気候変動の影響調査、既に実施されている

適応策の洗い出しを行う」と「５．環境部局が住民向けに適応策に関する情報提供を

行う」「７．その他」への回答はなかった。 

また、「特にあてはまるもの◎」については、「１．環境部局内で適応策の進め方の

打ち合わせ、研究会を実施」が２、「３．環境部局内で自治体内の気候変動の影響調査、

既に実施されている適応策の洗い出しを行う」に１つ◎があった。 
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10 

0 

10 

0 

0 

22 

23 

35 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

無回答

その他（具体的に ）

関心ある他部局と共に住民向けに適

応策に関する情報提供を行う

環境部局が住民向けに適応策に関す

る情報提供を行う

関心ある他部局と共に自治体内の気

候変動の影響調査、既に実施されて

いる適応策の洗い出しを行う

環境部局内で自治体内の気候変動の

影響調査、既に実施されている適応

策の洗い出しを行う

関心ある他部局と共に適応策の進め

方の打ち合わせ、研究会を実施

環境部局内で適応策の進め方の打ち

合わせ、研究会を実施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

問２ 今後、適応策についてどう取り組まれていく予定ですか。 

あてはまる番号すべてに○を、特にあてはまるものに◎をつけてください。 

１．環境部局内で適応策の進め方の打ち合わせ、研究会を実施 

２．関心ある他部局と共に適応策の進め方の打ち合わせ、研究会を実施 

３．関心ある他部局と共に適応策の進め方の打ち合わせ、研究会を実施 

４．関心ある他部局と共に自治体内の気候変動の影響調査、既に実施されている 

適応策の洗い出しを行う 

５．環境部局が住民向けに適応策に関する情報提供を行う 

６．関心ある他部局と共に住民向けに適応策に関する情報提供を行う 

７．その他（具体的に            ） 

(MA, N=25) 

(%) 
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1

0

12

9

5

26

15

18

14

0 5 10 15 20 25 30

無回答

その他（具体的に

国による取組支援策の説明

企業等による取組事例

海外の国、州、都市での取組事例

国、地方公共団体での取組事例

気候変動の影響の予測手法、事例

気候変動の影響に関する現状モニタリン

グの手法、事例

地球温暖化の影響簡易測定ツールの使

用方法

④今後希望する適応策の勉強会、セミナーのテーマ 

「４．国、地方公共団体での取組事例」が 26％と最も多く、ついで「２．気候変動の

影響に関する現状モニタリングの手法、事例」（18 ％）、「３．気候変動の影響の予測

手法、事例」15％、「１．地球温暖化の影響簡易測定ツールの使用方法」14％の順であ

った。 

   また、「特に希望するもの◎」については、「２．気候変動の影響に関する現状モニ

タリングの手法、事例」に２、「４．国、地方公共団体での取組事例」に２、「７．国

による取組支援策の説明」に１つ◎があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

問３ 今後、適応策の勉強会、セミナーを開催するとすれば、どのようなテーマを

希望しますか。あてはまる番号すべてに○を、特に希望するものに◎つけて

ください。 

１．地球温暖化の影響簡易測定ツールの使用方法 

２．気候変動の影響に関する現状モニタリングの手法、事例 

３．気候変動の影響の予測手法、事例 

４．国、地方公共団体での取組事例 

５．海外の国、州、都市での取組事例 

６．企業等による取組事例 

７．国による取組支援策の説明 

(MA, N=25) 

(%) 
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 (5) 受講者座席表 
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気候変動適応策の気候変動適応策の気候変動適応策の気候変動適応策の考え方考え方考え方考え方
とととと最新動向最新動向最新動向最新動向

田中 充

法政大学社会学部 教授
1
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２．適応策の基本的考え方

３．適応策の多面的評価と良い適応策

４．日本における適応策の実装状況

５．地域における適応策の実装をめぐる論点

６．社会資本の適応策の試論

７．気候変動適応とレジリエンス

８．まとめ
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国内外の政策決定の場へ国内外の政策決定の場へ国内外の政策決定の場へ国内外の政策決定の場へ
科学的知見の提供科学的知見の提供科学的知見の提供科学的知見の提供

社会経済シナリオ

【【【【テーマテーマテーマテーマ2】】】】

自治体レベルでの影響評価自治体レベルでの影響評価自治体レベルでの影響評価自治体レベルでの影響評価
と総合的適応と総合的適応と総合的適応と総合的適応
政策に関する政策に関する政策に関する政策に関する
研究研究研究研究

【テーマ1】我が国全体への温暖化影響の信頼性の高い定量的評価
に関する研究

このイメージは、現在表示できません。

統合評価モデル統合評価モデル統合評価モデル統合評価モデル
経済評価経済評価経済評価経済評価簡

易
推
計

簡
易
推
計

簡
易
推
計

簡
易
推
計
ツ
ー
ル

ツ
ー
ル

ツ
ー
ル

ツ
ー
ル

自治体の実態フィードバック自治体の実態フィードバック自治体の実態フィードバック自治体の実態フィードバック 途上国の実態フィードバック途上国の実態フィードバック途上国の実態フィードバック途上国の実態フィードバック

【【【【テーマテーマテーマテーマ3】】】】

アジア太平洋地域におけるアジア太平洋地域におけるアジア太平洋地域におけるアジア太平洋地域における
脆弱性及び適応効果評価脆弱性及び適応効果評価脆弱性及び適応効果評価脆弱性及び適応効果評価

指標に関指標に関指標に関指標に関
する研究する研究する研究する研究

健康健康健康健康農業農業農業農業 沿岸・沿岸・沿岸・沿岸・
防災防災防災防災

生態系生態系生態系生態系水資源水資源水資源水資源

気候シナリオダウンスケーリング気候シナリオダウンスケーリング気候シナリオダウンスケーリング気候シナリオダウンスケーリング 広
域
予
測
手
法

広
域
予
測
手
法

広
域
予
測
手
法

広
域
予
測
手
法

気候シナリオ

地域地域地域地域適応適応適応適応
フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム

アジア太平洋地域にアジア太平洋地域にアジア太平洋地域にアジア太平洋地域に
おける様々なおける様々なおける様々なおける様々な
影響・適応研究影響・適応研究影響・適応研究影響・適応研究

環境研究総合推進費
「S-8 温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」

１．適応策とは？

•気候変動（地球温暖化）対策には、

緩和策と適応策の２つがある。

•適応策とは、気候変動の影響を顕在化

させる社会経済的要因の改善である。

4

152



5

気候変動気候変動気候変動気候変動
（地球温暖化）（地球温暖化）（地球温暖化）（地球温暖化）

【【【【緩和策緩和策緩和策緩和策】】】】
温室温室温室温室効果ガスの排出削減と吸収対策効果ガスの排出削減と吸収対策効果ガスの排出削減と吸収対策効果ガスの排出削減と吸収対策

≪≪≪≪例例例例≫≫≫≫
�省エネルギー対策省エネルギー対策省エネルギー対策省エネルギー対策
�再生可能エネルギーの普及拡大再生可能エネルギーの普及拡大再生可能エネルギーの普及拡大再生可能エネルギーの普及拡大
� CO2の吸収源対策の吸収源対策の吸収源対策の吸収源対策
� CO2の回収・蓄積の回収・蓄積の回収・蓄積の回収・蓄積

【【【【適応策適応策適応策適応策】】】】
悪悪悪悪影響の影響の影響の影響の備えと新しい気候条件の利用備えと新しい気候条件の利用備えと新しい気候条件の利用備えと新しい気候条件の利用

≪≪≪≪例例例例≫≫≫≫

�渇水対策渇水対策渇水対策渇水対策
�治水対策治水対策治水対策治水対策、洪水危機管理、洪水危機管理、洪水危機管理、洪水危機管理
�熱中症予防熱中症予防熱中症予防熱中症予防、感染症対策、感染症対策、感染症対策、感染症対策
�農作物の高温障害対策農作物の高温障害対策農作物の高温障害対策農作物の高温障害対策
�生態生態生態生態系の保全系の保全系の保全系の保全

人間活動による人間活動による人間活動による人間活動による
温室効果ガス濃度温室効果ガス濃度温室効果ガス濃度温室効果ガス濃度
の上昇を抑制の上昇を抑制の上昇を抑制の上昇を抑制 最大限の緩和策最大限の緩和策最大限の緩和策最大限の緩和策

でも避けられなでも避けられなでも避けられなでも避けられな
い影響い影響い影響い影響をををを軽減軽減軽減軽減

影影影影 響響響響

気候変動への緩和策と適応策の関係気候変動への緩和策と適応策の関係気候変動への緩和策と適応策の関係気候変動への緩和策と適応策の関係

出典：文部科学省・気象庁・環境省、2013、『気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート
日本の気候変動とその影響』（2012年度版）の図に一部加筆

地
域
の
温
暖
化
対
策

気候（外力）気候（外力）気候（外力）気候（外力）
の変化の変化の変化の変化

・気温、降水、降雪、
日照、風 等

自然影響自然影響自然影響自然影響
・土地、水系、生態系、
生物等への影響

経済社会影響経済社会影響経済社会影響経済社会影響
・地域産業、地域経済、
地域社会、国土基盤
等への影響

生活影響生活影響生活影響生活影響
・健康、安全・安心、
意識・行動、家計
等への影響

・熱中症等健康被害
・エネルギー消費変化

・水質悪化、洪水氾濫
・植生・生息生物変化等

温室効果ガス以外の
要因

温室効果ガスの排出温室効果ガスの排出温室効果ガスの排出温室効果ガスの排出
・大気中濃度の増加・大気中濃度の増加・大気中濃度の増加・大気中濃度の増加

・エネルギー消費変化

・ライフライン等の被害
・家計負担・収入の変化

・水害等被害、家計負
担、財産価値の変化

・農林漁業・加工、観
光、工業等へ影響

感受性感受性感受性感受性
・土地利用、近隣関係、過疎化、土地利用、近隣関係、過疎化、土地利用、近隣関係、過疎化、土地利用、近隣関係、過疎化、
過度な外部依存、高齢化等身過度な外部依存、高齢化等身過度な外部依存、高齢化等身過度な外部依存、高齢化等身
体的・社会的弱者増加体的・社会的弱者増加体的・社会的弱者増加体的・社会的弱者増加 等等等等

適応能力適応能力適応能力適応能力
・行政制度、モニタリング、住民
や企業における備え・知識等

社会経済的な要因（抵抗力）社会経済的な要因（抵抗力）社会経済的な要因（抵抗力）社会経済的な要因（抵抗力）

緩和策
・温室効果ガスの・温室効果ガスの・温室効果ガスの・温室効果ガスの
排出削減等排出削減等排出削減等排出削減等

適応策
・感受性の改善・感受性の改善・感受性の改善・感受性の改善
・適応能力の向上・適応能力の向上・適応能力の向上・適応能力の向上

緩和策と実施したと
しても回避できない
影響に対して

気候変動の人為的
な要因の改善として

脆弱性の改善による
気候変動と折り合え
る適応社会の実現適応社会の実現適応社会の実現適応社会の実現

再生可能エネルギー
を中心にスリムな低低低低
炭素社会の実現炭素社会の実現炭素社会の実現炭素社会の実現

6

緩和策と適応策の関係緩和策と適応策の関係緩和策と適応策の関係緩和策と適応策の関係（対象とする要因の違い）（対象とする要因の違い）（対象とする要因の違い）（対象とする要因の違い）
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7

気候外力の増加と感受性・適応能力の低下の気候外力の増加と感受性・適応能力の低下の気候外力の増加と感受性・適応能力の低下の気候外力の増加と感受性・適応能力の低下の
差（＝脆弱性）の拡大が危惧される。差（＝脆弱性）の拡大が危惧される。差（＝脆弱性）の拡大が危惧される。差（＝脆弱性）の拡大が危惧される。

出典：九州大学小松利光

社会経済プロセス社会経済プロセス社会経済プロセス社会経済プロセス

社会経済の
発展経路

適応・緩和

ガバナンス

気候気候気候気候

自然変動性

人為的な
気候変化

リスク危害

曝露

脆弱性

影響

温室効果ガス排出
・土地利用変化

出典：IPCC第5次評価報告書第2作業部会政策決定者向け要約に基づき作成

危害：人、生物、資産などに悪影響を及ぼし得る気候関連の物理現象やその変化傾向
曝露：悪影響を受けうる場所や状況に人、生物、資産などが存在すること
脆弱性：悪影響の受けやすさ（危害に対する感受性や適応能力など）

リスク＝ｆ（危害、曝露、脆弱性） IPCC-AR5-

WG2-新知見新知見新知見新知見
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適応策と緩和策の関係を誤解無く。

•緩和策の最大限の実施は最優先課題。

•適応策は、緩和策の敗北の後始末ではな
く、緩和策の勝利の補完。

•適応策と緩和策はトレードオフではなく、
適応策と緩和策は異なるもの。

•先進国＝緩和策、途上国＝適応策で は
なく、先進国も適応策が必要。

9

２．適応策の基本的な考え方

（１）適応策には、

３つのタイプと３つのレベルがある。

（２）従来の気候災害対策（潜在的適応策）

の強化とともに、追加的適応策が必要

である。

10
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11

適応策のタイプ
とレベル

レベルレベルレベルレベル1

防御防御防御防御

レベルレベルレベルレベル2

影響最小化影響最小化影響最小化影響最小化

レベルレベルレベルレベル3

転換・再構築転換・再構築転換・再構築転換・再構築

適応能力の向上適応能力の向上適応能力の向上適応能力の向上 感受性の改善感受性の改善感受性の改善感受性の改善

タイプタイプタイプタイプ1

人間の命を人間の命を人間の命を人間の命を
守る守る守る守る（豪雨等）（豪雨等）（豪雨等）（豪雨等）

中小の水・
土砂災害

気候外力の上昇
によりハードで守
れなくなった災害

複合災害などの
想定外の大災害

タイプタイプタイプタイプ2

生活質生活質生活質生活質や産や産や産や産
業を業を業を業を守る守る守る守る
((((健康、農業等健康、農業等健康、農業等健康、農業等))))

影響が避けら
れる程度の
気候変動

影響が避けられ
ない猛暑

生活の維持の
困難な状態の
定常化

タイプタイプタイプタイプ3

倫理や文化倫理や文化倫理や文化倫理や文化
を大事にを大事にを大事にを大事にするするするする

保護・継承が
できる程度の
気候変動

保護・継承が一
部でできなくなる

影響

自然や文化等の
維持困難な状態

出典：小松・白井・田中・田村・安原・原澤適応策の適応策の適応策の適応策の3つのつのつのつのタイプとタイプとタイプとタイプと3つのつのつのつのレベルレベルレベルレベル

適応策の適応策の適応策の適応策の
レベルレベルレベルレベル

適応策のレベル適応策のレベル適応策のレベル適応策のレベル

レベル１レベル１レベル１レベル１ 防御防御防御防御 レベル２レベル２レベル２レベル２ 影響最小化影響最小化影響最小化影響最小化 レベル３レベル３レベル３レベル３ 転換・再構築転換・再構築転換・再構築転換・再構築

適応能力の向上適応能力の向上適応能力の向上適応能力の向上 感受性の改善感受性の改善感受性の改善感受性の改善

影影影影
響響響響
のののの
時時時時
間間間間
スススス
ケケケケ
||||
ルルルル

現在・現在・現在・現在・
短期短期短期短期
的影的影的影的影
響響響響

中・中・中・中・
長期長期長期長期
的影的影的影的影
響響響響

Ｃ．中・長期的影響の順応型管理Ｃ．中・長期的影響の順応型管理Ｃ．中・長期的影響の順応型管理Ｃ．中・長期的影響の順応型管理
①影響予測に基づく対策代替案の設定①影響予測に基づく対策代替案の設定①影響予測に基づく対策代替案の設定①影響予測に基づく対策代替案の設定
②監視による代替案の選択・実行、見直し②監視による代替案の選択・実行、見直し②監視による代替案の選択・実行、見直し②監視による代替案の選択・実行、見直し
③記録と説明、関係者の参加・学習③記録と説明、関係者の参加・学習③記録と説明、関係者の参加・学習③記録と説明、関係者の参加・学習

Ａ．Ａ．Ａ．Ａ．既存適応策の強化既存適応策の強化既存適応策の強化既存適応策の強化

①影響評価と適応策の方針作成①影響評価と適応策の方針作成①影響評価と適応策の方針作成①影響評価と適応策の方針作成

②モニタリング体制の整備と進行管理②モニタリング体制の整備と進行管理②モニタリング体制の整備と進行管理②モニタリング体制の整備と進行管理

③適応技術の開発と実証③適応技術の開発と実証③適応技術の開発と実証③適応技術の開発と実証

④適応策の普及（情報・経済・規制的手法）④適応策の普及（情報・経済・規制的手法）④適応策の普及（情報・経済・規制的手法）④適応策の普及（情報・経済・規制的手法）

⑤協働の推進、推進組織の整備⑤協働の推進、推進組織の整備⑤協働の推進、推進組織の整備⑤協働の推進、推進組織の整備

実施すべき適応策の方向性実施すべき適応策の方向性実施すべき適応策の方向性実施すべき適応策の方向性

Ｂ．Ｂ．Ｂ．Ｂ．感受性の感受性の感受性の感受性の
根本改善根本改善根本改善根本改善
①土地利用・地域①土地利用・地域①土地利用・地域①土地利用・地域
構造の再構築構造の再構築構造の再構築構造の再構築

②多様性や柔軟性②多様性や柔軟性②多様性や柔軟性②多様性や柔軟性
のある経済シスのある経済シスのある経済シスのある経済シス
テムへの転換テムへの転換テムへの転換テムへの転換

③弱者③弱者③弱者③弱者にににに配慮する配慮する配慮する配慮する
コミュニティのコミュニティのコミュニティのコミュニティの
再創造再創造再創造再創造

出典：法政大学作成
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適応策の適応策の適応策の適応策の
レベルレベルレベルレベル

Ａ．既存適応策の強化Ａ．既存適応策の強化Ａ．既存適応策の強化Ａ．既存適応策の強化

①影響評価と①影響評価と①影響評価と①影響評価と
適応策方針適応策方針適応策方針適応策方針
の作成の作成の作成の作成

②モニタリン②モニタリン②モニタリン②モニタリン
グ体制の整グ体制の整グ体制の整グ体制の整
備と進行管理備と進行管理備と進行管理備と進行管理

②適応技術②適応技術②適応技術②適応技術
の開発と実証の開発と実証の開発と実証の開発と実証

④適応策④適応策④適応策④適応策
の普及の普及の普及の普及

⑤協働の推⑤協働の推⑤協働の推⑤協働の推
進、推進組織進、推進組織進、推進組織進、推進組織
の整備の整備の整備の整備

影影影影

響響響響

分分分分

野野野野

水災害
降雨強度の高
まり等に対応し
た適応計画

モニタリング・
警報体制強化

新たなダム管
理技術の開発

各主体ができる
防御、避難対策
の実証と普及

防災コミュニ
ティの強化

水資源
水供給計画に
おける適応策
の盛り込み

渇水予測と水
受給管理

節水、漏水防
止技術、新水
源開発

節水対策の普
及支援

流域の関係者
の協議会

自然生
態系

キーストーン種
の選定と予測

適応策の総合
計画作成

自然の状態の
モニタリング

能動的対策等
の技術開発、
保護区の指定

観光客等への
普及啓発、地権
者や管理者へ
の情報提供

協議会・科学委
員会の設置・運

農 業

農業被害の状
況の分析予測

品目別対策の
計画、実施

モニタリング組
織ネットワーク

高温耐性型品
種の開発

農家や消費者
向けの講習・セ
ミナー、農業改
良普及員育成

関係者の情報
共有の場づくり、
研究機関によ
る適応策推進

熱中症
熱中症発生状
況の分析と対
策の方針整理

温度、搬送者
数、施策実施
状況等の整理・

分析

リアルタイムで
の熱中症予防
情報システム
の開発・導入

関連施設・機関、
指等への対策マ
ニュアル徹底
普及啓発

地域における
熱中症対策の
進行管理組織
の設置・運営

適応策の施策メニュー（１）適応策の施策メニュー（１）適応策の施策メニュー（１）適応策の施策メニュー（１）

13

適応策の適応策の適応策の適応策の
レベルレベルレベルレベル

Ｂ．感受性の根本改善Ｂ．感受性の根本改善Ｂ．感受性の根本改善Ｂ．感受性の根本改善

①土地利用・地域構造①土地利用・地域構造①土地利用・地域構造①土地利用・地域構造
の再構築の再構築の再構築の再構築

②多様性や柔軟性②多様性や柔軟性②多様性や柔軟性②多様性や柔軟性
のある経済システムのある経済システムのある経済システムのある経済システム
へのへのへのへの転換転換転換転換

③弱者に配慮する③弱者に配慮する③弱者に配慮する③弱者に配慮する
コミュニティの再創造コミュニティの再創造コミュニティの再創造コミュニティの再創造

影影影影

響響響響

分分分分

野野野野

水災害
森林の保水機能の向上

居住地の移転・新たな居
住地の創造

工場等の分散配置
高齢者等の避難困難者の
支援体制の整備

水資源
水源地の保水機能の向上

居住人口・交流人口の管
理

再生水・地下水利用

柔軟に水を融通しあう制度・
仕組みの導入

高齢者等の弱者への支援
体制の整備

自然生
態系

適応策を組み込んだ自然
生態系ネットワークの計

画・整備

森林の整備目標等の見直し
（地域森林計画、森林施業

計画等）

影響を受けやすい対象種の
移植・管理（を通じたコミュニ

ティづくり）

農業 農地の適地への移転
水源の多様化
作付品目の変更

多角化等農業経営転換

小規模零細農家の支援体
制の整備

熱中症 クールシティ化
夏山冬里等へのライフスタ

イルの変更
熱中症弱者対策をテーマと
したコミュニティづくり

感染症
媒介昆虫が生息しにくい

環境整備
検疫体制の見直し 高齢者等の弱者への支援

体制整備

適応策の施策メニュー（２）適応策の施策メニュー（２）適応策の施策メニュー（２）適応策の施策メニュー（２）
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適応策の適応策の適応策の適応策の
レベルレベルレベルレベル

Ｃ．中・長期的影響への順応型管理Ｃ．中・長期的影響への順応型管理Ｃ．中・長期的影響への順応型管理Ｃ．中・長期的影響への順応型管理

①影響予測に基づく対①影響予測に基づく対①影響予測に基づく対①影響予測に基づく対
策代替案の設定策代替案の設定策代替案の設定策代替案の設定

②監視による代替案の②監視による代替案の②監視による代替案の②監視による代替案の
選択・実行、見直し選択・実行、見直し選択・実行、見直し選択・実行、見直し

③記録と説明、関係者③記録と説明、関係者③記録と説明、関係者③記録と説明、関係者
の参加・学習の参加・学習の参加・学習の参加・学習

影影影影

響響響響

分分分分

野野野野

水災害
将来の降雨強度、水災害
の発生予測に基づく対策
の整理

降雨強度等の経年変化の
先取りした対策の撰択・実
行

将来影響と対策代替案の関
係者への提示と管理計画の
作成

水資源
将来の水資源、水需要の
予測と不確実性を加味し
た対策代替案の整理

水の受給状況の監視と
将来影響と対策代替案の関
係者への提示と管理計画の
作成

自然生
態系

キーストーン種（アンブレ
ラ種、象徴種）への影響
ケースの設定と対策の整
理

キーストーン種の生息、生
態系ネットワークの変化観
測と状況に応じた対策実施

地権者、自然管理者等と、
適応策の代替案の情報提
供

農業

コメ収量、果樹の生息適
域の将来予測ケースと適
応技術（作期移動、品種
変更、品目変更等）との関
連整理

多様な作物のテストプラン
ティング

農業被害の状況の観測・分
析、社会経済状況等を踏ま
えた適応策の選択・実施

農業関係者と気候変動の将
来影響の不確実性、適応策
の代替案の情報共有

熱中症
熱中症患者数の増加ケー
スと対策の整理

熱中症患者数の増加傾向
の観測と状況に応じた対策
の実施

将来影響と対策代替案の関
係者への提示と管理計画の
作成

適応策の施策メニュー（３）適応策の施策メニュー（３）適応策の施策メニュー（３）適応策の施策メニュー（３）

15

• 感受性の根本改善のイメージ （農業の適応策の場合）

16

気温の上昇、
豪雨の増加 等

水循環の影響 農業の被害農業の被害農業の被害農業の被害
・農村経済や
消費者への影響

・農業
用水の
不足等

感受性感受性感受性感受性

●農家高齢化、後継者不足●農家高齢化、後継者不足●農家高齢化、後継者不足●農家高齢化、後継者不足
●農村社会の互助の希薄化●農村社会の互助の希薄化●農村社会の互助の希薄化●農村社会の互助の希薄化
●農地周辺の宅地化●農地周辺の宅地化●農地周辺の宅地化●農地周辺の宅地化
●単一作物・大量生産●単一作物・大量生産●単一作物・大量生産●単一作物・大量生産
○消費者との顔の見える関係○消費者との顔の見える関係○消費者との顔の見える関係○消費者との顔の見える関係

・農作物への影響

・家計
収入減、
支出増

適応能力適応能力適応能力適応能力

○気象情報提供システム整備○気象情報提供システム整備○気象情報提供システム整備○気象情報提供システム整備
○適応技術の開発○適応技術の開発○適応技術の開発○適応技術の開発
○農業共済の整備○農業共済の整備○農業共済の整備○農業共済の整備
●技術の普及施策の未整備●技術の普及施策の未整備●技術の普及施策の未整備●技術の普及施策の未整備
●生産者の適応意識不足●生産者の適応意識不足●生産者の適応意識不足●生産者の適応意識不足

温室効果ガス以外の要
因

温室効果ガスの排出温室効果ガスの排出温室効果ガスの排出温室効果ガスの排出
・大気中濃度の増加・大気中濃度の増加・大気中濃度の増加・大気中濃度の増加

抵抗能力（レジリエンス）抵抗能力（レジリエンス）抵抗能力（レジリエンス）抵抗能力（レジリエンス）
適応能力の向上

・改善 ○：プラス面 ●：マイナス面
感受性の改善
・向上
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• 順応型管理のイメージ （農業の適応策の場合の例）

17

作期
移動

作期
移動

影
響
の
大
き
さ
・
対
策
の
効
果

時 間

影響の進展影響の進展影響の進展影響の進展
がゆるやかがゆるやかがゆるやかがゆるやか

影
響
の
大
き
さ
・
対
策
の
効
果

時 間

影響の進展影響の進展影響の進展影響の進展
が中程度が中程度が中程度が中程度

影
響
の
大
き
さ
・
対
策
の
効
果

時 間

影響の進展影響の進展影響の進展影響の進展
が顕著が顕著が顕著が顕著

品
種
転
換

肥
料
調
整

・将来の影響のケースを想定し、対策の代替案を用意しておく。
・モニタリングを継続し、早期に用意しておいた対策を実施する。

農
地
移
転

品種
転換 作

作
期

移
動

３．適応策の多面的評価と良い適応策

（１）適応策といっても、

気候被害さえ防げればよいものではない。

（２）持続可能性の観点から、

適応策のメニューを複眼的に評価し、

良い適応策を選別していく必要がある。

18
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政策担当者向け要約の24ページ
•コベネフィットの例としては、次がある

① 健康に有害で気候を変える大気汚染物質
の排出を地域で削減するようなエネル
ギー効率の改善やクリーン・エネルギー源

② 都市の緑化や水の再生利用を通じた都市
域でのエネルギーや水の消費量の削減

③ 持続可能な農業や森林経営

④ 二酸化炭素貯留や生態系サービスのため
の自然生態系の保全

19

ＩＰＣＣ第5次報告書の第2作業部会の報告書から

適
応
策
の
評
価
の
視
点

20

安全・安心安全・安心安全・安心安全・安心
・適応策としての有効性、他の自然災害等への有効性・適応策としての有効性、他の自然災害等への有効性・適応策としての有効性、他の自然災害等への有効性・適応策としての有効性、他の自然災害等への有効性

環境配慮環境配慮環境配慮環境配慮
・緩和効果、生物多様性配慮、循環型社会の形成・緩和効果、生物多様性配慮、循環型社会の形成・緩和効果、生物多様性配慮、循環型社会の形成・緩和効果、生物多様性配慮、循環型社会の形成

経済効率・経済効果経済効率・経済効果経済効率・経済効果経済効率・経済効果
・対策の費用対効果・経済効率性、地域活性化・対策の費用対効果・経済効率性、地域活性化・対策の費用対効果・経済効率性、地域活性化・対策の費用対効果・経済効率性、地域活性化

福祉・弱者支援福祉・弱者支援福祉・弱者支援福祉・弱者支援
・・・・公平性、弱者保護、男女共同参画公平性、弱者保護、男女共同参画公平性、弱者保護、男女共同参画公平性、弱者保護、男女共同参画

参加・主体形成・関係形成参加・主体形成・関係形成参加・主体形成・関係形成参加・主体形成・関係形成
・地域の主体の参加・学習、社会関係資本の形成・地域の主体の参加・学習、社会関係資本の形成・地域の主体の参加・学習、社会関係資本の形成・地域の主体の参加・学習、社会関係資本の形成

将来世代あるいは他地域への配慮将来世代あるいは他地域への配慮将来世代あるいは他地域への配慮将来世代あるいは他地域への配慮
・将来機会の保障、他地域との共存、他地域との連携等・将来機会の保障、他地域との共存、他地域との連携等・将来機会の保障、他地域との共存、他地域との連携等・将来機会の保障、他地域との共存、他地域との連携等

160



良い適応策の方向性

① 自然の水や大気の循環を再生し、緑地を都市に取り入れ、
ヒートアイランド現象を抑制し、緩和とコベネフィットを創出

② 適応策を、地域ビジネスとして行い、地域経済を発展させる

③ 適応策の計画や実施において、住民やコミュニティの参加
を図り、人づくりや地域づくりを進める

④ 公助・自助・互助、防御・影響最小化・転換等の多様な方策
を、多重かつ柔軟に組み合わせる

⑤ 将来影響予測を関係主体で共有し、長期的な地域づくりの
戦略に適応策を組み込む。

21

農業・食料分野の良い戦略的
適応策の例

22

小規模零細農家
が導入可能な
適応技術を開発

小規模零細農家

や消費者、流通
業者と連携した
協議会で検討

適応を通じた

新たな産地形成
と消費者と連携
する農業の展開

●手間や費用が
かからない
適応技術

●適応技術を用いた
農産物の
ブランディング

●小規模零細農家
がやる気になれる
コミュニティ支援
型農業

●地域ぐるみ、産学
官の連携関係の
強化

●適応技術による
農業戦略を視野
に入れた研究開発

●気候変動適応
の継続的取組みへ
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４．日本における適応策の実装状況

23

•日本の適応策は、他先進国に比べて
５年は遅れている。

•ようやく適応国家戦略の検討が開始さ
れている。

•一方、適応策に先進的に取り組む地方
自治体も出てきている。

24

国国国国 経緯経緯経緯経緯 影響・リスク評価影響・リスク評価影響・リスク評価影響・リスク評価 適応計画適応計画適応計画適応計画

英国英国英国英国

1997 UKCIP開始開始開始開始
2008 気候変動法：英国の気候変動法：英国の気候変動法：英国の気候変動法：英国の
気候変動リスク気候変動リスク気候変動リスク気候変動リスク評価を評価を評価を評価を5年年年年

毎に実施し毎に実施し毎に実施し毎に実施し、、、、国家国家国家国家適応適応適応適応計画計画計画計画
をををを5年毎策定年毎策定年毎策定年毎策定

2012 英国全体の気英国全体の気英国全体の気英国全体の気

候変動リスク候変動リスク候変動リスク候変動リスク評価評価評価評価

2013国家適応国家適応国家適応国家適応計画計画計画計画

米国米国米国米国

1990 地球変動研究法に地球変動研究法に地球変動研究法に地球変動研究法に

基づき地球変動研究基づき地球変動研究基づき地球変動研究基づき地球変動研究プログプログプログプログ
ラム開始ラム開始ラム開始ラム開始
2009 省庁間気候変動適応省庁間気候変動適応省庁間気候変動適応省庁間気候変動適応

タスクフォース設置タスクフォース設置タスクフォース設置タスクフォース設置

2000 国家気候国家気候国家気候国家気候評価評価評価評価
（（（（NCA））））
2009第第第第2回回回回NCA
2013第第第第3回回回回NCA

2011 タスクフォースタスクフォースタスクフォースタスクフォース

報告報告報告報告
2013 省庁別適応計省庁別適応計省庁別適応計省庁別適応計

画画画画
2013大統領気候行大統領気候行大統領気候行大統領気候行

動計画動計画動計画動計画（（（（適応を含む適応を含む適応を含む適応を含む））））

ＥＵＥＵＥＵＥＵ

2009 適応白書を策定適応白書を策定適応白書を策定適応白書を策定
2010欧州議会で白書採択欧州議会で白書採択欧州議会で白書採択欧州議会で白書採択

2008 欧州気候変動欧州気候変動欧州気候変動欧州気候変動

影響報告書影響報告書影響報告書影響報告書
2012 欧州気候変動欧州気候変動欧州気候変動欧州気候変動、、、、

影響影響影響影響、、、、脆弱性報告脆弱性報告脆弱性報告脆弱性報告
書書書書

EU各国が適応各国が適応各国が適応各国が適応計画計画計画計画

策定策定策定策定
2012 適応情報のク適応情報のク適応情報のク適応情報のク

リアリングハウスシスリアリングハウスシスリアリングハウスシスリアリングハウスシス
テムテムテムテム

主要国の適応への取組み主要国の適応への取組み主要国の適応への取組み主要国の適応への取組み

出典）中央環境審議会地球環境部会資料（2012年4月13日）等より作成 24
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25

環境省及び省庁連携環境省及び省庁連携環境省及び省庁連携環境省及び省庁連携 農林水産省農林水産省農林水産省農林水産省 国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省

『地球温暖化の日本への影響『地球温暖化の日本への影響『地球温暖化の日本への影響『地球温暖化の日本への影響』』』』
（（（（2001200120012001））））

『気候変動への賢い適応『気候変動への賢い適応『気候変動への賢い適応『気候変動への賢い適応』』』』
（（（（2008200820082008））））

『温暖化の観測・予測及び影響『温暖化の観測・予測及び影響『温暖化の観測・予測及び影響『温暖化の観測・予測及び影響
評価統合レポート』評価統合レポート』評価統合レポート』評価統合レポート』（（（（2009200920092009））））

『気候変動適応の方向性』『気候変動適応の方向性』『気候変動適応の方向性』『気候変動適応の方向性』
（（（（2010201020102010））））

『『『『新統合レポート新統合レポート新統合レポート新統合レポート』』』』（（（（2012201220122012））））

『『『『第四次環境基本計画第四次環境基本計画第四次環境基本計画第四次環境基本計画』』』』の重点の重点の重点の重点
課題に適応策を明記（課題に適応策を明記（課題に適応策を明記（課題に適応策を明記（2012201220122012））））

適応計画の検討開始（適応計画の検討開始（適応計画の検討開始（適応計画の検討開始（2013201320132013開開開開
始、始、始、始、2015201520152015策定予定）策定予定）策定予定）策定予定）

「「「「水稲高温対策連絡会議水稲高温対策連絡会議水稲高温対策連絡会議水稲高温対策連絡会議設設設設
置」（置」（置」（置」（2003200320032003））））

『『『『高温障害対策レポート高温障害対策レポート高温障害対策レポート高温障害対策レポート』』』』
（（（（2006200620062006））））

『『『『農林水産省地球温暖化対農林水産省地球温暖化対農林水産省地球温暖化対農林水産省地球温暖化対
策総合戦略策総合戦略策総合戦略策総合戦略』』』』（（（（2007200720072007））））

『『『『品目別適応策レポート・工品目別適応策レポート・工品目別適応策レポート・工品目別適応策レポート・工
程表程表程表程表』』』』（（（（2007200720072007））））

モデル地区における地球温モデル地区における地球温モデル地区における地球温モデル地区における地球温
暖化適応技術の導入・実証暖化適応技術の導入・実証暖化適応技術の導入・実証暖化適応技術の導入・実証
（（（（2008200820082008～）～）～）～）

社会資本整備審議会社会資本整備審議会社会資本整備審議会社会資本整備審議会
『『『『水災害分野における地水災害分野における地水災害分野における地水災害分野における地
球温暖化に伴う気候変球温暖化に伴う気候変球温暖化に伴う気候変球温暖化に伴う気候変
化への適応策のあり方化への適応策のあり方化への適応策のあり方化への適応策のあり方
について（答申）について（答申）について（答申）について（答申）』』』』（（（（2008200820082008））））

港湾分科会防災・保全港湾分科会防災・保全港湾分科会防災・保全港湾分科会防災・保全
分科会分科会分科会分科会『『『『地球温暖化に起地球温暖化に起地球温暖化に起地球温暖化に起
因する気候変動に対す因する気候変動に対す因する気候変動に対す因する気候変動に対す
る港湾政策のあり方（答る港湾政策のあり方（答る港湾政策のあり方（答る港湾政策のあり方（答
申）申）申）申）』』』』（（（（2009200920092009））））

省庁における気候変動適応への取組経緯

出典）環境省資料等より法政大学作成

国国国国 契機契機契機契機 計画等計画等計画等計画等 今後の動向今後の動向今後の動向今後の動向

東京都東京都東京都東京都 ・・・・世界の大都市世界の大都市世界の大都市世界の大都市
のネットワークでのネットワークでのネットワークでのネットワークで
あるあるあるあるCCCC40404040で適応で適応で適応で適応
策を議論策を議論策を議論策を議論（（（（2008200820082008））））

・・・・『『『『東京都環境基本計画東京都環境基本計画東京都環境基本計画東京都環境基本計画』』』』（（（（2008200820082008））））、、、、『『『『10101010
年後の東京への実行プログラム年後の東京への実行プログラム年後の東京への実行プログラム年後の東京への実行プログラム2011201120112011』』』』
（（（（2010201020102010））））に適応策を盛り込みに適応策を盛り込みに適応策を盛り込みに適応策を盛り込み
・・・・将来影響予測将来影響予測将来影響予測将来影響予測（（（（2009200920092009～～～～2012201220122012））））

・・・・個別部局と適応策個別部局と適応策個別部局と適応策個別部局と適応策
の具体化を研究中の具体化を研究中の具体化を研究中の具体化を研究中

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 ・・・・猛暑による農業猛暑による農業猛暑による農業猛暑による農業
被害等の深刻化被害等の深刻化被害等の深刻化被害等の深刻化、、、、
県環境研による県環境研による県環境研による県環境研による
レポート作成レポート作成レポート作成レポート作成

・・・・埼玉県環境科学国際センター埼玉県環境科学国際センター埼玉県環境科学国際センター埼玉県環境科学国際センター『『『『緊急レ緊急レ緊急レ緊急レ
ポートポートポートポート 地球温暖化の埼玉県への影響地球温暖化の埼玉県への影響地球温暖化の埼玉県への影響地球温暖化の埼玉県への影響』』』』
作成作成作成作成、、、、「「「「ストップ温暖化ストップ温暖化ストップ温暖化ストップ温暖化・・・・埼玉ナビゲー埼玉ナビゲー埼玉ナビゲー埼玉ナビゲー
ションションションション2050205020502050」」」」に適応策を盛り込みに適応策を盛り込みに適応策を盛り込みに適応策を盛り込み、、、、温暖温暖温暖温暖
化条例に適応策を明示化条例に適応策を明示化条例に適応策を明示化条例に適応策を明示（（（（2008200820082008））））

・・・・温暖化計画改定温暖化計画改定温暖化計画改定温暖化計画改定
の一環としての一環としての一環としての一環として、、、、「「「「適適適適
応策専門部会応策専門部会応策専門部会応策専門部会」」」」を設を設を設を設
置し置し置し置し、、、、検討中検討中検討中検討中

長野県長野県長野県長野県 ・・・・山岳生態系の山岳生態系の山岳生態系の山岳生態系の
問題等を中心に問題等を中心に問題等を中心に問題等を中心に、、、、
県環境研による県環境研による県環境研による県環境研による
研究着手研究着手研究着手研究着手

・・・・長野県環境保全研究所長野県環境保全研究所長野県環境保全研究所長野県環境保全研究所の温暖化研究の温暖化研究の温暖化研究の温暖化研究
・・・・『『『『長野県環境エネルギー戦略～第三長野県環境エネルギー戦略～第三長野県環境エネルギー戦略～第三長野県環境エネルギー戦略～第三
次長野県地球温暖化防止県民計画～次長野県地球温暖化防止県民計画～次長野県地球温暖化防止県民計画～次長野県地球温暖化防止県民計画～』』』』
（（（（2013201320132013））））における適応策の位置づけにおける適応策の位置づけにおける適応策の位置づけにおける適応策の位置づけ

・・・・「「「「気候変動モニタリ気候変動モニタリ気候変動モニタリ気候変動モニタリ
ングングングング（（（（観測観測観測観測））））体制体制体制体制」」」」とととと
「「「「信州信州信州信州・・・・気候変動適気候変動適気候変動適気候変動適
応プラットフォーム応プラットフォーム応プラットフォーム応プラットフォーム」」」」
の立ち上げ検討中の立ち上げ検討中の立ち上げ検討中の立ち上げ検討中

その他その他その他その他 三重県三重県三重県三重県：コンサルタント委託：コンサルタント委託：コンサルタント委託：コンサルタント委託、、、、気候変動影響に関する総合調査を実施気候変動影響に関する総合調査を実施気候変動影響に関する総合調査を実施気候変動影響に関する総合調査を実施（（（（2012201220122012～～～～））））
滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県：環境総合計画：環境総合計画：環境総合計画：環境総合計画（（（（2009200920092009））））、、、、温暖化関連条例温暖化関連条例温暖化関連条例温暖化関連条例（（（（2011201120112011））））に適応策を位置付けに適応策を位置付けに適応策を位置付けに適応策を位置付け
その他：温暖化関連条例に適応策を位置付けているのはその他：温暖化関連条例に適応策を位置付けているのはその他：温暖化関連条例に適応策を位置付けているのはその他：温暖化関連条例に適応策を位置付けているのは、、、、埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県、、、、滋賀県の滋賀県の滋賀県の滋賀県の
他他他他、、、、京都府京都府京都府京都府、、、、鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県。。。。適応策を計画に位置付けているのは適応策を計画に位置付けているのは適応策を計画に位置付けているのは適応策を計画に位置付けているのは、、、、東京都東京都東京都東京都、、、、埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県、、、、
長野県長野県長野県長野県、、、、滋賀県の他に長崎県滋賀県の他に長崎県滋賀県の他に長崎県滋賀県の他に長崎県、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県。。。。

先行自治体における適応策への取組
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５．地域における適応策の実装を
めぐる論点の抽出

会会会会合名合名合名合名. 日時日時日時日時 場所場所場所場所 参加者数参加者数参加者数参加者数

第第第第1回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 2011年10月14日 都道府県会館内 160名

第１回研修会第１回研修会第１回研修会第１回研修会 2012年7月15日 法政大学内 22名

第第第第2回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 2012年11月15日 法政大学内 158名

第第第第2回研修会回研修会回研修会回研修会 2013年7月29日 法政大学内 35名

第第第第3回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 2013年11月26日 法政大学内 148名

・合計5回の会合（延べ参加人数523名）の議事録をもとに、質疑
応答やパネルディカッションの中で提示された課題を抽出、分類。

・分類された課題に対して、国の適応計画等の課題とすべきもの
と適応策研究の課題とすべきものを振り分けて考察。

27

大分類大分類大分類大分類 中分類中分類中分類中分類

気候変動の影響予測・評価気候変動の影響予測・評価気候変動の影響予測・評価気候変動の影響予測・評価
予測手法予測手法予測手法予測手法
個別の予測個別の予測個別の予測個別の予測
予測結果の可視化予測結果の可視化予測結果の可視化予測結果の可視化

施策の具体化・評価施策の具体化・評価施策の具体化・評価施策の具体化・評価

不確実性のある予測の扱い不確実性のある予測の扱い不確実性のある予測の扱い不確実性のある予測の扱い
分野間調整・優先順位づけ分野間調整・優先順位づけ分野間調整・優先順位づけ分野間調整・優先順位づけ
緩和策と適応策の配分・両立緩和策と適応策の配分・両立緩和策と適応策の配分・両立緩和策と適応策の配分・両立
適応策のコストとベネフィット適応策のコストとベネフィット適応策のコストとベネフィット適応策のコストとベネフィット
適応の目標設定適応の目標設定適応の目標設定適応の目標設定
その他重点課題その他重点課題その他重点課題その他重点課題等等等等

コミュニケーションやコミュニケーションやコミュニケーションやコミュニケーションや主体主体主体主体
形成形成形成形成

行政内・行政内・行政内・行政内・分野間分野間分野間分野間の連携等の連携等の連携等の連携等
市民・市民・市民・市民・民間民間民間民間の取組み促進と連携等の取組み促進と連携等の取組み促進と連携等の取組み促進と連携等

施策実施や条件整備施策実施や条件整備施策実施や条件整備施策実施や条件整備

科学と政策の連携科学と政策の連携科学と政策の連携科学と政策の連携
国と地方の分担国と地方の分担国と地方の分担国と地方の分担
影響予測の継続性担保影響予測の継続性担保影響予測の継続性担保影響予測の継続性担保
法制度・計画の整備法制度・計画の整備法制度・計画の整備法制度・計画の整備

適応策に関する抽出された課題の大・中分類適応策に関する抽出された課題の大・中分類適応策に関する抽出された課題の大・中分類適応策に関する抽出された課題の大・中分類
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要点２：行政（国）が対応すべき課題

�気候予測データや影響予測の方法について、国が標準を決める。
また、地域スケールの予測結果の提供、地域独自の影響予測を行
う場合のダウンスケーリング手法、気候を影響に換算する関数の
開発等について、国の支援を行う。

�適応策の目標設定の難しさを解消するため、気候変動から守るも
のを、国の適応計画に示す。

�「潜在的適応策」と「追加的適応策」を整理し、新たにすべきことを
明確にする。

�適応策のアクター間の役割分担を整理すること。国と地方（都道府
県、市区町村）、地球温暖化対策課と他部局といった行政分野、行
政と企業・市民、科学・研究機関と政策。

29

要点１：適応策に特徴的と考えられる課題

�適応策では、気候変動の進展によって、将来、地域資源の何がど

れだけ、どのような影響を受けるのかを想定し、それを回避する方

法を検討する。

�この前提となる将来影響予測が不十分である、また将来影響予

測において不確実性はなくならない。

�費用対効果を重視して限られた行政資源を配分するという前提に

おいて、不確実性が政策の正当性を損なう。

�長期的に進行する問題への対策が予防的に実施されることなく、

問題が顕在化してから事後的に実施される可能性がある。

�不確実性を前提にした新たな政策手法の導入が必要となる。

�その手法として、「順応型管理」がある。
2930
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６．社会資本の適応策の試論
社会資本社会資本社会資本社会資本 気温の上昇気温の上昇気温の上昇気温の上昇 海面水位の上昇海面水位の上昇海面水位の上昇海面水位の上昇 極端現象の変化極端現象の変化極端現象の変化極端現象の変化

鉄道・道路鉄道・道路鉄道・道路鉄道・道路
交通需要の変化（特交通需要の変化（特交通需要の変化（特交通需要の変化（特
に観光など）に観光など）に観光など）に観光など）

沿岸部に立地する沿岸部に立地する沿岸部に立地する沿岸部に立地する
駅舎・路線などの高駅舎・路線などの高駅舎・路線などの高駅舎・路線などの高
潮被害潮被害潮被害潮被害

施設の損壊、運行への影響、施設の損壊、運行への影響、施設の損壊、運行への影響、施設の損壊、運行への影響、
利用者への影響利用者への影響利用者への影響利用者への影響

強風による構造物の風荷重増強風による構造物の風荷重増強風による構造物の風荷重増強風による構造物の風荷重増
大、通行障害の増大大、通行障害の増大大、通行障害の増大大、通行障害の増大

空港・港湾空港・港湾空港・港湾空港・港湾
交通需要の変化（特交通需要の変化（特交通需要の変化（特交通需要の変化（特
に観光などに観光などに観光などに観光など

沿岸部に立地する港沿岸部に立地する港沿岸部に立地する港沿岸部に立地する港
湾施設湾施設湾施設湾施設・・・・空港施設の空港施設の空港施設の空港施設の
高潮被害高潮被害高潮被害高潮被害

施設の損壊施設の損壊施設の損壊施設の損壊、、、、運行への影響運行への影響運行への影響運行への影響、、、、
利用者への影響利用者への影響利用者への影響利用者への影響

エネルエネルエネルエネル
ギー供給ギー供給ギー供給ギー供給

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー需要変化需要変化需要変化需要変化、、、、
タービンタービンタービンタービン冷却効率冷却効率冷却効率冷却効率（（（（発電発電発電発電
出力出力出力出力））））の低下の低下の低下の低下

発電所発電所発電所発電所・・・・石油精製施石油精製施石油精製施石油精製施
設の浸水設の浸水設の浸水設の浸水

沿岸部沿岸部沿岸部沿岸部のののの発電所発電所発電所発電所などの高潮被などの高潮被などの高潮被などの高潮被
害害害害、、、、電力供給域内の機能不全電力供給域内の機能不全電力供給域内の機能不全電力供給域内の機能不全

上下水道上下水道上下水道上下水道 水需要量の変化水需要量の変化水需要量の変化水需要量の変化
海や河口への排水海や河口への排水海や河口への排水海や河口への排水
効率の低下効率の低下効率の低下効率の低下

水供給量の水供給量の水供給量の水供給量の不安定化不安定化不安定化不安定化、、、、

ダムダムダムダム湖湖湖湖のののの濁水濁水濁水濁水発生に伴う水処発生に伴う水処発生に伴う水処発生に伴う水処
理コストの理コストの理コストの理コストの増大増大増大増大、、、、浸水浸水浸水浸水被害被害被害被害

廃棄物処廃棄物処廃棄物処廃棄物処
理理理理

ごみ作業員の労働へごみ作業員の労働へごみ作業員の労働へごみ作業員の労働へ
の影響の影響の影響の影響

沿岸部に立地する沿岸部に立地する沿岸部に立地する沿岸部に立地する
施設の高潮被害に施設の高潮被害に施設の高潮被害に施設の高潮被害に
よる機能不全よる機能不全よる機能不全よる機能不全

損壊した施設損壊した施設損壊した施設損壊した施設、、、、上流域からの上流域からの上流域からの上流域からの
流木等の災害廃棄物の増大流木等の災害廃棄物の増大流木等の災害廃棄物の増大流木等の災害廃棄物の増大、、、、
処理困難物の増大処理困難物の増大処理困難物の増大処理困難物の増大

国土国土国土国土保全、保全、保全、保全、
農林漁業、農林漁業、農林漁業、農林漁業、
住宅、病院住宅、病院住宅、病院住宅、病院

高温による入居者高温による入居者高温による入居者高温による入居者・・・・入入入入
所者への影響所者への影響所者への影響所者への影響

沿岸部に立地する沿岸部に立地する沿岸部に立地する沿岸部に立地する
施設の高潮被害に施設の高潮被害に施設の高潮被害に施設の高潮被害に
よる機能不全よる機能不全よる機能不全よる機能不全

施設損壊施設損壊施設損壊施設損壊、、、、人命への人命への人命への人命への影響影響影響影響、、、、

強風による通信の切断強風による通信の切断強風による通信の切断強風による通信の切断、、、、機能機能機能機能
不全不全不全不全 31

「クイーンズランド州における気候変動
適応策 －公開報告書－」

• インフラストラクチャを分野の一つとしてとりあげ、ポイントとなる考え

方、気候リスク、これまでの施策、今後の施策などを体系的に整理。

• 潜在的な影響として、交通機能の麻痺、都市排水・下水システムの

機能不全、より頻繁な停電発生や通信途絶、建物・水道・ガス管・電

線等の被害、構造や材料の加速度的劣化をあげている。

• 今後の施策例。

� 政府所有資産のリスクアセスメント

� 重要インフラ及びそれらの相互依存関係の明確化

� リスク評価及び障壁除去のための民間インフラ所有者／運用者

との協働

� 気候変動を考慮した設計基準への更新

� 新しい気候に耐性を有する素材・デザインの研究開発
32
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７．気候変動適応とレジリエンス

33

�気候変動リスクは、既存の災害リスクを長期的に増
幅させるもの。

→既存の災害リスクの増幅への対応と長期的な気候

変動の漸進に対応する対応を追加する

�気候変動の影響に関するレジリエンス（感受性と適
応能力）は、他の自然災害とも共通する面がある（共
通しない面もある）

気候変動気候変動気候変動気候変動

気象災害リスク気象災害リスク気象災害リスク気象災害リスク

地学的災害地学的災害地学的災害地学的災害
リスクリスクリスクリスク

生物災害リスク生物災害リスク生物災害リスク生物災害リスク

台風や竜巻等、渇水、猛暑、豪雪・凍霜害台風や竜巻等、渇水、猛暑、豪雪・凍霜害台風や竜巻等、渇水、猛暑、豪雪・凍霜害台風や竜巻等、渇水、猛暑、豪雪・凍霜害

地滑り・土砂災害地滑り・土砂災害地滑り・土砂災害地滑り・土砂災害

地震、津波、地震、津波、地震、津波、地震、津波、
火山火山火山火山噴火噴火噴火噴火

病原菌による感染症病原菌による感染症病原菌による感染症病原菌による感染症
鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣被害被害被害被害

危害外来種増加等危害外来種増加等危害外来種増加等危害外来種増加等

資源・エネル資源・エネル資源・エネル資源・エネル
ギーリスクギーリスクギーリスクギーリスク

環境問題リスク環境問題リスク環境問題リスク環境問題リスク
事件・事故事件・事故事件・事故事件・事故
リスクリスクリスクリスク

資源・エネルギー価格高騰、供給停止資源・エネルギー価格高騰、供給停止資源・エネルギー価格高騰、供給停止資源・エネルギー価格高騰、供給停止

大気汚染、水質汚濁、大気汚染、水質汚濁、大気汚染、水質汚濁、大気汚染、水質汚濁、
地盤沈下地盤沈下地盤沈下地盤沈下

火災、交通事故、火災、交通事故、火災、交通事故、火災、交通事故、
工場工場工場工場災害、情報災害災害、情報災害災害、情報災害災害、情報災害

原子力発電事故原子力発電事故原子力発電事故原子力発電事故

自然災害リスク自然災害リスク自然災害リスク自然災害リスク 人為災害リスク人為災害リスク人為災害リスク人為災害リスク

気候変動気候変動気候変動気候変動

グローバル複合災害リスクグローバル複合災害リスクグローバル複合災害リスクグローバル複合災害リスク

人口爆発人口爆発人口爆発人口爆発
人口縮小人口縮小人口縮小人口縮小

食料不足食料不足食料不足食料不足貧困貧困貧困貧困
戦争・戦争・戦争・戦争・
紛争紛争紛争紛争

エネルギー枯エネルギー枯エネルギー枯エネルギー枯
渇・不足渇・不足渇・不足渇・不足

地域外の他地域の災害リスク地域外の他地域の災害リスク地域外の他地域の災害リスク地域外の他地域の災害リスク

地域内の災害リスク地域内の災害リスク地域内の災害リスク地域内の災害リスク

気候変動による気候変動による気候変動による気候変動による
地域内の災害リスクの増幅地域内の災害リスクの増幅地域内の災害リスクの増幅地域内の災害リスクの増幅
あるいは災害リスクの慢性的進行あるいは災害リスクの慢性的進行あるいは災害リスクの慢性的進行あるいは災害リスクの慢性的進行

気候変動による災害リスク気候変動による災害リスク気候変動による災害リスク気候変動による災害リスク

水災害の極端化水災害の極端化水災害の極端化水災害の極端化
猛暑の増加猛暑の増加猛暑の増加猛暑の増加
自然生態系の変化自然生態系の変化自然生態系の変化自然生態系の変化

水質悪化水質悪化水質悪化水質悪化
食料不足食料不足食料不足食料不足
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■適応策とは、■適応策とは、■適応策とは、■適応策とは、気候変動の影響を顕在化させる社会経済的な気候変動の影響を顕在化させる社会経済的な気候変動の影響を顕在化させる社会経済的な気候変動の影響を顕在化させる社会経済的な
要因（感受性、適応能力）の改善要因（感受性、適応能力）の改善要因（感受性、適応能力）の改善要因（感受性、適応能力）の改善である。社会経済の弱さをである。社会経済の弱さをである。社会経済の弱さをである。社会経済の弱さを
改善することが必要である。改善することが必要である。改善することが必要である。改善することが必要である。

■追加的適応策として、■追加的適応策として、■追加的適応策として、■追加的適応策として、感受性の感受性の感受性の感受性の改善改善改善改善とととと中・長期的影響へ中・長期的影響へ中・長期的影響へ中・長期的影響へのののの
順応型管理順応型管理順応型管理順応型管理の２つの方向性が重要である。の２つの方向性が重要である。の２つの方向性が重要である。の２つの方向性が重要である。

■■■■適応策のメニューを持続可能性の観点から多面的に評価適応策のメニューを持続可能性の観点から多面的に評価適応策のメニューを持続可能性の観点から多面的に評価適応策のメニューを持続可能性の観点から多面的に評価し、し、し、し、
良い適応策を選択的に実施良い適応策を選択的に実施良い適応策を選択的に実施良い適応策を選択的に実施していくことが望まれる。していくことが望まれる。していくことが望まれる。していくことが望まれる。

■地域における適応策実装においては、■地域における適応策実装においては、■地域における適応策実装においては、■地域における適応策実装においては、行政分野間、国と地方間、行政分野間、国と地方間、行政分野間、国と地方間、行政分野間、国と地方間、
行政と民間・市民の間における役割分担と連携の方向性行政と民間・市民の間における役割分担と連携の方向性行政と民間・市民の間における役割分担と連携の方向性行政と民間・市民の間における役割分担と連携の方向性がががが
示されることが望まれる。示されることが望まれる。示されることが望まれる。示されることが望まれる。

■■■■社会資本分野別社会資本分野別社会資本分野別社会資本分野別及び及び及び及び社会資本間の連携による適応社会資本間の連携による適応社会資本間の連携による適応社会資本間の連携による適応策の策の策の策の
推進が必要である。推進が必要である。推進が必要である。推進が必要である。

■■■■気候変動適応とレジリエンス政策気候変動適応とレジリエンス政策気候変動適応とレジリエンス政策気候変動適応とレジリエンス政策との関連等をさらに整理、統合との関連等をさらに整理、統合との関連等をさらに整理、統合との関連等をさらに整理、統合
していく必要がある。していく必要がある。していく必要がある。していく必要がある。

８．まとめ

35

36

ご清聴、ありがとうございました

本報告は平成22年度環境研究総合推進費の支
援による「S-8温暖化影響評価・適応政策に関する
総合的研究」サブテーマ2の「(1)地域社会における

温暖化影響の総合的評価と適応政策に関する研究
地域社会（まちづくり，暮らし等）の温暖化影響に係
る総合的評価手法及び適応方策の在り方に関する

研究」の成果を活用しています。
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近畿地方の気候変動について

平成２６年１１月１９日（水）

大阪管区気象台地球環境・海洋課

山本善弘

ＩＰＣＣ 第５次評価報告書（ＡＲ５）より

2

世界の年平均気温の偏差
（期間：1850年～2012年）

—英国気象庁
—米国海洋大気庁
—米国航空宇宙局

トレンド：0.85℃/132年

年平均

日本の年平均気温の偏差（気象庁作成）
（期間：1898年～2013年）

トレンド：1.14℃/100年

気候システムの温暖化には疑う余地がない。大気と海洋は温
暖化し、雪氷の量は減少し、海面水位は上昇し、温室効果ガ
ス濃度は増加している。

温室効果ガスの継続的な排出は、更なる温暖化と気候システ
ム全ての要素の変化をもたらすだろう。
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近畿地方では、地球温暖化とともに、大阪
などでは、都市化の影響も。

3

■地球温暖化■地球温暖化■地球温暖化■地球温暖化
◇領域◇領域◇領域◇領域

地球地球地球地球全体全体全体全体
◇原因◇原因◇原因◇原因

大気の変化大気の変化大気の変化大気の変化（温室効果）
・温室効果ガスの増加

◇気温の変化◇気温の変化◇気温の変化◇気温の変化
最高・平均・最低とも同程度上昇最高・平均・最低とも同程度上昇最高・平均・最低とも同程度上昇最高・平均・最低とも同程度上昇

◇水蒸気の変化◇水蒸気の変化◇水蒸気の変化◇水蒸気の変化
海水温の上昇に伴い増加増加増加増加

■ヒートアイランド現象■ヒートアイランド現象■ヒートアイランド現象■ヒートアイランド現象
◇領域◇領域◇領域◇領域

都市部のみ都市部のみ都市部のみ都市部のみ（局地的）
◇原因◇原因◇原因◇原因

地地地地表面の表面の表面の表面の変化変化変化変化
・緑地減少に伴う水分蒸発量の減少
・建築物による蓄熱
・人工排熱

◇気温の変化◇気温の変化◇気温の変化◇気温の変化
最低気温の上昇が大きい最低気温の上昇が大きい最低気温の上昇が大きい最低気温の上昇が大きい

◇水蒸気の変化◇水蒸気の変化◇水蒸気の変化◇水蒸気の変化
緑地の減少に伴い減少減少減少減少

地球温暖化とヒートアイランド現象
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長期的な気温変化傾向の比較 年平均気温（5年移動平均）

5

（1901年～1930年の30年平均値からの差）

気
温
偏
差

（℃）

都市部では、都市化の影響も

※「15地点」
都市化の影響が比較的少ないとみられる
全国１５の観測地点の平均（近畿地方では
「彦根」が含まれます）

「地球温暖化＋都市化」
の影響

地球温暖化
の影響

すでに出始めている影響
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日本における気候変動の影響

サンゴの白化
※「日本の気候変動とその影響」（２０１２年版）より

ヒトスジシマカ
（デング熱の媒介生物）

熱中症による救急搬送者数
（平成２２年～平成２５年 ６月～９月）

※総務省消防庁作成「熱中症対策リーフレット」より

熱中症

感染症

気温上昇により
分布域の北上

農作物

白未熟粒のいくつかのタイプ
※九州沖縄農業研究センターHPより

品質低下
（高温）

自然生態系

栽培適地の変化

ウンシュウミカンの栽培適地の変化
※「日本の気候変動とその影響」（２００９年版）より

7

気象台が保有している情報

・これまでの変化
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13

14

15

16

17

18

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

年
平
均
気
温
（℃
）

変化率：変化率：変化率：変化率： ℃/100℃/100℃/100℃/100年年年年

基準値：基準値：基準値：基準値： ℃℃℃℃

1.96 1 .96 1 .96 1 .96 

16 .916 .916 .916 .9

年

気温、猛暑日などの変化傾向

100年あたり
１．９６℃上昇

大阪（１８８３年～２０１２年

２．３日／１０年

彦根（１９３１年～２０１３年）

熱帯夜日数

9

１．２日／１０年

京都（１９３１年～２０１３年）

猛暑日日数

年平均気温

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010

年

近畿地方近畿地方近畿地方近畿地方降
水
量
比(

%)

近畿地方と大阪の年平均降水量の変化

はっきりとした増加
傾向はみられない

期間：1898年～2012年

※5地点
（彦根、京都、大阪、

神戸、和歌山）より求めた値

大阪

近畿地方

期間：1883年～2012年
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

近畿地方の短時間強雨の変化

近畿地方のアメダスで観測された１時間
３０ミリ以上の年間回数（１地点あたり）

回
増加傾向

期間：1976年～2013年10月

11

気象台が保有している情報

・将来の予測（地球温暖化予測情報第8巻）
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将来の予測 「地球温暖化予測情報第８巻」

13

（気象庁ホームページに掲載）
http://www.data.kishou.go.jp/climate/cpdinfo/GWP/index.html

○予測に使用したシナリオ：「ＳＲＥＳ Ａ１Ｂシナリオ」
・高度経済成長が続き、地域間格差が縮小、全てのエネ
ルギー源のバランスを重視する社会を想定して策定）

温
暖
化

温
暖
化

温
暖
化

温
暖
化
へ
の
へ
の
へ
の
へ
の
影
響
影
響
影
響
影
響
がががが
大大大大
き
い
き
い
き
い
き
い

RCP2.6

０．３～１．７０．３～１．７０．３～１．７０．３～１．７℃℃℃℃

SRES-A1B

１．７～４．４１．７～４．４１．７～４．４１．７～４．４℃℃℃℃

RCP8.5

２．６～４．８２．６～４．８２．６～４．８２．６～４．８℃℃℃℃

気温の変化

予測するエリア（全国版）と対象期間

将来の予測対象は21世紀末。
から の変化を予測して

います。 ※一部の要素は「近未来気候」も予測

現在気候（20年） 将来気候（20年）

14

予測エリア
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将来予測（年間猛暑日日数） 全国

15

全国と各エリアの比較
（地球温暖化予測情報第8巻より）

猛暑日の日数の変化図（年間）
（地球温暖化予測情報第8巻より）

猛暑日日数は全国的に
増加

将来予測
（1時間降水30ミリ以上の年間回数） 全国

16

１時間降水30ミリ以上の年間回数図
（地球温暖化予測情報第8巻より）

全国と各エリアの比較
（地球温暖化予測情報第8巻より）

・棒グラフ（灰色）は現在気候。
・棒グラフ（赤色）は将来気候

ほとんどの地域で増加
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将来予測（年間猛暑日日数） 近畿地方

17

近畿地方では、１５日程度上昇

猛暑日の日数の変化図（年間）
（地球温暖化予測情報第8巻から作成）

近畿地方と各府県の比較
（地球温暖化予測情報第8巻から作成）

「縦棒」は年々の変動の
ばらつき具合

将来予測
（1時間降水30ミリ以上の年間回数） 近畿地方

18

１時間降水３０ミリ以上の年間回数図
（地球温暖化予測情報第8巻から作成）

近畿地方と各府県の比較
（地球温暖化予測情報第8巻から作成）

太平洋側で増加

・棒グラフ（灰色）は現在気候。
・棒グラフ（赤色）は将来気候
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気象台が保有している情報

・観測期間と観測地点、将来の予測情報の要素一覧

19

観測データの保有期間と観測地点
（近畿地方の気象台、特別地域気象観測所）

20

近畿地方の気象台（赤丸）と
特別地域気象観測所
（青丸：観測期間80年未満）
（黄黄黄黄丸：観測期間80年以上）

※観測場所を移転した地点の観測データは、移転による影響を
除去するための補正（平均気温）を行っています。

府県府県府県府県 観測点観測点観測点観測点 観測開始（年）観測開始（年）観測開始（年）観測開始（年） 庁舎移転庁舎移転庁舎移転庁舎移転

近
畿
地
方

滋賀 彦根 １８９４ 無

京都
京都 １８８１ 有

舞鶴 １９４８ 有

大阪 大阪 １８８３ 有

兵庫

神戸 １８９７ 有

豊岡 １９１８ 有

姫路 １９４８ 有

洲本 １９１９ 無

奈良 奈良 １９５４ 無

和歌山
和歌山 １８８０ 無

潮岬 １９１３ 無
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21

府県府県府県府県

観測値点数観測値点数観測値点数観測値点数

観測要素
（気温、雨、風など）

観測要素
（雨のみ）

滋賀 ９ ２

京都 ８ ９

大阪 ９ ２

兵庫 ２０ ６

奈良 ６ ７

和歌山 １２ ６

計 ６４ ３２

合計９６地点

近畿地方のアメダス地図

１９７０年代後半から観測開始。

観測環境の変化などで移設して
いるところもある。

観測データの保有期間と観測地点
（近畿地方のアメダス）

地球温暖化予測情報第８巻より作成できる、
将来予測の各要素一覧（主なもの）

22

要素要素要素要素 年年年年
各季節毎各季節毎各季節毎各季節毎

（（（（3か月ごと）か月ごと）か月ごと）か月ごと）
12月～月～月～月～3月」月」月」月」

（月ごと）（月ごと）（月ごと）（月ごと）

平均気温 ○ ○

日最高気温の平均 ○ ○

日最低気温の平均 ○ ○

熱帯夜 ○ ○

夏日、真夏日、猛暑日 ○ ○

真冬日、冬日 ○ ○

降水量 ○ ○

日降水量10,30,50,70,100ミリ以上の日数 ○ ○

1時間降水量30,50,80,100ミリ以上の回数 ○ ○

最深積雪 ○ ○

積雪深差の合計 ○ ○
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法政大学法政大学法政大学法政大学
地域研究センター地域研究センター地域研究センター地域研究センター
特特特特任教授任教授任教授任教授 白井信雄白井信雄白井信雄白井信雄

1

地方自治体における適応策の地方自治体における適応策の地方自治体における適応策の地方自治体における適応策の
状況と地域適応ガイドライン状況と地域適応ガイドライン状況と地域適応ガイドライン状況と地域適応ガイドライン

話題

１．緩和策と適応策とは？

２．地方自治体における適応策の検討動向と課題

３．地方研究機関における適応関連研究の動向と課題

４．適応策ガイドラインの紹介

５．「気候変動の地元学」の提案

６．地方自治体における適応策進捗管理指標

まとめ
2
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3

地域での生活や産業地域での生活や産業地域での生活や産業地域での生活や産業
活動、自然生態系活動、自然生態系活動、自然生態系活動、自然生態系

地球全体の気候変動地球全体の気候変動地球全体の気候変動地球全体の気候変動

地域の気候の変化地域の気候の変化地域の気候の変化地域の気候の変化

水災害、農業、自然、健康等への影響

温室効果ガスの排出 気温上昇、水循環の変化

１．緩和策と適応策とは？

地
域
温
暖
化
対
策

気候（外力）気候（外力）気候（外力）気候（外力）
の変化の変化の変化の変化

・気温、降水、降雪、
日照、風 等

自然影響自然影響自然影響自然影響
・土地、水系、生態系、
生物等への影響

経済社会影響経済社会影響経済社会影響経済社会影響
・地域産業、地域経済、
地域社会、国土基盤
等への影響

生活影響生活影響生活影響生活影響
・健康、安全・安心、
意識・行動、家計
等への影響

・熱中症等健康被害
・エネルギー消費変化

・水質悪化、洪水氾濫
・植生・生息生物変化等

温室効果ガス以外の要因
温室効果ガスの排出温室効果ガスの排出温室効果ガスの排出温室効果ガスの排出
・大気中濃度の増加・大気中濃度の増加・大気中濃度の増加・大気中濃度の増加

・エネルギー消費変化

・ライフライン等の被害
・家計負担・収入の変化

・水害等被害、家計負
担、財産価値の変化

・農林漁業・加工、観
光、工業等へ影響

感受性感受性感受性感受性
・土地利用、近隣関係、過疎化、
過度な外部依存、高齢化等身
体的・社会的弱者増加 等

適応能力適応能力適応能力適応能力
・行政制度、モニタリング、住民
や企業における備え・知識等

脆弱性脆弱性脆弱性脆弱性

緩和策
・温室効果ガスの
排出削減等

適応策
・感受性の改善
・適応能力の向上

緩和策と実施したと
しても回避できない
影響に対して

気候変動の人為的
な要因の改善として

脆弱性の改善による
気候変動と折り合え
る適応社会の実現適応社会の実現適応社会の実現適応社会の実現

再生可能エネルギー
を中心にスリムな低低低低
炭素社会の実現炭素社会の実現炭素社会の実現炭素社会の実現

4

緩和策と適応策の関係緩和策と適応策の関係緩和策と適応策の関係緩和策と適応策の関係（対象とする要因の違い）（対象とする要因の違い）（対象とする要因の違い）（対象とする要因の違い）
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5

レベルレベルレベルレベル1

防御防御防御防御

レベルレベルレベルレベル2

影響最小化影響最小化影響最小化影響最小化

レベルレベルレベルレベル3

転換・再構築転換・再構築転換・再構築転換・再構築

適応能力の向上適応能力の向上適応能力の向上適応能力の向上 感受性の改善感受性の改善感受性の改善感受性の改善

タイプタイプタイプタイプ1

人間の命を人間の命を人間の命を人間の命を
守る守る守る守る
（豪雨等）（豪雨等）（豪雨等）（豪雨等）

中小の水・土
砂災害

気候外力の上昇
によりハードで守
れなくなった災害

複合災害などの
想定外の大災害

タイプタイプタイプタイプ2

生活質生活質生活質生活質や産や産や産や産
業を守る業を守る業を守る業を守る（（（（健健健健
康、農業等康、農業等康、農業等康、農業等））））

影響が避けら
れる程度の気
候変動

影響が避けられ
ない猛暑

生活の維持の困
難な状態の定常
化

タイプタイプタイプタイプ3

倫理や文化倫理や文化倫理や文化倫理や文化
を大事にを大事にを大事にを大事にするするするする

保護・継承がで
きる程度の気
候変動

保護・継承が一
部でできなくなる
影響

自然や文化等の
維持困難な状態

出典：小松・白井・田中・田村・安原・原澤適応策の適応策の適応策の適応策の3つのつのつのつのタイプとタイプとタイプとタイプと3つのつのつのつのレベルレベルレベルレベル

適応策の適応策の適応策の適応策の
レベルレベルレベルレベル

適応策のレベル適応策のレベル適応策のレベル適応策のレベル

レベル１レベル１レベル１レベル１ 防御防御防御防御 レベル２レベル２レベル２レベル２ 影響最小化影響最小化影響最小化影響最小化 レベル３レベル３レベル３レベル３ 転換・再構築転換・再構築転換・再構築転換・再構築

適応能力の向上適応能力の向上適応能力の向上適応能力の向上 感受性の改善感受性の改善感受性の改善感受性の改善

影影影影
響響響響
のののの
時時時時
間間間間
スススス
ケケケケ
||||
ルルルル

現在・現在・現在・現在・
短期短期短期短期
的影的影的影的影
響響響響

中・中・中・中・
長期長期長期長期
的影的影的影的影
響響響響

Ｃ．中・長期的影響の順応型管理Ｃ．中・長期的影響の順応型管理Ｃ．中・長期的影響の順応型管理Ｃ．中・長期的影響の順応型管理
①影響予測に基づく対策代替案の設定①影響予測に基づく対策代替案の設定①影響予測に基づく対策代替案の設定①影響予測に基づく対策代替案の設定
②監視による代替案の選択・実行、見直し②監視による代替案の選択・実行、見直し②監視による代替案の選択・実行、見直し②監視による代替案の選択・実行、見直し
③記録と説明、関係者の参加・学習③記録と説明、関係者の参加・学習③記録と説明、関係者の参加・学習③記録と説明、関係者の参加・学習

Ａ．Ａ．Ａ．Ａ．既存適応策の強化既存適応策の強化既存適応策の強化既存適応策の強化

①影響評価と適応策の方針作成①影響評価と適応策の方針作成①影響評価と適応策の方針作成①影響評価と適応策の方針作成

②モニタリング体制の整備と進行管理②モニタリング体制の整備と進行管理②モニタリング体制の整備と進行管理②モニタリング体制の整備と進行管理

③適応技術の開発と実証③適応技術の開発と実証③適応技術の開発と実証③適応技術の開発と実証

④適応策の普及（情報・経済・規制的手法）④適応策の普及（情報・経済・規制的手法）④適応策の普及（情報・経済・規制的手法）④適応策の普及（情報・経済・規制的手法）

⑤協働の推進、推進組織の整備⑤協働の推進、推進組織の整備⑤協働の推進、推進組織の整備⑤協働の推進、推進組織の整備

実施すべき適応策の方向性実施すべき適応策の方向性実施すべき適応策の方向性実施すべき適応策の方向性

Ｂ．Ｂ．Ｂ．Ｂ．感受性の感受性の感受性の感受性の
根本改善根本改善根本改善根本改善
①土地利用・地域①土地利用・地域①土地利用・地域①土地利用・地域
構造の再構築構造の再構築構造の再構築構造の再構築

②多様性や柔軟性②多様性や柔軟性②多様性や柔軟性②多様性や柔軟性
のある経済シスのある経済シスのある経済シスのある経済シス
テムへの転換テムへの転換テムへの転換テムへの転換

③弱者③弱者③弱者③弱者にににに配慮する配慮する配慮する配慮する
コミュニティのコミュニティのコミュニティのコミュニティの
再創造再創造再創造再創造

出典：法政大学作成
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7

国国国国 契機契機契機契機 計画等計画等計画等計画等 今後の動向今後の動向今後の動向今後の動向

東京都東京都東京都東京都 ・・・・世界の大都市世界の大都市世界の大都市世界の大都市
のネットワークでのネットワークでのネットワークでのネットワークで
あるあるあるあるCCCC40404040で適応策で適応策で適応策で適応策
を議論を議論を議論を議論（（（（2008200820082008））））

・・・・『『『『東京都環境基本計画東京都環境基本計画東京都環境基本計画東京都環境基本計画』』』』（（（（2008200820082008））））、、、、『『『『10101010年年年年
後の東京への実行プログラム後の東京への実行プログラム後の東京への実行プログラム後の東京への実行プログラム2011201120112011』』』』
（（（（2010201020102010））））に適応策を盛り込みに適応策を盛り込みに適応策を盛り込みに適応策を盛り込み
・・・・都独自の将来影響予測都独自の将来影響予測都独自の将来影響予測都独自の将来影響予測を実施を実施を実施を実施（（（（2009200920092009～～～～
2012201220122012））））、、、、ＳＳＳＳ8888研究参加研究参加研究参加研究参加

・・・・個別部局と適応策個別部局と適応策個別部局と適応策個別部局と適応策
の具体化を研究中の具体化を研究中の具体化を研究中の具体化を研究中

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 ・・・・猛暑による農業猛暑による農業猛暑による農業猛暑による農業
被害等の深刻化被害等の深刻化被害等の深刻化被害等の深刻化、、、、
県環境研による県環境研による県環境研による県環境研による
レポートレポートレポートレポート作成作成作成作成

・・・・「「「「ストップ温暖化ストップ温暖化ストップ温暖化ストップ温暖化・・・・埼玉ナビゲーション埼玉ナビゲーション埼玉ナビゲーション埼玉ナビゲーション
2050205020502050」」」」に適応策を盛り込みに適応策を盛り込みに適応策を盛り込みに適応策を盛り込み、、、、温暖化条例温暖化条例温暖化条例温暖化条例
に適応策明示に適応策明示に適応策明示に適応策明示（（（（2008200820082008））））、、、、ＳＳＳＳ8888研究参加研究参加研究参加研究参加

・・・・温暖化計画改定の温暖化計画改定の温暖化計画改定の温暖化計画改定の
一環として一環として一環として一環として、、、、「「「「適応策適応策適応策適応策
専門部会専門部会専門部会専門部会」」」」を設置しを設置しを設置しを設置し、、、、
検討中検討中検討中検討中

長野県長野県長野県長野県 ・・・・山岳生態系の山岳生態系の山岳生態系の山岳生態系の
問題等を中心に問題等を中心に問題等を中心に問題等を中心に、、、、
県環境研による県環境研による県環境研による県環境研による
研究着手研究着手研究着手研究着手

・・・・県環境保全研究所県環境保全研究所県環境保全研究所県環境保全研究所ののののSSSS8888研究参加研究参加研究参加研究参加
・・・・『『『『長野県環境エネルギー戦略～第三次長野県環境エネルギー戦略～第三次長野県環境エネルギー戦略～第三次長野県環境エネルギー戦略～第三次
長野県地球温暖化防止県民計画～長野県地球温暖化防止県民計画～長野県地球温暖化防止県民計画～長野県地球温暖化防止県民計画～』』』』
（（（（2013201320132013））））における適応策の位置づけにおける適応策の位置づけにおける適応策の位置づけにおける適応策の位置づけ

・・・・「「「「気候変動モニタリ気候変動モニタリ気候変動モニタリ気候変動モニタリ
ング体制ング体制ング体制ング体制」」」」とととと「「「「信州信州信州信州・・・・
気候変動適応プラッ気候変動適応プラッ気候変動適応プラッ気候変動適応プラッ
トフォームトフォームトフォームトフォーム」」」」の立ち上の立ち上の立ち上の立ち上
げげげげ

その他その他その他その他 三重県：委託により三重県：委託により三重県：委託により三重県：委託により、、、、気候変動影響に関する総合調査実施気候変動影響に関する総合調査実施気候変動影響に関する総合調査実施気候変動影響に関する総合調査実施（（（（2012201220122012・・・・2013201320132013））））
滋賀県：環境総合計画滋賀県：環境総合計画滋賀県：環境総合計画滋賀県：環境総合計画（（（（2009200920092009））））、、、、温暖化関連条例温暖化関連条例温暖化関連条例温暖化関連条例（（（（2011201120112011））））に適応策を位置付けに適応策を位置付けに適応策を位置付けに適応策を位置付け
その他：条例に適応策を位置付けその他：条例に適応策を位置付けその他：条例に適応策を位置付けその他：条例に適応策を位置付け→→→→埼玉埼玉埼玉埼玉、、、、滋賀＋京都滋賀＋京都滋賀＋京都滋賀＋京都、、、、鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島

計画に適応策を位置付け計画に適応策を位置付け計画に適応策を位置付け計画に適応策を位置付け→→→→東京東京東京東京、、、、埼玉埼玉埼玉埼玉、、、、長野長野長野長野、、、、滋賀＋長崎滋賀＋長崎滋賀＋長崎滋賀＋長崎、、、、兵庫兵庫兵庫兵庫、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄

出典）インタビュー等より作成

２．地方自治体における適応策の検討動向と課題

国の研究国の研究国の研究国の研究
へ参加、へ参加、へ参加、へ参加、
政策参照政策参照政策参照政策参照

新しい施策新しい施策新しい施策新しい施策
へのへのへのへの懐疑懐疑懐疑懐疑

適応策の研究適応策の研究適応策の研究適応策の研究
あるいはあるいはあるいはあるいは

政策の未成熟さ政策の未成熟さ政策の未成熟さ政策の未成熟さ

将来影響予測将来影響予測将来影響予測将来影響予測
の不確実性の不確実性の不確実性の不確実性

気候被害の起こり気候被害の起こり気候被害の起こり気候被害の起こり
やすい地域条件やすい地域条件やすい地域条件やすい地域条件

感度の感度の感度の感度の
高い有高い有高い有高い有
識者等識者等識者等識者等

適応策適応策適応策適応策
の採用の採用の採用の採用

地域の内生的条件地域の内生的条件地域の内生的条件地域の内生的条件
（採用者属性）（採用者属性）（採用者属性）（採用者属性）

参照要因参照要因参照要因参照要因

属属属属

性性性性

要要要要

因因因因

阻害要因阻害要因阻害要因阻害要因

リーリーリーリー
ダーダーダーダー
不足不足不足不足

促進促進促進促進要因要因要因要因

公設研公設研公設研公設研
究機関究機関究機関究機関
の存在の存在の存在の存在

行政行政行政行政
資源資源資源資源
制約制約制約制約

垂直参照垂直参照垂直参照垂直参照
国の計画国の計画国の計画国の計画
や制度や制度や制度や制度
の未整備の未整備の未整備の未整備

適応策の性質適応策の性質適応策の性質適応策の性質
（イノベーション属性）（イノベーション属性）（イノベーション属性）（イノベーション属性）

プラットプラットプラットプラット
フォームフォームフォームフォーム
活用活用活用活用

水平参照水平参照水平参照水平参照
突出した突出した突出した突出した
先行地域先行地域先行地域先行地域
の不在の不在の不在の不在

適応策の採用要因適応策の採用要因適応策の採用要因適応策の採用要因
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9

環境省及び省庁連携環境省及び省庁連携環境省及び省庁連携環境省及び省庁連携 農林水産省農林水産省農林水産省農林水産省 国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省

『地球温暖化の日本への影響『地球温暖化の日本への影響『地球温暖化の日本への影響『地球温暖化の日本への影響』』』』
（（（（2001200120012001））））

『気候変動への賢い適応『気候変動への賢い適応『気候変動への賢い適応『気候変動への賢い適応』』』』
（（（（2008200820082008））））

『温暖化の観測・予測及び影響『温暖化の観測・予測及び影響『温暖化の観測・予測及び影響『温暖化の観測・予測及び影響
評価統合レポート』評価統合レポート』評価統合レポート』評価統合レポート』（（（（2009200920092009））））

『気候変動適応の方向性』『気候変動適応の方向性』『気候変動適応の方向性』『気候変動適応の方向性』
（（（（2010201020102010））））

『『『『新統合レポート新統合レポート新統合レポート新統合レポート』』』』（（（（2012201220122012））））

『『『『第四次環境基本計画第四次環境基本計画第四次環境基本計画第四次環境基本計画』』』』の重点の重点の重点の重点
課題に適応策を明記（課題に適応策を明記（課題に適応策を明記（課題に適応策を明記（2012201220122012））））

適応計画の検討開始（適応計画の検討開始（適応計画の検討開始（適応計画の検討開始（2013201320132013開開開開
始、始、始、始、2015201520152015策定策定策定策定予定）予定）予定）予定）

地方における影響評価・適応計地方における影響評価・適応計地方における影響評価・適応計地方における影響評価・適応計
画策定支援（画策定支援（画策定支援（画策定支援（2015201520152015～：予算）～：予算）～：予算）～：予算）

「「「「水稲高温対策連絡会議水稲高温対策連絡会議水稲高温対策連絡会議水稲高温対策連絡会議設設設設
置」（置」（置」（置」（2003200320032003））））

『『『『高温障害対策レポート高温障害対策レポート高温障害対策レポート高温障害対策レポート』』』』
（（（（2006200620062006））））

『『『『農林水産省地球温暖化対農林水産省地球温暖化対農林水産省地球温暖化対農林水産省地球温暖化対
策総合戦略策総合戦略策総合戦略策総合戦略』』』』（（（（2007200720072007））））

『『『『品目別適応策レポート・工品目別適応策レポート・工品目別適応策レポート・工品目別適応策レポート・工
程表程表程表程表』』』』（（（（2007200720072007））））

モデル地区における地球温モデル地区における地球温モデル地区における地球温モデル地区における地球温
暖化適応技術の導入・実証暖化適応技術の導入・実証暖化適応技術の導入・実証暖化適応技術の導入・実証
（（（（2008200820082008～）～）～）～）

農林水産分野の気候変動農林水産分野の気候変動農林水産分野の気候変動農林水産分野の気候変動
適応計画の策定（適応計画の策定（適応計画の策定（適応計画の策定（2014201420142014～）～）～）～）

気候変動適応産地づくり支気候変動適応産地づくり支気候変動適応産地づくり支気候変動適応産地づくり支
援事業（援事業（援事業（援事業（2015201520152015～：予算）～：予算）～：予算）～：予算）

社会資本整備審議会社会資本整備審議会社会資本整備審議会社会資本整備審議会『『『『水水水水
災害分野における地球災害分野における地球災害分野における地球災害分野における地球
温暖化に伴う気候変化温暖化に伴う気候変化温暖化に伴う気候変化温暖化に伴う気候変化
への適応策のあり方につへの適応策のあり方につへの適応策のあり方につへの適応策のあり方につ
いて（答申）いて（答申）いて（答申）いて（答申）』』』』（（（（2008200820082008））））

港湾分科会防災・保全分港湾分科会防災・保全分港湾分科会防災・保全分港湾分科会防災・保全分
科会科会科会科会『『『『地球温暖化に起因地球温暖化に起因地球温暖化に起因地球温暖化に起因
する気候変動に対する港する気候変動に対する港する気候変動に対する港する気候変動に対する港
湾政策のあり方（答申）湾政策のあり方（答申）湾政策のあり方（答申）湾政策のあり方（答申）』』』』
（（（（2009200920092009））））

国土交通分野の技術力国土交通分野の技術力国土交通分野の技術力国土交通分野の技術力
を活用した気候変動予を活用した気候変動予を活用した気候変動予を活用した気候変動予
測・リスク評価、監視体制測・リスク評価、監視体制測・リスク評価、監視体制測・リスク評価、監視体制
の高度化（の高度化（の高度化（の高度化（2014201420142014～）～）～）～）

国土交通省の適応策の国土交通省の適応策の国土交通省の適応策の国土交通省の適応策の
策定（策定（策定（策定（2014201420142014～）～）～）～）

省庁における気候変動適応への取組経緯

出典）環境省資料等より法政大学作成

緩和策の普及経過からの示唆

10

緩和策の地域計画
の垂直要因

適応策の地域計画
の垂直要因

地球温暖化対策地域推進地球温暖化対策地域推進地球温暖化対策地域推進地球温暖化対策地域推進
計画策定ガイドライン計画策定ガイドライン計画策定ガイドライン計画策定ガイドライン（（（（1993年）年）年）年）

地球地球地球地球温暖化防止行動計画（温暖化防止行動計画（温暖化防止行動計画（温暖化防止行動計画（1990

年）年）年）年）や地球サミット（や地球サミット（や地球サミット（や地球サミット（1992年年年年）等の）等の）等の）等の
国内外国内外国内外国内外の動向の動向の動向の動向

温対法の制定（温対法の制定（温対法の制定（温対法の制定（1998年年年年）、）、）、）、
自治体自治体自治体自治体の責務（第の責務（第の責務（第の責務（第4条）条）条）条）がががが明確化明確化明確化明確化

京都議定書の批准（京都議定書の批准（京都議定書の批准（京都議定書の批准（2002年年年年）と）と）と）と
温対法改正・第温対法改正・第温対法改正・第温対法改正・第20条追加条追加条追加条追加

京都議定書発効京都議定書発効京都議定書発効京都議定書発効とととと京都議定書京都議定書京都議定書京都議定書
目標目標目標目標達成計画達成計画達成計画達成計画の策定（の策定（の策定（の策定（2005年）年）年）年）

適応国家計画（適応国家計画（適応国家計画（適応国家計画（2015年夏）年夏）年夏）年夏）
の策定の策定の策定の策定

2006年3月までに、全都道府県・政令市
において地域推進計画策定

地域の適応計画の策定支援地域の適応計画の策定支援地域の適応計画の策定支援地域の適応計画の策定支援

適応策ガイドラインの作成？適応策ガイドラインの作成？適応策ガイドラインの作成？適応策ガイドラインの作成？

温対法の改正による適応策温対法の改正による適応策温対法の改正による適応策温対法の改正による適応策
の明確化・義務づけ？の明確化・義務づけ？の明確化・義務づけ？の明確化・義務づけ？

地域における適応計画や実践の普及
184



３．地方研究機関における適応研究の動向と課題

11

●農業系を中心にインタビュー調査の実施（2014年2～10月）

長崎県農業試験場、水産試験場
北海道総合研究機構
和歌山県畜産試験場養鶏研究所、水産試験研究所
神奈川県水産試験研究所、農業技術センター
高知県農業技術センター果樹試験場
岡山県農林水産総合センター
富山県農林水産総合技術センター
宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物支場、茶業支場
山形県農業総合研究センター食の環境安全部、園芸試験場

研究研究研究研究予算予算予算予算、、、、
コーディコーディコーディコーディ
ネイトネイトネイトネイト

将来予測将来予測将来予測将来予測データデータデータデータ
のののの不足不足不足不足

長期的影響に長期的影響に長期的影響に長期的影響に対する対する対する対する
研究研究研究研究成果の出しにく成果の出しにく成果の出しにく成果の出しにく
ささささ、成果、成果、成果、成果の経済性の経済性の経済性の経済性

自然環境下での実験自然環境下での実験自然環境下での実験自然環境下での実験
条件制御の困難、屋条件制御の困難、屋条件制御の困難、屋条件制御の困難、屋
内設備の費用負担内設備の費用負担内設備の費用負担内設備の費用負担

地域での被害の顕地域での被害の顕地域での被害の顕地域での被害の顕
在化在化在化在化、被害、被害、被害、被害を受けを受けを受けを受け
やすい地域条件やすい地域条件やすい地域条件やすい地域条件

温暖化温暖化温暖化温暖化
対策関対策関対策関対策関
連連連連の研の研の研の研
究究究究指針指針指針指針
の作成の作成の作成の作成

（一部（一部（一部（一部
地域）地域）地域）地域）

適応適応適応適応

研究の研究の研究の研究の
推進推進推進推進

地域の内生的条件地域の内生的条件地域の内生的条件地域の内生的条件
（採用者属性）（採用者属性）（採用者属性）（採用者属性）

参照要因参照要因参照要因参照要因

属属属属

性性性性

要要要要

因因因因

阻害要因阻害要因阻害要因阻害要因

予算、人予算、人予算、人予算、人
材の削減、材の削減、材の削減、材の削減、

人材人材人材人材ローローローロー
テーションテーションテーションテーション

促進促進促進促進要因要因要因要因

現場ニー現場ニー現場ニー現場ニー
ズ対応ズ対応ズ対応ズ対応
の優先の優先の優先の優先

垂直参照垂直参照垂直参照垂直参照

国の研究国の研究国の研究国の研究
機関の未機関の未機関の未機関の未
対応対応対応対応

適応策の性質適応策の性質適応策の性質適応策の性質
（イノベーション属性）（イノベーション属性）（イノベーション属性）（イノベーション属性）

隣接県との隣接県との隣接県との隣接県との
共同、コン共同、コン共同、コン共同、コン
ソーシアムソーシアムソーシアムソーシアム

水平参照水平参照水平参照水平参照
連携先とな連携先とな連携先とな連携先とな
る地域研究る地域研究る地域研究る地域研究
機関との距機関との距機関との距機関との距
離、競合離、競合離、競合離、競合

適応研究の要因適応研究の要因適応研究の要因適応研究の要因
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位置付け・作成方法
・Ｓ８研究の一環として作成、長野県等でのモデルスタディを
行い、適応策の基本的考え方と検討方法、成果イメージ等を
整理

利用対象
・全国の都道府県及び政令指定都市
＊政令指定都市ではない市町村，
地球温暖化対策担当でない担当部局等も活用可能

利用場面
・地球温暖化対策担当が適応策の検討方法を組み立てる場面
から各種データの収集・整理をへて、適応策の計画への実装
まで

13

４．適応策ガイドラインの紹介

国内外の政策決定の場へ国内外の政策決定の場へ国内外の政策決定の場へ国内外の政策決定の場へ

科学的知見の提供科学的知見の提供科学的知見の提供科学的知見の提供

社会経済シナリオ

【【【【テーマテーマテーマテーマ2】】】】

自治体レベルでの影響評価自治体レベルでの影響評価自治体レベルでの影響評価自治体レベルでの影響評価
と総合的適応と総合的適応と総合的適応と総合的適応
政策に関する政策に関する政策に関する政策に関する
研究研究研究研究

【【【【テーマテーマテーマテーマ1】】】】我が国全体への温暖化影響の信頼性の高い定量的評価我が国全体への温暖化影響の信頼性の高い定量的評価我が国全体への温暖化影響の信頼性の高い定量的評価我が国全体への温暖化影響の信頼性の高い定量的評価
に関する研究に関する研究に関する研究に関する研究

統合評価モデル統合評価モデル統合評価モデル統合評価モデル
経済評価経済評価経済評価経済評価簡

易
推
計

簡
易
推
計

簡
易
推
計

簡
易
推
計
ツ
ー
ル

ツ
ー
ル

ツ
ー
ル

ツ
ー
ル

自治体の実態フィードバック自治体の実態フィードバック自治体の実態フィードバック自治体の実態フィードバック 途上国の実態フィードバック途上国の実態フィードバック途上国の実態フィードバック途上国の実態フィードバック

【【【【テーマテーマテーマテーマ3】】】】

アジア太平洋地域におけるアジア太平洋地域におけるアジア太平洋地域におけるアジア太平洋地域における
脆弱性及び適応効果評価脆弱性及び適応効果評価脆弱性及び適応効果評価脆弱性及び適応効果評価

指標に関指標に関指標に関指標に関
する研究する研究する研究する研究

健康健康健康健康農業農業農業農業 沿岸・沿岸・沿岸・沿岸・
防災防災防災防災

生態系生態系生態系生態系水資源水資源水資源水資源

気候シナリオダウンスケーリング気候シナリオダウンスケーリング気候シナリオダウンスケーリング気候シナリオダウンスケーリング 広
域
予
測
手
法

広
域
予
測
手
法

広
域
予
測
手
法

広
域
予
測
手
法

気候シナリオ

地域適応地域適応地域適応地域適応フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム

アジア太平洋地域にアジア太平洋地域にアジア太平洋地域にアジア太平洋地域に
おける様々なおける様々なおける様々なおける様々な
影響・適応研究影響・適応研究影響・適応研究影響・適応研究

S-8研究の全体像 環境研究総合推進費「S-8 温暖化影響評価・
適応政策に関する総合的研究」
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提供するツール提供するツール提供するツール提供するツール

簡易推計ツール

適応策ガイドライン

気候変動影響
評価・適応指標

情報プラット
フォーム

地域適応
フォーラム

データ

検討方法

共有・普及

既存統計・
モニタリング

影響分析
・予測

モデル
スタディ

将来影響の予測値 影響把握や適応策の検討材料

オンラインでの情報共有 オフラインでの交流と共有

影響評価、適応策検討、合意形成等の手順と方法

�ガイドラインVer.2の改良点

・感受性の根本改善、順応型管理

の考え方とそれに基づく追加的

適応策の例示（影響分野別）

・簡易推計ツールを使った適応策

の検討例 等

16

ガイドラインVer.１
（2012年度公開済）

ガイドラインVer.2
（2013年度公開済）

ガイドラインVer.３
（2014年度末予定）

�ガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインVer.3Ver.3Ver.3Ver.3のののの改良点改良点改良点改良点

・・・・追加的適応策追加的適応策追加的適応策追加的適応策のののの具体化具体化具体化具体化のためののためののためののための
アクションのアクションのアクションのアクションの提示提示提示提示

・・・・適応策実装上適応策実装上適応策実装上適応策実装上のののの隘路隘路隘路隘路にににに関関関関するするするする分分分分
析結果析結果析結果析結果のののの提示提示提示提示 等等等等

適応策ガイドラインVer.3
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Ver.２
の
構成

第第第第ⅠⅠⅠⅠ編編編編 ガイドラインの使い方と適応策の基本的考え方ガイドラインの使い方と適応策の基本的考え方ガイドラインの使い方と適応策の基本的考え方ガイドラインの使い方と適応策の基本的考え方

第第第第ⅡⅡⅡⅡ編編編編 適応策検討の進め方とまとめ方適応策検討の進め方とまとめ方適応策検討の進め方とまとめ方適応策検討の進め方とまとめ方

１．ガイドラインの作り方と使い方

１．適応策に関する知識と認識の共有

２．気候変動影響のリスク
の把握・整理

３．既往の適応策の点検と
追加的に実施すべき施策の整理

４．適応策に関する基本方針の検討

６．適応策の基本方針の策定と進行管理

２．適応策の基本的
考え方

３．適応策の検討成果
について

４．“追加的適応策”
の具体像

５．用語の説明

Ver.2の要点：方針づくりを提示

18

1
8

(1)気候変動の気候変動の気候変動の気候変動の

現在現在現在現在・・・・短期的リ短期的リ短期的リ短期的リ
スクの整理スクの整理スクの整理スクの整理

(2)気候変動の気候変動の気候変動の気候変動の
中長期中長期中長期中長期リスクリスクリスクリスク
の整理の整理の整理の整理

(3)既存の適応既存の適応既存の適応既存の適応
策の実施状況策の実施状況策の実施状況策の実施状況
の整の整の整の整理理理理

追加的適応策の抽出

追加的適応策の視点追加的適応策の視点追加的適応策の視点追加的適応策の視点
■感受性の根本改善■感受性の根本改善■感受性の根本改善■感受性の根本改善
■中・長期的影響への順応型管理■中・長期的影響への順応型管理■中・長期的影響への順応型管理■中・長期的影響への順応型管理

既存統計 Ｓ-8
簡易推計ツール

公開資料

モデル地域（長野県）モデル地域（長野県）モデル地域（長野県）モデル地域（長野県）

188



19

影響分野影響分野影響分野影響分野 影響評価影響評価影響評価影響評価
施策の施策の施策の施策の実施実施実施実施
状況状況状況状況

検討課題検討課題検討課題検討課題現在及び短期現在及び短期現在及び短期現在及び短期
的的的的影響影響影響影響

将来影響の将来影響の将来影響の将来影響の
評価評価評価評価

農業・食糧農業・食糧農業・食糧農業・食糧 ・・・・水稲水稲水稲水稲、、、、果樹果樹果樹果樹、、、、
高原野菜等高原野菜等高原野菜等高原野菜等
へ影響ありへ影響ありへ影響ありへ影響あり

・・・・ コメのコメのコメのコメの収量収量収量収量
増加増加増加増加、、、、りんごりんごりんごりんご
の生息適地の生息適地の生息適地の生息適地
のののの移動移動移動移動

・・・・農業試験農業試験農業試験農業試験
場 を中心場 を中心場 を中心場 を中心
に技術開に技術開に技術開に技術開
発が発が発が発が実施実施実施実施

・・・・適応適応適応適応技術の普及のための施技術の普及のための施技術の普及のための施技術の普及のための施
策の創出策の創出策の創出策の創出、、、、長期予測に長期予測に長期予測に長期予測に基づ基づ基づ基づくくくく
順応型管理の具体化順応型管理の具体化順応型管理の具体化順応型管理の具体化等等等等

水環境・水環境・水環境・水環境・
水水水水資源資源資源資源

・・・・ 特 に 観 測特 に 観 測特 に 観 測特 に 観 測
データなしデータなしデータなしデータなし

・・・・懸濁物質の懸濁物質の懸濁物質の懸濁物質の
増加が増加が増加が増加が予測予測予測予測

・・・・特になし特になし特になし特になし ・・・・気候変動の影響評価気候変動の影響評価気候変動の影響評価気候変動の影響評価から実から実から実から実
施施施施

水災害・水災害・水災害・水災害・
沿岸被害沿岸被害沿岸被害沿岸被害

・・・・被害の増加被害の増加被害の増加被害の増加
傾向は明確傾向は明確傾向は明確傾向は明確
ではないではないではないではない。。。。

・・・・斜面崩壊の斜面崩壊の斜面崩壊の斜面崩壊の
リスクがリスクがリスクがリスクが増加増加増加増加

・・・・洪水洪水洪水洪水、、、、土土土土
砂対策の砂対策の砂対策の砂対策の
強化強化強化強化

・・・・気候変動の影響評価を踏ま気候変動の影響評価を踏ま気候変動の影響評価を踏ま気候変動の影響評価を踏ま
えた既往適応策の強化を検えた既往適応策の強化を検えた既往適応策の強化を検えた既往適応策の強化を検
討討討討

森林・森林・森林・森林・
自然生態系自然生態系自然生態系自然生態系

・・・・松くい虫松くい虫松くい虫松くい虫、、、、鳥鳥鳥鳥
獣被害が懸獣被害が懸獣被害が懸獣被害が懸
念される状況念される状況念される状況念される状況
であるであるであるである。。。。

・・・・ブナ等の生ブナ等の生ブナ等の生ブナ等の生
育適域の減育適域の減育適域の減育適域の減
少が少が少が少が予測予測予測予測

・・・・影響研究影響研究影響研究影響研究
ははははあるあるあるあるがががが、、、、
適応適応適応適応策は策は策は策は
検討中検討中検討中検討中

・・・・将来予測将来予測将来予測将来予測結果をもとに結果をもとに結果をもとに結果をもとに、、、、自然自然自然自然
保護区の見直し等保護区の見直し等保護区の見直し等保護区の見直し等のののの順応型順応型順応型順応型
管理の具体化管理の具体化管理の具体化管理の具体化

健康健康健康健康 ・・・・熱中症患者熱中症患者熱中症患者熱中症患者
数が増加傾数が増加傾数が増加傾数が増加傾
向にある向にある向にある向にある。。。。

・・・・患者数の増患者数の増患者数の増患者数の増
加加加加がががが予測予測予測予測

・・・・情報提供情報提供情報提供情報提供
がががが中心中心中心中心

・・・・高齢者単独世帯への支援や高齢者単独世帯への支援や高齢者単独世帯への支援や高齢者単独世帯への支援や
近隣の互助等による熱中症近隣の互助等による熱中症近隣の互助等による熱中症近隣の互助等による熱中症
対策を対策を対策を対策を検討検討検討検討

適応策の検討課題の整理例

20

Ver.3

での
追加

第第第第ⅢⅢⅢⅢ編編編編 追加的適応策の具体化に向けた追加的適応策の具体化に向けた追加的適応策の具体化に向けた追加的適応策の具体化に向けたアクションアクションアクションアクション

1．個別課題に対する追加的適応策の具体化のための分析と計画

2．適応策の主体形成と関係形成・合意形成

3．地域づくりとしての適応策の検討

第第第第ⅣⅣⅣⅣ編編編編 地域における適応策実装に係る隘路の打開地域における適応策実装に係る隘路の打開地域における適応策実装に係る隘路の打開地域における適応策実装に係る隘路の打開

1．地域における適応策の実装上の論点
～地域適応フォーラムの議論より

2．地域における適応策検討の促進要因と阻害要因
～適応策の先行地域インタビューより

3．地域研究機関における気候変動適応研究の実態と課題
～地域研究機関インタビューより

Ver.3では、適応策を具体化するための方法とでは、適応策を具体化するための方法とでは、適応策を具体化するための方法とでは、適応策を具体化するための方法と
適応策適応策適応策適応策をををを実装していく実装していく実装していく実装していくでのでのでのでの隘路（の打開方策）を提示隘路（の打開方策）を提示隘路（の打開方策）を提示隘路（の打開方策）を提示
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Ver.3の要点１：適応策の評価を提案

21

安全・安心安全・安心安全・安心安全・安心
・適応策としての有効性、他の自然災害等への有効性・適応策としての有効性、他の自然災害等への有効性・適応策としての有効性、他の自然災害等への有効性・適応策としての有効性、他の自然災害等への有効性

環境配慮環境配慮環境配慮環境配慮
・緩和効果、生物多様性配慮、循環型社会の形成・緩和効果、生物多様性配慮、循環型社会の形成・緩和効果、生物多様性配慮、循環型社会の形成・緩和効果、生物多様性配慮、循環型社会の形成

経済効率・経済効果経済効率・経済効果経済効率・経済効果経済効率・経済効果
・対策の費用対効果・経済効率性、地域活性化・対策の費用対効果・経済効率性、地域活性化・対策の費用対効果・経済効率性、地域活性化・対策の費用対効果・経済効率性、地域活性化

福祉・弱者支援福祉・弱者支援福祉・弱者支援福祉・弱者支援
・公平性、弱者保護、男女共同参画

参加・主体形成・関係形成参加・主体形成・関係形成参加・主体形成・関係形成参加・主体形成・関係形成
・地域の主体の参加・学習、社会関係資本の形成・地域の主体の参加・学習、社会関係資本の形成・地域の主体の参加・学習、社会関係資本の形成・地域の主体の参加・学習、社会関係資本の形成

将来世代あるいは他地域への配慮将来世代あるいは他地域への配慮将来世代あるいは他地域への配慮将来世代あるいは他地域への配慮
・将来機会の保障、他地域との共存、他地域との連携等・将来機会の保障、他地域との共存、他地域との連携等・将来機会の保障、他地域との共存、他地域との連携等・将来機会の保障、他地域との共存、他地域との連携等

適
応
策
の
評
価
の
視
点

「順応型管理」の一環として、適応策の選択肢を評価

Ver.3の要点２：気候変動の主体形成
・関係形成・合意形成を提案

22

影響を影響を影響を影響を
モニタリングするモニタリングするモニタリングするモニタリングする

影響を共有する影響を共有する影響を共有する影響を共有する 影響の原因や影響の原因や影響の原因や影響の原因や
対策メニュー対策メニュー対策メニュー対策メニュー
を知るを知るを知るを知る

自らの行動自らの行動自らの行動自らの行動
（緩和、適応）（緩和、適応）（緩和、適応）（緩和、適応）
を考えるを考えるを考えるを考える

暮らしの中で暮らしの中で暮らしの中で暮らしの中で
実践する、実践する、実践する、実践する、
他者に呼びかける他者に呼びかける他者に呼びかける他者に呼びかける

●生物の生息●生物の生息●生物の生息●生物の生息
●生物季節●生物季節●生物季節●生物季節
（初鳴き、開花等）（初鳴き、開花等）（初鳴き、開花等）（初鳴き、開花等）
●地域の伝統文化●地域の伝統文化●地域の伝統文化●地域の伝統文化
●農作物●農作物●農作物●農作物
●家計●家計●家計●家計
●エネルギー消費●エネルギー消費●エネルギー消費●エネルギー消費 等等等等

●影響マップの作成●影響マップの作成●影響マップの作成●影響マップの作成
●影響リストによる●影響リストによる●影響リストによる●影響リストによる
チェックと集計チェックと集計チェックと集計チェックと集計

●影響つながり図の作成●影響つながり図の作成●影響つながり図の作成●影響つながり図の作成
等等等等

ワークショップワークショップワークショップワークショップ
フィールドワークフィールドワークフィールドワークフィールドワーク
ホームワークホームワークホームワークホームワーク ワークショップワークショップワークショップワークショップ

フィールドワークフィールドワークフィールドワークフィールドワーク

１ヶ月程度 １回程度 数回程度

パネルシアターパネルシアターパネルシアターパネルシアター

「気候変動の地元学」＋「ステークホルダー会議」190



Ver.3の要点３：「地域づくり型適応策」
を提案

23

小規模零細農家
が導入可能な
適応技術を開発

小規模零細農家

や消費者、流通
業者と連携した、
協議会で検討

適応を通じた

産地形成と消費
者と連携する新
たな農業の展開

●手間や費用が
かからない
適応技術

●適応技術を用いた
農産物の
ブランディング

●小規模零細農家
がやる気になれる
コミュニティ支援
型農業

●地域ぐるみ、産学
官の連携関係の
強化

●農業戦略を視野
に入れた技術開発

●気候変動適応
の継続的取組みへ

気候変動の気候変動の気候変動の気候変動の飯田市への飯田市への飯田市への飯田市への
影響事例を調べ、共有影響事例を調べ、共有影響事例を調べ、共有影響事例を調べ、共有するするするする

気候気候気候気候変動の変動の変動の変動の問題を問題を問題を問題を
地域ごと・自分ごと地域ごと・自分ごと地域ごと・自分ごと地域ごと・自分ごとにするにするにするにする

気候気候気候気候変動に対する変動に対する変動に対する変動に対する
緩和策と適応策緩和策と適応策緩和策と適応策緩和策と適応策を考えるを考えるを考えるを考える

気候変動の飯田市
への影響事例調査

学習プログラムの
開発と体制づくり

調査結果の報告と
ワークショップ

5～6月

7月末

地元学の試行結果
の評価

５．「気候変動の地元学」の提案
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飯田市での試行結果

事例調査
調査時期： 2014年5～6月

配布・回収： 公民館主事及び関係者、環境関連ＮＰＯ、

企業の環境管理担当者、66名から98事例

調査項目： 影響内容、影響分野、発生場所、発生時期、

要因となる気候外力、社会経済的要因、適応策

夏の高温夏の高温夏の高温夏の高温

化・猛暑の化・猛暑の化・猛暑の化・猛暑の

増加増加増加増加

46%

冬の気温上冬の気温上冬の気温上冬の気温上

昇・冬日の昇・冬日の昇・冬日の昇・冬日の

減少減少減少減少

17%

降水量の増降水量の増降水量の増降水量の増

加・豪雨の加・豪雨の加・豪雨の加・豪雨の

増加増加増加増加

18%

冬の積雪の冬の積雪の冬の積雪の冬の積雪の

変化変化変化変化

5%

その他その他その他その他

14%

農業農業農業農業

28%

生活・暮生活・暮生活・暮生活・暮

らしらしらしらし

23%

健康健康健康健康

16%

水災害水災害水災害水災害

14%

自然生態自然生態自然生態自然生態

系系系系

10%

その他その他その他その他

9%

気候外力 影響分野

６．地方自治体における適応策進捗管理指標
項目分類項目分類項目分類項目分類 項目数項目数項目数項目数

1.行政内での適応策の位置づけと基本方針の作成行政内での適応策の位置づけと基本方針の作成行政内での適応策の位置づけと基本方針の作成行政内での適応策の位置づけと基本方針の作成

1.1 適応策の制度的な位置づけ適応策の制度的な位置づけ適応策の制度的な位置づけ適応策の制度的な位置づけ ３３３３

1.2 適応策に関する検討体制適応策に関する検討体制適応策に関する検討体制適応策に関する検討体制 ４４４４

1.3 行政内で適応策に関する知識と認識の共有行政内で適応策に関する知識と認識の共有行政内で適応策に関する知識と認識の共有行政内で適応策に関する知識と認識の共有 ４４４４

1.4  地域における気候変動の影響に関する現状及び将来予測に関する情報整理と評価地域における気候変動の影響に関する現状及び将来予測に関する情報整理と評価地域における気候変動の影響に関する現状及び将来予測に関する情報整理と評価地域における気候変動の影響に関する現状及び将来予測に関する情報整理と評価 ５５５５

1.5 既存の適応策の整理と課題の抽出既存の適応策の整理と課題の抽出既存の適応策の整理と課題の抽出既存の適応策の整理と課題の抽出 ２２２２

1.6 地域における気候変動の方針作成地域における気候変動の方針作成地域における気候変動の方針作成地域における気候変動の方針作成 ６６６６

2. 適応策の推進基盤の整備適応策の推進基盤の整備適応策の推進基盤の整備適応策の推進基盤の整備

2.1 地域における気候変動適応策の推進における役割分担地域における気候変動適応策の推進における役割分担地域における気候変動適応策の推進における役割分担地域における気候変動適応策の推進における役割分担 ４４４４

2.2 気候変動影響のモニタリング・情報流通気候変動影響のモニタリング・情報流通気候変動影響のモニタリング・情報流通気候変動影響のモニタリング・情報流通 ３３３３

2.3 気候変動適応のリテラシー形成と普及気候変動適応のリテラシー形成と普及気候変動適応のリテラシー形成と普及気候変動適応のリテラシー形成と普及 ４４４４

2.4 気候変動適応に関する関係者の合意形成と協働気候変動適応に関する関係者の合意形成と協働気候変動適応に関する関係者の合意形成と協働気候変動適応に関する関係者の合意形成と協働 ３３３３

3. 追加的適応策の検討追加的適応策の検討追加的適応策の検討追加的適応策の検討

3.1 多様な適応策の具体化多様な適応策の具体化多様な適応策の具体化多様な適応策の具体化 ２２２２

3.2 長期的影響への適応策長期的影響への適応策長期的影響への適応策長期的影響への適応策 ４４４４

3.3 感受性の根本改善としての適応策感受性の根本改善としての適応策感受性の根本改善としての適応策感受性の根本改善としての適応策 ４４４４

3.4 気候変動の影響を機会として活かす取組み気候変動の影響を機会として活かす取組み気候変動の影響を機会として活かす取組み気候変動の影響を機会として活かす取組み ２２２２26
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先進的なＡ県のチェック結果
項目分類項目分類項目分類項目分類 Ａ県Ａ県Ａ県Ａ県

1.行政内での適応策の位置づけと基本方針の作成行政内での適応策の位置づけと基本方針の作成行政内での適応策の位置づけと基本方針の作成行政内での適応策の位置づけと基本方針の作成

1.1 適応策の制度的な位置づけ適応策の制度的な位置づけ適応策の制度的な位置づけ適応策の制度的な位置づけ ◎◎◎◎
1.2 適応策に関する検討体制適応策に関する検討体制適応策に関する検討体制適応策に関する検討体制 ◎◎◎◎
1.3 行政内で適応策に関する知識と認識の共有行政内で適応策に関する知識と認識の共有行政内で適応策に関する知識と認識の共有行政内で適応策に関する知識と認識の共有 ◎◎◎◎
1.4  地域における気候変動の影響に関する現状及び将来予測に関する情報整理と評価地域における気候変動の影響に関する現状及び将来予測に関する情報整理と評価地域における気候変動の影響に関する現状及び将来予測に関する情報整理と評価地域における気候変動の影響に関する現状及び将来予測に関する情報整理と評価 ◎◎◎◎
1.5 既存の適応策の整理と課題の抽出既存の適応策の整理と課題の抽出既存の適応策の整理と課題の抽出既存の適応策の整理と課題の抽出 ◎◎◎◎
1.6 地域における気候変動の方針作成地域における気候変動の方針作成地域における気候変動の方針作成地域における気候変動の方針作成 △△△△

2. 適応策の推進基盤の整備適応策の推進基盤の整備適応策の推進基盤の整備適応策の推進基盤の整備

2.1 地域における気候変動適応策の推進における役割分担地域における気候変動適応策の推進における役割分担地域における気候変動適応策の推進における役割分担地域における気候変動適応策の推進における役割分担 △△△△
2.2 気候変動影響のモニタリング・情報流通気候変動影響のモニタリング・情報流通気候変動影響のモニタリング・情報流通気候変動影響のモニタリング・情報流通 △△△△
2.3 気候変動適応のリテラシー形成と普及気候変動適応のリテラシー形成と普及気候変動適応のリテラシー形成と普及気候変動適応のリテラシー形成と普及 △△△△
2.4 気候変動適応に関する関係者の合意形成と協働気候変動適応に関する関係者の合意形成と協働気候変動適応に関する関係者の合意形成と協働気候変動適応に関する関係者の合意形成と協働 ××××

3. 追加的適応策の検討追加的適応策の検討追加的適応策の検討追加的適応策の検討

3.1 多様な適応策の具体化多様な適応策の具体化多様な適応策の具体化多様な適応策の具体化 ××××
3.2 長期的影響への適応策長期的影響への適応策長期的影響への適応策長期的影響への適応策 △△△△
3.3 感受性の根本改善としての適応策感受性の根本改善としての適応策感受性の根本改善としての適応策感受性の根本改善としての適応策 △△△△

3.4 気候変動の影響を機会として活かす取組み気候変動の影響を機会として活かす取組み気候変動の影響を機会として活かす取組み気候変動の影響を機会として活かす取組み ××××

8割以上：◎ 6割以上：〇
2割以上：△ 2割未満：×
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B県のチェック結果
項目分類項目分類項目分類項目分類 Ａ県Ａ県Ａ県Ａ県

1.行政内での適応策の位置づけと基本方針の作成行政内での適応策の位置づけと基本方針の作成行政内での適応策の位置づけと基本方針の作成行政内での適応策の位置づけと基本方針の作成

1.1 適応策の制度的な位置づけ適応策の制度的な位置づけ適応策の制度的な位置づけ適応策の制度的な位置づけ △△△△
1.2 適応策に関する検討体制適応策に関する検討体制適応策に関する検討体制適応策に関する検討体制 △△△△
1.3 行政内で適応策に関する知識と認識の共有行政内で適応策に関する知識と認識の共有行政内で適応策に関する知識と認識の共有行政内で適応策に関する知識と認識の共有 △△△△
1.4  地域における気候変動の影響に関する現状及び将来予測に関する情報整理と評価地域における気候変動の影響に関する現状及び将来予測に関する情報整理と評価地域における気候変動の影響に関する現状及び将来予測に関する情報整理と評価地域における気候変動の影響に関する現状及び将来予測に関する情報整理と評価 △△△△
1.5 既存の適応策の整理と課題の抽出既存の適応策の整理と課題の抽出既存の適応策の整理と課題の抽出既存の適応策の整理と課題の抽出 ××××
1.6 地域における気候変動の方針作成地域における気候変動の方針作成地域における気候変動の方針作成地域における気候変動の方針作成 ××××

2. 適応策の推進基盤の整備適応策の推進基盤の整備適応策の推進基盤の整備適応策の推進基盤の整備

2.1 地域における気候変動適応策の推進における役割分担地域における気候変動適応策の推進における役割分担地域における気候変動適応策の推進における役割分担地域における気候変動適応策の推進における役割分担 ××××
2.2 気候変動影響のモニタリング・情報流通気候変動影響のモニタリング・情報流通気候変動影響のモニタリング・情報流通気候変動影響のモニタリング・情報流通 ××××
2.3 気候変動適応のリテラシー形成と普及気候変動適応のリテラシー形成と普及気候変動適応のリテラシー形成と普及気候変動適応のリテラシー形成と普及 ××××
2.4 気候変動適応に関する関係者の合意形成と協働気候変動適応に関する関係者の合意形成と協働気候変動適応に関する関係者の合意形成と協働気候変動適応に関する関係者の合意形成と協働 ××××

3. 追加的適応策の検討追加的適応策の検討追加的適応策の検討追加的適応策の検討

3.1 多様な適応策の具体化多様な適応策の具体化多様な適応策の具体化多様な適応策の具体化 ××××
3.2 長期的影響への適応策長期的影響への適応策長期的影響への適応策長期的影響への適応策 ××××
3.3 感受性の根本改善としての適応策感受性の根本改善としての適応策感受性の根本改善としての適応策感受性の根本改善としての適応策 ××××
3.4 気候変動の影響を機会として活かす取組み気候変動の影響を機会として活かす取組み気候変動の影響を機会として活かす取組み気候変動の影響を機会として活かす取組み ××××

8割以上：◎ 6割以上：〇
2割以上：△ 2割未満：×
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29

�地方自治体における適応策の検討が離陸しつつある。適応策
の検討上の課題も多いが、適応の国家計画や各省庁の支援
施策が後押しとなる。

�地方研究機関では、特に農業分野での適応研究が先行してい
る。地域間の連携、政策に踏み込んだ技術開発が期待される。

�法政大学では、「地域適応策ガイドライン」を作成し

�５．「気候変動の地元学」の提案

�６．地方自治体における適応策進捗管理指標

まままま とととと めめめめ

30

ご清聴、ありがとうございました。

本報告は平成22年度環境研究総合推進費の支

援による「S-8温暖化影響評価・適応政策に関する

総合的研究」サブテーマ2の「(1)地域社会における

温暖化影響の総合的評価と適応政策に関する研究

地域社会（まちづくり，暮らし等）の温暖化影響に係

る総合的評価手法及び適応方策の在り方に関する

研究」の成果を活用しています。
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埼玉県における温暖化適応策への取り組み

2014年12月5日

嶋田＠埼玉県環境科学国際センター

地球温暖化への適応策勉強会

1

地方公共団体での取組み事例紹介１

CESS

埼玉県環境科学国際センターの紹介

2

• 県の環境部の試験研究
機関

• 前身は埼玉県公害セン
ター

• 2000年4月に加須市移転
し組織改変

研究所の８担当
• 大気環境
• 水環境
• 資源循環廃棄物
• 化学物質
• 土壌地下水地盤
• 自然環境
• 温暖化対策
• 環境放射能

CESS
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CESS

本日の内容

•埼玉県における温暖化実態・影響

•温暖化適応策の認知と自治体での
取組

•埼玉県における適応策の取組状況

•今後に向けて

3

CESS

埼玉県の温度実態
日本一暑い？

4

「あついぞ！熊谷」のシンボル・キャラクター

あつべえあつべえ

埼玉県熊谷市：
2007年8月16日には最高気温40.9℃を記録、
日本の最高気温を74年ぶりに更新（2013年
に高知県江川崎で41.0℃を記録し更新）
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CESS

地球規模の温暖化の実態
（世界の年平均気温の推移）

1
9

6
1
～

1
9

9
0
年
平
均
と
の
差

1 8 5 0 1 9 0 0 1 9 5 0 2 0 0 0

1880→2012年
0.85℃上昇
（0.64℃/100年）

5IPCC第5次報告書（2013年）

CESS

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

1
9

8
1

-2
0

1
0
年
平
均
か
ら
の
差
（
℃
）

年

日本の温暖化の実態
（日本の年平均気温の推移）

6

気象庁「気候変動監視レポート2013」より
国内17地点の観測データより作成

全期間（1898～2013年）の上昇率：
1.14℃／100年
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CESS

埼玉県の温暖化の実態
（熊谷気象台の年平均気温の推移）

7

気象庁アメダスデータより作成

11

12

13

14

15

16

17

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

年
平
均
気
温
（
℃
）

年

全期間（1897～2013年）の上昇率：
2.0℃/100年

1980～2013年の上昇率：
5.2℃/100年

CESS

埼玉県内の詳細な気温分布は？

• 2006年から、ヒートアイランド現象調査として、
県内の気温分布調査を行っている

8

温度
データロガー

小学校小学校小学校小学校50校の百葉箱に温度記録計を設置校の百葉箱に温度記録計を設置校の百葉箱に温度記録計を設置校の百葉箱に温度記録計を設置

198



CESS

熊谷気象台熊谷気象台熊谷気象台熊谷気象台

埼玉県の詳細な温度分布
（最高気温を塗り替えた2007年8月16日）

2007年年年年8月月月月16日午後日午後日午後日午後2時時時時

CESS

11

12

13

14

15

16

17

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

年
平
均
気
温
（
℃
）

埼玉県の温暖化の実態
（県内アメダス8カ所の年平均気温の推移）

10

1980年以降の上昇率
4.4℃／100年

気象庁アメダスデータより作成
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CESS

埼玉県は昇温傾向にある

11

IPCCの最も過酷な今後の予測（今
世紀末に4.8℃上昇）と同等

地球規模の温暖化 ＋ 都市化による
ヒートアイランド現象との複合的な現象

実態として気温は上昇し実態として気温は上昇し実態として気温は上昇し実態として気温は上昇し
影響も出はじめている！影響も出はじめている！影響も出はじめている！影響も出はじめている！

CESS

埼玉県の温室効果ガスの推移（CO2）

12

埼玉県では独自にCO2濃度測定を行っている

埼玉県のモニタリングポスト
（W M O標準ガスによる較正を行っている）

温室効果ガス世界資料センター（WDCGG）
にデータ提供されている観測地点

国内の観測地点
• 綾里 ： 岩手県（気象庁）
• 与那国島 ： 沖縄県（気象庁）
• 南鳥島 ： 東京都（気象庁）
• 三河一宮 ： 愛知県
• 騎西 ： 埼玉県
• 堂平山 ： 埼玉県

139地点（1年以内にデータ更新）
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CESS

埼玉県の温室効果ガスの推移（CO2）

13
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1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

二
酸
化
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素
濃
度
（

p
p

m
）

年

浦和

堂平山

騎西

約1.9ppm/年

県内3カ所の二酸化炭素濃度の推移

CESS

埼玉県の温暖化の影響

14

温暖化の大気汚染への影響温暖化の大気汚染への影響温暖化の大気汚染への影響温暖化の大気汚染への影響

温暖化の自然環境への影響温暖化の自然環境への影響温暖化の自然環境への影響温暖化の自然環境への影響

温暖化の農業への影響温暖化の農業への影響温暖化の農業への影響温暖化の農業への影響

温暖化の健康影響温暖化の健康影響温暖化の健康影響温暖化の健康影響
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温暖化の大気汚染への影響

15

光化学オキシダント濃度の上昇
（温暖化が生成促進要因の一つと考えられる）

昼間の日平均値の年平均値（53地点平均）

0.52ppb/年増加

CESS

自然環境への影響

奥秩父のシラビソ林奥秩父のシラビソ林奥秩父のシラビソ林奥秩父のシラビソ林
16

シラビソ等亜高山帯植生への影響

202



CESS

温暖化のシラビソ林への影響

17

シラビソの分布域シラビソの分布域シラビソの分布域シラビソの分布域
標高標高標高標高1700m以上以上以上以上

CESS

シカの増加によるシラビソ等の衰退

18203



CESS

シカの増加で変わってしまった下層植生

19
ハシリドコロハシリドコロハシリドコロハシリドコロ トリカブトトリカブトトリカブトトリカブト

CESS

埼玉県のシカ捕獲頭数が大幅に増加

99 114102
156182155182

219199
275

314347
399

218

577548
479

998

752

1151

1393
1381

1506
1450

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

捕
獲
頭
数

捕
獲
頭
数

捕
獲
頭
数

捕
獲
頭
数

西暦西暦西暦西暦

204



CESS

狩猟者の減少

21
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CESS

温暖化影響：南方系生物の北上

幼虫

ムラサキツバメ
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CESS

ムラサキツバメの全国分布

環境省第4回自然環境保全基礎調査

（～1991年）

ムラサキツバメ記録地点

CESS

関東地方におけるムラサキツバメの発生
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CESS

関東地方におけるムラサキツバメの発生

1999年まで年まで年まで年まで 2004年まで年まで年まで年まで

CESS

南方系昆虫の北上

26

ツマグロヒョウモン

雄 雌
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CESS

南方系生物の北上

ツマグロヒョウモンの害虫化

CESS

南方系生物の北上

ナガサキアゲハ ヨコズナサシガメ

他にも様々な南方系生物の北上や増加が報告されている
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CESS

温暖化の農業への影響

29

気温上昇そのものが農作物に与気温上昇そのものが農作物に与気温上昇そのものが農作物に与気温上昇そのものが農作物に与
える影響える影響える影響える影響

気温上昇による光化学オキシダ気温上昇による光化学オキシダ気温上昇による光化学オキシダ気温上昇による光化学オキシダ
ント濃度上昇が農作物に与えるント濃度上昇が農作物に与えるント濃度上昇が農作物に与えるント濃度上昇が農作物に与える
影響影響影響影響

CESS

埼玉県で起きた温暖化の農作物影響？

• 県の代表的水稲品種「彩のかがやき」に高温
障害が多発！

• 温暖化が進むと同様な影響が頻発か？？

2010年の猛暑年の猛暑年の猛暑年の猛暑で埼玉県の水稲は・・・で埼玉県の水稲は・・・で埼玉県の水稲は・・・で埼玉県の水稲は・・・

白未熟粒（九州沖縄農研センター）
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CESS

温暖化の農業への直接影響

31

2081208120812081～～～～2100210021002100年年年年
の平均収量の平均収量の平均収量の平均収量

変化率（％）変化率（％）変化率（％）変化率（％）

気候変動シナリオ（MIROC, A1B）による水稲の収量の変化推計
（地球温暖化「日本への影響」（2008）より）

水稲収量への影響水稲収量への影響水稲収量への影響水稲収量への影響

2046204620462046～～～～2065206520652065年年年年
の平均収量の平均収量の平均収量の平均収量

CESS

温暖化の農業への直接影響

32

リンゴの栽培適地リンゴの栽培適地リンゴの栽培適地リンゴの栽培適地

地球温暖化がリンゴの栽培適地に及ぼす影響
（農林水産研究開発レポートNo.23（2007）より）

地球温暖化がリンゴの栽培適地に及ぼす影響
（農林水産研究開発レポートNo.23（2007）より）
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CESS

温暖化の農業への直接影響

33

温州ミカンの栽培適地温州ミカンの栽培適地温州ミカンの栽培適地温州ミカンの栽培適地

温州ミカンの栽培に適する年平均気温（15～18℃）の分布の温暖化による変化（黒色：栽培適地）
（「地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価および対策技術の開発」より）

温州ミカンの栽培に適する年平均気温（15～18℃）の分布の温暖化による変化（黒色：栽培適地）
（「地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価および対策技術の開発」より）

CESS

温暖化の農業への直接影響の整理

34

メリット

デメリット

冬
の
気
温
上
昇

夏
の
気
温
上
昇

暖房費削減 緑化素材の需要増

栽培期間短縮（生産増）

暖地性作物の栽培

肥培高効率の変化

病害虫の増加

休眠覚醒の不能

鮮度保持の困難化

栽培期間縮小
（生産減）

生育障害

出典：埼玉県農林部
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CESS

光化学オキシダント濃度上昇による農業影響

• 主成分であるオゾンは様々
な生物、特に植物には低濃
度でも悪影響を与える。

• 農作物へも影響を与える。

• オゾンは酸素の同素体（O3 ）
で生臭い刺激臭

• オゾン層を形成し有害な紫
外線をカット

35

オキシダントによる
アサガオの可視被害

温暖化の直接影響とは異なり、温暖化の直接影響とは異なり、温暖化の直接影響とは異なり、温暖化の直接影響とは異なり、
常にマイナスの影響を与える。常にマイナスの影響を与える。常にマイナスの影響を与える。常にマイナスの影響を与える。

CESS

光化学スモッグ注意報発令日数ランキング

36

順
位
12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年

１ 埼玉 埼玉
埼玉

千葉

埼玉 千葉 千葉
東京

大阪

埼玉 東京 埼玉 埼玉 埼玉 千葉

２
茨城

東京

大阪

千葉

東京

茨城

大阪

埼玉 埼玉 神奈川 埼玉 大阪 東京
栃木

千葉

埼玉

神奈川

岡山

３ 東京
東京

茨城

東京 埼玉
千葉

東京

千葉 愛知 栃木

４ 大阪 群馬 千葉 栃木 神奈川
群馬

神奈川

東京

栃木

千葉 群馬

５ 栃木 栃木 茨城
栃木

東京

神奈川 茨城 山梨 栃木 茨城 東京

群馬

東京

大阪

６ 千葉
神奈川

山梨

山梨 群馬
群馬

大阪

千葉
茨城

山梨

愛知 滋賀

広島

茨城

群馬

群馬

大阪

神奈川

７ 兵庫
栃木
神奈川

大阪
兵庫 広島 茨城 大阪 大阪
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光化学オキシダントの農作物への影響

37

新座市で発生したホウレンソウの被害
(2008/4/18)

オゾン暴露試験によりに生じた
ホウレンソウの可視被害

CESS

光化学オキシダントの農作物への影響

38

• 野菜への影響（ターサイ）

オゾン除去区 現状の大気区
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埼玉県における熱中症搬送者数
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39

埼玉県消防防災課

CESS

温暖化の進行により熱中症リスクは増加？

40
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あ
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（
人
）

日最高気温

日最高気温と救急搬送者数の関係
（2007年 平日8:30～16:15、県消防防災課提供データより作成）
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温暖化対策

•温室効果ガスを減
らす

緩和策

•温暖化したときの
影響を少なくする

適応策

CESS

地球環境問題（温暖化）への関心

42

内閣府世論調査
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地球環境問題に関心があるか？

関心がある ある程度関心がある
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温暖化に対する関心を示す指標
（新聞における「温暖化」を含む記事の出現回数）
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（朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞記事データベースを対象）

CESS

温暖化適応策に関する認知・関心
（新聞における「温暖化適応策」を含む記事の出現回数）
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温暖化&適応策

（朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞記事データベースを対象）
216



CESS

環境省温対実行計画策定マニュアル（2009）
における適応策の扱い

45

1. 実行計画策定の背景、意義

2. 温室効果ガス排出量及び吸収量の現況
推計

3. 温室効果ガス排出量及び吸収量の将来
推計

4. 温室効果ガス排出抑制等に関する施策
について

5. 対策・施策総括表
6. 計画立案・推進体制・進捗管理

章構成

• 温暖化適応策には全く触れていない

• GHG排出削減（緩和策）のマニュアル

CESS

環境省温対の計画的推進手引き（2014）
で適応策が明示された

46

• 2014年2月に発表された「地方公共

団体における地球温暖化対策の計
画的な推進のための手引き」の計画
記載事項に「適応に関する施策」が
示された。

適応とは、気候変動の影響に対し自然・人間シス
テムを調整することにより、被害を防止・軽減し、
あるいはその便益の機会を活用することです。

平成27年夏頃を目途に政府全体の適応計画を
作成する予定です。

中環審の報告書で「適応策は、国レベルだけで
はなく地方公共団体レベルの総合的計画的取組
みが必要である。」と述べている。
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自治体行政における温暖化対策の認知

47

温暖化対策
温室効果ガス排
出削減（緩和策）

多くの自治体では

強く刷り込まれていた

CESS

埼玉県の温暖化対策も

48

埼玉県地球温暖化対策
実行計画
（2009年策定）

目標設定型排出量取引制度（Cap & Trade）

建築物の環境性能向上

自動車交通の環境負荷低減

エコライフDAYやエコポイント制度の普及促進

ビジネススタイル・ライフスタイルの見直し

太陽光発電の普及拡大

みどりと川の再生（森林整備・保全等）

７つの重点施策
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しかし実際には適応策は行われている

49

埼玉県水田農業研究所では、高温に強い品種
「彩のきずな」を2013年に作出し品種登録

コ
シ
ヒ
カ
リ

彩
の
き
ず
な

CESS

しかし実際には適応策は行われている

50

部局部局部局部局 施策施策施策施策

農林部 • 高温耐性品種の育成（彩のきずなを作出）
• 農業共済事業

保健医療部 • 「まちのクールオアシス」（シェルターの指定）
• 熱中症対策啓発・情報発信

県土整備部 • ゲリラ豪雨対策の推進（遊水池・河川整備、
ポケットダム整備）

• 排水機場の補修・更新
• 河川維持・改修

埼玉県で行っている適応策とも言える施策

潜在的適応策
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潜在的適応策と適応策との違いは？

51

• 基本的に施策として両者に大きな差はない

実施していることに差は無い

•気候変動に対する対策として考えるかどうかが大きな違い

意識・考え方の違い

• 目の前の問題に対する対策だけではなく、予測などを基とした
中長期的な対策として考えることが気候変動に対する適応策

時間軸の違い

中長期
的視点

潜在的
適応策

温暖化
適応策

CESS

埼玉県における適応策推進に向けた取組

52

•条例（環境基本条例、温対条例）

•環境基本計画
政策への実装

•温暖化対策実行計画など各分野・部
局の計画に適応策が盛り込まれる

施策への実装

•適応策の事業化・予算化

•既存の事業の想定に、気候変動影
響を追加

事業への実装

一般的な自治体施策における施策実装のプロセスは？
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埼玉県の温対実行計画には適応が明示

53

埼玉県地球温暖化対策
実行計画
（2009年策定）

目標設定型排出量取引制度（Cap & Trade）

建築物の環境性能向上

自動車交通の環境負荷低減

エコライフDAYやエコポイント制度の普及促進

ビジネススタイル・ライフスタイルの見直し

太陽光発電の普及拡大

みどりと川の再生（森林整備・保全等）

第７章は「地球温暖化への適応策」

７つの重点施策

CESS

埼玉県における適応策実装状況

54

埼玉県地球温暖化対策推進条例（2009年3月制定）

• 第2条（定義）：地球温暖化対策 温室効果ガスの排出並びに吸収作用の保
全及び強化その他の地球温暖化の防止又は地球温暖化への適応適応適応適応を図る
ための取組をいう

• 第8条（県の地球温暖化対策）：前各号に掲げるもののほか、地球温暖化の
防止及び地球温暖化への適応適応適応適応に関すること。

第4次埼玉県環境基本計画（2012年策定）

• 第3章：地球温暖化による県民への影響を最小限にとどめるため、温暖化
の防止策と並行して、関係部局で進めている様々な施策を温暖化への適応適応適応適応
という視点から整理、検討して対応策を推進します。

政策への実装

既に埼玉県環境部局の政策や
施策の一部に適応策は実装されている
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埼玉県における潜在的温暖化適応策の整理

55

分野分野分野分野 事業名事業名事業名事業名 課所課所課所課所
水資源・水環境 アリーナプラザ、けやきひろばにおける雨水、再生水の利用 都市整備政策課
水資源・水環境 集中豪雨時の下水処理機能の確保 下水道管理課
水災害 見沼田圃保全・活用・創造推進事業 土地水政策課
水災害 治山事業 森づくり課
水災害 山間部における県管理道路の通行規制 道路環境課
水災害 総合的な治水対策の推進 河川砂防課
水災害 洪水に関する情報提供の推進 河川砂防課
水災害 土砂災害による危険が想定される区域の公表 河川砂防課
水災害 内水ハザードマップ作成の促進 都市計画課
自然生態系 希少野生生物保護事業 自然環境課
自然生態系 野生生物保護事業 自然環境課
自然生態系 地域制緑地の指定 みどり再生課
自然生態系 公有地化の推進 みどり再生課
自然生態系 ふるさとの緑の景観地の維持・拡大 みどり再生課
自然生態系 新たな森づくり推進費 公園スタジアム課
食料 高温障害等温暖化対応緊急対策研究事業 生産振興課
健康 光化学オキシダント対策 大気環境課
健康 身近なみどり重点創出事業費 みどり再生課
健康 熱中症予防対策 健康長寿課
健康 アリーナプラザ、けやきひろばドライミスト 都市整備政策課
健康 さいたまスーパーアリーナ外壁の壁面緑化 都市整備政策課

CESS

埼玉県における適応策推進に向けた取組

56

庁内推進体制の整備

2012年2月に県庁内に「適応策専門部会」を設置

地球温暖化対策
推進委員会

地球温暖化対策推進
委員会幹事会

適応策専門部会

適応策専門部会作
業部会

副知事
各部長

環境部副部長
各主幹課長

温暖化対策課長

土地水対策課長、消防防災課
長、大気環境課長、みどり自然課
長、環境科学国際センター他

専門部会
所属の各
課職員
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県庁内適応策作業部会

57

その後

部会で具体的適応
策を検討

各施策への位置づ
け

2012年6月

適応策に関する庁内講演会を開催（田中
教授、白井教授、肘岡主任研究員）

2012年2月～

作業部会を開催し、既に各課が実施して
いる事業を適応策の視点から整理

困難

作業部会を中心に議論
を進め具体的適応策を
検討する予定であった
が、困難があり一部方
向転換

CESS

県庁内適応策作業部会での課題

58

適応策の理解が不十分

• 行政内部でも温暖化適応策が十分認知されてい
ない

影響予測の不確実性が大きい

•不確実性の高い予測を基に施策化することは困難

適応策の主体が明確でない

•適応策の主体はどこで、どの範囲に及ぶのか？

•適応策は誰が実行し管理するのか？
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県全体の施策や事業に適応策を盛り込むには

59

重点施策 担当部局

キャップ＆トレード制度 環境部

建築物の環境性能向上 都市整備部

自動車交通の環境負荷低
減

環境部

エコライフDAYやエコポイン
ト制度の普及促進

環境部

ビジネススタイル・ライフス
タイルの見直し

環境部

太陽光発電の普及拡大 環境部

施策の対象部門 担当部局

水資源・水環境 企画財政部、

環境部、農林部、企
業局

水災害 県土整備部、危機管
理防災部、下水道局

自然生態系 環境部、農林部

食料 農林部

健康 保健医療部、
環境部

適応策緩和策

環境部局が中心
ほとんど他部局が実施
する現行施策の延長

既存の温暖化対策とは主体がかなり異なる

CESS

適応策の主体に関する問題

60

総
合
的
な
治
水
対
策

ハード対策

ソフト対策

治水施設の整備

下水道

河 川

貯 留

○河川の改修○河川の改修○河川の改修○河川の改修、○排水機場の整備
○調節池の整備

○雨水管渠の整備、○都市下水路の整○都市下水路の整○都市下水路の整○都市下水路の整
備備備備、○雨水貯留管の整備、○雨水調節池
の整備

○開発調節池の設置
○雨水貯留施設の設置（公共施設）

○市街化調整区域の保持
○緑地の保全・回復
○高床式住宅化、○屋上緑化

○雨量・水位の情報収集・発信
○水防災情報システムの整備
○水防体制の強化

浸 透

雨水流出抑制施設
の整備

適正な土地利用

警戒・水防体制

情報の公表

○雨水浸透樹・浸透トレンチの設置
○透水性舗装・浸透側溝の設置

○洪水ハザードマップの公表

県土部

下水局

総務部・
教育局等

県土部

都市部
環境部

防災部
県土部

県土部

治水対策1つとってみても！

流域下水は市町村管理
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埼玉県農林部局の温暖化対策の取り組み

61

2008年度に農林部では「気候温暖化対応プロジェクト」を立ち上げ、実態と対策
を整理し検討を行っている。 → 報告書を作成している。

• 主要作物の温暖化影響
の検討

• 温暖化に対応した栽培
技術の検討

温暖化に対応した
農作物の安定生産

農業経営の安定

新産地の育成

• 温暖化に対応した新規
作物の検討

• 新規作物の栽培技術の
検討

新たな農作物の導入

• 緑化植物による気温上
昇抑制策の検討

緑化植物等による
地域環境の改善

温暖化の抑制

CESS

農業分野温暖化適応策検討会

• 生産振興課、農林総合研究センター水田研究
所、温対課、環境科学国際センターの４者で
「米」「麦」を対象として適応策を検討

62

検討内容
短期

（現在～2・3年後）
中期

（20～30年後）
長期

（50年後～）

簡易推計ツールに
よる時期別温度上
昇予測等

高知並みの気温

作物への影響予
測

乳白米の発生
収量の低下
病害の大発生

対策（適応策）
水管理
施肥の適正化

環
境
部

農
林
部
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農林部局に提供した簡易推計ツール出力

63

現状の気温現状の気温現状の気温現状の気温

温度℃温度℃温度℃温度℃

-5.1 - 2.2

2.3 - 4.4

4.5 - 6.3

6.4 - 8.2

8.3 - 9.9

10 - 11.7

11.8 - 13.3

13.4 - 14.9

15 - 18.6

18.7 - 24.2

今世紀中頃の気温（rcp85）今世紀中頃の気温（rcp85）今世紀中頃の気温（rcp85）今世紀中頃の気温（rcp85）

<セル値><セル値><セル値><セル値>

-5.1 - 2.2

2.3 - 4.4

4.5 - 6.3

6.4 - 8.2

8.3 - 9.9

10 - 11.7

11.8 - 13.3

13.4 - 14.9

15 - 18.6

18.7 - 24.2

今世紀末の気温（rcp85）今世紀末の気温（rcp85）今世紀末の気温（rcp85）今世紀末の気温（rcp85）

温度℃温度℃温度℃温度℃

-5.1 - 2.2

2.3 - 4.4

4.5 - 6.3

6.4 - 8.2

8.3 - 9.9

10 - 11.7

11.8 - 13.3

13.4 - 14.9

15 - 18.6

18.7 - 24.2

気候・社会経済
シナリオ

GCM
BaseYear

1981-2000年平均
2031-2050年平均 2081-2100年平均

BaseYearに対す
る上昇

2031-2050年

BaseYearに対す
る上昇

2081-2100年

A1B CSIRO 12.85 13.41 14.72 0.56 1.87 

A1B MRI 12.85 13.94 15.19 1.10 2.34 

A1B GFDL 12.85 14.55 16.11 1.71 3.26 

A1B MIROC 12.85 15.25 17.49 2.41 4.65 

気温Base 気温2050_RCP8.5_MIROC 気温2100_RCP8.5_MIROC

CESS

農業分野温暖化適応策検討会の成果
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温暖化による農作物への影響予測と適応策の整理 （対象作物：水稲）

対象作物：水稲対象作物：水稲対象作物：水稲対象作物：水稲 短期（今後短期（今後短期（今後短期（今後10101010年程度）年程度）年程度）年程度） 中期（中期（中期（中期（2031203120312031～～～～2050205020502050）））） 長期（長期（長期（長期（2081208120812081～～～～2100210021002100））））

モデルモデルモデルモデル ― CSIRO（min） MIROC(max） CSIRO（min） MIROC(max）

予想上昇気温予想上昇気温予想上昇気温予想上昇気温 ―（現在と同等） 0.56℃ 2.41℃ 1.87℃ 4.65℃

予想気温予想気温予想気温予想気温

稲作稲作稲作稲作
全期間全期間全期間全期間
4444----10101010月月月月

平均20.77
最高25.81
最低16.66

平均21.33
最高26.37
最低17.22

平均23.18
最高28.22
最低19.07

平均22.64
最高27.68
最低18.53

平均25.42
最高30.46
最低21.31

登熟期登熟期登熟期登熟期
７－９月７－９月７－９月７－９月

平均24.97
最高29.73
最低21.33

平均25.53
最高30.29
最低2189

平均27.38
最高32.14
最低23.74

平均26.84
最高31.60
最低23.20

平均29.62
最高34.38
最低25.98

予想される影響予想される影響予想される影響予想される影響

• 生育量の増大(過繁茂）

• 生育速度促進（出穂の早期
化

• 早植の晩生品種や普通植
の中生品種の高温期の出
穂

• 白未熟粒の発生による玄米
品質の低下が年度により発
生

• 2001―2010年の気温と同
等であり、現在とほぼ同等
の影響が予想される

• 2010､2012を上回る高温環
境

• 不稔、胴割れ、白未熟粒お
よび小粒化等高温障害の
激発

• 各種障害や生育期間短縮
による収穫量の減少

• 病虫害の発生増と新病害の
発生

• 雑草発生生態の変化と新草
種の増加

• 2010､2012と同等の気温条件
生育の促進

• 不稔の増加や胴割れ、白未熟
粒多発、および小粒化

• 被害発生期間の延長

• 病虫害の発生増加と新病害の
発生

• 雑草発生生態の変化と新草種
の侵入

• 品質劣化と収量減で既存品種の
適応困難

• 病害虫発生様相の転換、定着化

• 新雑草の定着

考え得る適応策考え得る適応策考え得る適応策考え得る適応策

• 高温期の出穂を避けるため
移植時期を移動（遅植え）

• 品種構成の見直しによる被
害のリスク分散

• 栽培(施肥、水管理等）改善

• 2001―2010年の気温と同
等であり、現在の適応策を
実施

• 高温耐性品種の導入

• 高温発生予測制度の向上
による早期警戒情報発信

• 高温耐性品種への転換

• 二期作の導入

• 生育予測と気象予測技術の
向上による対策情報発信

• 病害虫発生予測精度の向
上

• 雑草要防除水準設定による
適期防除

• 移植時期の前進（4月上旬）、ま
たは延伸(6月下旬）

• 高温耐性品種への転換

• 気象予測技術の高精度化によ
る早期対策情報発信

• 病害虫診断予測技術の向上

• 極高温耐性品種への転換

• 他作物への転換

• 高精度な気象予測モデルと連動
した作物生育、病害虫発生予測
による早期対策情報発信

• 高度な水利用機能を備えたほ場
への再整備

他の分野へも展開し同様の整理ができれば！
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九都県市首脳会議地球温暖化対策
特別部会における適応策への取組み

• 九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、
千葉市、さいたま市、相模原市）で連携して地球温暖化対策を実施。

• 2013年は、埼玉県が幹事県で温暖化適応策をテーマとして掲げた

• 目標：適応策の理解、各都県市温対事業への適応策実装の検討

65

開催時期開催時期開催時期開催時期 取組み内容取組み内容取組み内容取組み内容

2013年2月 「関東地域地球温暖化影響・適応対策研究会」：茨城大学三村
教授、法政大学田中教授、環境省、東京管区気象台、埼玉県

講演（関東地方環境事務所と共催）

2013年7月 先進事例紹介（東京都市橋研究員、長野県陸研究員）

2013年8月 ガイドライン（法政大学白井教授）と簡易推計ツール紹介（埼玉
県嶋田）

2013年8月 各都県市・国での取組状況と、今後取り組むべき内容等の整理

2014年は神奈川県が幹事県、引き続き適応策をテーマとし
、ブレインストーミングやワークショップを実施

CESS

2014年は中間見直し年度

新実行計画
現実行計画
（2009年策定）

新たなGH削減目標と
重要課題や削減対策

の明示

適応策の方向性と
推進方法

• 国内が動向や東日本大震災以降の社
会経済の大きな変化を踏まえGHG削
減目標などの見直しを行う

• 適応策についても、今後の方向性と推
進方法を示す

適応策

• 簡易予測ツール
• 汎用適応策ガイドライン
• 地域温暖化影響情報
• 立案手法

Ｓ８
成果

新たな温対実行計画（計画大綱）の策定
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新たな温対実行計画（計画大綱）の策定

67

温対課：（案）分野ごとに影響範囲と影響予測、今後の方向性

各分野の担当部局

照会
修正

分野分野分野分野 予想されるリスク予想されるリスク予想されるリスク予想されるリスク 今後の主な方向性今後の主な方向性今後の主な方向性今後の主な方向性

農業
高温障害の増加 • 高温障害を軽減する栽培管理技術の開発と普及

• 高温耐性品種等の育成・普及
• 南方系昆虫の害虫化に対応した病害虫防除対策の推進
• 光化学オキシダント被害軽減技術の研究・確立

健康

熱中症や熱中症に
よる死亡の増加

• ホームページや防災無線、広報車等を活用した注意喚起や熱中
症情報の迅速な提供

• 関係機関を通じた高齢者等のハイリスク者への声掛け・見守り活
動の強化

• 外出時の一時休憩所となる「まちのクールオアシス」の拡充

感染症リスクの増
加

• デング熱やマラリアなど動物由来感染症発生時における感染源
探索やまん延の防止

将来の影響予測を踏まえ、今後の適応策の主な方向性を整理（未定稿）

CESS

新たな温対実行計画（計画大綱）の策定
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適応策の進め方

施策の総合化
体系化

適応策の
順応的推進

温暖化実態・影響の把握モニタリング

温暖化影響の将来予測情
報の収集・整理影響の予測

温暖化実態・影響情報の全
庁的共有情報の共有

担当部局による適応策の検
討と実施（予算化・事業化）

適応策の検
討・実施

適応策実施・進行状況の把
握

実施状況の
把握

温暖化適応策の主流化
（メインストリーム化）

• 特定の課題（適応策）を政策の
優先課題と位置づけること

• その課題（適応策）を、全ての
政策や計画策定の際の前提と
して考慮する（織り込む）こと
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自治体で温暖化適応策を進めるためには

69

•現在の様々な施策の中に適応策を組み込むこと
が大切

•国の適応計画（2015年夏頃目途）に期待

主流化・総合化の推進！

•現在の温対法に適応策は明示されていない。いずれ
法制化が必要では。

法律や制度に明確に位置づける！

• 集中的な広報を！メディアへのアピール

適応策をマイナーからメジャーへ！
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地方公共団体での取組事例紹介２
～ 三重県における気候変動適応の取組 ～

平成平成平成平成26262626（（（（2014201420142014）年）年）年）年12121212月月月月 5555日日日日

三重県三重県三重県三重県 環境生活部環境生活部環境生活部環境生活部 地球温暖化対策課地球温暖化対策課地球温暖化対策課地球温暖化対策課

服部服部服部服部 由直由直由直由直

環境省近畿地方環境事務所 地球温暖化への適応策勉強会
第2回「地方公共団体の適応に関する取組について」 於：ドーンセンター 5階 大会議室2

熊野灘

奈良県

三重県三重県三重県三重県

日本列島のほぼ中央部
北緯 ： ３３°４３′２２″～ ３５°１５′２８″
東経 ：１３５°５１′１２″～１３６°５９′１５″

三重県三重県三重県三重県の地勢の地勢の地勢の地勢

東西約８０㎞，南北約１７０㎞
総面積・・・・・・・５，７７６．８７k㎡
総人口・・・・・・・１，８５４，７２４人
総世帯数・・・・・７０３，２３７世帯

（２０１０年１０月現在）

海岸線延長・・・１，０８８km

1
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県民力でめざす「幸福実感日本一」の三重県民力でめざす「幸福実感日本一」の三重県民力でめざす「幸福実感日本一」の三重県民力でめざす「幸福実感日本一」の三重
「県民力 ビジョン」（平成24（2012）年4月）より

いま起こっている大きな枠組みの変化いま起こっている大きな枠組みの変化いま起こっている大きな枠組みの変化いま起こっている大きな枠組みの変化

「大規模な自然「大規模な自然「大規模な自然「大規模な自然災害の頻発災害の頻発災害の頻発災害の頻発」」」」 「「「「人口減少社会人口減少社会人口減少社会人口減少社会とととと超高齢社会超高齢社会超高齢社会超高齢社会の本格的な到来」の本格的な到来」の本格的な到来」の本格的な到来」 「世界経済のグローバル化」「世界経済のグローバル化」「世界経済のグローバル化」「世界経済のグローバル化」

県民一人ひとりが自ら行動し、ともに支え合うことによって、新しい三重を創造

「みえ県民力ビジョン」の政策展開の基本方向「みえ県民力ビジョン」の政策展開の基本方向「みえ県民力ビジョン」の政策展開の基本方向「みえ県民力ビジョン」の政策展開の基本方向 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 「「「「 守る」守る」守る」守る」 「創る」「創る」「創る」「創る」 「拓く」「拓く」「拓く」「拓く」

「守る」 ～ 命と暮らしの安全・安心を実感できるために ～

持続可能な発展持続可能な発展持続可能な発展持続可能な発展のため、地球規模の環境問題に対応のため、地球規模の環境問題に対応のため、地球規模の環境問題に対応のため、地球規模の環境問題に対応 人口減少と超高齢社会に対応人口減少と超高齢社会に対応人口減少と超高齢社会に対応人口減少と超高齢社会に対応

グローバル競争への対応グローバル競争への対応グローバル競争への対応グローバル競争への対応 真に行政が取り組むべきものへの転換することについて、真に行政が取り組むべきものへの転換することについて、真に行政が取り組むべきものへの転換することについて、真に行政が取り組むべきものへの転換することについて、合意形成を図る合意形成を図る合意形成を図る合意形成を図る

● 県内の県内の県内の県内の地域間格差の解消地域間格差の解消地域間格差の解消地域間格差の解消

● 自然自然自然自然災害への対策災害への対策災害への対策災害への対策 （台風の大型化等が懸念され、局地的大雨が頻発する）（台風の大型化等が懸念され、局地的大雨が頻発する）（台風の大型化等が懸念され、局地的大雨が頻発する）（台風の大型化等が懸念され、局地的大雨が頻発する）

● 次代を担う次代を担う次代を担う次代を担う人材の育成人材の育成人材の育成人材の育成 ● 県内産業の競争力向上と県内産業の競争力向上と県内産業の競争力向上と県内産業の競争力向上と強じん化強じん化強じん化強じん化

● 農林水産業の農林水産業の農林水産業の農林水産業の担い手の減少と高齢化担い手の減少と高齢化担い手の減少と高齢化担い手の減少と高齢化 ● 観光産業の発展観光産業の発展観光産業の発展観光産業の発展

●安全・安心への備え

●今ある力の発揮と新しい力の開拓今ある力の発揮と新しい力の開拓今ある力の発揮と新しい力の開拓今ある力の発揮と新しい力の開拓

●県民力による「協創」の三重づくり

一人ひとりの一人ひとりの一人ひとりの一人ひとりの災害への備え災害への備え災害への備え災害への備え

▽▽▽▽私たちのおかれている状況私たちのおかれている状況私たちのおかれている状況私たちのおかれている状況

【【【【 課題課題課題課題 】】】】 【【【【 対応の方向性対応の方向性対応の方向性対応の方向性 】】】】

2

三重県地球温暖化対策実行計画三重県地球温暖化対策実行計画三重県地球温暖化対策実行計画三重県地球温暖化対策実行計画
～ 低炭素社会の実現に向けて ～ （平成24（2012）年3月策定）

目標削減率の設定

50

60

70

80

90

100

110

120

130

1 2 3 年度

排
出
量

国の施策国の施策国の施策国の施策
削減量削減量削減量削減量
－－－－20％％％％

県の施策県の施策県の施策県の施策
削減量削減量削減量削減量
－－－－6％％％％

森林吸収量森林吸収量森林吸収量森林吸収量
－－－－2％を含む％を含む％を含む％を含む

削減後の削減後の削減後の削減後の
排出量排出量排出量排出量

+11.2％％％％
+16.0％％％％

-10.0％％％％

（（（（ http://www.eco.pref.mie.lg.jp/ondanka/04/action_plan_h23/index.htm ））））

2020年度における三重県の温室効果ガス排出量を年度における三重県の温室効果ガス排出量を年度における三重県の温室効果ガス排出量を年度における三重県の温室効果ガス排出量を

1990年度比年度比年度比年度比でででで １０％１０％１０％１０％ 削減削減削減削減しますしますしますします

＜＜＜＜2005年度比年度比年度比年度比でででで ２０％２０％２０％２０％ 削減削減削減削減します＞します＞します＞します＞
（森林吸収量２％含みます）（森林吸収量２％含みます）（森林吸収量２％含みます）（森林吸収量２％含みます）

排出量比排出量比排出量比排出量比 ［％］［％］［％］［％］
（対（対（対（対1990年度）年度）年度）年度）

削
減
目
標

削
減
目
標

削
減
目
標

削
減
目
標

1990 2005 2020

3
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地勢・地形地勢・地形地勢・地形地勢・地形 気候条件気候条件気候条件気候条件

冬期：

山頂部付近で２ｍを
超える積雪も

年平均気温は約15℃
年降水量は

1,600～1,900mm
冬期：北西の強い
季節風「鈴鹿おろし」

年平均気温は約年平均気温は約年平均気温は約年平均気温は約16161616℃℃℃℃
年降水量は多く年降水量は多く年降水量は多く年降水量は多く

尾鷲で約尾鷲で約尾鷲で約尾鷲で約4,000mm4,000mm4,000mm4,000mm
（屋久島に次ぐ全国（屋久島に次ぐ全国（屋久島に次ぐ全国（屋久島に次ぐ全国2222位）位）位）位）

年平均気温は約年平均気温は約年平均気温は約年平均気温は約14141414℃℃℃℃
盆地は夏と冬の気温差大盆地は夏と冬の気温差大盆地は夏と冬の気温差大盆地は夏と冬の気温差大

年間通して年間通して年間通して年間通して霧霧霧霧の発生多いの発生多いの発生多いの発生多い

年降水量は約年降水量は約年降水量は約年降水量は約1,400mm1,400mm1,400mm1,400mm

降水量の多い
ことで知られる

紀伊山地

（図は 「三重県景観計画」（三重県）より引用 ） （図は 「三重県景観計画」（三重県）より引用 ）

海水温、潮位、
波浪、強風など

海洋の影響

三重県における地勢と気候の概要三重県における地勢と気候の概要三重県における地勢と気候の概要三重県における地勢と気候の概要
4

簡易推計
ツール

【 平成24（2012）年度調査のフロー 】

くらしにおける地球温暖化適応策推進事業くらしにおける地球温暖化適応策推進事業くらしにおける地球温暖化適応策推進事業くらしにおける地球温暖化適応策推進事業

5
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【 調査・検討の対象分野 】

(1) 食料
(2) 水環境・水資源
(3) 自然生態系
(4) 災害・沿岸被害
(5) 健康
(6) 生活文化・産業

▼ 県庁内の関係部局
◎ 防災対策部
◎ 戦略企画部
◎ 総務部
◎ 健康福祉部
◎ 環境生活部
◎ 地域連携部
◎ 農林水産部
◎ 雇用経済部
◎ 県土整備部
◎ 企業庁
◎ 教育委員会事務局第１回気候変動適応庁内会議 H24.7.26

●認識の共有
●気象台、県研究機関による情報提供
●参加
知事部局･企業庁･教育委員会36課、
6研究機関、気象台等（54名）

くらしにおける温暖化適応策推進事業

関係関係関係関係部局へのインタビュー調査部局へのインタビュー調査部局へのインタビュー調査部局へのインタビュー調査

6

気象要素気象要素気象要素気象要素 項目項目項目項目 情報源情報源情報源情報源

● 対象項目と主な情報源対象項目と主な情報源対象項目と主な情報源対象項目と主な情報源

くらしにおける温暖化適応策推進事業

ⅠⅠⅠⅠ----（１）気候の現状把握（１）（１）気候の現状把握（１）（１）気候の現状把握（１）（１）気候の現状把握（１）
7
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ⅠⅠⅠⅠ----（１）気候の現状把握（２）（１）気候の現状把握（２）（１）気候の現状把握（２）（１）気候の現状把握（２）

熱帯夜（日最低気温25℃以上の日） の日数の
経年変化

12.0 

13.0 

14.0 

15.0 

16.0 

17.0 

18.0 

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

℃

年

年

長期変化傾向

5年移動平均

100100100100年あたり年あたり年あたり年あたり 1.561.561.561.56℃℃℃℃上昇上昇上昇上昇

津（津市）における年平均気温 の経年変化

50505050年あたり年あたり年あたり年あたり 18.118.118.118.1日増加日増加日増加日増加

津

津 津

50505050年あたり年あたり年あたり年あたり 27.327.327.327.3日減少日減少日減少日減少

冬日（日最低気温0℃未満の日） の日数の経年変化

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

日

年

真夏日

長期変化傾向

5年移動平均

真夏日（日最高気温30℃以上の日） の日数の経年変化

出典：東京管区気象台「気象変化レポート2012」

50505050年あたり年あたり年あたり年あたり 9.19.19.19.1日増加日増加日増加日増加 津

くらしにおける温暖化適応策推進事業

8

様々な影響が・・・様々な影響が・・・様々な影響が・・・様々な影響が・・・

▼猛暑による熱中症▼猛暑による熱中症▼猛暑による熱中症▼猛暑による熱中症 ▼強い台風による災害▼強い台風による災害▼強い台風による災害▼強い台風による災害

▼竜巻の発生▼竜巻の発生▼竜巻の発生▼竜巻の発生
▼猛暑による品質▼猛暑による品質▼猛暑による品質▼猛暑による品質
の低下の低下の低下の低下

●●●●新たな特産品新たな特産品新たな特産品新たな特産品
の開発の開発の開発の開発

（（（（H23年の紀伊半島大水害）年の紀伊半島大水害）年の紀伊半島大水害）年の紀伊半島大水害）

（米の白未熟粒）（米の白未熟粒）（米の白未熟粒）（米の白未熟粒）

9

234



● どのようにして影響の情報を得たか？どのようにして影響の情報を得たか？どのようにして影響の情報を得たか？どのようにして影響の情報を得たか？

(1) 既存の文献から抽出既存の文献から抽出既存の文献から抽出既存の文献から抽出

三重県の各部局や研究所が公表した報告書、統計などから抽出。三重県の各部局や研究所が公表した報告書、統計などから抽出。三重県の各部局や研究所が公表した報告書、統計などから抽出。三重県の各部局や研究所が公表した報告書、統計などから抽出。
その他、関連する研究論文や国のレポートなども参照した。その他、関連する研究論文や国のレポートなども参照した。その他、関連する研究論文や国のレポートなども参照した。その他、関連する研究論文や国のレポートなども参照した。

(2) 関係部局にインタビュー関係部局にインタビュー関係部局にインタビュー関係部局にインタビュー

三重県庁５部局に、インタビューを実施。三重県庁５部局に、インタビューを実施。三重県庁５部局に、インタビューを実施。三重県庁５部局に、インタビューを実施。

気候変動が原因であるかどうかが明確になっていなくても、気候変動が原因であるかどうかが明確になっていなくても、気候変動が原因であるかどうかが明確になっていなくても、気候変動が原因であるかどうかが明確になっていなくても、
気象が関係していると思われる変化気象が関係していると思われる変化気象が関係していると思われる変化気象が関係していると思われる変化と対策などを質問。と対策などを質問。と対策などを質問。と対策などを質問。

「適応」に関する基礎的な情報を共有するため「適応」に関する基礎的な情報を共有するため「適応」に関する基礎的な情報を共有するため「適応」に関する基礎的な情報を共有するためにににに実施したが、実施したが、実施したが、実施したが、
同時に気候変動とその影響について同時に気候変動とその影響について同時に気候変動とその影響について同時に気候変動とその影響について理解を促す効果理解を促す効果理解を促す効果理解を促す効果も得られた。も得られた。も得られた。も得られた。

くらしにおける温暖化適応策推進事業

ⅠⅠⅠⅠ----（２）既に現れている（２）既に現れている（２）既に現れている（２）既に現れている可能性のある可能性のある可能性のある可能性のある影響の整理（１）影響の整理（１）影響の整理（１）影響の整理（１）
10

農作物の害虫であるミナミアオカメムシの分布の変化
（出典：国の予測に関する総合的なレポート）

2011年8月
台風12号による紀
伊半島大水害。
写真は熊野川と
国道42号。
（出典：広報きほう）

くらしにおける温暖化適応策推進事業

ⅠⅠⅠⅠ----（２）既に現れている（２）既に現れている（２）既に現れている（２）既に現れている可能性のある可能性のある可能性のある可能性のある影響の整理（２）影響の整理（２）影響の整理（２）影響の整理（２）

1980年ころから東紀州で発生
2008年に伊勢平野中部で発生
が確認されている

～ ミナミアオカメムシ ～
イネ、ムギ、ダイズに寄生

11
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1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 20021980
年

4/29

4/24

4/19

4/14

4/9

4/4

満開期

収穫最盛期

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
年

9/1

8/27

8/22

8/17

8/12

7/28

8/7

8/2

出典：（左図）「平成23年度三重県農林漁業の動き」（1999～2011）（三重県農林水産部）
出典：（右図）「農業技術短報№58『こんなところにも地球温暖化の影響が』」（三重県農業研究所）

米の検査等級（１等米）の比率の推移

（高温による影響で白未熟粒となった稲）

12

ナシの満開期と収穫最盛期の変化

２０年で 約５日 早まっている

くらしにおける温暖化適応策推進事業

ⅠⅠⅠⅠ----（２）既に現れている（２）既に現れている（２）既に現れている（２）既に現れている可能性のある可能性のある可能性のある可能性のある影響の整理（３）影響の整理（３）影響の整理（３）影響の整理（３）

出典：（左上図）津地方気象台からの提供資料、（右上図）津地方気象台からの提供資料

さくら開花日さくら開花日さくら開花日さくら開花日はははは 50505050年間年間年間年間でででで約約約約 6666日早く日早く日早く日早くなっているなっているなっているなっている

津のさくら（ソメイヨシノ）開花日の変化
（1953～2013年）

13

津のかえで（イロハカエデ）紅葉日の変化
（1953～2013年）

かえで紅葉日かえで紅葉日かえで紅葉日かえで紅葉日はははは 50505050年間年間年間年間でででで約約約約 14141414日遅く日遅く日遅く日遅くなっているなっているなっているなっている

くらしにおける温暖化適応策推進事業

ⅠⅠⅠⅠ----（２）既に現れている（２）既に現れている（２）既に現れている（２）既に現れている可能性のある可能性のある可能性のある可能性のある影響の整理（４）影響の整理（４）影響の整理（４）影響の整理（４）
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出典：文部科学省、気象庁、環境省
気候変動の観測・予測・影響評価に関する統合レポート「日
本の気候変動とその影響（2012年度版）」

熱中症患者の増加熱中症患者の増加熱中症患者の増加熱中症患者の増加

0

5

10

15

20

25

H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23

救
急
搬
送
者
数
（
人
）

熱中症救急搬送車数の推移
（尾鷲市、紀北町の例）

（県内各消防本部の資料をもとに作成）

くらしにおける温暖化適応策推進事業

ⅠⅠⅠⅠ----（２）既に現れている（２）既に現れている（２）既に現れている（２）既に現れている可能性のある可能性のある可能性のある可能性のある影響の整理（５）影響の整理（５）影響の整理（５）影響の整理（５）

14

ⅠⅠⅠⅠ----（２）既に現れている（２）既に現れている（２）既に現れている（２）既に現れている可能性のある可能性のある可能性のある可能性のある影響の整理（６）影響の整理（６）影響の整理（６）影響の整理（６）

大項目 小項目 ランク 検討した事象 特に関係する気候
要素3 2 1

森林・高
山生態
系

野生鳥獣被害 ● ニホンジカの増加による農林業被害（生息頭数は減少傾向
だが、農林業被害は増加傾向）

気温上昇、降水量
の変化（積雪深の
減少）

マツ枯れ ● マツノマダラカミキリによる松枯れ（被害は減少しているも
のの、下げ止まり傾向）

気温

ブナ林 ● ブナ林の規模の縮小 気温
高山植物 ● 高山植物（ムシトリスミレ）の減少 気温

淡水生
態系

淡水域の生物 ● オオダイガハラサンショウウオの減少 気温

沿岸生
態系

沿岸域の生物 ● シオマネキの減少（南伊勢町が国内の分布北限地）

● アカウミガメの減少
生物季
節・生物
多様性

生物季節 ● さくらの開花の早期化 気温

● いろはかえでの紅葉の遅延化 気温
南限種 ● シントウトガリネズミ、ヒメヒミズ、ヤチネズミの減少 気温

自然生態系分野の例

ランクづけの手法：気候変動に起因する可能性が高いか否かの判断は、IPCC AR4、国の影響に関する統合レポートを
参考に行った。
3: 気候変動が主な要因となって影響・被害が生じている可能性が高い。
2: 気候変動が原因であるかどうか明確ではないが、その可能性はある。
1: 気候変動が主な要因となって影響・被害が生じている可能性は低い、もしくは影響・被害そのものが発生していない。

くらしにおける温暖化適応策推進事業

15
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対象とした分野・大項目・小項目の一覧
分野分野分野分野 大項目大項目大項目大項目 小項目小項目小項目小項目

食料分野 農業 コメ

野菜・花卉・果樹

畜産業 豚

水産業 漁獲量

のり養殖

真珠養殖

水環境・水資
源分野

水環境 閉鎖性海域

河川水

水資源 河川水／ダム

地下水

自然生態系分
野

森林・高山生態
系

野生鳥獣被害

マツ枯れ

ブナ林

高山植物

淡水生態系 淡水域の生物

沿岸生態系 沿岸域の生物

生物季節・生物
多様性

生物季節

南限種

分野分野分野分野 大項目大項目大項目大項目 小項目小項目小項目小項目

災害・沿岸被害
分野

近年の水災害 大型台風

大雨

地域別の洪水災害

潮位

河川域 主要河川の気温、
雨量、流量等

沿岸域 高潮・高波被害

山地 地域別の土砂災害
被害

水害被害額 －

健康分野 暑熱 熱中症

感染症 デング熱

日本脳炎

衛生害虫 セアカゴケグモ

生活文化・産業
分野

文化 観光資源の被害

産業 経済損失

ⅠⅠⅠⅠ----（２）既に現れている（２）既に現れている（２）既に現れている（２）既に現れている可能性のある可能性のある可能性のある可能性のある影響の整理（７）影響の整理（７）影響の整理（７）影響の整理（７）
くらしにおける温暖化適応策推進事業

16

ⅠⅠⅠⅠ----（１）気候の将来予測の整理（１）（１）気候の将来予測の整理（１）（１）気候の将来予測の整理（１）（１）気候の将来予測の整理（１）
くらしにおける温暖化適応策推進事業

● どのようにして将来気候の情報を得たか

(1) 簡易推計ツールの活用
「簡易推計ツール」は、環境省（国立環境研究所）の研究成果のひとつ。
気候変動による影響、将来気候を都道府県単位で推計できる。
年平均気温、年降水量 は、これを活用。

(2) 国の作成した予測情報の活用
「地球温暖化予測情報」（気象庁）、「温暖化の観測・予測及び
影響評価統合レポート」 （文科省、気象庁、環境省）によって
様々な予測情報を公表している。
降水量、降雪量、暑い日の日数、無降水の日数、短時間の強雨、
台風（強い台風の頻度）、海面水位 は、これを活用。

17
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ⅠⅠⅠⅠ----（１）気候の将来予測の整理（２）（１）気候の将来予測の整理（２）（１）気候の将来予測の整理（２）（１）気候の将来予測の整理（２）

出典：簡易推計ツール（国立環境研究所）に格納されているデータ （平成24年）

1981-2000年年年年

三重県の年平均気温の将来予測
（気候予測モデル：MIROC3.2hires、単位：℃）

21世紀末
（2081－2100年）

21世紀中頃
（2031－2050年）

20世紀末
（1981－2000年）

18

くらしにおける温暖化適応策推進事業

出典：簡易推計ツール（国立環境研究所）に格納されているデータ （平成24年）
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くらしにおける温暖化適応策推進事業

ⅠⅠⅠⅠ----（１）気候の将来予測の整理（３）（１）気候の将来予測の整理（３）（１）気候の将来予測の整理（３）（１）気候の将来予測の整理（３）
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ⅠⅠⅠⅠ----（１）気候の将来予測の整理（４）（１）気候の将来予測の整理（４）（１）気候の将来予測の整理（４）（１）気候の将来予測の整理（４）

雨の降らない日が増加。

降水量の予測（無降水日数）

出典：気象庁津地方気象台、気象庁「地球温暖化予測情報 第8巻」

約8日増加
（160日⇒168日）

くらしにおける温暖化適応策推進事業

20

ⅠⅠⅠⅠ----（１）気候の将来予測の整理（追加１）（１）気候の将来予測の整理（追加１）（１）気候の将来予測の整理（追加１）（１）気候の将来予測の整理（追加１）

赤い棒グラフは現在気候との差、黒い縦棒は年々変動の標準偏差赤い棒グラフは現在気候との差、黒い縦棒は年々変動の標準偏差赤い棒グラフは現在気候との差、黒い縦棒は年々変動の標準偏差赤い棒グラフは現在気候との差、黒い縦棒は年々変動の標準偏差

（左：現在気候、右：将来気候）を示す。（左：現在気候、右：将来気候）を示す。（左：現在気候、右：将来気候）を示す。（左：現在気候、右：将来気候）を示す。

温室効果ガス排出量シナリオは、Ａ１Ｂ（高成長型社会）を採用。温室効果ガス排出量シナリオは、Ａ１Ｂ（高成長型社会）を採用。温室効果ガス排出量シナリオは、Ａ１Ｂ（高成長型社会）を採用。温室効果ガス排出量シナリオは、Ａ１Ｂ（高成長型社会）を採用。

・年降水量は約250㎜増加。（1580㎜⇒1830㎜）

・季節別では、夏の降水量の増加が多い。

----1.51.51.51.5

----1.01.01.01.0

----0.50.50.50.5

0.00.00.00.0

0.50.50.50.5

1.01.01.01.0

1.51.51.51.5

2.02.02.02.0

2.52.52.52.5

((((回回回回)))) 三重県三重県三重県三重県

----1.01.01.01.0

----0.50.50.50.5

0.00.00.00.0

0.50.50.50.5

1.01.01.01.0

1.51.51.51.5

((((回回回回)))) 三重県三重県三重県三重県

左図：日降水量左図：日降水量左図：日降水量左図：日降水量100100100100ミリ以上の年間ミリ以上の年間ミリ以上の年間ミリ以上の年間

発生回数の変化発生回数の変化発生回数の変化発生回数の変化

右図：１時間降水量右図：１時間降水量右図：１時間降水量右図：１時間降水量50505050ミリ以上の年間ミリ以上の年間ミリ以上の年間ミリ以上の年間

発生回数の変化発生回数の変化発生回数の変化発生回数の変化

0.82回増加
（1.3⇒2.1回）

0.69回増加
（10⇒11回）

出典：津地方気象台

くらしにおける温暖化適応策推進事業
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----1.51.51.51.5

----1.01.01.01.0

----0.50.50.50.5

0.00.00.00.0

0.50.50.50.5

1.01.01.01.0

1.51.51.51.5

2.02.02.02.0

2.52.52.52.5

3.03.03.03.0

3.53.53.53.5

4.04.04.04.0

4.54.54.54.5

年年年年 春春春春

（（（（3333～～～～5555月）月）月）月）

夏夏夏夏

（（（（6666～～～～8888月）月）月）月）

秋秋秋秋

（（（（9999～～～～11111111月）月）月）月）

冬冬冬冬

（（（（12121212～～～～2222月）月）月）月）

(℃)(℃)(℃)(℃) 平均気温の変化（三重県）平均気温の変化（三重県）平均気温の変化（三重県）平均気温の変化（三重県）

赤い棒グラフは現在気候との差、黒い縦棒は年々変動の標準偏差赤い棒グラフは現在気候との差、黒い縦棒は年々変動の標準偏差赤い棒グラフは現在気候との差、黒い縦棒は年々変動の標準偏差赤い棒グラフは現在気候との差、黒い縦棒は年々変動の標準偏差

（左：現在気候、右：将来気候）を示す。（左：現在気候、右：将来気候）を示す。（左：現在気候、右：将来気候）を示す。（左：現在気候、右：将来気候）を示す。

温室効果ガス排出量シナリオは、Ａ１Ｂ（高成長型社会）を採用。温室効果ガス排出量シナリオは、Ａ１Ｂ（高成長型社会）を採用。温室効果ガス排出量シナリオは、Ａ１Ｂ（高成長型社会）を採用。温室効果ガス排出量シナリオは、Ａ１Ｂ（高成長型社会）を採用。

・年平均気温は2.86℃上昇。（16.5℃⇒19.4℃）

・夏より冬の方が昇温量が大きい。

----10.010.010.010.0

0.00.00.00.0

10.010.010.010.0

20.020.020.020.0

30.030.030.030.0

40.040.040.040.0

50.050.050.050.0

60.060.060.060.0

年年年年 春春春春

（（（（3333～～～～5555月）月）月）月）

夏夏夏夏

（（（（6666～～～～8888月）月）月）月）

秋秋秋秋

（（（（9999～～～～11111111月）月）月）月）

冬冬冬冬

（（（（12121212～～～～2222月）月）月）月）

((((日日日日)))) 熱帯夜日数の変化（三重県）熱帯夜日数の変化（三重県）熱帯夜日数の変化（三重県）熱帯夜日数の変化（三重県）

約42日増加（55日⇒97日）

約41日増加（30日⇒71日）

ⅠⅠⅠⅠ----（１）気候の将来予測の整理（追加２）（１）気候の将来予測の整理（追加２）（１）気候の将来予測の整理（追加２）（１）気候の将来予測の整理（追加２）

出典：津地方気象台

くらしにおける温暖化適応策推進事業
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● どのようにして将来予測される影響を推定したか？どのようにして将来予測される影響を推定したか？どのようにして将来予測される影響を推定したか？どのようにして将来予測される影響を推定したか？

(1) 既にリストアップされているものされる影響既にリストアップされているものされる影響既にリストアップされているものされる影響既にリストアップされているものされる影響

①国は、国内で将来予測される気候変動影響を網羅的に示している。①国は、国内で将来予測される気候変動影響を網羅的に示している。①国は、国内で将来予測される気候変動影響を網羅的に示している。①国は、国内で将来予測される気候変動影響を網羅的に示している。
代表的なレポートから、分野別に予測された影響を全てリストアップ代表的なレポートから、分野別に予測された影響を全てリストアップ代表的なレポートから、分野別に予測された影響を全てリストアップ代表的なレポートから、分野別に予測された影響を全てリストアップ。。。。

②②②②三重県内で三重県内で三重県内で三重県内で「既に生じている可能性のある影響」として挙げられたもの「既に生じている可能性のある影響」として挙げられたもの「既に生じている可能性のある影響」として挙げられたもの「既に生じている可能性のある影響」として挙げられたもの
（ランク（ランク（ランク（ランク3あるいはランクあるいはランクあるいはランクあるいはランク2に分類したもの）に分類したもの）に分類したもの）に分類したもの）をリストに加えた。をリストに加えた。をリストに加えた。をリストに加えた。

(2) 三重県で生じる可能性の検討三重県で生じる可能性の検討三重県で生じる可能性の検討三重県で生じる可能性の検討

（１）で作成したリストをもとに、地理的特性や実態をふまえ、（１）で作成したリストをもとに、地理的特性や実態をふまえ、（１）で作成したリストをもとに、地理的特性や実態をふまえ、（１）で作成したリストをもとに、地理的特性や実態をふまえ、「既に生じつつある」「既に生じつつある」「既に生じつつある」「既に生じつつある」
「生じる可能性あり」「生じる可能性低い」「生じる可能性あり」「生じる可能性低い」「生じる可能性あり」「生じる可能性低い」「生じる可能性あり」「生じる可能性低い」のののの3区分に分類。区分に分類。区分に分類。区分に分類。

(3) 簡易推計ツールの活用簡易推計ツールの活用簡易推計ツールの活用簡易推計ツールの活用

簡易簡易簡易簡易推計推計推計推計ツールツールツールツールによって、によって、によって、によって、2031-2050年、年、年、年、2081-2100年の予測結果を、年の予測結果を、年の予測結果を、年の予測結果を、
メッシュ図で表示。メッシュ図で表示。メッシュ図で表示。メッシュ図で表示。（気候予測シナリオは（気候予測シナリオは（気候予測シナリオは（気候予測シナリオはSRESののののA1Bを使用。）を使用。）を使用。）を使用。）

くらしにおける温暖化適応策推進事業

ⅠⅠⅠⅠ----（３）将来予測される影響の推定（１）（３）将来予測される影響の推定（１）（３）将来予測される影響の推定（１）（３）将来予測される影響の推定（１）
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25

沿岸生態系分野の例

既に生じつつある： 三重県で既に現われている影響として挙げられたもの。このうち、3にランクされたもの（気候変動が主な要因で
ある可能性が高いもの）は●、2にランクされたもの（気候変動が主な原因か明確ではないが、可能性があるもの）は○で表示。
生じる可能性あり： 三重県の自然的・社会的特性からみて生じる可能性が比較的高いもの。
生じる可能性低い： 三重県の自然的・社会的特性からみて生じる可能性が低いもの。

くらしにおける温暖化適応策推進事業

ⅠⅠⅠⅠ----（３）将来予測される影響の推定（２）（３）将来予測される影響の推定（２）（３）将来予測される影響の推定（２）（３）将来予測される影響の推定（２）
24

出典：簡易推計ツール（国立環境研究所）に格納されているデータ （平成24年）

1981-2000年年年年

三重県内のミカンの経営耕地の適地・不適地の予測
（気候予測モデル：MIROC3.2hires）

21世紀末
（2081－2100年）

21世紀中頃
（2031－2050年）

20世紀末
（1981－2000年）

25

ⅠⅠⅠⅠ----（３）将来予測される影響の推定（３）（３）将来予測される影響の推定（３）（３）将来予測される影響の推定（３）（３）将来予測される影響の推定（３）
くらしにおける温暖化適応策推進事業
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気候による影響とリスク気候による影響とリスク気候による影響とリスク気候による影響とリスク

出典：IPCC AR5 （気象庁HPより、http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar5/index.html）

図 SPM.1 第2作業部会の中核的概念

26

抵抗力
気候変動に対する弱さを

カバーする力

感受性
地域社会や各分野の

影響の受けやすさの状況

脆弱性

● 脆弱性とは？脆弱性とは？脆弱性とは？脆弱性とは？

脆弱性は、人間社会や自然システムの気候変動による影響の受けやすさ。脆弱性は、人間社会や自然システムの気候変動による影響の受けやすさ。脆弱性は、人間社会や自然システムの気候変動による影響の受けやすさ。脆弱性は、人間社会や自然システムの気候変動による影響の受けやすさ。

● 三重県では、感受性・抵抗力の三重県では、感受性・抵抗力の三重県では、感受性・抵抗力の三重県では、感受性・抵抗力の2つの要素から脆弱性を検討。つの要素から脆弱性を検討。つの要素から脆弱性を検討。つの要素から脆弱性を検討。

くらしにおける温暖化適応策推進事業

２２２２ 脆弱性の検討脆弱性の検討脆弱性の検討脆弱性の検討
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方向性（１）方向性（１）方向性（１）方向性（１） ：：：： 適応の統合化に向けて適応の統合化に向けて適応の統合化に向けて適応の統合化に向けて

●●●●既存の計画・施策の中で適応効果をもつものを洗い出し、既存の計画・施策の中で適応効果をもつものを洗い出し、既存の計画・施策の中で適応効果をもつものを洗い出し、既存の計画・施策の中で適応効果をもつものを洗い出し、

今後策定する各分野の計画においても引き続き位置づける。今後策定する各分野の計画においても引き続き位置づける。今後策定する各分野の計画においても引き続き位置づける。今後策定する各分野の計画においても引き続き位置づける。

●●●●各種の計画・施策と適応策との関連を視野に入れる。各種の計画・施策と適応策との関連を視野に入れる。各種の計画・施策と適応策との関連を視野に入れる。各種の計画・施策と適応策との関連を視野に入れる。

●●●●新たに必要とする新たに必要とする新たに必要とする新たに必要とする適応策を各種の計画・施策に組み込む適応策を各種の計画・施策に組み込む適応策を各種の計画・施策に組み込む適応策を各種の計画・施策に組み込む。。。。

各種の計画・施策と適応策の関連

既存の
適応策

既存の
適応策

〇〇〇〇プラン
（旧計画）

適応策の検討

適応策の適応策の適応策の適応策の
組み込み組み込み組み込み組み込み

既存の
適応策

〇〇〇〇プラン
（新計画）

新たな
適応策

新たな
適応策既存の

適応策

既存の
適応策

強化した
適応策（継続・改善・強化）（継続・改善・強化）（継続・改善・強化）（継続・改善・強化）

くらしにおける温暖化適応策推進事業くらしにおける温暖化適応策推進事業くらしにおける温暖化適応策推進事業くらしにおける温暖化適応策推進事業
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方向性２：気候変動方向性２：気候変動方向性２：気候変動方向性２：気候変動にににに適応適応適応適応できるできるできるできる安全・安心安全・安心安全・安心安全・安心なななな地域地域地域地域のののの実現実現実現実現

●防災への影響

台風の強度増大、豪雨の頻発化による洪水等の増加
台風の強度増大、海水温の上昇に伴う高潮被害の増加

●食料への影響
コメの品質不良（白未熟粒）の発生 （登熟期の高温）

稲・大豆の害虫の分布拡大 （冬期の最低気温の上昇）

豚の生産性、哺育・繁殖成績等の低下 （夏季の高温）

カンキツ類に南方系の病害虫が増加 （夏季の高温）

●水環境・水資源への影響
降雨日数の減少による水源貯水量の減少、渇水

●健康への影響
熱中症による救急搬送者数・死亡者数の増加
ウィルスの媒介生物の生息域拡大等による感染症の増加
（デング熱、マラリア、日本脳炎、ヘルパンギーナなど）

●県民生活への影響
台風の強度増大に伴う浸水
潮位の上昇に伴う砂浜喪失

●自然生態系への影響
県内で生息域の南限となっている生物分布の変化

影響の推定

平成24（2012）年度の検討結果から

●共通理解、合意形成における留意事項
地域間、世代間、各種セクター間における利害の対立
モニタリング結果、最新の科学的知見の共有

適応に向けた共通理解の推進

（例えば）
脆弱性・低 ： 高温下で影響を受けにくい栽培手法を開発済
脆弱性・高 ： 渇水時に備えた水源確保の見通しがない

●適応に関する基本的事項
社会全体の取組、自主的な取組の促進に関する事項など

適応に関する基本方針の検討（案）

脆弱性の評価 影響の受けやすさ､対処できない度合い

平成25年度の事業概要

めざす姿

●県民・事業者・関連部局との連携による推進
さまざまな施策・計画に適応の視点を組込む
県民・事業者等における自主的な取組を促進

総合的な適応策の推進

29
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気候変動への適応策に関するアンケート調査気候変動への適応策に関するアンケート調査気候変動への適応策に関するアンケート調査気候変動への適応策に関するアンケート調査

分野分野分野分野 区分－担当課区分－担当課区分－担当課区分－担当課

食料食料食料食料
地域支援課、フードイノベーション課、農業戦略課、農産物安全課、農産園芸課、畜産課、地域支援課、フードイノベーション課、農業戦略課、農産物安全課、農産園芸課、畜産課、地域支援課、フードイノベーション課、農業戦略課、農産物安全課、農産園芸課、畜産課、地域支援課、フードイノベーション課、農業戦略課、農産物安全課、農産園芸課、畜産課、
農業基盤整備課、水産資源課、水産基盤整備課農業基盤整備課、水産資源課、水産基盤整備課農業基盤整備課、水産資源課、水産基盤整備課農業基盤整備課、水産資源課、水産基盤整備課

水環境・水水環境・水水環境・水水環境・水
資源資源資源資源

水資源・地域プロジェクト課、農業戦略課、農業基盤整備課、森林・林業経営課、治山林道課、水資源・地域プロジェクト課、農業戦略課、農業基盤整備課、森林・林業経営課、治山林道課、水資源・地域プロジェクト課、農業戦略課、農業基盤整備課、森林・林業経営課、治山林道課、水資源・地域プロジェクト課、農業戦略課、農業基盤整備課、森林・林業経営課、治山林道課、
水産資源課、水産基盤整備課、河川・砂防課、流域管理課、下水道課、建築開発課、住宅課、水産資源課、水産基盤整備課、河川・砂防課、流域管理課、下水道課、建築開発課、住宅課、水産資源課、水産基盤整備課、河川・砂防課、流域管理課、下水道課、建築開発課、住宅課、水産資源課、水産基盤整備課、河川・砂防課、流域管理課、下水道課、建築開発課、住宅課、
企業総務課、水道事業課、工業用水事業課、大気・水環境課企業総務課、水道事業課、工業用水事業課、大気・水環境課企業総務課、水道事業課、工業用水事業課、大気・水環境課企業総務課、水道事業課、工業用水事業課、大気・水環境課

自然生態自然生態自然生態自然生態
系系系系

農業基盤整備課、獣害対策課、森林・林業経営課、治山林道課、みどり共生推進課、水産資農業基盤整備課、獣害対策課、森林・林業経営課、治山林道課、みどり共生推進課、水産資農業基盤整備課、獣害対策課、森林・林業経営課、治山林道課、みどり共生推進課、水産資農業基盤整備課、獣害対策課、森林・林業経営課、治山林道課、みどり共生推進課、水産資
源課、水産基盤整備課、観光誘客課、河川・砂防課、港湾・海岸課、下水道課、都市政策課、源課、水産基盤整備課、観光誘客課、河川・砂防課、港湾・海岸課、下水道課、都市政策課、源課、水産基盤整備課、観光誘客課、河川・砂防課、港湾・海岸課、下水道課、都市政策課、源課、水産基盤整備課、観光誘客課、河川・砂防課、港湾・海岸課、下水道課、都市政策課、
大気・水環境課、男女共同参画・大気・水環境課、男女共同参画・大気・水環境課、男女共同参画・大気・水環境課、男女共同参画・NPONPONPONPO課課課課

水災害・沿水災害・沿水災害・沿水災害・沿
岸被害岸被害岸被害岸被害

防災企画・地域支援課、災害対策課、健康福祉総務課、水資源・地域プロジェクト課、農業基盤防災企画・地域支援課、災害対策課、健康福祉総務課、水資源・地域プロジェクト課、農業基盤防災企画・地域支援課、災害対策課、健康福祉総務課、水資源・地域プロジェクト課、農業基盤防災企画・地域支援課、災害対策課、健康福祉総務課、水資源・地域プロジェクト課、農業基盤
整備課整備課整備課整備課、治山、治山、治山、治山林道課、水産基盤整備課、エネルギー政策課、道路管理課、河川・砂防課、港林道課、水産基盤整備課、エネルギー政策課、道路管理課、河川・砂防課、港林道課、水産基盤整備課、エネルギー政策課、道路管理課、河川・砂防課、港林道課、水産基盤整備課、エネルギー政策課、道路管理課、河川・砂防課、港
湾・海岸課、下水道課、都市政策課、建築開発課、住宅課、水道事業課、湾・海岸課、下水道課、都市政策課、建築開発課、住宅課、水道事業課、湾・海岸課、下水道課、都市政策課、建築開発課、住宅課、水道事業課、湾・海岸課、下水道課、都市政策課、建築開発課、住宅課、水道事業課、
工業用水事業課、教育総務課工業用水事業課、教育総務課工業用水事業課、教育総務課工業用水事業課、教育総務課

健康健康健康健康
消防・保安課、薬務感染症対策課、長寿介護課、健康づくり課、農業基盤整備課、水産基盤整消防・保安課、薬務感染症対策課、長寿介護課、健康づくり課、農業基盤整備課、水産基盤整消防・保安課、薬務感染症対策課、長寿介護課、健康づくり課、農業基盤整備課、水産基盤整消防・保安課、薬務感染症対策課、長寿介護課、健康づくり課、農業基盤整備課、水産基盤整
備課、下水道課、建築開発課、住宅課、水道事業課、県立病院課、学校施設課、保健体育課、備課、下水道課、建築開発課、住宅課、水道事業課、県立病院課、学校施設課、保健体育課、備課、下水道課、建築開発課、住宅課、水道事業課、県立病院課、学校施設課、保健体育課、備課、下水道課、建築開発課、住宅課、水道事業課、県立病院課、学校施設課、保健体育課、
私学課、大気・水環境課私学課、大気・水環境課私学課、大気・水環境課私学課、大気・水環境課

生活文化・生活文化・生活文化・生活文化・
産業産業産業産業

防災企画・地域支援課、災害対策課、地域福祉課、地域支援課、南部地域活性化推進課、防災企画・地域支援課、災害対策課、地域福祉課、地域支援課、南部地域活性化推進課、防災企画・地域支援課、災害対策課、地域福祉課、地域支援課、南部地域活性化推進課、防災企画・地域支援課、災害対策課、地域福祉課、地域支援課、南部地域活性化推進課、
ライフイノベーション課、農業戦略課、農産物安全課、農産園芸課、畜産課、森林・林業経営課、ライフイノベーション課、農業戦略課、農産物安全課、農産園芸課、畜産課、森林・林業経営課、ライフイノベーション課、農業戦略課、農産物安全課、農産園芸課、畜産課、森林・林業経営課、ライフイノベーション課、農業戦略課、農産物安全課、農産園芸課、畜産課、森林・林業経営課、
みどり共生推進課、水産資源課、雇用経済総務課、エネルギー政策課、ものづくり推進課、サービみどり共生推進課、水産資源課、雇用経済総務課、エネルギー政策課、ものづくり推進課、サービみどり共生推進課、水産資源課、雇用経済総務課、エネルギー政策課、ものづくり推進課、サービみどり共生推進課、水産資源課、雇用経済総務課、エネルギー政策課、ものづくり推進課、サービ
ス産業振興課、観光誘客課、環境生活総務課、文化振興課ス産業振興課、観光誘客課、環境生活総務課、文化振興課ス産業振興課、観光誘客課、環境生活総務課、文化振興課ス産業振興課、観光誘客課、環境生活総務課、文化振興課

～ 適応策とは何か ～

現時点で想定しうる主要な適応策やモニタリング指標の案の共有
に向けて、三重県の実状をふまえた整理を進めるために実施

30

気象台
とともに実施

共通理解の共通理解の共通理解の共通理解の推進推進推進推進
～～～～気象台と協力～気象台と協力～気象台と協力～気象台と協力～

● 地球温暖化の最近の動向

● 天気からみる地球温暖化

● 気候変動と持続発展教育（ESD）

三重県気候講演会 H24(2012).11.13

三重県防災・気候変動適応会議
H25(2013).10.18

三重県気候講演会 H25(2013).11.13

一般 防災

行政 防災

行政

防災

（於（於（於（於 津地方気象台）津地方気象台）津地方気象台）津地方気象台）

（於（於（於（於 三重県庁講堂）三重県庁講堂）三重県庁講堂）三重県庁講堂）

行政

31
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三重県気候変動適応セミナー 2013 （ H25. 3. 8 ）

市町及び企業、教育機関等を対象に開催

企業 行政 大学 一般

共通理解の推進共通理解の推進共通理解の推進共通理解の推進
～独自の適応セミナー（１）～

32

三重県気候変動適応セミナー 2014 （ H26. 3. 14 ）

住民、企業及び行政等を対象に開催

企業 行政 大学 一般

共通理解の推進共通理解の推進共通理解の推進共通理解の推進
～独自の適応セミナー（２）～

33
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～ 各種イベント ～

こどもエコフェア(四日市) H25(2013). 7.20-21

氏郷まつり(松阪) H25(2013). 11.3

一般 親子

一般 親子

共通理解の推進共通理解の推進共通理解の推進共通理解の推進

34

� 展示ホールと企画展示

� 出前講座の実施
地球温暖化防止、省エネルギー地球温暖化防止、省エネルギー地球温暖化防止、省エネルギー地球温暖化防止、省エネルギー
環境を考える消費者講座環境を考える消費者講座環境を考える消費者講座環境を考える消費者講座
水質チェック、大気調査水質チェック、大気調査水質チェック、大気調査水質チェック、大気調査
自然体験、資源循環自然体験、資源循環自然体験、資源循環自然体験、資源循環 などなどなどなど

� 環境学習指導者養成講座
指導者養成スキルアップ講座指導者養成スキルアップ講座指導者養成スキルアップ講座指導者養成スキルアップ講座
環境講座環境講座環境講座環境講座
こども環境講座こども環境講座こども環境講座こども環境講座

・・・・ 地球温暖化と気候変動地球温暖化と気候変動地球温暖化と気候変動地球温暖化と気候変動
・・・・ 防止のためにできること防止のためにできること防止のためにできること防止のためにできること
・・・・ 将来に向けて備えること将来に向けて備えること将来に向けて備えること将来に向けて備えること

～ 各種講座 ～
共通理解の推進共通理解の推進共通理解の推進共通理解の推進

三重県環境学習情報センター三重県環境学習情報センター三重県環境学習情報センター三重県環境学習情報センター

一般

35
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共通共通共通共通理解理解理解理解の推進の推進の推進の推進

地球温暖化の進行

地球温暖化によってもたらされる影響

暮らしのなかでできる地球温暖化対策

Ⅰ 住まいを選らぶ
～エネルギー効率の高い住まい～

Ⅱ 道具を選ぶ
～ランニングコストの少ない暮らし～

Ⅲ 使うエネルギーを選ぶ
～再生可能エネルギー～

Ⅳ 道具の使い方を工夫する
～上手な省エネ～

～～～～住まいづくりのなかで住まいづくりのなかで住まいづくりのなかで住まいづくりのなかで 適応策を適応策を適応策を適応策を探る探る探る探る 「くらしの省エネガイドブック」「くらしの省エネガイドブック」「くらしの省エネガイドブック」「くらしの省エネガイドブック」 ～～～～

一般 建築 金融

36

企業連携に企業連携に企業連携に企業連携によるよるよるよるCOCOCOCO２２２２削減のため削減のため削減のため削減のための自主的の自主的の自主的の自主的なななな取組取組取組取組

KIEP’S（霞ヶ浦地区環境行動推進協議会）における取組（霞ヶ浦地区環境行動推進協議会）における取組（霞ヶ浦地区環境行動推進協議会）における取組（霞ヶ浦地区環境行動推進協議会）における取組

平成20（2008）年、四日市第三コンビナートの
霞ヶ浦地区において企業活動を行う21者と
四日市港管理組合が連携し、
温室効果ガスの排出量の削減に向けた
環境保全への取組を推進することを目的に設立。

霞ヶ浦の出入り口は、霞大橋１本という共通の
通勤経路のため、エコ通勤によるライフスタイルの
転換で、ＣＯ2削減の取組を開始。
環境改善への意識の改革、継続する意志を大切に
しながら、活動中。
現在は、ライトダウン運動、地域の清掃活動、
里山保全活動にも拡大。

伊勢新聞
平成24（2012）年5月29日 朝刊

37
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国内における地球温暖化の影響国内における地球温暖化の影響国内における地球温暖化の影響国内における地球温暖化の影響

� 地球温暖化「日本への影響」 ～新たなシナリオに基づく総合的影響予測と適応策～
環境省環境研究総合推進費 S-8 温暖化影響評価・適応策に関する総合的研究 2014年報告書

● IPCC第5次評価報告書で採用された

新しいRCPシナリオを用いて

日本への影響予測、リスク低減に対する

適応策の効果を評価

● 国内全体および地域の影響を予測し、

IPCC評価報告書を補完

出典：「環境省環境研究総合推進費 S-8 2014年報告書」 （国立環境研究所）

38

出典：「環境省環境研究総合推進費 S-8 2014年報告書」 （国立環境研究所）

21212121世紀末に予測される日本への影響世紀末に予測される日本への影響世紀末に予測される日本への影響世紀末に予測される日本への影響

� 温室効果ガス濃度上昇の最も高いRCP8.5シナリオにおける20世紀末（1981～2000年）との比較

分野分野分野分野 指標指標指標指標 予測予測予測予測

気候 気温 3.5～6.4℃上昇

降水量 9～16%増加

海面 60～63cm上昇

災害 洪水（年被害額） 3倍程度に拡大

砂浜 83～85% 消失

干潟 12% 消失

水資源 河川流量 1.1～1.2倍に増加

水質（クロロフィルａ） 水質悪化

生態系 ハイマツ（生育域） 消失～現在の7%に減少

ブナ（生育域） 現在の 10～53%に減少

食料 コメ 収量大きな変化ないが、品質低下リスクが増大

温州ミカン（作付適地） 適地でなくなるなど大きな変化

タンカン（作付適地） 国土の1%から13～34%に増加

健康 熱中症 死者、救急搬送者数が2倍以上に

ヒトスジシマカ（分布域） 国土の約4割に分布から75～96%に拡大

39
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三重県地球温暖化対策推進条例三重県地球温暖化対策推進条例三重県地球温暖化対策推進条例三重県地球温暖化対策推進条例

第１章第１章第１章第１章 総則（目的、責務）

第２章第２章第２章第２章 事業活動における地球温暖化対策
（事業者地球温暖化対策指針の策定、環境マネジメントの推進、
地球温暖化対策計画書制度）

第３章第３章第３章第３章 建築物における地球温暖化対策（建築物地球温暖化対策指針の策定）

第４章第４章第４章第４章 資源の有効利用（廃棄物等の発生抑制等、再生可能エネルギー源の利用）

第５章第５章第５章第５章 森林の整備及び保全

第６章第６章第６章第６章 地球温暖化への適応（地球温暖化への適応に関する情報提供）

第７章第７章第７章第７章 地球温暖化対策に関する教育及び学習の振興
（教育及び学習の振興等、普及啓発、催しにおける地球温暖化対策）

第８章第８章第８章第８章 雑則（指導及び助言、報告要求、勧告及び公表）

41

適
応
適
応
適
応
適
応

気候変動による気候変動による気候変動による気候変動による
影響への影響への影響への影響への

40

三重県気候変動影響レポート三重県気候変動影響レポート三重県気候変動影響レポート三重県気候変動影響レポート2014201420142014
適
応
適
応
適
応
適
応

気候変動による気候変動による気候変動による気候変動による
影響への影響への影響への影響への

津地方気象台と国立環境研究所の協力を得て、
地域レベルの「気候の変化」「気候による影響」の情報を中心に編集

41
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三重県気候変動影響レポート三重県気候変動影響レポート三重県気候変動影響レポート三重県気候変動影響レポート2014201420142014

朝日新聞 平成26年10月21日朝刊

読売新聞 平成26年10月25日朝刊

毎日新聞 平成26年11月4日朝刊

42

講師
気象庁 地球環境・海洋部
気候情報課 調査官
石原 幸司 氏

参加者 174名

平成平成平成平成26262626年度の三重県気候講演会年度の三重県気候講演会年度の三重県気候講演会年度の三重県気候講演会

三重県気候講演会 H26(2014).11. 6

（於（於（於（於 三重県人権センター）三重県人権センター）三重県人権センター）三重県人権センター）

企業 行政 教育 一般

43
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桑名

亀山

上野

津

小俣

南伊勢

粥見

紀伊長島

尾鷲

年平均
気温

真夏日 猛暑日 熱帯夜 冬日

※ 灰色は、有意な変化傾向
がみられなかったもの

出典：津地方気象台による提供資料をもとに作成

44

変化する気候変化する気候変化する気候変化する気候
～ 変わりつつある三重の気候を知る講座 ～

年平均気温の変化（現在・100年前・100年後）を地図に表示したイメージ

約百年前約百年前

約百年後約百年後

約100年前の津市は

現在の北関東と同じような気温だった

約100年後の津市は

現在の南九州と同じような気温に現在現在

45

予測される将来予測される将来予測される将来予測される将来
～変わりつつある三重の気候を知る講座～

出典：津地方気象台の資料252



～変わりつつある三重の気候を知る講座～

保健保健保健保健
医療医療医療医療

衛生衛生衛生衛生
福祉福祉福祉福祉

観光観光観光観光
サービスサービスサービスサービス

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー
保安保安保安保安

運輸運輸運輸運輸
通信通信通信通信

農業農業農業農業教育教育教育教育
スポーツスポーツスポーツスポーツ

林業林業林業林業

水産業水産業水産業水産業

自然自然自然自然
保護保護保護保護

家庭家庭家庭家庭

歴史歴史歴史歴史
文化文化文化文化

製造製造製造製造
販売販売販売販売

水水水水環境環境環境環境
水質水質水質水質

治山治山治山治山
治水治水治水治水

廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物
清掃清掃清掃清掃

消防消防消防消防
防災防災防災防災

気候の変化

海面の上昇

自然環境への影響

沿岸域

自然生態系

水資源

社会への影響

災害

農林水産業健康

産業・インフラ

影響の現れ方は、

地域の特性や

生活環境、習慣、

健康状態等によって

異なります。

46

気候が変わるとさまざまな影響が現れる気候が変わるとさまざまな影響が現れる気候が変わるとさまざまな影響が現れる気候が変わるとさまざまな影響が現れる

出典：「気候変動への賢い適応」（平成20年､環境省 地球温暖化影響・適応研究委員会）、「STOP THE 温暖化2005」（平成17年､環境省）、
「地球温暖化『日本への影響』」（環境省環境研究総合推進費 戦略研究開発領域 S-8 2014報告書）(平成26年3月)を参考に作成

暑い夏暑い夏暑い夏暑い夏

暑い日が増える

寒い日
が減る

津 における 月平均気温の平年値の変化（℃）

青：津市における月平均気温の平年値（現況）

橙：21世紀末の平年値のイメージ

℃

１日の気温較差１日の気温較差１日の気温較差１日の気温較差
７～８７～８７～８７～８℃℃℃℃

月平均気温の最高値

29.729.729.729.7℃℃℃℃ （（（（1995199519951995年）年）年）年）

日最高気温 39.539.539.539.5℃ （1994/8/5）

日最低気温 29.529.529.529.5℃ （2013/8/11）

高温の記録

47

～変わりつつある三重の気候を知る講座～

将来影響の推定（例）将来影響の推定（例）将来影響の推定（例）将来影響の推定（例）
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～変わりつつある三重の気候を知る講座～

図-4-1 温暖化対策における「緩和」と「適応」

出典：温暖化から日本を守る適応への挑戦2012 （平成24年、環境省）

影響は、

弱いところから現れる

・・・弱点はどこか？

私たちの未来と

次世代への影響を

想定した対応が大切

48

未来と次世代のために始めること未来と次世代のために始めること未来と次世代のために始めること未来と次世代のために始めること

～変わりつつある三重の気候を知る講座～

地球温暖化対策に関する地球温暖化対策に関する地球温暖化対策に関する地球温暖化対策に関する

教育・学習教育・学習教育・学習教育・学習の振興の振興の振興の振興

自動車・移動自動車・移動自動車・移動自動車・移動

消費生活・家庭消費生活・家庭消費生活・家庭消費生活・家庭

建築物における対策建築物における対策建築物における対策建築物における対策

事業活動における対策事業活動における対策事業活動における対策事業活動における対策

資源の有効活用資源の有効活用資源の有効活用資源の有効活用森林の整備・保全の推進森林の整備・保全の推進森林の整備・保全の推進森林の整備・保全の推進

49

温暖化温暖化温暖化温暖化と気候の影響を緩和するためにと気候の影響を緩和するためにと気候の影響を緩和するためにと気候の影響を緩和するために
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～変わりつつある三重の気候を知る講座～

影響

影響

影響

影響に抵抗

影響を防御

影響をかわす

影響を回避

影響を受容

回復力を向上

健康健康 産業・インフラ産業・インフラ 農林水産業農林水産業対処 （適応） の仕方対処 （適応） の仕方 災害災害

50

気候の変化に伴う影響への対処気候の変化に伴う影響への対処気候の変化に伴う影響への対処気候の変化に伴う影響への対処

地球温暖化防止活動の推進地球温暖化防止活動の推進地球温暖化防止活動の推進地球温暖化防止活動の推進

� 地球温暖化防止活動推進員と
三重県地球温暖化防止活動推進センター

●三重県地球温暖化防止活動推進センターの業務
普及普及普及普及・啓発・広報・啓発・広報・啓発・広報・啓発・広報 地球温暖化防止の重要性に地球温暖化防止の重要性に地球温暖化防止の重要性に地球温暖化防止の重要性についてついてついてついて
活動活動活動活動支援支援支援支援 三重県地球温暖化防止活動推進員や民間団体三重県地球温暖化防止活動推進員や民間団体三重県地球温暖化防止活動推進員や民間団体三重県地球温暖化防止活動推進員や民間団体などなどなどなど
情報情報情報情報提供提供提供提供 調査・研究の結果などに調査・研究の結果などに調査・研究の結果などに調査・研究の結果などについてついてついてついて
その他その他その他その他の活動の活動の活動の活動

三重県
地球温暖化
防止活動

推進センター

三重県 国

県民

事業者

市･町

地球温

推進員

地球温
暖化防
止活動
推進員

地球温

協議会

地球温
暖化対
策地域
協議会

伊勢新聞
平成26年10月21日
朝刊
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「人と人、人と地域、人と自然のつながりを大切にし、

命と暮らしの安全・安心が実感できる三重をめざす」

（「三重県民力ビジョン」より）

１．

気候の変化を招くとされている

地球温暖化の進行を抑え、変化

をやわらげるため、ＣＯ２などの温

室効果ガスの排出量を減らしたり、

森林整備によるＣＯ２吸収量の増

加が必要です。

２．

気候の変化やその影響との関わ

りを確かめながら、リスク対応の視

点を組込んでいく必要があります。

52

256



影響 影響に抵抗

影響を防御

影響
影響をかわす

影響を回避

影響
影響を受容

回復力を向上

地球温暖化対策は 『緩和』 と 『適応』

私たちの未来と 次世代への影響を 想定した対応が大切

● 温暖化をもたらす二酸化炭素 （ＣＯ２） などの温室効果ガスを
減らす必要があります。

● くらし、事業活動のスタイルを 見直す必要があります。

● 将来への備えを 始める必要があります。

年間無降水日数の経年変化 （1890～2013、津）

出典：津地方気象台による提供資料を編集

13131313日増加日増加日増加日増加100100100100年につき年につき年につき年につき

保健保健保健保健
医療医療医療医療

衛生衛生衛生衛生
福祉福祉福祉福祉

観光観光観光観光
サービスサービスサービスサービス

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー
保安保安保安保安

運輸運輸運輸運輸
通信通信通信通信

農業農業農業農業教育教育教育教育
スポーツスポーツスポーツスポーツ

林業林業林業林業

水産業水産業水産業水産業

自然自然自然自然
保護保護保護保護

家庭家庭家庭家庭

歴史歴史歴史歴史
文化文化文化文化

製造製造製造製造
販売販売販売販売

水水水水環境環境環境環境
水質水質水質水質

治山治山治山治山
治水治水治水治水

廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物
清掃清掃清掃清掃

消防消防消防消防
防災防災防災防災

適
応

気候変動による
影響への

これからの変化

年平均気温 約 3℃上昇

真夏日 約 40日増加 (約 2倍)

熱帯夜 約 40日増加 (約 7倍)

冬日 約 20日減少 (約 半分)

統計期間統計期間統計期間統計期間 津津津津 尾鷲尾鷲尾鷲尾鷲

年平均気温 100年 1.57 ℃上昇 2.26 ℃上昇

真夏日 50年 10 日増加 14 日増加

熱帯夜 50年 19 日増加 5 日増加

冬日 50年 27 日減少 27 日減少

統計期間 四国・東海沖海域

海面水温 100年 1.24 ℃上昇

気候の変化
寒い日が減少し、暑い日が増加。

モンスーン（高温多湿な空気の流

れ）が強化（湿潤化）。

雨の多い地域はさらに多雨化。

勢力の強い台風がより多く

接近。

海面の上昇
水深が増大し、波力が強化。

海水面の上昇と強い波で、沿岸や

波うち際が変形。

自然環境への影響

沿岸域
一部で水没。

波の侵食を受ける

範囲が拡大。

0.6ｍの海面上昇

で約80％の

砂浜が消失。

自然生態系
植生の分布が南方系のものに変化したり、一部の種が絶滅。

水資源
雨の量が増加。

干ばつが発生。

水源の水質が悪化。

川の流量の変動

が増大。

社会への影響

災害
高潮や台風による被害

が増加。

強い雨による

浸水の被害

が増加。

農林水産業
農作物や畜産物・水産物の生産

量や生産時期に変化。

健康
熱中症患者の増加や、心疾患・循環

器疾患の患者の病状が悪化。

産業・インフラ
沿岸域や中山間地域の

観光資源、文化財、

生産拠点、

エネルギー・

通信等の

インフラに

被害。

影響は、

弱いところから現れる

・・・弱点はどこか？

（高温による影響で白未熟粒となった稲）

作物（コメ） 夏季の高温傾向の影響を
受けると、米の玄米品質は
不安定に

（参考：「高温登熟性に優れた水稲新品種

『三重23号』の育成」（三重県農業研究所）） 出典：厚生労働省人口動態統計より中井作図
（「熱中症環境保健マニュアル2014」（環境省）より）

男女別熱中症死亡数（1968年～2012年、全国）

熱
中
症
死
亡
数

健康（熱中症） １９９4年以降、死亡者数が増加

津市 国道23号線
（2004年9月台風第21号の大雨、出典：異常気象レポート2005（気象庁）

豪雨（台風など）
都市部の冠水
河川の氾濫
土砂の崩落

21世紀末は、20世紀末に比べてこれだけ変わる
（県内平均）

出典：津地方気象台による提供資料より
（全国平均で約３℃上昇した場合）

出典：津地方気象台による提供資料より

出典：「気候変動への賢い適応」

（環境省 地球温暖化影響・適応研究

委員会）、「STOP THE 温暖化2005」

（環境省）、「地球温暖化『日本への影響』」

（環境省環境研究総合推進費 戦略研究開発領域

S-8 2014報告書）を参考に作成

豪雨 大気中の水蒸気が増加し
大雨の頻度が増加

猛暑 不規則に変化しつつ
極端に暑くなる頻度が増加

極端極端極端極端なななな気象気象気象気象がががが頻発頻発頻発頻発

【気候に関する人為的影響について】

人間による影響が20世紀半ば以降に

観測された温暖化の支配的な原因で

あった可能性が“極めて高い”。 出典：IPCC AR5 WG1 SPM 図SPM.1(b) （気象庁HPより

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）

第5次評価報告書（2013～2014年）から

観測された地上気温の変化 （1901～2012）

気候システムの温暖化には疑う余地がない

年平均気温の将来予測 （単位：℃、三重県）
21世紀末
（2081－2100年）

21世紀中頃
（2031－2050年）

20世紀末
（1981－2000年）凡例 （℃）

出典：簡易推計ツール（国立環境研究所）に格納されているデータ （平成24年）

（気候予測モデル：MIROC3.2hires）

事業活動における対策

建築物における対策

森林の整備・保全の推進

消費生活・家庭

自動車・移動

資源の有効活用

教育・学習の振興

・省エネ設備

・環境マネジメント

・断熱性能の向上

・エネルギー管理

・森林整備

・カーボン・オフセット

・省エネ製品の選択

・エコなライフスタイル

・公共交通機関の利用

・エコドライブ

・廃棄物の減量

・再生可能エネルギー

・講座・イベント

16

17

15

14

13

℃
18

12

1.57℃上昇100年につき

年平均気温の変化 （1890～2013、津）

出典：津地方気象台による提供資料を編集

雨の降る日が減ってきた雨の降る日が減ってきた雨の降る日が減ってきた雨の降る日が減ってきた

暑い日

暑い日が増加

寒い日
が減少

月平均気温の平年値の変化（℃）（津）

： 21世紀末の平年値のイメージ

： 津市における月平均気温の平年値（現況）

℃

以前の気候
新たな気候

上昇上昇上昇上昇
寒さの変化
は少ない

暑さの変化
はより強く

平均気温

発
生
確
率

平
均
気
温
が

上
昇
す
る
と

･･･

感染症（デング熱など）
ウィルスを保有する
蚊にさされて感染

BCP（事業継続計画）の策定促進中 暑さや高水温に強い新品種を開発 （コメ ：『結びの神』 『神の穂』、イチゴ ：『かおり野』、クロノリ：『みえのあかり』）、亜熱帯フルーツの特産品化 制度・計画を検討中 （県災害廃棄物処理計画、県国土強靭化地域計画、県水源地域の保全に関する条例）

三重県では始めています！三重県では始めています！三重県では始めています！三重県では始めています！ 『『『『気候変動に適応できる 安全・安心安全・安心安全・安心安全・安心な地域の実現へ』』』』

Ⅳ さまざまな影響が現れる

Ⅱ 気候の影響

Ⅰ 変化する気候 地球温暖化の進行

Ⅲ 予測される将来

３３３３
℃℃℃℃
上上上上
昇昇昇昇
しししし
たたたた
らららら
…………

ヒトスジシマカ

くらし、事業活動 と 気候との関わりを考えてみませんか？

【URL】 http://www.eco.pref.mie.lg.jp/ondanka/
三重県 環境生活部 地球温暖化対策課

平均気温は上昇している

海水温も上昇している

この分だけ

食料や資源・エネルギー
の多くを輸入しています。

・・・世界的な影響は国内にも波及？
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温暖化の影響評価
～簡易推計ツールの活用について～

（独）国立環境研究所

肱岡靖明

近畿地方における地球温暖化への適応策勉強会 第三回 地方公共団体の取組の支援について
＠ドーンセンター 5階 大会議室2，2016.1.16

講演内容

1. 推進費Ｓ-８の概要

2. 簡易推計ツール“ＡＩＭ/Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ

［Ｐｏｌｉｃｙ］

3. 共通シナリオ第二版を用いた
総合影響評価

4. まとめ
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推進費S-8の概要

� 研究期間：平成22-26年度

� 研究体制：12課題，30機関，93(91)名の研究参画者

� 対象分野：水資源，森林，農業，沿岸域，健康

� 研究プロジェクトの目標
� 高精度・高解像度の最新の気候モデルの結果を入力とし、

高度な影響・適応策評価モデルを開発して、温暖化に伴
う我が国全体への影響を評価するとともに、複数の世界
安定化排出経路や適応シナリオに応じた影響量の変化に
ついて定量的分析を行い、適応策の効果を評価する。

� 自治体や途上国レベルで利用可能な簡易的な脆弱性・影
響・適応効果評価手法を開発し、自治体や途上国レベル
における予測の不確実性を考慮した適応策立案手法を開
発する。

国内の温暖化影響・適応策研究

� 国内の大型研究プロジェクト

� 環境省「地球環境研究総合推進費 S-8」
• http://www.nies.go.jp/s8_project/index.html，FY2010-2014

� 文部科学省「気候変動適応戦略イニシアチブ」
• http://www.mext-isacc.jp/ ，FY2010-2014

� 文部科学省「気候変動リスク情報創生プログラム（
領域テーマD：課題対応型の精密な影響評価」
• http://www.jamstec.go.jp/sousei/jp/research/theme_d.html ，

FY2012-2016
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サブ課題と研究組織

1. 統合評価モデルによる温暖化影響評価・適応政策に関する研究(国環研)

2. 温暖化ダウンスケーラの開発とその実用化（筑波大/海洋開発研究機構/北大）

3. 気候変動による水資源への影響評価と適応策に関する研究（東大/東北大/国立保健
医療科学院/東洋大）

4. 沿岸・防災リスクの推定と全国リスクマップ開発（東北大/福島大/国総研/静岡大/東大）

5. 地球温暖化が日本を含む東アジアの自然植生に及ぼす影響の定量的評価(森林総研)

6. 農業・食料生産における温暖化影響と適応策の広域評価（農環研/中央農業総合研究
センター/果樹研/埼玉県環境科学センター）

7. 温暖化の健康影響 －評価法の精緻化と対応策の構築（筑波大）

8. 媒介生物を介した感染症に及ぼす温暖化影響評価と適応政策に関する研究（感染研）

9. 温暖化適応政策による地域別・部門別の受益と負担の構造に関する研究（名城大/東
北文化学園大/兵庫県立大/（財）日本総研）

10. 地域社会における温暖化影響の総合的評価と適応政策に関する研究（法政大/電中研
/東京農工大/埼玉県環境科学センター/東京都環境科研/神奈川県環境科学センター/
長野県環境保全研）

11. 亜熱帯化先進地九州における水・土砂災害適応策の研究（九州大）

12. アジア太平洋地域における脆弱性及び適応効果指標に関する研究（茨城大/国環研/Ｉ
ＧＥＳ/国連大学)

国内外の政策決定の場へ国内外の政策決定の場へ国内外の政策決定の場へ国内外の政策決定の場へ

科学的知見の提供科学的知見の提供科学的知見の提供科学的知見の提供

社会経済シナリオ

【【【【テーマテーマテーマテーマ2】】】】

自治体レベルでの影響評価自治体レベルでの影響評価自治体レベルでの影響評価自治体レベルでの影響評価
と総合的適応と総合的適応と総合的適応と総合的適応
政策に関する政策に関する政策に関する政策に関する
研究研究研究研究

【【【【テーマテーマテーマテーマ1】】】】我が国全体への温暖化影響の信頼性の高い我が国全体への温暖化影響の信頼性の高い我が国全体への温暖化影響の信頼性の高い我が国全体への温暖化影響の信頼性の高い
定量的評価に関する研究定量的評価に関する研究定量的評価に関する研究定量的評価に関する研究

統合評価モデル統合評価モデル統合評価モデル統合評価モデル
経済評価経済評価経済評価経済評価

簡
易
評
価
手
法

簡
易
評
価
手
法

簡
易
評
価
手
法

簡
易
評
価
手
法

自治体の実態フィードバック 途上国の実態フィードバック

【【【【テーマテーマテーマテーマ3】】】】

アジア太平洋地域におけるアジア太平洋地域におけるアジア太平洋地域におけるアジア太平洋地域における
脆弱性及び適応脆弱性及び適応脆弱性及び適応脆弱性及び適応
効果評価指標に効果評価指標に効果評価指標に効果評価指標に

関する研究関する研究関する研究関する研究

健康健康健康健康農業農業農業農業
沿岸・沿岸・沿岸・沿岸・
防災防災防災防災生態系生態系生態系生態系水資源水資源水資源水資源

気候シナリオダウンスケーリング気候シナリオダウンスケーリング気候シナリオダウンスケーリング気候シナリオダウンスケーリング 広
域
予
測
手
法

広
域
予
測
手
法

広
域
予
測
手
法

広
域
予
測
手
法

気候シナリオ

自治体コンソーシアム自治体コンソーシアム自治体コンソーシアム自治体コンソーシアム
アジア太平洋地域におけるアジア太平洋地域におけるアジア太平洋地域におけるアジア太平洋地域における
様々な影響・適応研究様々な影響・適応研究様々な影響・適応研究様々な影響・適応研究
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S-8-1の研究目的

� IPCC AR4（SRES）の範囲では今後20年間に約0.2℃/10
年の割合で気温が上昇すると予測

� 温暖化が進⾏すると，その悪影響は⻑期間に及び，気候安
定化の効果が現れるにも⻑い時間を要する．

� 温暖化による将来の被害を可能な限り小さくし、後世に対
策の負担を回さないようにするためには、⻑期的な視点で
の適応策の検討・実施が必要

複数の異なる温室効果ガスの安定化レベルに応じた，我が
国を中心とした影響の全体像（分野別の物理的・経済的影
響）の変化を把握し適応策の効果を考慮するための，⾼度
化な影響・適応策評価モデルを開発し，適応型社会実現の
ための複数の可能性について検討

8

影響評価研究と適応策推進のギャップ

影響評価研究 適応策推進

分野・指標別の影響評価モデル
の開発

包括的/地域固有の分野・指標

50-100年先の評価 3-5年先の計画

影響評価のみ 調査・予測・評価

様々な気候シナリオの利用 一つの目標を定めた計画の作成

研究的興味 行政的必要性

研究結果への責任 施策実施への責任

研究の長期的継続 担当者の定期的交代

研究成果を活用するには？研究成果を利用してもらうには？
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講演内容

1. 推進費Ｓ-８の概要

2. 簡易推計ツール“ＡＩＭ/Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ

［Ｐｏｌｉｃｙ］

3. 共通シナリオ第二版を用いた
総合影響評価

4. まとめ
9

S-8共通シナリオの開発

10

共通シナリオ マルチセクター影響評価・比較に不可欠
不確実性評価 マルチモデル，マルチシナリオが望ましい
解決すべき問題 シナリオ数が多すぎると実施困難

背景と目的

気候シナリオ気候シナリオ気候シナリオ気候シナリオ 社会経済社会経済社会経済社会経済 ファイルファイルファイルファイル

データ モデル シナリオ シナリオ 配布

S4シナリオ（参考） CMIP3 ２ ２ なし なし

S8共通シナリオ
第一版

CMIP3 ４ １ １ あり

S8共通シナリオ
第二版

CMIP5 ４ ３ ９ あり

文献調査・研究者間調整の末，S8シナリオ第１版・第２版を策定
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S-8共通シナリオ第一版

11

気候変化の不確実性の幅を捉えるため，信頼性の高いモデルの
中から，最大・最小・上位1/3，下位1/3の４モデルを選択．SRES A1B

気候シナリオ

人口研中位推計を2100年まで延長，土地利用は人口の関数
社会経済シナリオ

・詳細と根拠は環境科学会誌の研究ノートに報告
・このシナリオを利用して各班が影響・適応研究を行うことで，
マルチセクターの温暖化影響・適応評価が実現可能。

MIROC3.2hires

GFDL CM2.1

MRI-CGCM2.3.2

CSIRO MK3.0

MIROC3.2hires

GFDL CM2.1

MRI-CGCM2.3.2

CSIRO MK3.0

12

簡易推計ツールの開発目的

� 温暖化影響総合評価システム（簡易推計ツール：
AIM/Adaptation[Policy]）は，日本全国および各都道府県を対
象に，温暖化影響評価結果を表示するシステム

� 科学と施策を繋げるツール

� 有する機能

� 既に計算されている影響評価結果を格納するデータベースとしての
機能，およびその評価結果を表示する機能

� 影響関数，観測データから新たに影響評価を行ないデータベース化
する機能，およびその評価結果を表示する機能

� S-8で計算された影響評価結果を格納する役割や，影響評価関
数を実装し，評価結果を計算・表示する役割を担う
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簡易推計ツールの概要

健康農業 防災生態系水資源

影響関数影響関数影響関数影響関数////影響評価結果影響評価結果影響評価結果影響評価結果

簡
易

推
計

機
能

パターンスケーリングPop.

Climate

GDP

気候気候気候気候・・・・
社会経済社会経済社会経済社会経済
シナリオシナリオシナリオシナリオ

適応有り・なし
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簡易推計ツール：システム要件

� 本システムはMicrosoft Visual Studio 2005 および ArcGIS Engine 
SDK for Microsoft .NET Framework 9.3.1の環境で作成．本システム
の動作環境は以下の通り

� ハードウェア要件
� CPU： 1.6 GHz デュアルコア以上
� 主記憶装置（メインメモリ）：1GB(必須），2GB以上（推奨）
� 補助記憶装置（HDD / SSD）：852MB（必須）
� スワップ領域： 500MB（必須）
� ディスプレイ（画面プロパティ）： 96dpi，解像度1024×724，24ビットカラー(推奨)

� ソフトウェア要件
� オペレーティングシステム： Microsoft Windows 2000 Professional SP4 / Microsoft Windows 

XP SP2-3 / Microsoft Windows 2003 Server SP1-2 / Microsoft Windows Vista SP1-2 / 
Microsoft Windows 2008 Server / Microsoft Windows 7

� アプリケーションソフト： Microsoft Excel 2003-2007，Microsoft Access 2003-2007，
Microsoft Internet Explorer 6.0 以上（ArcGIS Engine Runtimeをインストールする前に、
Microsoft Internet Explorer 6.0以上をインストールしておく必要があるため）

� ランタイムライブラリ： Microsoft .NET Framework 2.0 SP2，Microsoft Access 2003-2007 
Runtime，ArcGIS Engine 9.3.1 Runtime

※Microsoft 2010，ArcGIS Ver.10等の環境での動作は保障されていないことに留
意

分野分野分野分野 指標指標指標指標 計算期間計算期間計算期間計算期間 気候シナリオ気候シナリオ気候シナリオ気候シナリオ 気候パラメータ気候パラメータ気候パラメータ気候パラメータ 空間解像度空間解像度空間解像度空間解像度

水資源

SS土砂生産量
（年間，9月）

2031-2050，
2081-2100

MIROC3.2hires，
MRI-CGCM2.3.2

月降水量 2次メッシュ

クロロフィルa
2031-2050，
2081-2100

MIROC3.2hires
日平均気温，日日射量，
日平均風速，日平均湿
度，日平均雲量

地点

防災

洪水被害額
洪水浸水深さ

2081-2100※

MIROC3.2hires，
MRI-CGCM2.3.2，

CSIRO-MK3.0，
GFDL CM2.1

年最大日降水量 3次メッシュ

斜面崩壊発生確率

砂浜侵食
（面積，被害額，汀線）

21世紀末 MRI-CGCM2.3.2 海面上昇量 県別

森林
生態系

ブナ，ミズメ，アカシデ，イヌ
シデ，エノキ，オヒョウ，ケ
ヤキ，スズタケ，チシマザ
サ，チマキザサ，ハイマツ，

ミヤコザサ

2081-2100

MIROC3.2hires，
MRI-CGCM2.3.2，

CSIRO-MK3.0，
GFDL CM2.1

暖かさの指数，最寒
月最低気温，夏期
降水量，冬期降水量，

最大積雪水量，冬期
降雨量

3次メッシュ

農業

コメ収量（15種）
2031-2050，
2081-2100 MIROC3.2hires，

MRI-CGCM2.3.2，
CSIRO-MK3.0，

GFDL CM2.1

日平均気温，日射量 2次メッシュ

みかん適域
年平均気温 3次メッシュ

タンカン適域

健康

熱ストレス死亡リスク
2081-2100※ 日最高気温 県別

熱中症搬送数

ヒトスジシマ蚊
分布可能域

2031-2050，
2081-2100

年平均気温 3次メッシュ

※日別気候シナリオ作成に必要となる2031-2051年の日別GCMが提供されていないため 16265



講演内容

1. 推進費Ｓ-８の概要

2. 簡易推計ツール“ＡＩＭ/Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ

［Ｐｏｌｉｃｙ］

3. 共通シナリオ第二版を用いた
総合影響評価

4. まとめ
17

環境省 環境研究総合推進費

S-8 温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究
2014年報告書

地球温暖化「日本への影響」
─新たなシナリオに基づく総合的影響予測と適応策－

平成26年 3月 17日

茨城大学，国立環境研究所，筑波大学，独立行政法人海洋研究開発機構，
北海道大学，東京大学，東北大学，国立保健医療科学院，東洋大学，福島大学，
国土技術政策総合研究所，静岡大学，森林総合研究所，農業環境技術研究所，
農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所，埼玉県環境科学国際センター，

大阪府立大学看護学部，長崎大学，国立感染症研究所，名城大学，東北文化学園大学，
兵庫県立大学，日本総合研究所，法政大学，東京都環境科学研究所，
長野県環境保全研究所，九州大学，山梨大学医学工学総合研究部，

地球環境戦略研究機関，国際連合大学サステイナビリティと平和研究所, 
高知大学, 京都大学霊長類研究所, 神戸大学, 慶応義塾大学

18266



総合影響評価の目的

� 日本全国を対象として，IPCC AR5で用いられた最新の気
候シナリオを用いて，複数の異なる気候安定化レベルや
適応政策に応じた影響量および適応策の効果を評価

�放射強制力シナリオ：RCP2.6，4.5，8.5

�気候モデル(４つ）

• MIROC5（日本，東京大学/NIES/JAMSTEC）
• MRI-CGCM3.0（日本，気象庁気象研究所）
• GFDL CM3（米国，NOAA地球物理流体力学研究所）
• HadGEM2-ES（英国，気象庁ハドレーセンター）

�基準期間：1981-2000年，将来期間：21世紀半ば
（2031-2050），21世紀末（2081-2100）

� 簡易推計ツール（AAP:AIM/Adaptation[Policy]）
�開発中止開発中止開発中止開発中止．．．．各県各県各県各県へのへのへのへの個別対応個別対応個別対応個別対応へへへへ 19

総合影響評価の影響指標

�影響指標（青文字は適応策の検討あり）

• 水資源（水量：河川流量，水質：クロロフィルa）

• 沿岸・防災（洪水氾濫：洪水被害額，土砂災害：斜面崩壊発生確率，
斜面崩壊被害額，高潮災害：高潮被害額，沿岸侵食：砂浜消失率，砂
浜被害額，干潟消失率，干潟被害額）

• 生態系（自然植生：ハイマツ潜在生育域，シラビソ潜在生育域，ブナ
潜在生育域，ブナ被害額，アカガシ潜在生育域）

• 農業・食料生産（コメ：収量，果樹：ウンシュウミカン作付適地継続
率，タンカン作付適地）

• 健康（暑熱：熱ストレス超過死亡者数，熱中症死亡被害額，熱中症搬
送者数，感染症：ヒトスジシマカ分布域）

http://www.nies.go.jp/whatsnew/2014/20140317/20140317.html 20267



S-8共通シナリオ第二版
～残り２モデルの選択～

� S8共通シナリオ第2版では4つのモデルを利用予定

� このうち，次の２つについては利用が確定していたが*，残り２つ
が未定

� MIROC5（日本）

� MRI-CGCM3（日本）

*高解像度データの提供や日本を対象とした解析の厚みを期待

� 今回，第１版のモデル選定とほぼ同様の作業を行い，
次の２モデルを候補

� GFDL CM3（アメリカ・地球流体力学研究所）

� HadGEM2-ES（イギリス・ハドレーセンター）

21

S-8共通シナリオ第二版
～残り２モデルの選択～

� IPCC第５次評価報告書第９章図9-7で「性能評価」されている
４２の気候モデルから，過去の気候(1980-2005)の再現性の
高い２２モデルを抽出．さらにRCP8.5の結果が得られない５つ
のモデルを除外

22

縦
軸

：
気

象
要

素

再現性
低い

再現性
高い

横軸：モデル

例：ACCESSモデルは
青い（再現性が高い）
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S-8共通シナリオ第二版
～残り２モデルの選択～

� １７モデル＋２モデル（MIROC5とMRI-CGCM3）の日本付近の気温の20年
移動平均を取り，基準年からのRCP8.5シナリオの気温上昇量を算出．気温
上昇量がMIROC5とMRI-CGCM3と異なるGFDL CM3とHadGEM2-ESの２つ
のモデルを選択

23

MRI-CGCM3

＋３度超

MIROC5

＋４度超

HadGEM2-ES

＋５度超

GFDL CM3

＋６度超

S-8共通シナリオ第二版
～残り２モデルの選択～

� １７モデル＋２モデルの日本付近の降水量変化を算出．４モデ
ルにより，２１世紀後期は予測の幅を捉えられる．ただし，２１世
紀前期，中期では幅を完全にはとらえきれない*

24

MRI-CGCM3

中庸低め

MIROC5

中庸高め

HadGEM2-ES

中庸低め⇒低め

GFDL CM3

低め⇒高め

２１世紀前半
振れ幅の上限
（3モデル）
が捉えられない

２１世紀中盤
振れ幅の下限
（3モデル）
が捉えられない

２１世紀後期
振れ幅はほぼ
捉えられる
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気候シナリオ例（全国平均）

� ＲＣＰシナリオ
� R2.6：RCP2.6（青色），R4.5：RCP4.5（緑色），R8.5：RCP8.5（赤色）

� 気候シナリオ
� MIROC5：◆，MRI-CGCM3.0：■，GFDL CM3：▲，HadGEM2-ES：●

� 値の意味
� 差：基準年（1981-2000）と将来（2031-2050，2081-2100）の差分

� 比：基準年（1981-2000）を1とした場合の将来（2031-2050，2081-2100）の比率

http://www.nies.go.jp/whatsnew/2014/20140317/20140317.html 25

指標別影響評価例
（ＲＣＰ別・年代別，全国平均）

� マーカーがない図：評価未実施
� 灰色マーカー：適応策を講じた場合
� 注意点

� 結果の表し方が複数あり：差，変化率，絶対値，全
国に対する割合，などが指標によって異なる．表
1-2を参照

� マーカーの違い：：気候シナリオが異なる．異なる
マーカーの値を混同しないこと．http://www.nies.go.jp/whatsnew/2014/20140317/20140317.html 26270



指標別影響評価例：ヒトスジシマカ分布可能域
（RCP8.5，MIROC5）

http://www.nies.go.jp/whatsnew/2014/20140317/20140317.html

27

1981-2000 2081-2100

指標別影響評価例：コメ収量
（RCP8.5，MIROC5，2081-2100）

品質重視；適応なし（現
行品種，現行移植日）

http://www.nies.go.jp/whatsnew/2014/20140317/20140317.html

28

品質重視；適応あり～0.5倍

0.5～1.0倍

1.0～2.0倍
2.0倍～

変化なし

※適応あり：高温による品質低下リス
クが低く且つ可能な限り高収量となる
移植日を採用した場合の，品質が良い
（と考えらえれる）収穫物のみを集計し
た収量（現行品種による算定結果）
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� 目的：指標別・地域別の影響の違いを整理．
� 注意点：指標によって色区分が異なる場合があり．気候シナリオの解像度
やモデルのパラメータ設定など県別の違いを比較するには今後精査が必要．

日本における影響

1. 本研究は，新しい濃度シナリオであるRCPシナリオに基づく体系的な

日本への影響予測である．温室効果ガスの濃度パスと気候シナリオ
に関する共通シナリオを設定して21世紀半ば（2031-2050）と21世紀
末（2081-2100）における我が国への影響を予測した．

2. 温暖化は21世紀を通じて我が国の広い分野に影響を与えることが

改めて予測された．気象災害，熱ストレスなどの健康影響，水資源，
農業への影響，生態系の変化などを通じて，1)国民の健康や安全・
安心，2)国民の生活質と経済活動，3)生態系や様々な分野に影響
が広がる．

3. 気候変動の影響は，気温上昇をはじめ温暖化の程度によって左右さ
れる．そのため，世界規模で緩和策が進めば，日本における悪影響
も大幅に抑制できる．その場合でも，適応策を講じないとほとんどの
分野において現状を上回る悪影響が生じると考えられる．そのため，
今後の気候変動リスクに対処するためには，緩和策と適応策の両方
が不可欠である．

http://www.nies.go.jp/whatsnew/2014/20140317/20140317.html 30272



講演内容

1. 推進費Ｓ-８の概要

2. 簡易推計ツール“ＡＩＭ/Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ

［Ｐｏｌｉｃｙ］

3. 共通シナリオ第二版を用いた総合影
響評価

4. まとめ
31

適応策とは？

� 最善の緩和の努力を行ったとしても，世界の温室効
果ガスの濃度が下がるには時間がかかるため，今後
数十年間は，ある程度の温暖化の影響は避けることがで
きない

� 既に温暖化の影響ではないかと考えられる事象が現れつ
つある

�悪影響に備える適応策：気候の変動やそれに伴う気温・海
水面の上昇などに対して人や社会，経済のシステムを調節

することで影響を軽減，対処療法的な取り組み

� 適応策に関しては，科学的な研究や国・自治体における
検討は始まったばかり

32273



適応策の事例

出典： STOP THE 温暖化 2005

� 地球温暖化による海面上昇

� 海岸侵食,高波等による沿岸
被害拡大

� 防波堤の建造・嵩上げによ
る防護といった適応策

33

海外の適応への取り組み例
(高潮時のテムズ防潮堤の様子)

34出典： Thames Estuary 2100 274



海外の適応への取り組み例
(テムズ川2100計画，海面上昇量を指標とした代替案群)

35

ポイントポイントポイントポイント

○○○○0～～～～4mで代替案と閾値を設定で代替案と閾値を設定で代替案と閾値を設定で代替案と閾値を設定

○モニタリングで閾値を確認○モニタリングで閾値を確認○モニタリングで閾値を確認○モニタリングで閾値を確認

○最新情報により代替案を選択○最新情報により代替案を選択○最新情報により代替案を選択○最新情報により代替案を選択

○段階的実施○段階的実施○段階的実施○段階的実施

出典： Thames Estuary 2100 Technical Reportより一部改変して引用

海外の適応への取り組み例
(テムズ川2100計画，モニタリング活用方法)

36

時間時間時間時間

指標指標指標指標

ある特定の
場所の潮位等

最新の予測に基づく
新しい実施決定時期

計画上の実施
決定時期

計画上の予測ライン

計画・建設のた
めの準備期間対策が必要となる 閾値閾値閾値閾値

モニタリング結果に
基づく新しい予測ライン

モニタリング結果に
基づく指標の変化率

再確認の時期

実施決定時期の変化

①①①①

②②②②

③③③③

出典： Thames Estuary 2100 Technical Reportより一部改変して引用275



海外の適応への取り組み例
（コペンハーゲン市：適応策を機にもっと住みやすい街につくりかえる）

� 2010年8月，2011年7月の2年続けて，
ゲリラ豪雨による洪水被害（800億円余り）．

� 「気候変動適応戦略」の概要：2012年

� 浸水や熱波による被害リスクの高い地区から優先的
にインフラ更新．

� 新たな政策技術の開発＝新規雇用増

� この分野で世界のリーダーを目指す

� 雨水排水：「大規模集中型の施設を拡張するよりも
地域分散型の方が半分以下の投資額ですむと試算．

� 洪水対策と暑熱対策として都市内の緑化も推進．さ
らに海の近くは，「海面上昇の影響で地下水位が上
がり、建物に影響がでると予想＝市内の建物は毎年
１％ずつ更新

37

海外の適応への取り組み例
（コペンハーゲン市：適応策を機にもっと住みやすい街につくりかえる）

� 対策費用と財源：対策費はゲリラ豪雨対策だけでも
400億円程度．財源：税金＋民間投資

� 市役所が新たに課税出来るという条項あり

� 市民の負担増⇒⇒反発も予想

� 「気象災害に強く，水緑が豊かな地区になることで，
土地・建物の不動産の資産価値が上がる．さらに，こ
の分野で世界に先駆けて政策や技術を開発することで
，新しい雇用をつくることが出来る」（「ゲリラ豪雨
マネジメント計画」）

38

� リスクマップを示しながら，住民参加型で複数の選択肢を作成して，
費用便益計算を出すという手法も採用（ 「ゲリラ豪雨マネジメント
計画」 ）

�欧州開発銀行では，全融資額の最低25％は「温暖化対策」．上記の事
業は分野的には融資対象に該当．

276



政府の取り組み

� 第4次環境基本計画（平成24年4月）

� 適応の検討・推進の必要性を記載

� 革新的エネルギー・環境計画（平成24年9月）

� “避けられない地球温暖化影響への対処（適応）の観点から政府全体の取組を
「適応計画」として策定する”

� 統合レポート（平成25年3月）

� 「温暖化の観測・予測及び影響評価統合レポート」公表

� 政府全体の適応計画策定

� 27年度夏目処：政府全体の総合的・計画的な取り組みとして，適応計画を策
定（5年程度を目処に定期的な見直し）

� 自治体の取り組み

� 埼玉県温暖化対策実行計画見直しに合せてS-8成果をインプットし適応策の具
体化・体系化の推進中

� 信州環境エネルギー戦略～第三次地球温暖化防止県民計画に基づく信州・気候
変動モニタリングネットワークの構築へ取組開始

� 適応策について他県も検討 39

まとめ(1)

�温暖化の影響は既に現れており，将来の
悪影響が懸念される

�リスクマネジメント

�温暖化対策は緩和策と適応策の双方が
不可欠

�温暖化対策（緩和策，適応策）は，目指す
べき将来像を考えるきっかけになり得る

•長期的視点・分野横断的視点の必要性

•様々な将来像・発展経路の検討
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まとめ（２）

� ポイント：適応策は全く新しい施策ではない
�既存施策の有効活用＋将来気候を考慮した見直し

�適応策の下地は既にあることを認識すればその取り組みは容易になり得る
• 気候が変化しないという従来の仮定から，気候変化を想定した施策の立案

�対策の更新時に将来影響を考慮してコストを抑える

�温暖化・影響の進行状況の把握：モニタリング
�進行状況に応じた対策の実施

�社会経済の変化を考慮した総合的な環境対策
�ソフト・ハード対策を組み合わせて，強靱な社会（国，まち）を構築

� 適応策とは
�気候変動に立ち向かうことは何かを失うわけではない．問題を解
決することで明るい未来を築くことが可能．

�豊かな創造力と革新的な解決策が重要

41

ご清聴ありがとうございました
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簡易推計ツール：影響関数

� 影響関数とは，気候データと影響量に関するデータベース
� 気候データと影響量の関係がデータベース化されていれば，あとは気候シ

ナリオから値を入力するだけで影響量を評価可能

降水量（⊿P%） 影響量
130 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6
125 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6
120 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5
115 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5
110 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4
105 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4
100 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3
95 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3
90 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2
85 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2
80 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1
75 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1
70 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
気温（⊿T℃）

2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
気温（⊿T℃） 0 0.1 0.2 0.35 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5
降水量（⊿P%） 100 105 100 100 105 110 115 110 115 120 125

気候シナリオ気候シナリオ

影響関数影響関数

21002100

20402040
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環境省による取組支援策の状況

平成２７年１月１６日

環境省 地球環境局

研究調査室 橋口祥治

気候変動の観測事実

既に起こりつつある地球温暖化の影響

気候変動の将来予測

予測される気候変動の影響

気候変動への適応の取組

目次
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気候変動の観測事実（気温）【日本】

年による変動は大きいものの、長期的に上昇傾向（100年あたり1.14℃）。

出典：気象庁、気候変動監視レポート2013 2

出典：「気象庁平成25年度（2013年）夏の日本の極端な天候について」をもとに作成

1
地
点
当
た
り
の
年
間
日
数

（年）

棒グラフ（緑） ：各年の値
折れ線（青） ：５年移動平均値
直線（赤） ：長期にわたる変化傾向

都市化の影響が比較的少ないとみられる気象庁の15観測地点のデータで解析

気候変動の観測事実（気温）【日本】

日最高気温が35℃以上の猛暑日の日数が増加している。

3
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出典：気象庁、気候変動監視レポート2013

気候変動の観測事実（降水）【日本】

降水にも変化が現れている。
1時間降水量50mm以上の短時間強雨の観測回数は増加傾向が明瞭に現れている。

※ ただし、短時間強雨の発生回数は年ごとの変動が大きく、それに対してアメダスの観測期
間は比較的短いことから、変化傾向を確実に捉えるためには今後のデータの蓄積が必要。

4

出典：「気象庁気候変動監視レポート2013」をもとに作成

図. 日本の年降水量偏差
棒グラフ：国内51地点での年降水量偏差（基準値に対する偏差で、mmであら

わす）を平均した値、太線（青）：偏差の5年移動平均。
基準値は1981～2010年の30年平均値。

変動幅が

大きくなっ
ている

気候変動の観測事実（降水）【日本】

1970年代以降、降水量の年ごとの変動が大きくなっている。

5
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図 チョウチョウウオ
冬の東京湾でも確認されるように
（写真提供：工藤孝浩）

図 日降水量200ミリ以上の年間発生日数と長期変化
（国土交通省資料より作成）

図： 洪水被害の事例
（写真提供：国土交通省中部地方整備局）

図 サンゴの白化（写真提供：環境省）

洪 水

2013年夏、高知県四万
十市で、41.0℃という観
測史上初の最高気温を
記録。

農山村の過疎化や狩猟人口の
減少等に加え、積雪の減少も一
因と考えられる。

農林産物や高
山植物等の食
害が発生

デング熱の媒介生
物であるヒトスジシ
マカの分布北上

熱中症・
感染症

異常気象

2013年夏、 20都市・地区計で15,185人の
熱中症患者が救急車で病院に運ばれた。
(速報)
（国立環境研究所 熱中症患者速報より）

日降水量200ミリ以上の大雨の発生日数が増加傾向

（写真提供：中静透）

米・果樹

・水稲の登熟期（出穂・開花から収穫までの期間）の
日平均気温が２７℃を上回ると玄米の全部又は一部
が乳白化したり、粒が細くなる「白未熟粒」が多発。
・特に、登熟期の平均気温が上昇傾向にある九州地方
等で深刻化。

高温による水分
欠乏と強い日射
により、果皮組
織のバランスが
崩れて発生

着色不良 正 常

成熟後の高温・
多雨により、果
皮と果肉が分
離する。（品質・
貯蔵性の低下）

高温による花粉
機能障害、赤色
色素（リコピン）
の生成抑制

図： 水稲の白未熟粒（写真提供：農林水産省）

図：みかんの日焼け果 （写真提供：農林水産省）

図： みかんの浮皮症
（写真提供：農林水産省）

図： トマトの生育（着花・着果）不良 （写真提供：農林水産省）

米が白濁するなど品質の
低下が頻発。

図 ヒトスジシマカ
（写真提供：国立感染症研究所

昆虫医科学部）

日本各地で、南方系魚類の種類と数が増加

生態系

ニホンジカの生息域拡大

既に起こりつつある地球温暖化の影響

6

気候変動の将来予測（気温）【日本】

出典：平成26年12月12日報道発表 日本国内における気候変動予測の不確実性を考慮した結果について（お知らせ）

【計算の概要】
気象研究所の全球気候モデル（60kmメッシュ）と地
域気候モデル（20kmメッシュ）を使用
IPCC 第5次評価報告書から用いられたRCPシナリオ
（代表的濃度経路）を採用
各シナリオについて海面水温が異なる3パターンの
計算を実施
RCP8.5のみ、3つの積雲対流スキーム（モデルの解
像度では表現できない雲ができる物理過程を数値
モデル化したもの）を組み合わせた9パターンの計
算を実施

環境省と気象庁は不確実性を考慮した気候変動予測の結果を取りまとめた。
全国の年平均気温の将来気候（2080年～2100年平均）と現在気候（1984年～2004年平均）の比較

RCP8.5シナリオ（現状以上の温暖化対策をとらなかった場合）は4.4（3.4～5.4）℃上昇。
RCP2.6シナリオ（厳しい温暖化対策をとった場合）は1.1（0.6～1.7）℃上昇。

年平均気温の不確実性幅：全国

不確実性幅を信頼区間で表示

・点：平均値

・線：ケース間の違いおよび年々変動を含む全体の不確実性幅

気
温
変
化
量
（
℃
）

6

4

2

0

7
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降水量の将来気候（2080年～2100年平均）と現在気候（1984年～2004年平均）の比較
年降水量の変化は、どのシナリオでも明瞭な傾向はない。
大雨による降水量、無降水日数はそれぞれ多くのシナリオ・ケースで増加傾向となる。

気候変動の将来予測（降水）【日本】

年降水量の不確実性幅：全国

出典：平成26年12月12日報道発表 日本国内における気候変動予測の不確実性を考慮した結果について（お知らせ）
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ける将来気候
の予測（2080
～2100年平
均）と現在気候
（1984～2004
年平均）の差を
示す。

8

気候変動の将来予測（降水）【日本】

地域気候モデルの予測結果によると、短時間強雨の頻度がすべての地域で増加すると予測。
（地球温暖化予測情報第８巻）

出典：地球温暖化予測情報第８巻（気象庁、2013）

地域別の１時間降水量50mm以上の年間発生回数の変化
（1980～1999年平均（灰）と2076～2095年平均（赤）の比較）

【計算の概要】
気象研究所の地域気候モデルを5km解像
度で実行した結果
SRESのA1Bシナリオを外部強制力として予
測計算を実施（2100年におけるA1Bシナリ
オの排出量はRCP6.0シナリオに近い）
20世紀末（1980～1999年）と21世紀末
（2076～2095年）を比較

9
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気候変動の将来予測（降雪）【日本】

年降雪量の将来気候（2080年～2100年平均）と現在気候（1984年～2004年平均）の比較
ほとんどのシナリオ・ケースで減少すると予測され、特に東日本日本海側で減少量が大きい。
北日本日本海側では、RCP2.6やRCP4.5で降雪量が増加するケースもある。
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出典：平成26年12月12日報道発表 日本国内における気候変動予測の不確実性を考慮した結果について（お知らせ） 10

※国土数値情報をもとに国土交通省で作成。
※3次メッシュ（1km×1km）の標高情報が潮位を下回るもの
を図示。面積、人口の集計は3次メッシュデータにより
行っている。

※河川・湖沼等の水面の面積については含まない。

伊勢湾大阪湾 東京湾

593

879

海面上昇後

1.4404人口（万人）

1.6577面積（ k㎡）

倍率現状

約440

約780

海面上昇後

約310

約500面積（ ）

倍率現状
高潮による水害リスクを
有するエリアが拡大する

気候変動に伴い、台風の強力化、海面水位の上昇が懸念されている。

台風の強力化により高潮、波浪の外力が増大するとともに、海面水位上昇により堤防高が相対的に低くなる。

仮に海面水位が80cm上昇すると、三大湾のゼロメートル地帯が拡大（面積が約６割、人口が約４割増加）する
など、高潮災害のリスクが増大する。

千葉県

■朔望平均満潮位+0.8m以下
■朔望平均満潮位以下

東京都

神奈川県

愛知県
三重県

大阪府

兵庫県

予測される気候変動の影響 高波・高潮リスクの増加

11
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気候変動の観測事実

デング熱を媒介するヒトスジシマカの分布は、1950年以降、分布域が徐々に北上傾向。
分布域が2035年には本州の北端まで、2100年には北海道まで拡大の予測。
今後デング熱流行のリスクを持つ地域が拡大することを示唆。

予測される気候変動の影響 健康

ヒトスジシマカの分布

ヒトスジシマカの分布域（赤色、黄色）の予測
左：2035年 右：2100年

資料作成：国立感染研究所 小林 睦生
12

イワナの生息適地は、水温が３℃上昇すると、西日本ではほぼなくなり、東日本・北海
道でも高標高地に限られる。

出典：財団法人自然環境研究センター： 平成23年度生物多様性評価の地図化に関する検討調査業務報告書
（16-②地球温暖化に伴うイワナ類の生息適地の変化予測）

イワナ類の生息適地の予測
左：現在、右：水温が3℃上昇した場合

予測される気候変動の影響 自然生態系

13
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気候変動への適応の取組

○緩和とは：地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を抑制

○適応とは：既に起こりつつある、あるいは起こりうる温暖化の影響に
対して、自然や社会のあり方を調整

※気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第5次評価報告書では、「適応及び緩和は、気候変動のリスクを低減し管理す
るための補完的な戦略である。今後数十年間の大幅な排出削減により、21 世紀とそれ以降の気候リスクを低減し、効果
的な適応の見通しを高め、長期的な緩和費用と課題を減らし、持続可能な開発のための気候にレジリエントな（強靭な）
経路に貢献することができる。」とされている。

14

活動 成果

1994～
2001年

地球温暖化問題検討委員会温暖化影響
評価WG

地球温暖化の日本への影響

2008年 地球温暖化影響・適応研究委員会

S4 温暖化影響の総合的評価に関する
研究(2005-09)

気候変動への賢い適応

2009年 温暖化の観測・予測及び影響評価統合
レポート

2010年 気候変動適応の方向性に関する検討会 気候変動適応の方向性

2011年 気候変動影響統計整備 気候変動影響統計ポータルサイト気候
変動影響統計レポート

2011～ S8温暖化影響評価・適応政策に関する
総合的研究(2010-14年)

気候変動の観測・予測及び影響評価統合
レポート（2012年度）

2013～ 気候変動予測、影響評価 報道発表・報告書（作成中）・計算データ

気候変動への適応の取組 環境省の取組概要

これまでの主な取組と成果
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気候変動への適応の取組 適応計画策定へのステップ

第114回中央環境審議会地球環境部会にて気候変動影響評価等小委員会を設置
（平成25年7月2日）

気候変動の影響及びリスク評価と今後の課題を整理し、意見具申として取りまとめ
（平成27年2月頃）

政府全体の総合的、計画的な取組として、適応計画を策定（平成27年夏目途）
※定期的な見直し（5年程度を目処）

• 政府全体で、短期的（～10年）、中期的（10～30年）、長期的（30年～100
年）に適応策を重点的に講ずべき分野・課題を抽出

• 各省における検討

• 極端現象を見るためのより詳細な日本の気候変動の予測
• 気候変動が日本にあたえる影響の評価
• それらの結果を踏まえたリスク情報の分析 等

※２℃目標(注)を達成したとしても、我が国において気温の上昇、降水量の変化、
極端な現象の変化など様々な気候の変化、海洋の酸性化などの影響が生ずる
恐れがあり、その影響への適応を計画的に進めることが必要とされている。

(注)2℃目標 温室効果ガスの濃度を安定させることを目的に掲げる国連気候変動枠組条約に基づき、産業革命以
前と比べ、世界平均気温上昇を2℃以内にとどめるため、各国が合意した目標

16

気候変動への適応の取組 地域の取組支援

地方において、気候変動の影響を評価した上で、適応計画の策定が必要

地方における気候変動の影響
気候変動の影響は、気候、地形、文化などにより異なる。
適応策の実施に当たり、地域ごとの特徴を踏まえることが不可欠

国レベルの取組だけではなく地方公共団体レベルの総合的、計画的な取組を
促進することが重要

国の支援：地方における影響評価・適応計画策定支援

地方公共団体の影響評価・適応計画策定の取組みを支援。特に適応計画策定
まで見据えた先進的な地方公共団体に対して集中的に支援を実施。
例）地方における適応計画策定支援（新規予算）、環境研究総合推進費
地域レベルの気候変動による影響評価の情報提供

例）国で実施した影響評価の結果などを広く情報発信、自治体が使いやすい影
響評価配信ツール（検討中）

最新の科学的な知見の共有
例）地方におけるシンポジウムの開催（今年度は全国8カ所で開催）、普及啓発
用パンフレットの作成（STOP THE 温暖化2015（仮）作成中）
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平成２６年度 

近畿地域における地球温暖化への適応対策 

 勉強会企画・運営等業務 
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環境省近畿地方環境事務所 
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